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要 旨

本論文は､他動性とヴォイスの関係を追求し､韓日両言語のヴォイスの体系を明らか

にすることを目的としている｡ここで取り上げる内容は､(i)他動化と使役化は､いか

に連続しているか｡(立)自動化と受動化は､いかに連続しているか｡(iii)使役と受動の

関係は､ヴォイスの意味的対立として捉えられるか､という3つの観点から構成される｡

この3つの観点が要求される理由として､第 1に､韓国語は､接辞-1'(･h)',･11',-ki)

という1つの文法形式が自動詞と他動詞､使役と受動などすべての文法範噂に用いられて

いるが､それはなぜ可能なのか｡第2に､韓国語と日本語の受動は､使役のように結合価

の増加をみせる場合がある｡その場合､使役と受動は同じ構造をもち､有生主語の行為の

方向性を中心とする意味的対立をもつことになるが､それはなぜかという問題が存在する

からである｡ ･

第 2章から第4章までは､使役化の観点から他動性の問題を中心に取り上げ､第 5章

から第7章までは､受動化の観点から態の派生関係を取り上げる｡最後に､第8章の結論

では､韓 日両言語における態の派生関係とヴォイスの体系を提示する｡態の派生関係の研

究においては､柴谷 (1997b)､Shibatani(1998a)で提出された､態のプロトタイプ的

発露による能動､中相､受動の3つの態範噂を導入し､その範噂を決定付けている ｢対比

最大化の原理｣に基づいた分析を行う｡

まず､第2章では､日本語の観点から語糞的使役形 (他動詞)と生産的使役形の選択

を決定するパラメータを提出する｡ 日本語との比較における韓国語の語秦的使役の問題点

は､たとえば､日本語では生産的使役形しか存在しない ｢笑わせる｣や ｢読ませる｣など

が､wus-kl'-taと ilk･hL'-taのように､接辞-1'を用いる語桑的使役形に対応 していることに

ある｡ここで､なぜ韓国語は日本語と違って､語嚢的使役構文の目的語の位置に有生のヒ

トを許容する範囲が広いのか､という問題が浮かび上がる｡

第3章では､このような現象を引き起こす根本的な要因は､韓国語の動詞の自他の体

系が日本語と異なっているところにあることを議論する｡そのために､従来の研究でかえ

りみられることのなかった韓国語の言語事実を提示する｡この言語事実には､他動詞であ

る基本形動詞がさらに他動化派生をするにもかかわらず､対応する2つの構文の関係が ｢結

合価変化のない構文｣として現れている｡即ち､項の増加をみせず､統語的にまったく同

じ構造を作る､という問題が存在するのである｡一般的に､他動詞である基本形動詞が他

動化に向けてさらに派生形を作ると､使役構文を形成するものとして理解される｡しかし､

これらの動詞の場合は､形態の派生と統語上の対応関係が一致しない､というところに問

題点がある｡ したがって､基本形と派生形の区別は､形態と統語の対応関係でなく､形態

と意味の対応関係を問題にすべきであることが指摘される｡ここで､韓国語の動詞の自他

の対応は､意味を基準にした他動性､つまり ｢意味的他動性｣に基づいていることを提案

する｡

第4章では､韓国語の語桑的使役は､意味的他動性に基づいた派生形動詞が使役に展

開することによって発達したと仮定する｡したがって､結合価変化のない派生形動詞が使

役構文を形成するためには､項の増加が必要とされるが､それはいかにして果たされてい



るのか､という問題を考察する｡たとえば､sSis-ta(自分の体を洗う)とssis･h'-tR-(他者

の体を洗 う)は､基本形と派生形の対応関係において結合価を増加させない｡しかし､同

じ派生形でありながら､ssis･kt-ta (洗わせる)のように結合価の増加をみせる構文も同時

に存在しており､この場合は､前者と違って統語的にも意味的にも使役構文として理解さ

れる｡このような言語事実を受け止めるためには､結合価変化のない派生形他動詞から結

合価変化のある使役-の展開を仮定する必要が生じるのである｡それによって､意味的他

動性に基づいた派生形動詞がいかに使役と関連しているかを浮き彫りにすることができる｡

ここで浮かび上がる重要な点は､派生形動詞と基本形動詞の意味的対応関係が､cwu-ta

(やる)と pat-ta(もらう)の意味関係と類似する､ということである｡つまり､派生形

動詞を用いる語桑的使役と授与動詞は､次のような相関関係をもつ｡(i)語桑的使役の

補充形式に､-cwu-taが用いられているO(止)2重対格の現われ方が一致する｡(ih)両

者はともに､｢他者指向性｣の意味的特徴をもつ｡また､基本形動詞と pat-taは､第6章

で議論されるように､受動表現として用いられることがある｡

次に､第5章では､態派生関係と受動化の全体的な問題点を概観 し､態の変換を文法

関係の変換として捉える従来の研究では､正しく取り扱うことができなかった､自動詞の

態対立の問題を取り上げる｡韓国語の自動詞の態対立は､古典ギリシャ語の能動と中相の

態対立のように､意味対立を基本にするものであると位置づける｡ 日本語との相違は､パ

ラメータの値の違いとして説明できることを試みる｡即ち､受動に参加する日本語の自動

詞は､有生のヒトと潜在的能力をもつモノ (animate & potent)のパラメータをもつ (cr.

Shibat.ani(1998a))が､中相と受動に参加する韓国語の自動詞は無生のモノと非意志性

のヒト (inanimate& non-volitionalhuman)のパラメータをもつ｡このパラメータは､

日本語のみならず韓国語も第2章で提出した使役のパラメータと一致する点で注目すべき

である｡さらに､パラメータ値の提示により､日本語の自動詞の受動の発達と比べて韓国

語の未発達の理由､つまり､韓国語では､能動と受動の対立より､能動と中相自発の対立

をなす動詞が多い､という言語事実に対する理由を的確に説明できる0

第 6章では､韓国語の目的語残留受動の問題を､再帰と使役の2側面の関連から取り

上げる｡まず､韓国語の再帰と非制御性再帰を位置づけて､非制御性再帰>受動への展開

を想定する｡この場合､中相範噂に存在 しなかった目的語が､受動-の展開とともに現れ

て､項の増加が果たされていることが観察される｡この場合､項の増加は､非制御性再帰

の意味特徴である被害性の要素を最大化する方向に向けて発達した結果､伴われたもので

あることを指摘する｡このような展開過程を受け入れると､なぜ､中相から受動への展開

において結合価を増加させる必要が生じるのか､という根本的な理由を説明しなければな

らない｡なお､日本語の受動文も同じ理由で説明できるものが望まれる｡ここでは､韓日

両言語の受動構文が使役構文とクロスリンクする理由を､意味的他動性における ｢対比最

大化の原理｣に求めて､両者の関係をヴォイスの意味対立として捉えることを提案する｡

この程案を受け入れると､｢教える｣と r教わる｣のような授受動詞も態対立の中で捉

えることが可能になる｡さらに､韓国語の場合は､pBt･ta(もらう)のような意味的自動

詞が受動表現に用いられるが､その理由も説明できる｡たとえば､日本語の ｢愛される｣

や ｢妻が夫に殴 り殺された｡｣に対応する自然な韓国語は､｢salang-pat-ta｣､｢anay-ka

namphyenson-eymac-a･cwuk-ess･ta･｣(妻が夫の手に当たって死んだ｡)のように表現さ

ii



れる｡前者の pat･taと後者で用いられている2つの基本形動詞は､自分の領域に行為が納

まる､という意味的自動詞の意味特徴に基づいて受動を代行している表現であることがわ

かる｡

最後に､第 7章では､統語的自動化の連続線上に表れる自発､可能､受動について考

察する｡韓国語の場合､統語的自動化においては､接辞･Iの他に､助動詞･cI･taが用いら

れている｡しかし､この2つの形式は､自発や可能の範境を共有するものの､統語的受動

化 (統語的基準による受動化)においては､接辞･)'より助動詞-cl-taが適切である｡即ち､

これは接辞-1'が意味的受動化 (意味的基準による受動化)に関与するのに対して､助動詞-

C1'-taは統語的受動化に関与することを呈するといえるoこのような･cl'･ta受動は､日本語

の無生受動 (非情の受身)と比較されるものである｡さらに､自発においては､韓国語が

日本語より遥かに広く分布 している点も指摘する｡

以上のような議論を通して､本論文では､使役と受動を1つにまとめあげる文法範噂

として意味的他動性を提示する｡即ち､使役と受動は有生主語の行為の方向性を問題とす

るヴォイスの対立であり､それは意味的他動性に基づく文法的意味の最大対立をなすもの

と位置づける,このような結論は､韓国語の接辞･)'のように､1つの文法形式が自動詞と

他動詞､使役と受動などすべての文法範噂に用いられる､ということがなぜ可能なのか､

という問題を出発点としたことによって導かれたものである｡したがって､ここで提出す

る意味的他動性は､韓国語の動詞の全体的なパラダイムを解明するとともに､韓日両言語

のヴォイスの体系を明らかにするものとなる｡さらに､受動と使役の関係は､韓国語以外

にも広く観察され (たとえば､中国語)､本研究は韓 日対照研究を越えたレベルの構文論

研究にも質するものである｡
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第 1章

序 論

1.1.問題の範囲と目的

本論文は､他動性とヴォイスの関係を追求し､韓 日両言語のヴォイスの体系を明らか

にすることを目的とする｡ここで取り上げる内容は､次の3つの観点から構成される｡

(i)他動化と使役化は､いかに連続しているのか｡

(止)自動化と受動化は､いかに連続しているのか｡

(iii)使役と受動の関係は､ヴォイスの意味的対立として捉えられるのか｡

この3つの観点が要求される理由として､第 1に､韓国語は､接辞･I(･hl,･H,･kt) とい

う1つの文法形式が自動詞と他動詞､使役と受動などすべての文法範噂に用いられている

が､それはなぜ可能なのか｡第2に､韓国語と日本語の受動は､使役のように結合価の増

加をみせる場合がある｡その場合､使役と受動は同じ構造をもち､有生主語の行為の方向

性を中心とする意味的対立をもつことになるが､それはなぜかという問題が存在するから

である｡

次の (1-3)を参照されたい｡

基本形動詞

(1)a.nok-ta(溶ける ;自動詞)

b.il-La(読む ;他動詞)

C･yeトta(開ける ;他動詞)

d.cha-tA (蹴る ;他動詞)

韓国語

(2) emeni･ka ai-eykey eec-ul

母親-NOM 子供-DATおっぱい-ACC

派生形動詞

nok･)'･ta(溶かす ;他動詞)

i1-111'-ta(読ませる ;使役)

yellll'-ta(開く ;自動詞)

cha-1'-ta (蹴られる ;受動)

mwul-1)I-eSS-ta.(使役/受動)

噛む-CAUS/PASS-PASTJND

(使役 ;母親が子供に (口におっぱいを入れてやって)お乳を飲ませた｡)

(受動 ;母親が子供におっぱいを噛まれた｡)

日本語

(3) a.太郎は花子に先に走らせた｡(使役)

b.太郎は花子に先に走られた｡(受動)

(1)が表す韓国語の現象は､使役と受動と他動性の3つの範晴において､同じ接辞-1'が

用いられていることを考慮すると､それらに緊密な関連があること､そしてその関連をま

とめ上げて説明できる理論的な枠組みが必要であることを予測させる｡上記の (i)と (並)

の問題は､まさに､このような理解を踏まえた上で取り扱えるものであることがわかる｡

次に､(2) と (3)が示す内容は､使役と受動の統語的 ･意味的相関関係を取り上げる



際に､上記の (iii)の観点から検討する必要があることを物語っているものと考えられる0

このような考え方に基づくと､韓 日両言語の受動文の分析には､変形文法や関係文法の枠

組みの中で議論されているような､文法関係の変換という統語論に基づいた研究方法は不

十分であると判断される｡ したがって､本研究では､態対立を叙述内容の違いも含めた意

味対立として提出した柴谷 (1997b)､Sbibatani(1998a)の枠組みを用いるが､それに

対する詳細は第5章で取り上げたい｡

韓国語の接辞-1'が担 う文法範晴を全体的な体系として把握しようとするような立場は､

従来の韓国語研究では必ず しも認識されていたものではない｡即ち､伝統文法などでは､

接辞-1'が表れる動詞を一応 ｢使動詞｣と ｢被動詞｣と名づけておいて､実はそれは､他動

詞と自動詞である､と言い替えることで問題の本質を暖味にしている (高 ･南 (1985),

李 ･任 (1987:218)など)｡もう一方では､使役と受動という典型的な文法範境に表れる

一部の接辞イだけを研究対象にする､窓意的に限定された研究をするか､そうでなければ､

接辞-1'を用いるすべての動詞を使役か受動かのどちらかに分類 してしまうような機械的な

研究をする､といったいずれも問題の本質に至らない分析を行っている｡このような研究

態度は､接辞-1'が担 う文法範晴の相互関連に対する総合的な理解を妨げるばかりでなく､

韓国語の正しい文法記述を目指す際においても､さまざまな不都合を生じさせてきた｡

したがって､本論文のもう1つの狙いは､韓国語の動詞の自他の体系における全体的

なパラダイムを明らかにすることにある｡本研究が目指すこのような目標は､従来の韓国

語の研究とは-線を画すものであり､韓国語の接辞ll'が担う文法範晴の全体的な体系を明

らかにするための試みとして､初めての研究となる｡

1.2.全体の構成

本論文は､韓国語の接辞-1'の他動性とヴォイスの関係を根底から問いただすことを問題

の出発点にしているO本章に引き続き､第2章から第4章までは､使役化の観点から他動

性の問題を中心に取り上げ､第5章から第7革までは､受動化の観点から態の派生関係を

取り上げる｡最後に､第8章の結論では､韓 日両言語における態の派生関係とヴォイスの

体系を提示する｡

まず､他動性 と使役の関連については､第2章の日本語の語桑的使役形 (他動詞) と

生産的使役形の選択を決定するパラメータの提示からはじめたいO韓国語を日本語と比較

した場合に問題となるのは､日本語では生産的使役形しか存在 しない ｢笑わせる｣や ｢読

ませる｣などが､韓国語では wus･kl'-taとilk-hl'-taのように接辞-1'を用いる語桑的使役形

に対応する､という点にある｡韓国語がなぜこのような特徴を表すかは､他動詞構文の目

的語の位置に有生のヒトを許容する範囲が日本語より広いからだと考えることができる｡

このような考え方を受け入れると､なぜ韓国語は日本語と異なる構造を許すのか､とい う

問題が浮かび上がる｡

第 3章と第4章は､この問題に対する有意義な説明を与えるために設けられている｡

まず､第 3章では､従来の研究ではかえりみられることのなかった言語事実を提示する｡

この言語事実には､他動詞である基本形動詞がさらに派生形を作るにもかかわらず､形態

的に対応する2つの構文の間には､項の増加をみせないため統語的にまったく一致する構
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文を作る､とい う問題が存在する｡

たとえば､統語的に他動詞であるpanci-1ulkki-ta((自分の指に)指輪を侯める)が､

他動化の接辞IWU(･kwu,-chwu)を用いて､さらに他動詞であるpanci-1ulkki-wu-ta(描

輪を朕める)を派生する｡この場合､これらの動詞に対応する2つの構文の間には､一般

的な使役構文にみられるような結合価の増加はみせない (Comrie(1976),Comrie(1981,

1989)参照).このような現象は､接辞-Iを用いる派生動詞にもみられ､さらに ha-ta(す

る)の語桑的使役形の sl'khI･ta(させる)にも多量に観察される｡

この構文における根本的な問題は､他動詞である基本形動詞がさらに他動化に向けて

派生すると､一般的には使役構文を形成するものとして理解されるが､これらの動詞の場

合は､形態の派生と統語上の対応関係が一致 しない､という点にあるO即ち､基本形 と派

生形の区別は､形態と統語の対応関係でなく､形態と意味の対応関係を問題にすべきであ

ることが指摘される｡ したがって､第3章では､韓国語の動詞の自他の区別には､意味を

基準にした他動性､つまり ｢意味的他動性｣を設けるべき十分な理由が存在することを証

明していきたい｡

第4章では､このような特徴をもつ派生形動詞が使役構文を形成するためには､項の

増加が必要とされるが､それはいかにして果たされているのか､とい う問題を考察する｡

したがって､ここでは､結合価変化のない構文から結合価変化のある構文への展開過程を

提示することになるOたとえば､ssis-tノa(自分の体を洗う)とssis-kl'-ta(他者の体を洗 う)

は､基本形と派生形の対応関係において結合価の増加をみせない｡ しか し､同じ派生形動

詞でありながら､ssis-kl'-ta(洗わせる)のように結合価の増加をみせる構文も同時に存在

してお り､この場合は､前者と違って統語的にも意味的にも使役構文として理解される｡

このような言語事実を受け止めるためには､結合価変化のない派生形他動詞から結合価変

化のある使役への展開を仮定する必要が生 じるTそれによって､意味的他動性に基づいた

派生形動詞がいかにして使役と関連 していくのかを浮き彫りにすることができる｡ここで

試みるこのような分析を通 してこそ､韓国語の語桑的使役構文に現れる2重対格構文の特

徴に対 しても､さらに与格他動詞構文との関連についても､適切な説明を与えることがで

きることを議論 していきたい｡

次の間題は､使役 と受動の関連を説明すべき必然的な理由が韓国語の言語現象に存在

する点にある｡韓国語の接辞-1'(-)zl',-ll', ･kl)は使役とともに受動マーカーとしても用い

られることはよく知られている事実である｡ しかしながら､この問題を根本的に理解する

ためには､典型的な文法範噂だけを問題にしてはならない､とい う点を指摘 しなければな

らない｡なぜならば､前述のように接辞･1'には､意味的他動性に基づく動詞の自他の範噂

とそこから発達 した使役の範境が存在する.さらに､受動の接辞-1'においても､典型的な

受動範噂だけに限らず､再帰､自発､可能など態範噂の全般にわたる意味が観察されるか

らである｡(詳細は､第5章で改めて紹介する｡)

一般的に､態は能動と受動の対立であるといわれるように､その典型的な (理想的な)

対立だけを問題にする傾向がある｡変形文法や関係文法などで提案されてきた統語を基準

にする理論的基盤は､まさにこのような事情をよく反映している｡ ところが､言語現象は､

たとえば､日本語の ｢(ら)れる｣では受動の他に自発､可能､尊敬の意味が担われてい

て､自発>受動-の歴史的展開が想定されているように (Shibatani(1985),柴谷 (1997
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b))､能動と受動の対立だけを対象にすることはできないことを表す｡現代韓国語で観察

される態の範噂にも､典型的な受動はそれほど発達しておらず､再帰､非制御性再帰､自

発､可能など中相範境に属するものが日本語より遥かに豊富に観察される｡さらに､態対

立においては､語順の変換さえもみせない自動詞の態の問題や､日本語と同様に結合価の

増加をみせる目的語残留受動が存在する､などの問題が挙げられる｡

このように､言語現象に基づいた態の諸々の派生関係を､態の研究の中に取り入れて

分析可能にするためには､統語を基準にする従来の理論的枠組みの中では十分な説明は与

えられず､意味を基準にする新しい理論が要求されるのである｡ したがって､本研究では

柴谷 (1997b)､Shibatani(1998a)で提案された､態のプロトタイプ的発露による能動､

中相､受動の3つの態範噂を導入するが､それはこのような言語現象を適切に説明するた

めのものである｡さらに､能動と中相の対立から能動と受動の対立に展開するという適時

的発達は､柴谷の ｢対比最大化の原理｣によって最も適切に捉えられる｡現代韓国語にお

ける共時的な分布をなす態の派生関係も ｢対比最大化の原理｣の導入によって､その展開

過程を説明することができる｡(詳細は､第5章を参照｡)

以上のような理論的背景の上で､第5章では自動詞の態の派生関係について､第6章

では使役と受動と再帰の関連について､最後の第7章では自発と可能と受動の関連につい

てそれぞれ考察する｡

まず､第5章では､態の変換を文法関係の変換として捉える従来の研究では､正しく

取り扱うことができなかった自動詞の態対立の問題を取り上げる｡韓国語の自動詞の態対

立は､古典ギリシャ語の能動と中相の態対立のように､意味対立を基本にするものである

と位置づけるとともに､日本語との相違は態対立の範囲を特定するパラメータによって説

明することを試みる｡さらに､韓国語の自動詞の態対立には能動と受動の対立より､能動

と中相自発の対立をなす動詞が多いが､その理由についても適切な説明を与えたい｡

次に､第6章では､目的語残留受動の問題を再帰と使役の2側面の関連から取り上げ

る｡まず､韓国語の再帰と非制御性再帰を位置づけて､非制御性再帰から受動-の展開を

仮定する｡その場合､中相範噂には存在 しなかった目的語が､受動-の展開とともに現れ

て､項の増加が果たされていることが観察される｡このような展開過程を受け入れると､

なぜ､中相から受動への展開において結合価を増加させる必要が生じるのか､という根本

的な理由に対する説明が求められる｡さらに､使役のように結合価を増加させる日本語の

受動文も同じ理由で説明できるものでなければならないのである｡ここでは､このように､

受動構文が使役構文とクロスリンクする理由を意味的他動性における最大対立に求めて､

両者をヴォイスの意味的対立として捉えられることを議論していきたい｡なお､韓国語と

日本語の相違は､パラメータの値を提示して説明する｡

最後に､第 7章では､統語的自動化の連続線上に表れる自発､可能､受動について考

察する｡韓国語の場合､統語的自動化においては接辞･)'の他に､助動詞二cj･taが用いられ

ている｡しかし､この2つの形式は自発や可能の範噂を共有するものの､統語的受動化 (統

語的基準による受動化)においては接辞-1'より助動詞ICI･taが適切である.その理由を明

らかにするとともに､日本語の自発と可能と受動の分布関係も比較してまとめる｡

このような議論を通して､他動化と使役の関連､自動化と受動の関連を明らかにし､

使役と受動の関係がヴォイスの意味的対立として捉えられる分析を提示したい｡
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第 2章

使役形の選択とパラメータ

- 日本語の観点か ら…

2.1.はじめに

2.1.1.本章の目的

日本語の使役動詞には､形態的に･e･,-as-などを有する他動詞を中心とした語桑的使

役と-(S)a§e-(以下 ｢させる｣とする)を有する生産的使役が存在する1｡世界の多くの言

語を調査 ･観察 した Haspelmatll(1993)の研究や Sllibatani(1998b)によれば､所

与の動詞が語桑的使役と対応するか生産的動詞と対応するかは､動詞の意味と相関する一

般的傾向が見られる｡即ち､典型的に､状態変化を表す自動詞は語桑的使役と対応する (つ

まり､自他交替が可能である)が､人間の行為を表す自動詞および他動詞は生産的使役を

用いる (つまり､自他交替がみられない)20

このような一般的傾向は日本語ではいかに表されているのかを､次の (1)でまとめ

てみようO

(1) <使役形の対応 と自動詞の分類>

①語貴的使役形と対応する自動詞 (生産的使役は不可能)

沸く､乾く､開く､溶ける､壊れる､割れる､焼ける､破れる-

②生産的使役形と対応する自動詞

a.走る､歩く､笑う､暴れる-

1つ.降る､吹く / 光る､匂う､輝く-

C.咲く､凍る､腐る､しみこむ-

③語桑的使役形と生産的使役形の両方とも対応可能な自動詞

a.上がる､入る､集まる､渡る､降りる､通る､のこる､のる､とまる､

回る､倒れる､落ちる､たつ-

b.固まる､縮む､流れる-

(1)の①と③は語桑的使役形と対応する自動詞であるが､②と③は生産的使役形と対応

する自動詞である｡先ほど述べた使役形と動詞の意味の対応関係からみられる言語の一般

的傾向を考慮すれば､日本語の特徴として考えられる現象には､次の2点が挙げられる｡

第一に､③ aは人間の行為を表す動詞としても用いられるが､語乗的使役を選択すること

ができる｡第二に､② Cや③ bのように状態変化を表す動詞が生産的使役形を選択する範

噂に属 している｡後者に関してはさらに､② C と③ bが①と区別されて､生産的使役を用

いるべき意味的基準が必ず しも明確ではない､という問題点が存在する｡

したがって､本章では次の2つの点を明らかにして､日本語の使役形の選択を左右す

るパラメータを提示することを目的とする｡
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(i) 日本語の語嚢的使役と生産的使役はいかなる意味基準によって選択されるのか｡

(ii)生産的使役 ｢させる｣は､人間の行為を表す動詞以外に､｢吹く｣のような自然現

象の動きや ｢腐る｣のような状態変化を表す動詞まで許す｡この3つが ｢させる｣

によってカテゴリー化されるのはなぜか｡

さらに､ここで提示するパラメータ､とくに語嚢的使役のパラメータの値は日本語と異な

っているようにみえる韓国語の現象も適切に扱えるものであることを主張する｡即ち､韓

国語は日本語とちがって､wus-ta(笑 う)､ket･ta(歩く)､ilk･ta(読む)などの人間の

行為を表す動詞も､wus-k)I-ta(笑わせる)､ke1-Ill-ta (歩かせる)､ilk･hl'-ta(読ませる)

のように､対応する語桑的使役が存在するのである｡このような現象を引き起こす問題の

本質に対する追求は､第3章と第4章で取 り上げたい｡ここでは､パラメータの提示とい

う本章の目的と関連 してこの問題を扱 うことにする｡

2.1.2.従来の考え方 と研究の射程

従来では次の2つの見方が窺える｡ 1つは､たとえば ｢凍る｣や ｢腐る｣のような自

動詞が生産的使役形を選択するのは､日本語の語嚢の中にたまたま対応する語桑的使役(他

動詞)が存在 しないという､いわば idiosyncraticな事情による語桑の問題であるとされ

る(Sllibatani(1973a,1976:260-62),寺村 (1982:293･96),宮川 (1989)を参照)0

言い換えれば､自動詞に対応する語桑的使役が存在 しないのは個別言語における語菜的欠

如の問題であり､そのような欠如が観察される場合には生産的使役形が用いられる､とい

うことである｡

宮川 (1989:204-09)では ｢させる｣を用いる動詞について次のように説明している｡

以下､これを ｢させる｣動詞 と呼ぶ｡ (A)存在 しない ｢させる｣動詞は､対応する自動

詞の主語が対象格である ;例文 (2)0 (B)存在する ｢させる｣動詞は､対応する自動詞

の主語が対象格の他に動作主も主語として取れる ;例文 (3)0 (C) 自動詞の主語が対象

格 しか取れないにもかかわらず､｢させる｣動詞が存在するのは､対応する他動詞が存在

しないためである ;例文 (4)｡

(2) a.*沸かせる (沸かす)

b.*乾かせる (乾かす)

C.*われさせる (わる)

(3) a.たおれさせる (倒す)

b.落ちさせる (落とす)

C.現れさせる (現す)

(4) a.野菜を腐 らせる

b.花を咲かせる

ところが､レキシコンにおける語桑的欠如を基盤とする見方では､上記の (1)③ b

の動詞に対する説明が困難であるという弱点をもつ｡即ち､｢固まる｣｢流れる｣には他動
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詞の ｢固める｣｢流す｣が存在するにもかかわらず､さらに ｢固まらせる｣｢流れ･させる｣

も許す｡なお､これらは宮川の言うように自動詞の主語が動作主ではない｡

もう1つは､生産的使役 ｢させる｣の成否は受身の成否と一致する､とい う見方であ

る｡このような見方は旧くは本居春庭 (1828)まで漸れるが､近年は三上 (1953)や佐

久間 (1936)などで指摘されている｡これは､基本的には正しいと思われるが､使役が

受身より､より広い範囲まで拡張している､という精密さを見逃す恐れがある｡つまり､

使役の ｢凍らせる｣｢固まらせる｣は成り立っが､受身の ｢凍られる｣や ｢固まられる｣

は成 り立たないとい うアンバランスが生じているわけである｡ここでも､(1)② C や③

bのように状態変化を表す自動詞が問題とされるのである｡

このように､上の2つの見方においても結局のところはそもそも状態変化を表す動詞

はなぜ生産的使役が選択可能であるのか､という同じ問題に辿り着くのである｡ したがっ

て､ここで注目されるのは､｢固まる｣のような自動詞はなぜ語桑的使役の他に生産的使

役もともに許すのか､という点である｡その上に､言語の一般的傾向を考慮 した場合さら

に注目すべきことは､行為の表す場合の ｢上がる｣｢入る｣などはなぜ生産的使役の他に

語桑的使役もともに許すのか､という点である｡この2つの問題点の追求は､次のことに

対する説明も与えることができるものと考えられる｡即ち､前者に関しては､｢腐る｣の

ような自動詞はなぜ語秦的使役とは対応せず､生産的使役とだけ対応するのか｡後者に関

しては､｢歩く｣や ｢笑 う｣のような自動詞はなぜ生産的使役とだけ対応 し､語桑的使役

とは対応 しないのか｡とくに後者の問題は､これらの動詞に対応する語嚢的使役が存在す

る韓国語の場合を考慮すると､これに対する有意義な説明が要求されるところである‥

したがって､以上のような問題点を考慮すると､次の2つの観点から自動詞の意味と

の関連を考察する必要があることがわかるO

(i)語桑的使役における有生の被使役者を制約するか許容するかという観点から

(ii)生産的使役における無生の被使役者を制約するか許容するかという観点から

以下､この順に考察する｡

2.2.語桑的使役における有生の被使役者の制約と許容

2.2.1.有生の被使役者制約

日本語の語柔的使役 (他動詞)には､その目的語の位置に有生の被使役者が置かれた

場合､次のようにそれを許容するか制約するかの違いが見られる｡

(5) a.子供が二階に上がる｡

b.母親が荷物を二階に上げる｡

C. 母親が子供を二階に上げる｡

(6) a.子供が立つ｡

b.僕が棒を立てる｡

C. *僕が子供を立てる｡(cf.僕が太郎を立たせた｡)
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(5a)の ｢上がる｣に対応する ｢上げる｣は､(5b)と (5C)のように目的語の位

置に無生のモノと有生のヒトをともに置くことができ､両文は適格に受け入れられる｡と

ころが､(6a)の ｢立っ ｣に対応する ｢立てる｣では､(6b)のような無生のモノは適

格であるが､(6C)のように有生のヒトが目的語の位置に表れるのは許されない｡つま

り､語桑的使役における有生の被使役者は無生の被使役者とは異なる特徴を見せるのであ

る｡これを､語桑的使役における有生の被使役者の許容および制約と呼んでおきたい｡

｢立てる｣における (6C)のような制約は､Shibatani(1973b,1976:260-62)

や寺村 (1982:293-96)では idiosyncraticな事情による日本語の語桑構造上の問題とし

て扱われてきたものである｡また､最近では､鷲尾 (1997b:75-89)が､人間が動作主

である自動詞は語桑的使役を持たない､という Haspelmath(1993)の一般化に則って

説明している｡もし､このような見方が正しいとするならば､なぜ ｢上げる｣には有生の

被使役者が許され ｢立てる｣には許されないのか､ということにも何らかの説明が与えら

れなければならないであろう｡つまり､｢立てる｣が ｢上げる｣と異なって目的語の位置

に有生のヒトを拒むということには､偶然というよりも何らかの必然的な理由が存在する､

という風に考えたほうがむ しろ自然な見方であるように思われる｡

この問題を解決するための手順としては､まず語桑的使役の被使役者 として有生のヒ

トを目的語とするには制約が存在すると考えることが妥当であろう｡それは一般に他動詞

構文の目的語の位置には典型的に無生のモノが置かれることからも理解されうる ((5b)

と (6b)および次節を参照)｡まずは暫定的に (7)のような制約を立てることにする3｡

(7) (丑 ｢上げる｣はヒトをモノ扱いすることを許す動詞である.

② ｢立てる｣はヒトをモノ扱いすることに対する制約が存在する動詞である｡

(7)に基づいて､日本語の語桑的使役には目的語の位置に有生の被使役者を許容する動

詞とそれを許容 しない動詞の2種類があることを認めよう｡では､(7)の①と②に関し

て､人間をモノ扱いできる場合とモノ扱いできない場合はいかなる要因に左右されるのか

を､説明しなければならない｡

ところが､他言語の状況は必ず しも日本語と同じではない｡たとえば､韓国語の場合

se-ta(立っ,止まる)の語桑的使役形 sey･wu･ta(立てる,止める)は､日本語の ｢立て

る｣と違って有生の被使役者制約が存在しない｡このように言語間に見られる相違も適切

に捉えうる説明の仕方が望まれる｡ したがって､以下では動詞の意味と有生の被使役者を

用いる語桑的使役との対応関係を明らかにする説明を与えてみよう｡

2.2.2.動詞の意味と使役形の対応

Haspelmath(1993)や Shibatani(1998b)が提示 した言語の一般的傾向を考慮す

れば､上記の (1)③ aの動詞は､なぜ人間が動作主である場合でも､状態変化を表す (1)

①の動詞のように語桑的使役と対応することができるのか､という問題が存在する｡

shibatani(1998b)では､(1)③ aの動詞のように､語桑的使役と生産的使役が重
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複する場合､語桑的使役には有生の被使役者が用いられても､2つの使役形の意味的相違

は基本的に直接使役 (語桑的使役)と間接使役 (生産的使役)に分けられると説明する｡

次例はShibat,ani(1998b)を参照したO

(8) a.次郎が机の上から下りた｡

b.太郎は次郎を机の上から下ろしたo

c . 太郎は次郎を/に机の上から下りさせた｡

(9) a.*荷物が車から下りたo

b.太郎は荷物を車から下ろした｡

C . *太郎は荷物を車から下りさせたo

Sllibataniによれば､(8b)と (8C)は両方とも有生の被使役者を用いているが､(8

a)のように主語が動作主である自動詞 ｢下りる｣は､(8C)の生産的使役 と対応する｡

つまり､生産的使役は2つの動作主- 使役連鎖の出発点である使役者と動作主の被使役

者… が関与し､被使役者は､動詞の語幹が表す行為､つまり (8a)に当たる行為を行

う｡よって､生産的使役の使役者は指示的状況の下で､動作主である被使役者を媒介にし

て使役事態を引き起こすことになるOこの場合､事態は2つの動作主による2つのイヴェ

ントとして解釈され､それが間接使役の意味を表すことと結びつくO-方､ (8b)の語

桑的使役は､使役者の太郎が被使役者の次郎を物理的に操作して机の上から下ろすことに

なる｡これは､(9b)のように無生のモノを被使役者とする語桑的使役の典型的な例と

同様の状況であることがわかる｡つまり､それは､語桑的使役において動作主は使役者だ

けであり､被使役者は動作主ではなく対象であることを表す｡よって､語桑的使役は有生

の被使役者を用いる場合でも､ 1つの動作主による単一イヴェン トとして解釈され､直接

使役の意味を表すものとなる｡

この説明の重要な点は､語桑的使役の被使役者は典型的には無生のモノであり､たと

え有生のヒ トが用いられる場合であっても､それは無生のモノと同様の存在として概念化

される､とい うことである (詳しくは Shibatani(1998b)および次の 2.2.4.を参照)O

言い換えれば､これは､典型的に有生主語の行為を表す動詞は生産的使役 と対応 し､典型

的に無生主語の状態変化を表す動詞は語桑的使役 と対応する､という一般的な対応関係に

基づいている∩

ここでわれわれは､以上述べた動詞の意味と使役形の一般的な対応関係についての理

解を踏まえた上で､上記の (7)で仮定した内容を議論することができる｡つまり､(5

C)の ｢上げる｣と (6C)の ｢立てる｣が表している許容 と制約は､有生の被使役者を

モノ扱いすることができるかどうか､という基準によると理解することであるoこのよう

な理解の上に立つと､｢上げる｣が ｢立てる｣とちがって有生の被使役者をモノ扱いでき

る理由は何か､逆に言えば､｢立てる｣はなぜ有生の被使役者をモノ扱いできないのか､

を説明しなければならないことになる.さらにこの間題は､(1)の③ aの動詞とちがっ

て､(1)の② aの動詞には対応する語嚢的使役そのものが存在しない理由とも平行する

ことになる｡次節では､この問題について詳しく考察することにする0
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2.2.3.語桑的使役における指示的状況

有生の被使役者の制約 と許容に関する以上の問題は､語柔的使役における使役状況を

考慮す ると､より具体的な内容がつかめる｡つま り､操作 (manipulation) と指示

(direction)の 2つの使役状況を考えた場合､操作的状況では無生の被使役者が典型的

に用いられる｡ しかし､指示的状況では有生の被使役者を許すことになる｡要するに､使

役構文における指示的状況は有生の被使役者を許さなければならない絶対領域であると理

解 してよい｡

Sllibatani(1973b,1976)によれば､語桑的使役が指示使役の意味として理解され

る場合があり､それは次のような状況が存在する場合であると説明する｡即ち､使役状況

において使役者は被使役者が行う被使役事態 (causedevent)そのものに関心があるので

なく､むしろその事態を引き起こすための究極的な目的が存在 し､なおかつ､その目的は

｢慣習化された目的｣("conventionalizedpurposes")として理解される場合である.吹

の例を参照されたいOこれは (Shibatani(1998b)からの引用であるo

(10) a.タクシーの運転手は花子を駅の前で下ろした｡

b.タクシーの運転手は花子に/を駅の前で下りさせた｡

(10a)の語桑的使役と (lob)の生産的使役は両方とも指示使役の状況であると理解

される.｡この場合､両文の意味的相違は､ある慣習化された目的があるかどうかであるO

即ち､(10a)はタクシーの運転手とお客の関係から読み取れるある慣習化された目的が

存在 し､花子は目的地である駅の前で下りることができる｡一方､(lob)は､たとえば､

運転手にとって花子がとても恐ろしいお客さんであったか､もしくは車が故障するなどの

偶発的な事態が起こり､そのため､花子は駅の前で下りたくなくても､つまり､それが目

的地でなくても下りなければならない状況として理解される｡つまり､これは､ある慣習

化された目的が存在するというよりも､被使役事態そのものを引き起こす事態に使役者の

関心が置かれることを表すのである｡

ここで､語桑的使役における使役状況とのかかわりを考慮 した上で､有生の被使役者

制約の問題を中心に考察してみよう｡次はすべて有生の被使役者を許容する使役構文であ

るが､それぞれの使役状況が異なる例である｡使役状況についての判断は､Shibatani

(1976)を参考にした｡

(ll)a.母親は子供を机の上に上げた｡(操作)

b.僕は太郎を箱に入れた｡

(12)a.母親は子供を二階に上げた｡(指示､操作)

b.僕は太郎を部屋に入れた｡

(13)a.母親は子供を二階に上がらせた｡(指示)

b.僕は太郎を部屋に人らせた｡

(ll)と (12)は同じ語桑的使役ではあるが､使役状況において両者は区別される｡(ll
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a)は母が子供を直接机の上に持ち上げた､という操作的状況の読みしか存在 しないが､

(12)では指示的状況の読みも可能である｡ しかしながら､語桑的使役では (12)のよ

うに指示的状況であるにしても､その事態は操作的状況と同様に引き起こされることが必

要であろう｡そのために､たとえば､｢お客さんがきたので-｣｢寝る時間になったため｣

などのように､慣習化されたある究極的な目的が存在すると理解されるのである｡このよ

うな語桑的使役の特徴は､同じ指示使役とはいえ､(13)の生産的使役とは意味的に異な

るものとなる｡即ち､(13)は慣習化された目的は存在せず､さらに被使役者の抵抗があ

っても､使役者の関心は被使役事態そのものを引き起こすことにある｡なお､語桑的使役

のような操作的状況の読みも存在 しない｡

このような使役状況を考慮した上で語桑的使役における被使役者制約の問題を整理す

ると､次のようになる｡｢立てる｣は上記の (6)を参照されたい｡

(14) a.｢立てる｣;無生- 操作 - i

b.｢上げる｣;無生/有生- 操作 -ii

有生- 指示 ･･･iii

対立

(14)で注目すべきところは､ iとiiiの最大対立が示す状況である｡つまり､この対立

が表す内容は､指示的状況が許される ｢上げる｣には､有生の被使役者も許されなければ

ならないが､指示的状況が許されない ｢立てる｣においては､当然有生の被使役者も許さ

れない､ということである｡ したがって､｢立てる｣における有生の被使役者制約に対す

る1つの可能性としては､｢立てる｣は指示的状況に用いることが不可能であるという予

測である｡残された問題は､なぜ ｢立てる｣は指示的状況には用いられず､他方の ｢上げ

る｣はそれが可能であるのか､である｡それは以下で考察する｡

2.2.4.被使役者の意味素性 と概念化

次の例をみてみよう｡

(15) a.太郎は床の上に花子を倒した｡ (Shibatani(1973b))

b.太郎は崖から花子を落とした｡ (久野 (1973))

(15)は使役者の直接操作なしには事態成立が期待されないものである｡つまり､(15)

は指示的使役状況としては理解されえない｡それにもかかわらず､有生の被使役者は制約

されていない｡この問題に対する考え方としては､指示的状況は有生の被使役者が絶対に

制約されないための十分条件ではありうるが､それだけが有生の被使役者を許容する唯一

の条件ではない､という風に理解すべきであろう｡即ち､指示的状況を基準にする考慮で

は有生の被使役者が許され うる他の要因を排除したり､矛盾するものではない｡それは､

使役状況と有生の被使役者制約の2つの基準によって上に挙げた動詞を分類すると明らか

になる｡

ll



(･16)

｢上げる｣ ｢倒す｣ ｢立てる｣

指示的状況可能 指示的状況不可能 (操作のみ)

(16)から読み取れることは､指示的使役状況は有生の被使役者を十分条件 とするが､

他方､有生の被使役者が許容されるのは必ず しも指示的状況によるとは限らない､とい う

ことである｡

ここで､語桑的使役において指示的状況を可能あるいは不可能にする要因は何か､と

いう問題を考えてみよう｡

(17) a.お客さんが来たので､母親は急いで子供を二階に上げた｡

b.お客さんが来たので､母親は急いで肢体不自由の子供を二階に上げた0

(17a)は指示的状況としても操作的状況としても解釈可能である｡それに対 して､(17

b)は操作的状況としてしか理解されない｡この2つの文の意味は､明らかに被使役者の

意味特性によって左右されている｡つまり､現実世界の知識によって指示的状況か操作的

状況かが決定されている｡具体的にいえば､それは被使役者が現実世界において ｢エージ

ェン ト｣になり得るものであるか否かによって判断される｡即ち､指示的状況は現実世界

において､被使役者が ｢ェ-ジェン ト｣になり得る場合にのみ許される､とい うことにな

る｡(17)の (a)と (b)の使役状況はこのような説明によって的確に捉えられる｡

ここで用いる ｢エージェン ト｣(agcnL)とは､現実世界における動作主のことのみを

指すものとし､統語構造によって保証される文法的な ｢動作主｣(AGENT)とは次元の

異なるものとして区別する｡このような区別を設ける理由は､ 2つの異なる次元のものを

厳密に区別せずにおくと招くことになり兼ねない文法記述における錯綜をさけるためであ

る｡厳密に区別することによって､被使役者に対する現実世界の解釈と統語構造によって

保証される文法的意味役割との関係をうまく捉えることができる､というメリットが与え

られる｡たとえば､次の3つの構文は現実世界の解釈と文法的意味役割の違いによって､

それぞれ異なる意味をもつ構文として提示することができる｡

(18) a.お客さんが来たので､母親は急いで壬生皇二階に上げた｡(指示)

文法的意味役割 :<対象>

現実世界の解釈 :<エージェン ト>

b.お客さんが来たので､母親は急いで肢体不自由の子供を二階に上げた0(操作)

文法的意味役割 :<対象>

現実世界の解釈 :<対象>
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C.お客さんが来たので､母親は急いで壬鮎 二階に上がらせた｡(指示)

文法的意味役割 :<動作主>

現実世界の解釈 :<エージェント>

先ほどの問題に立ち返って考えると､語桑的使役における指示的状況とは現実世界の

使役状況と構文の意味の間に不一致が生じる文であることがわかる (cf.(18a)).即ち､

ここでは被使役者は現実世界の解釈においてエージェン トであるとされるが､文法的には

対象の意味役割を担う､という矛盾が存在することになる｡そもそもこのような矛盾が生

じる根本的理由は､語桑的使役構文では現実世界のエージェントを文法的に動作主として

受け入れる統語構造を用意していない､という事情によるものであると理解されよう｡そ

れは､(18C)のような生産的使役構文と比べてみると､わかりやすい｡生産的使役では､

現実世界のエージェン トを文法的にも動作主として受け入れる統語構造が用意されている

ため､被使役者の意味役割と現実世界の解釈を一致させることができる｡言い換えれば､

語桑的使役の統語構造では 1つの動作主しか事態に参与しないため､使役者はイベン ト全

体をコン トロール しなければならない｡一方､生産的使役の統語構造では2つの動作主が

事態に参与するから､被使役者が行う被使役事態は被使役者のコン トロールによるものと

して認めることができる｡ したがって､生産的使役は語桑的使役と異なって､被使役事態

そのものが文字どおりに行われたと理解されるのである｡

語桑的使役の指示的状況におけるこのような矛盾は､事態を現実世界の使役状況から

統語構造に反映する概念化の際に､被使役者に対する意味素性の操作を仮定することによ

って解決することができる4｡

(19)現実世界の被使役者はその意味素性をキャンセルせよ

(19)を理解するために､まずは､現実世界におけるエージェン トの意味素性を規定 し

なければならない｡われわれは､現実世界のエージェントに自力で事態を引き起こしうる

潜在的能力 (I)otβntiality)と､実際にその事態を引き起こすための意志性 (vo】itionality)

の2つの意味素性を仮定し､行為はこの2つの意味素性が与えられることによって遂行さ

れるものと考えている (2.3.2-2.3.3.を参照)5｡次に､現実的にこの2つの意味素性が

与えられていない被使役者は､指示的使役状況には参加できないという経験的知識に基づ

く判断ができると考えられる｡たとえば､上記の (18b)が指示的使役状況として理解

されないのは､この文の被使役者は自力でその事態を引き起こしうる潜在的能力をすでに

消失していると理解されるためである｡この場合もし､現実的には意志性があったとして

もそれは実際に事態を遂行することには繋がらないものであることがわかる｡つまりこの

場合は､自力でその事態を引き起こしうる潜在的能力の消失とともに､意志性も無効なも

のとして見なされていると理解すべきであろう｡このように考えると､この場合は (19)

のようにそもそも本来存在するものをキャンセルするという換作は要らないことになる｡

したがって､(19)が表す指示内容は､現実世界のエージェン トに本来存在 しているはず

の意味素性をキャンセルすることであると考えるべきである｡現実的にそのような状況が

可能なのは､本来存在する意味素性を無視することによるキャンセルという操作であると
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考えられる｡このような操作によって､現実世界のエージェントが文法的には対象として

受けとめられる｡要するに､意志性や潜在的能力を無視することによるキャンセルは指示

使役が可能な状況であるが､意志性や潜在的能力がそもそも消失 している場合は､無生の

モノと同様に指示使役自体が不可能な状況であるということである｡

以上を､次の図にまとめておこう｡

(20)

使役形 有生の被使役者 被使役者の役割 使役状 慣習化 さ 例

の意味素性操作 文法 現実世界 況 れた目的

語童的 [意志性][潜在的 対象 エージエ 指示 有 上げる

使役 能力]キャンセル ン ト (18a)

[意志性][潜在的能力]消失 対象 対象 操作 無 倒す上げる(18b)

対象 対象 操作 無 立てる

生産的 [意志性][潜在的 動 作 エージエ 指示 鰭 上が らせ

図 (20)によると､語桑的使役において有生の被使役者を許容する動詞には次の2種類

が存在することになる｡ 1つは､意志性や潜在的能力を無視することが可能な動詞であ

る｡もう1つは､意志性や 自力で事態を引き起こしうる潜在的能力がそもそも消失 して

いる動詞である｡ここで､前者に対しては次のような理解が求められる｡即ち､硯実世

界の使役状況における被使役者の意味素性は､語桑的使役を用いて言語化する際には､

それを対象として受け入れるための概念化の過程が関与する｡そのため､被使役者の意

志性や潜在的能力を無視することによるキャンセルの操作が必要なのである｡ したがっ

て､もし先ほど述べた2つの範噂に属 しない動詞があれば､その動詞は有生の被使役者

制約が存在する動詞であると予測することができる｡

次に残された問題は､動詞の意味からこの2種類を明らかにすることである｡

2.2.5.有生の被使役者の許容 と動詞の意味

ここからは､語桑的使役における有生の被使役者許容の問題を動詞の意味との関連か

ら考察することにする｡まず､指示使役は人間の行為を表す動詞ならすべてその中に入れ

るという最大許容範囲を指定することができる｡実際にはその範囲のどこまで許されてい

るのかとい う問題は言語ごとに異なると考えられるが､さしあたってここでは､日本語の

語桑的使役に基づいて議論を進めたい (他言語については次節を参照)｡可能性 としての

最大許容範囲の中から実際に､語嚢的使役における指示使役が可能な動詞- 有生の被使

役者制約が存在 しない絶対領域の中にある動詞- は､ある慣習化された目的が存在する

ため､被使役者の意志性や潜在的能力を無視することが可能である場合の動詞､という特

性が浮き彫 りにされる｡そしてもうひとつはト意志性や潜在的能力を消失 しているため､
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指示使役 としては成 り立たないが､有生の被使役者は許され うる動詞の場合が含まれる｡

以下では､このような有生の被使役者を許容する動詞を検討 して､(i)意志性や潜在

的能力を無視することが可能な動詞とはいかなる種類の動詞であるのか､(ii)r立てる｣

はなぜ制約 されるのか､という 2つの点を明らかにしたい｡まず､次の例からみてみよ

う｡

(21) a.*母親は椅子に子供をすえた｡(cf.母親は椅子に子供をすわらせた｡)

b.*太郎は花子をベットの上に横たえた｡(cf.太郎は花子をベットの上に横た

わらせた｡)

(22)a.太郎はたばこの火を借 りるために通行人を止めた｡(cr.Shibatani(1973b))

b.先生が放課後学生を運動場に集めた｡

C . 運転手はお客さんをバスから降ろした｡

d.監督は観客のアンコールに応えて新人女優を舞台に出した｡

(23) a.太郎は花子を床の上に倒 した｡ (-15a)

b.太郎は花子を崖から落とした｡ (-15b)

C. 母親は運動場で子供をぐるぐる回した｡

d.太郎は舟で旅人を川の向こうに渡した｡

(21)と (22-23)の違いは､有生の被使役者制約が存在するか否かである｡この場合､

(21)の動詞は ｢立てる｣と同様に有生の被使役者制約が存在するものである｡これ ら

の動詞は ｢花子は右足を立ててすわっていた｣｢僕はベンチでしばらく腰をすえて休んだ｣

｢母親はベ ットの上にしばらく体を横たえた｣などのように自分の身体部分に限って用い

られる｡次に､(22)と (23)は有生の被使役者に対する制約は存在 しない動詞であるが､

指示か操作かとい う使役状況を基準にして分類することができる｡即ち､(22)は指示的

使役状況が可能であるが､(23)は操作的使役状況としてのみ解釈可能で､指示的状況は

不可能であるO

ここで､次の (A) と (B)の2つの基準を設けることによって有効な動詞の分類をす

ることができる｡(A)指示的使役状況が可能か否か｡(B)有生の被使役者制約が存在す

るか否か｡

(24) <指示的使役状況が可能な動詞>

上げる､入れる､集める､降ろす､のこす､のせる､とめる､出す

(25) <指示的使役状況が不可能な動詞>

①有生の被使役者制約なし;倒す､落とす / 渡す､通す､回す

②有生の被使役者制約あり ;立てる､すえる､横たえる

(24-25)の分類では､指示的使役状況が可能であるか否かによって､まず (24)と (25)

に区別する｡次に､指示的使役状況が不可能な (25)は､さらに有生の被使役者制約が

存在するものであるか否かによって､(25)①と②に分類される｡このように分類 された

動詞の種類は､これまでの議論に基づくと､次のような意味特性をもつ構文とそれぞれ相
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関するはずである｡

(26) a. (24)は指示的状況が可能な動詞であるため､ある慣習化された目的が存在

し､なお､被使役者の意味素性- 意志性や潜在的能力- を無視すること

が可能である動詞の種類である｡

b.(25)(丑は､指示的状況は不可能であるが､有生の被使役者は制約されない

ため､これらは被使役者の意味素性が消失している動詞の種類である｡

C.(25)②は､指示的状況も不可能であり､なおかつ有生の被使役者の制約も

存在するため､これらの動詞は､被使役者の意味素性を無視することができ

ない動詞の種類である｡同時に被使役者の意味素性が消失している動詞の種

類でもない｡

上で示 したように､(26a)の意味特性を表す (24)は､対応する自動詞がすべて移

動動詞であるとい う特徴をもつことになる｡さらに､(24)に属する ｢上がる｣や ｢入る｣

などの移動動詞が (25)①に属する自動詞 ｢渡る｣｢通る｣｢回る｣と異なる点は､前者

は着点と共起する移動動詞であるが､後者は経路と共起する移動動詞であるとい う点であ

る｡即ち､語桑的使役における指示的使役状況が可能な動詞は､厳密にいえば対応する自

動詞が着点と共起する移動動詞であると提示できる｡

ところが､｢通す｣｢渡す｣｢回す｣などにも着点と共起する例が観察される｡次の (27

-29)がその例である｡ しかしながら､これらの文は (24)の移動動詞とちがって､自

動詞文と対応 しない｡

(27) a.お客さんを応接間に通 した｡

b."お客さんが応接間に通ったO

(28) a.警察は被告を法廷に渡 した｡

l).★被告が法廷に渡った｡

(29) a.花子を人事課に回した｡

b.☆花子が人事課に回った6｡

つまり､(27a)は ｢お客さんを応接間に案内した｣という慣用的用法として用いられて

いる｡よって､(27b)はもちろん ｢お客さんが応接間を通った｣とも対応 しないわけで

ある｡次に (28-29)の (a)においても被使役者は被告や花子本人ではなく､被告の

身柄や花子の社会的地位などであるとされる｡そのため､(28-29)の (b)でみるよう

にそれらは移動動詞の主語としては成立たないのである｡即ち､これらの文に用いられて

いる被使役者は､むしろ ｢ピアノを二階に上げた｡｣が ｢*ピアノが二階に上がったO｣と

対応 しないのと平行するように思われる｡

特に､(27)のような慣用的用法の現われは､語桑的使役の意味特性である ｢慣習化

された目的｣による意味拡張であると理解することができる｡この場合重要になってくる

のは､目的語の位置に慣習的目的のために用いられる人間 (通常役割語を用いる)が､通

常の有生の被使役者と同様の意味素性をもつ存在として理解されるかどうかである｡次の
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例をみてみよう｡ (30)は ｢見張りを配置した｣とい う意味に拡張 していると考えられる

ものである｡

(30) a.宮殿の出入 り口に見張りを立てた｡

b.*宮殿の出入 り口に見張りを立たせたO

(31) a.*机の上に子供を立てた｡

b.机の上に子供を立たせた｡

まず､(30) と (31)の相違を比較さjLたい｡ (30)と (31)の相違を左右するものとし

て考えられるのは､｢見張 り｣とい う役割語がもつ意味であろう｡ (30)の見張りはその

任務を果たすために存在するものであるため､使役事態を引き起こす際に､ (31)のよう

に個別の人間に対するような意志性を考慮するものではないと考えられる｡それは ｢太郎

を見張りに立たせた｡｣のように被使役者が見張りの太郎である場合は生産的使役が許さ

れることからも理解される｡ したがって､(30)の見張りは､む しろ次の (32)の銅像と

同様に､生産的使役には用いられない7｡

(32) a.広場の真申に銅像を立てた｡

b.☆広場の真申に銅像を立たせた｡

以上をまとめると､日本語では､語桑的使役において有生の被使役者が許容 される範

囲は､着点をもつ移動動詞に限られる｡即ち､着点をもつ移動動詞においては､指示的状

況が解釈され､その場合人間の意志性や潜在的能力を無視 してヒトをモノ扱いすることが

許される､とい うことである｡ではなぜ､被使役者の意味素性を無視する操作が必要であ

るのかOこれに対する答えとしては､それは有生の被使役者を無生のモノと同様に対象と

して扱 うためであると説明すればよい｡ したがって､有生の被使役者をモノ扱いすること

が可能なのは､指示使役が許される移動動詞であるとして提示できるOさらに､移動動詞

でなくても有生の被使役者が許される動詞が存在する｡それは典型的には ｢倒れる｣｢落

ちる｣のように､対応する自動詞の意味が無意志性動詞の場合である｡即ち､自動詞の主

語はすでに状態変化を被っている対象であり､対応する語桑的使役の被使役者もすでにそ

の意味素性を消失 しているものであるから､指示使役は当然不可能である｡ したがって､

｢立てる｣は結局､指示使役が可能な移動動詞でもなく､なおかつ､｢倒れる｣のような

無意志性動詞でもない､という2つの理由が同時に存在することになる｡そのため､有生

の被使役者をモノ扱いできず､制約を受けている､という結論を導くことができる｡

2.2.6.言藷間の相違

英語においても移動動詞には語桑的使役が許されることが観察される｡次の例はLevin

& RappaportHovav(1995)と鷲尾 (1997b)を参照している｡
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(33)a～ThegeneralmarchedtileSOldiertothetents･

b.Thefiremenstoodustoonesidetolettileambulancethrough･

C.Theystoodmeinfrontofamirrorinthesbre･

(34)a.★Thegeneralmarchedthesoldier･

b.*Tilefiremenstoodus.

C.*Theystゎodme.

(33)は､典型的には､使役者が被使役者を先導して特定の位置まで一緒に移動する､

という意味特徴をもつため､随伴使役 (accompaniedcallSation)と呼ばれるものである

(鷲尾 (1997b)を参照)｡このような移動動詞は､(34)でわかるように着点を表す句

を伴わなければ成 り立たない｡特に､(33)の (b)と (C)の standは ｢移動するもの

を止める｣という意味に用いられているため､着点は移動を止めたその位置であると理解

されよう｡鷲尾 (1997b)では､standのこのような意味用法を ｢ある特定の位置への

移動｣であると位置づけている｡standのこのような用法は韓国語の se･ta(立っ､止ま

る)とその語桑的使役形の sey-wu-ta(立てる､止める)にも見られるが8､日本語では

｢止まる｣と ｢止める｣がこれに対応 し､｢立っ ｣と ｢立てる｣は用いられない｡

このように英語は､日本語と同様に者点をもつ移動動詞である場合は､語桑的使役が

許されるという共通点が存在する｡ところが､両言語は使役状況のいかんで異なる選択を

していることが観察される｡たとえば､(33b)は､日本語では ｢消防士は消防車が通 り

抜けられるようにわれわれを道端に停めた｡｣となるが､この場合､日本語では､指示的

状況であってもよい｡これまでの議論に従えば､むしろ ｢とめる｣のような移動動詞は､

指示使役が許されるため語桑的使役が制約されないものとして理解されてきた｡一方､英

語の移動動詞の語桑的使役は､使役者も一緒に移動するという ｢随伴使役｣でなければな

らないのである｡このような随伴使役が一種の操作的使役状況であることは否定できない

であろう (cf.Shibatani(1998b)). したがって､英語の移動動詞は､操作使役が許さ

れるため語桑的使役が制約されないと理解 してよいであろう｡即ち､日本語における移動

動詞は､指示使役の許容範囲であるが､英語における移動動詞は操作使役の許容範囲であ

ると言い替えられる｡

ところが､言語によっては語桑的使役における指示使役や操作使役の許容範囲が当然

異なっていても不思議ではない｡このような見方は､Haspelmath(1993)や Shibatani

(1998b)によって提示された､使役形と動詞の意味の対応関係においてみ られる言語

の一般的な傾向に相反するというより､言語の個別性に基づく用法の拡張を認めた上で､

文法記述上の精密化を目指 したものである｡事実､韓国語では人間の行為を表す動詞もか

なりの数の語柔的使役が許容され､存在するわけである｡つまり､韓国語の語桑的使役に

は､日本語のように対応する自動詞が移動動詞であり､さらに着点を表すものやなければ

ならない､というような制約は存在 しない｡ したがって､｢立っ｣や ｢すわる｣はもちろ

ん､｢笑 う｣や ｢読む｣などの行為を表す動詞においても対応する語桑的使役形が存在 し

うる｡次の (35)は日本語では語桑的使役 (他動詞)自体は存在するものの､有生の被

使役者は許されないものである｡一方､(36)は日本語では生産的使役 しか対応できない

ものである｡
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(35)a.sensayng-ihaksayngtut-ul chayksangwuy-ey sey･wu-e-noh-ass-ta.

先生INOM 学生･PLACC 机の上-LOC 立てる-置く-PAST-ⅠND

(先生が学生を机の上に立たせておいた｡)

b･sensayng-ihaksayngtul-ul motwucaki calli･eyanc-hl'-ess-ta

先生-NOM 学生･PL-ACC みんな 自分 席-LOCすえる-PAST-IND

(先生が学生をみんな自分の席にすわらせた｡)

C･kamtok-isenswutul-uluntongcang-ul to1-ll'-es告-ta.

監督-NOM 選手･PL-ACC 運動場･ACC 回す-PAST-IND

(監督が選手たちに運動場を回らせた｡)

(36)a.emeni-ka ai-lul kancil-ese wus-kl'-eSS-ta.

母親･NOM 子供･ACC くすぐって 笑う-CAUS･PASTIIND

(母親が子供をくすぐって笑わせた｡)

bIemeni-ka kongwuen-eyse aillul keト11'-ess･ta.

母親-NOM 公園-LOC 子供-ACC 歩く-CAUS-PAST-IND

(母親が公園で子供を歩かせた｡)

C.apeci-ka at,ul-ul chayk･ulilk･hl'-ess-ta.

父親-NOM 息子-ACC本･ACC 読む･CAUS-PASTJND

(父親が息子に本を読ませた｡)

韓国語のこのような特徴は､指示使役の許容範囲として､人間の行為を表す動詞をその中

に受け入れることを表すものである.さらに､(36a)の wus-kl'･taのように､その事態

を引き起こすのに､普通指示的状況を想定しにくいものも存在する｡そうだとすると､指

示使役だけでなく操作使役の最大許容範囲も移動動詞の範囲を超えているといえる｡

以上をまとめると､韓国語の語桑的使役における指示使役の許容範囲や操作使役の許

容範囲は､日本語や英語より､大きいということである｡それは次のように示すことがで

きる｡

(37) <語秦的使役における有生の被使役者の許容範囲>

行為動詞 > 移動動詞 > 位置変化動詞 > 状態変化動詞

(笑 う/読む) (上がる) (倒れる) (顔れる)

韓国語 日本語/英語>

有生-- - -無生

韓国語の語嚢的使役は､指示使役の最大許容範囲である人間の行為を表す動詞まで許され

る｡この最大領域まで許される言語には､韓国語の他にアラビア語などが挙げられる9｡

2.3.生産的使役における無生の被使役者の制約 と許容

2.3.1.無生の被使役者制約
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生産的使役 ｢させる｣における無生の被使役者制約については､Sb.ibatani(1973a),

井上 (1976),青木 (1977),寺村 (1982),宮川 (1989)などでかなり詳しい記述がな

されており､それを参考にすると次のような例が挙げられる｡

(38)a.★窓を割れさせた｡/窓を割った｡(cf.窓が割れる｡)

b.★お湯を沸かせた./お湯を沸かした｡(cf.お湯が沸くO)

C.★洗濯物を乾かせた./洗濯物を乾かした｡(cf.洗濯物が乾くO)

(39)a.★椅子を倒れさせた｡/椅子を倒した｡(cf.椅子が倒れる｡)

b.*財布を落ちさせたo/財布を落とした｡(cf.財布が落ちる｡)

(40) a.★注意書を回わらせた｡/注意書を回した｡(cr.注意書が回る｡)

b.*新品を店に人らせた./新品を入れた｡(cf.新品が店に入る.)

C.★家を山の上にたたせた｡/家を山の上にたてた｡(cf.家が山の上にたっ｡)

(38-40)が表すのは､自動詞の主語が無生のモノである場合は通常語嚢的使役と対応

するため､生産的使役とは対応しない､という制約が存在すると理解される｡さらに (38)

は (39-40)と違って､生産的使役形自体が存在しないものである｡が､一方､(39-40)

は自動詞の主語が有生のヒトである場合も有りうるため､その場合は生産的使役形が存在

するものである (宮川 (1989)を参照)｡それは次を参照されたい｡

(41) a.太郎はわなを仕掛けておいて花子を泥沼に倒れさせた｡

b.太郎は穴を掘って花子を落ちさせた｡

(42)a.母親は子供を挨拶に回らせた｡

b.太郎は花子を先に店の中に人らせた｡

C .先生が学生を席からたたせた｡

このように､語桑的使役か生産的使役かの成否は一見対応する自動詞の主語が有生か

無生かという要因だけによって決定されるようにみえる｡ しかしながら､次の例は､その

ような判断は必ず しも正しくない､ということを表している｡(43-44)では､自動詞の

主語が無生のものであっても語桑的使役とともに生産的使役も許されることがわかる｡

(43)a.水を下水に流した｡

b.水を下水に流れさせた｡

(44) a.ゼリーを固めた｡

b.ぜリーを固まらせた｡

以上をまとめると､生産的使役の被使役者の位置には､典型的に有生の被使役者が置

かれるため､無生のモノは制約されるのが通常である｡ところが､ことによっては無生の

モノも許される場合がある｡そこで､普通有生のヒトが要求されるところに無生のモノが

許容されるのはなぜか､という点が問題となる｡したがって､以下からは､無生のモノが

生産的使役の被使役者として用いられるのはいかなる意味素性が与えられるからか､とい
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うことに焦点を当てて､それを明らかにする必要がある｡

2.3,2.潜在的能力をもつ存在物と潜在的能力をもたない存在物

久野 (1973:87)では､次の (45)の2つの文に見られるような違いを基準にして ｢さ

せる｣は [+自制的](self･controllable)動詞にしか付加できないという｡つまり､有生

の意志によって制御可能なものでなければ ｢させる｣を用いることはできないと判断して

いるのである｡

(45) a.太郎は花子に本を読ませた｡

b.★太郎は花子を崖から落ちさせた｡

このような判断は､通常有生主語をとる動詞が生産的使役を選択する場合には当てはまる

が､｢させる｣を用いるすべての動詞に十分な説明が与えられるとは期待できない｡たと

えば､上記の (41)では有生の被使役者であっても決 して自分の意志で制御可能な状況

であるとはいえないものであるし､(43-44)の (b)ではそもそも無生の被使役者であ

る｡つまり､｢させる｣が選択可能なすべての動詞を対象にした場合は､自己制御性又は

意志性だけでは不十分であるといわざるを得ない｡

一方､井上 (1976 (上､下))では､有生の被使役者だけに限らず､無生の被使役者

も視野に入れたもっと広い概念として ｢自発性｣という概念を用いている｡即ち､生産的

使役の被使役者が有生である場合は､被使役者の自発的な行為を表し､無生である場合は

自発的な変化を表すことができる｡他方､他動詞 (語桑的使役)文では､そのような自発

性は問題にならないとされる (井上 (1976 (下):67-8)を参照)｡井上で挙げている次

の例で､この点について少 し詳細な考察をしてみよう｡

(46) a.私は妹を壇から降ろした｡(自発性を問題にしない)

b.私は妹を壇から降りさせた｡(自発性がある)

(47) a.太郎は花子に財布をなくさせた｡(自発性をもたない)

b.ゼ リーを早く固まらせるには､冷蔵庫に入れるとよろしい｡(自発性がある)

(46a)の他動詞文と (46b)の生産的使役文は両方とも有生の被使役者である｡この

場合に､(46a)の他動詞文は､被使役者である妹が自分で壇から降りる場合の指示的状

況にも､使役者の主語が降ろす場合の操作的状況にも使われる｡井上によると､他動詞文

におけるこのような状況は被使役者の ｢自発性を問題にしない｣場合であるとされる｡一

方､(46b)の生産的使役文では被使役者の ｢自発性がある｣ことが表されているという｡

ところが､同じ生産的使役でも (47a)のように被使役者が経験者である場合は､その

被使役者は ｢自発性をもたない｣と判断される｡それに対 して､(47b)のように無生の

被使役者である場合は､｢自発性がある｣とされる｡

上の (46-47)の例から判断すると､井上が用いる ｢自発性｣という概念は必ず しも

統一的に適用されているとは考えられない｡-っまり､(47a)のように有生の被使役者に
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は､意志性が存在 しなければ自発性も同時に消えるものとなるが､(47b)のように本来

意志性が存在しない無生のモノであれば､自発性は意志性 とは独立に用いられるものにな

る一.即ち､無生のモノと有生のヒトに適用される自発性の種類が異なっていることがわか

る｢.そのことはさらに､無生のモノに適用される ｢自発性｣は､｢凍らせる｣のように ｢さ

せる｣を用いる動詞だけに限らず､｢溶かす｣のように､一月β-を用いる状態変化の他動詞

の目的語まで含むものとすることからも窺える (詳細は井上 (1976)を参照)0

したがって､このような ｢自発性｣の概念を用いると､次のような文に対しては実際

的な適用はできず､なおそれぞれの文の意味的な違いを適切に捉えることも困難になる｡

(48) a.太郎はわなを仕掛けておいて花子を泥沼に倒れさせた｡(-41a)

b.太郎は穴を掘って花子を落ちさせた｡(-41b)

(49) a.太郎は花子を泥沼に倒 した,,

b,太郎は花子を崖から落とした｡

(48)では､｢太郎がわなを仕掛ける｣や ｢太郎が穴を掘る｣といった原因事態によって､

｢花子が倒れる｣や ｢花子が落ちる｣といった結果事態が引き起こされる､いわば間接使

役の状況である｢.つまり､被使役者の花子は自分の意志とはまったく関係なく､使役者の

太郎が原因となる事態に巻き込まれて結果事態を被ることになる｡このような文に対する

解釈として､ ]つは､被使役者を経験者として見なす｡もう1つは､｢倒れる｣や ｢落ち

る｣のような無意志性動詞の主語は対象であるため､無生のモノと同様に扱える､という

2つの可能性がLLijてくるOもし､前者のように経験者であるとすると､これらの文の被使

役者は ｢自発性をもたない｣とされる,一方､無生のモノと同様に対象として扱 うと､今

度は ｢自発性がある｣と判断しなければならない｡このような問題は (48) と (49)を

比較した場合においても存在する,つまり､(48)を無性のモノと同様に対象として扱っ

た場合は ｢自発性がある｣とされ､他方の (49)は ｢自発性をもたない｣とされるため､

一一応両者の意味的な違いは説明できるOしかし､(48)を経験者として扱って ｢自発性を

もたない｣と判断した場合は､(49)との意味的違いを説明するごとは困難になる｡

われわれは､このように有生のヒトと無生のモノにそれぞれ異なる内容が適用されて

いる ｢自発性｣という概念にかえて､｢意志性｣と ｢潜在的能力｣の2つの意味素性を用

いて細かく捉えることができるo即ち､有生の被使役者には基本的にこの2つの意味素性

が与えられ うるが､無生の場合は ｢潜在的能力｣の有無だけによって決定されるものと考

える (2.2A,を参照)O｢自発性｣を ｢潜在的能力｣にあえてかえる理由は､意志性を自発

性から独立させるという狙いもあるが､もう1つは､｢溶かす｣と ｢凍らせる｣のように

語桑的使役形を用いる動詞 と生産的使役形を用いる動詞の目的語の意味素性を精密に区別

するためにも有効である､と考えられるからである (これについては､次節を参照)0

ではここで､意志性をもたない存在物が生産的使役の被使役者の位置に用いられ うる

のはなぜか､という問題を､｢潜在的能力｣という概念を用いて説明を試みてみよう｡ま

ず､次のような基準によって生産的使役を選択する動詞を2分類するO(i)行為動詞 と

同様に､語桑的使役が存在せず､唯一生産的使役だけ対応する｡(辻)行為動詞と違って､

語菜的使役が存在する｡ しかし､同時に生産的使役も許すO以下､この順に考察するO
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(i) <語桑的使役が存在しない場合>

(50) a.南風は暖かい雨を何べんか降らせた｡ (cr.佐久間 (1983:221))

b.風神様よ､風を吹かせてくれ !

(51) a.水を冷凍室に入れて堅く凍らせた｡/異常気温が川の水を堅く凍らせた｡

b.花子は冷蔵庫に入れるのを忘れて､卵を腐らせた｡(井上 (1976(下):63))

C. 暖かい気温が真冬にも梅の花を咲かせた｡

(50)に対応する自動詞が表すのは､典型的な自然現象の ｢動的事象｣である｡このよ

うな自然現象は､普通人問のコン トロールでその事態を引き起こすことは困難なものであ

る｡よって､もし外在的要因 (externalcauser)又は外在的コン トロールが存在すれば､

それは (50)のように気温や神様のような存在であろう｡このように人間のコン トロー

ルで引き起こすことが困難な自然現象は､自力でその事態を引き起こしうる潜在的能力が

あるものとして見なされると考えることができる｡

次に､(51)に対応する自動詞は､自然現象の ｢変化事象｣を表す｡自然現象の変化

事象における重要な点として､次の2つが挙げられる｡第 1は､使役者が人間である場合､

その人間は変化のプロセスそのものに直接携わることは難 しく､せいぜいそのプロセスが

起こりうる環境に､その対象物をわざと置くか放置するかによって､その事態-の参加が

許される.第2は､使役者は変化の結果状態が存在するまで対象物を直接操作することは

普通不可能である｡つまり､｢凍らせる｣｢腐らせる｣｢咲かせる｣などが変化事象を表す

にもかかわらず､語童的使役が存在 しないことには､このような事情が存在するからであ

ると考えられる｡ したがって､変化のプロセスそのものは､その存在物 (entity)に内在

する潜在的能力によって引き起こされるものであると見なされていると考えられる｡

ただし､同じ変化事象を表す ｢凍る｣と ｢溶ける｣はなぜ､一方は ｢凍らせる｣と対

応するのに対 して､もう一方は ｢★溶かせる｣ではなく ｢溶かすJLか許さないのか､と

いう問題は説明されなければならないO両者の違いは使役状況を考慮すると一応の説明は

つく｡つまり､｢凍らせる｣と ｢溶かす｣は､人間がその事象を直接携わってコン トロー

ルすることが可能であるか否か､という観点からみると､たとえば､｢川を凍らせる｣は

人間のコン トロールでその事象を引き起こすことは不可能である｡｢アイスクリームを凍

らせる｣であれば使役者は冷凍室に入れるところまでしかその事態に参加できない｡一方､

｢氷を溶かす｣や ｢バターを溶かす｣などは､意図をもってやろうと思えば不可能な状況

ではなく､実際火にかけたりしてその事象の結果事態が成立するまで直接携わることが可

能である (詳細は次節を参照)0

上のような自然現象の動的事象と変化事象における使役者と被使役者は､それぞれ次

のような共通の特徴をもつ点が指摘できる｡(A)人間のコン トロールでその事態を引き

起こすことが普通不可能であるか､又は､使役者は結果状態を含むまで直接携わることが

許されない｡(B)被使役者は自力でその事象を引き起こしうる潜在的能力をもつ存在物

である｡このような特徴により､被使役事態は無生の被使役者がコントロールするものと

して見徹されて､人間が動作主である行為動詞と同様に語嚢的使役とは対応せず､生産的
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使役だけが与えられると判断される｡

ここまでをまとめると､生産的使役は人間の行為を表す動詞を典型とするが､それに

なぞらえて自力でその事態を引き起こしうる潜在的能力をもつ存在物の動的事象や変化事

象までも許容するといえる｡つまり､生産的使役は､意志的な行為を典型 として､自然現

象の動的事象が許容され､さらに変化事象まで拡張しているのである0

(ii) <語桑的使役が存在する場合>

(52) a.太郎は扇風機で風を吹かせたりして､なんとか風車を (回らせた/回した)0

b.ある化学工場では地下に水路を掘って､汚染 した水を川に (流れさせた/疏

した)o

c . 太郎は故障 してなかなか止まらないエンジンを､蹴ったり叩いた りしてやっ

と (止まらせた/止めた)0

d.花子は部屋の中で布団を叩いて､境を (立たせた/立てた)0

(53)a.注意書を (*回らせた/回した)0

b.ゴミを下水に (*流れさせた/流 した)0

C . 髪の毛にピンを (*とまらせた/とめたh

d.机の上に棒を †*立たせた/立てた)0

(54)a.ゼ リーを冷蔵庫に入れて (固まらせた/固めた)｡ (cf.青木 1977:110)

b.メアリーが水につけて､毛織物を (縮ませた/*縮めた)0

C . 傷を早く (塞がらせる/*塞ぐ)には､この薬が一番よろしい｡

(cf.井上 (1976(下):69))

(55) a.小潮首相は決意を (*固まらせて/固めて)国会議員定数前減改革に臨んだ｡

b.メアリーが日程を (*縮ませた/縮めた)0 (cf.井上 〝)

C.大型 トラックが道を (*塞がらせて/塞いで)いた｡(cf.井上 〝)

(52)では無生の被使役者であるにもかかわらず､語桑的使役とともに生産的使役 も許

す｡それは (53)と比べるとわかるように､生産的使役はいっでも可能なわけでなく､

被使役者の意味特性による制約が存在するのである｡即ち､(52)は (53) と違って､無

生の被使役者が自力でその事態を引き起こしうる潜在的能力をもつ存在物である､とい う

点である｡たとえば､風車には回るという事態を引き起こしうる能力が内在すると考えら

れ うるが､注意書にそのような能力が内在するとは普通考えられない｡さらに (52)の

中では､生産的使役であれば､使役者は被使役者の潜在的能力を重視 した事態を引き起こ

すことになる｡が､他方､語桑的使役であれば､使役者は被使役者の潜在的能力は考慮せ

ず事態を引き起こすことになる､と説明できる｡たとえば､(52C)の使役者の蹴った り

叩いたりする行為は､生産的使役の状況では､エンジンが自分の能力で止まるようにする

ための間接的な行為であるとされるが､語桑的使役においてはエンジンの潜在的能力を考

慮せず直接操作で事態を引き起こす状況であるとされる｡

次に､(54)は (52)の動的事象 と違って､変化を表す動詞である｡ (55)をみるとわ

かるように､これ らの動詞にも語桑的使役とともに生産的使役も存在する｡しか しながら､
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(54b;C)の例では､生産的使役だけが許されて語桑的使役は対応 しない｡それは､(55

b, C)と比較するとわかるように､無生の被使役者が潜在的能力をもつものであるか否

か､によることが明らかである｡つまり､(54)の (b),(C)では事態生起が毛織物や

傷の内在的な力に委ねられるため､使役者がその事態に直接携われるような操作の状況は

普通不可能である｡つまり､変化事象でありながらも語桑的使役は許されない､というこ

とには､このような事情が存在することがわかる｡このような理解の上に立って､(54a)

の例をみると､生産的使役と語桑的使役が両方とも許されるのは､ゼ リーの内在的な力で

固まるようにすることも､ゼ リーをかき混ぜたりして直接固めることも状況的に可能であ

るからである､と考えることができる｡つまり､ゼリーの潜在的能力を重視する表現と､

潜在的能力を考慮 しない表現が両方とも可能である､ということである｡

以上をまとめると､次のように示すことができる｡

(56) 潜在的能力をもつ存在物の自動詞

//メ / ｢ ＼ - ＼
動的 動的 変化

意志性

1 1 1

>>潜在的能力をもたない存在物

の自動詞

人間 >動きの潜在的能力>変化の潜在的能力>>非潜在的能力のもの

生産的使役>>語条的使役 - -

したがって､日本語の生産的使役は､意志性をもつ人間の行為動詞を典型として存在する

わけであるが､自動詞の主語が自力でその事態を引き起こしうる潜在的能力をもつ存在物

として見倣される場合には､無生のモノでも生産的使役が選択され うる､という拡張の一

般的傾向を示すことができる｡

2.3.3.潜在的能力 と内在的属性

ここでは､もっと精密に潜在的能力という概念を検討 してみよう｡そのような必要性

が生じるのは､これまでの議論では､潜在的能力が内在的属性 (internalproperty)とい

かに相関するのか､という問題が必ずしも明らかではないからである｡本節では､この2

つの概念を明らかにして､次節で取り上げる､語嚢的使役形と生産的使役形を選択する自

動詞の連続関係を提示することに繋げたい｡

前節では､使役状況上における使役者と被使役者のあり方によって潜在的能力とい う

ものが被使役者に存在するかどうかを判断したわけである｡それは､具体的にどういうこ

とを指すものであるのか､を考察してみよう｡次の例から見てみよう0

(57) a.太郎は韮王を床の上に倒した｡(対象)

b.太郎は穴を掘って韮王を倒れさせた｡(対象<経験者>)

C.監督はシナリオの台本どおりに韮王邑床の上に倒れさせた｡(動作主)

d.監督はシナリオの台本どおりに進呈を床の上に倒れさせた｡(対象)
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(58) a.僕はゼリーを冷蔵庫に入れて固めた｡(対象)

b.僕はゼ リーを冷蔵庫に入れて固まらせた｡(対象)

(57-58)が表すそれぞれの意味を使役状況から区別すると､(57-58)の (a)は語嚢

的使役が表す操作的状況であり､(57-58)の (b)は生産的使役が表す間接的な状況で

ある｡つまり､穴を掘ることや､ゼリーを冷蔵庫に入れるという使役者の間接的な行為が､

花子が倒れることやゼリーが固まるといった､結果事態を引き起こしたという表現である｡

一方､(57)の (C),(d)は生産的使役の指示的状況であるが､後者の (57d)には強

制的な意味が加わり､被使役者にも動作主でなく対象の意味役割が与えられることになる

(Shibatani (1973b,1976)を参照)｡このような意味は使役状況上､使役者がいかな

る方法で被使役の事態に関与しているのかという､使役者の事態に対する関与の仕方によ

って区別されるものである｡つまり､使役者はその事態に直接操作をして関与するのか､

それとも指示する状況であるのか､さらに強制的なのか､あるいは関与の仕方がもっと間

接的なのか｡それにしたがって､被使役者には動作主又は対象の意味役割が付与される｡

Sllibatalli(1976:271)によれば､このような動作主や対象は意志性の有無によって定

義される｡

" ,itappearsthatthedefinitionof àgent'as t̀heinstigatoroftheevent'

(Fillmore,1971a:376)istooloose.････.PerhapsthetermAGENTshouldbe

redefinedasanentitytllatVOLITIONAl,IJYinstigatesorengagesinanevent.

AIso,tlletermPATIENTshouldtakeinanentitytllatisengagesinanevent

nonvolitionally."

即ち､それぞれの意味役割が指す意味内容は､被使役者が結果事態にいかに参加 している

のか､たとえば､意志をもって参加するのか､それとも非意志的に参加するのか､といっ

たような､被使役者の事態参加の仕方であることになる｡

ここで問題にしたいところは､意志性の有無による被使役者の意味役割に関する情報

だけでは､被使役者の結果事態に対する参加の仕方が充分に理解できたことにはならない､

ということである｡言い換えれば､使役事態は被使役者の事態に対する意味的貢献という

観点からも捉える必要があり､そのためには､使役者の事態関与の仕方だけでなく､被使

役者の事態参加の仕方も適切に捉えうる説明が求められるのである｡たとえば､(57-

58)の (a)と (b)は､直接的か間接的かといった使役者の事態関与の仕方によって

は両者の意味的違いが説明できる｡しかし､意味役割によっては､被使役者の事態参加の

仕方を明確に見出すことが困難であり､なおかつ両者の意味的違いも説明しにくいO-方､

同じ生産的使役を用いる (57)の (b-d)では､(C)と (b,d)は意志性の有無に

よって､一応被使役者の事態参加の仕方を説明することができる｡ しかし､同じ対象の意

味役割を担っている (b)と (d)は､被使役者の事態参加の仕方を意志性だけに頼って

説明することには無理が生じてくるのである｡つまり､意味的に異なるこの3つの文が､

そもそも同じ生産的使役を用いて表そうとする共通の意味は何なのか､を被使役者の観点

から具体的に示す必要があるのである｡
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ここでわれわれは､この問題を解決し､なおかつ､事態に参加する被使役者の意味的

貢献を明確にするために､被使役者の意味素性として意志性の他に潜在的能力という概念

を導入 したのである｡即ち､使役事態 (causingevent)に対する使役者の関与の仕方は､

使役状況によって区別することができる｡一方､被使役者が中心となる ｢被使役事態｣

(causedevent)に対 しては､その事態の中心的な存在である被使役者がいかにその事態

に参加 しているのか､という被使役者の事態参加の仕方によって説明すべきである｡この

ような被使役者の事態参加の仕方を決定する要素として､意志性と潜在的能力という被使

役者の意味素性が導入されたのである (2.2.4.と 2.3.2.を参照)｡ したがって､(57-58)

における被使役者の事態参加の仕方は､次のような意味素性を記述することによって､明

らかにされるものと考えられる｡

(59) a.太郎は韮壬を床の上に倒 した｡(直接操作)

[一意志性][一潜在的能力]

b.太郎は穴を掘って韮壬を倒れさせた｡(間接)

[-意志性][+潜在的能力]

C.監督はシナ リオの台本どおりに進呈娃床の上に倒れさせたO(指示)

[+意志性][1-潜在的能力]

d.監督はシナ リオの台本どおりに花子を床の上に倒れさせた｡(強制)

[+潜在的能力]

(60) a.僕はゼ リーを冷蔵庫に入れて固めた｡(直接操作)

[-潜在的能力]

b.僕はゼ リーを冷蔵庫に入れて固まらせた｡(間接)

[+潜在的能力]

(59-60)の括弧の中に示 している使役状況は､それぞれの文における使役者の関与の

仕方を表すO一方､下線の下に示した被使役者の意味素性は結果事態における被使役者の

事態参加の仕方を表すものとなる｡それに従うと､(59-60)の (a)における結果事態

は使役者が直接操作する使役状況に全面的に依存 して起こることになる｡そのため､被使

役者の潜在的能力はまったく考慮されない.一方､(59160)の (b)においては､使役

者は穴を掘ってさえ置けばよく､冷蔵庫にゼリーを入れてさえ置けばよい､とい う程度に

しか関与していない｡即ち､使役者は何らかの形でその事態が起こりうるきっかけさえ提

供しておけば､その後､実際に引き起こる結果事態は､被使役者に内在する潜在的能力に

すべて委ねられることになる｡つまり､自力でその事態を起こしうるという被使役者の潜

在的能力を重視する｡ただ し､(59b)は (60b)と違って､意志性を消失 した被使役者

が事態に参加することになるため､非意図的な読みが出る｡次に (59)の (C)と (d)

では､指示的状況として使役者の関与の仕方が与えられる｡しかしながら (59d)は､(59

C) と違って強制的な状況として理解されるため､被使役者の意味役割も動作主ではなく

対象であるとされる｡このような場合､(59C)では使役者が被使役者の意志を尊重する

と理解されるが､他方の (59d)では､使役者が被使役者の意志を無視すると理解 され

る｡それによって､前者では被使役者が自分の意志でその事態に参加するが､後者では被
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使役者は自分の意志に反 してその事態に参加すると考えられる｡

これをまとめると次のようである｡

(61) <被使役者の事態参加の仕方と潜在的能力の有無>

使役形 使役 被使役者の 被使役者の 被使役者の事態参加の仕

状況 意味役割 意味素生 方

語 桑 的使役 操作 対象 [-意志性][-潜在的能力] (内在的属性)

生 産 的使役 指示 動作主 [+意志性][+潜在的能力] 意図的に参加

強制 対象 - 反意志的に参加

指示 [+潜在的能力] <意志性無視>

間接 対象 [-意志性] 非意図的に参加 (有生)

(61)では､語桑的使役における被使役者の事態参加の仕方 として内在的属性を認めて

いる｡上の例からいえば､(59--60)の (a)のように使役者の関与度がもっとも高い操

作使役では､被使役者の事態参加は極めて制限される｡このような場合､語桑的使役にお

ける被使役事態は被使役者の内在的属性だけで事態成立に臨むと判断するわけである｡ こ

れは生産的使役の被使役者にはすべて潜在的能力が与えられていることからわかるように､

両者は明らかに区別される概念である｡

ここで､潜在的能力 と区別される内在的属性の概念を明らかにする必要がある｡われ

われは､内在的属性 とはある事態が成立するための最小限に必要とされる共起制約 (選択

制限)に値する性質であると規定する｡たとえば､

(62) a.*峡が倒れる/火水が固まる/大石が溶ける

b.★境を倒す/☆水を固める/★石を溶かす

C . ☆境を倒れさせた/火水を固まらせた/央石を溶けさせた

(63) a.木が倒れる/粘土が固まる/鉄が溶ける

b.木を倒す/粘土を固める/鉄を溶かす

C . *木を倒れさせた/??粘土を固まらせた/*鉄を溶けさせた

(62a)の境､水､石は ｢倒れる｣｢固まる｣｢溶ける｣に関して選択制限が存在するた

め､文が成 り立っための最小限に必要とされる共起制約に違反 しているOそれによって､

(62b)の語桑的使役はもちろん (62C)の生産的使役も当然成 り立たないものとなる｡

一方､(63a)の木､粘土､鉄などは (62a) と違って正 しい文を成 り立たせる｡ したが

って､(63b)のように語桑的使役の目的語の位置に被使役者 として成 り立つことが許 さ

れる｡しか しながら､(63C)のように生産的使役は許容さない｡ここで､われわれは (63

a)の木､粘土､鉄などはそれぞれの動詞に関して､潜在的能力はもたないが､内在的属

性はもつと判断することができる｡一方､(62)の境､水､石は ｢倒れる｣｢固まる｣｢溶

ける｣に関 してそもそも内在的属性を持っていないため､不適格 とされるといえる｡
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上の (63)の (b) と (C)の関係からみると､潜在的能力は内在的属性より適用範

囲が狭いことがわかる｡それについては､さらに次の (64) と (65)を比較されたい｡

(64) a.★棒が立つ/★ピアノが花子の部屋に入る

b.棒を立てる/ピアノを花子の部屋に入れる

C.★棒を立たせる/★ピアノを花子の部屋に入らせる｡

(65) a.茶柱が立つ/太郎が花子の部屋に入る

b.茶柱を立てる/太郎を花子の部屋に入れる

C.茶柱を立たせる/太郎を花子の部屋に入らせる｡

(64a)は正しい文として成 り立たないため､一見､棒やピアノは ｢立つ｣｢入る｣に関

して内在的属性をもたないもののように思われる｡ところが､(64b)でみるように語嚢

的使役は適格な文として成り立つ｡一方､(65)のように自動詞の主語が茶柱や太郎にな

ると､語桑的使役のみならず､自動詞文と生産的使役もともに適切に受け入れられる｡こ

のような結果から (64a)が正しく成 り立たない理由は､内在的属性の問題ではなく､

潜在的能力の問題であると判断することができる｡即ち､｢立っ｣｢入る｣のような自動詞

の主語は内在的属性だけを要求するのではなく､さらに潜在的能力ももたなければならな

いということであろう｡

ところが､自動詞の主語が潜在的能力をもたない場合も､次の (66a)のように存在

動詞を付加するか､(66b)のように ｢入荷 した｣という意味を表す一種の出現動詞のよ

うに用いると､自動詞文を適格に成り立たせることが観察される｡それはおそらく存在動

詞や出現動詞には共起制約が厳 しくないからであると考えられる｡

(66) a.棒が立っている｡

b.ピアノが新 しく店に入った｡

さらに､次の (67)のボールは ｢流れる｣に関して本来ならば内在的属性をもたないも

のであるが､(68)のように他の属性に依存 して適格に成立させることが可能になる｡ こ

の場合､(68C)のように潜在的能力を与えることはできない｡

(67) a.★ボールが流れる｡

b.*ポールを流した｡

C.★ボールを流れさせた｡

(68) a.ボールが川を流れている｡

b.ボールを川に流した｡

C.*ボールを川に流れさせた｡(cf.水を流れさせた｡)

以上のように､潜在的能力は内在的属性より適用範囲が狭い概念であることがわかる｡

なぜならば､内在的属性は文として成立っための最小限に必要とされる共起制約であるが､

潜在的能力はその上さらに自力で引き起こりうる能力が存在するものか否かとい う条件が
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必要とされるからである｡したがって､内在的属性より共起制約が厳しい｡たとえば､｢溶

ける｣は内在的属性だけを必要とするため､溶けやすいアイスクリームから溶けにくい鉄

までも受け入れられる｡一方､｢凍る｣は内在的属性の上にさらに潜在的能力をもつもの

でなければならないため､アイスクリームが凍るとは言えるとしても､鉄が凍るとはいえ

ない｡さらに､｢笑 う｣や ｢吹く｣などの主語は､典型的に人間や風に適用するものであ

ることがわかる｡

このように考えると､自動詞の主語は､内在的属性だけで成り立っものと､その上さ

らに潜在的能力がなければ成り立たないものの､大まかな 2種類が認められる｡前者は

語糞的使役を選択するものであるが､後者は生産的使役を選択するものとなる｡さらに具

体的に言えば､自動詞が表す事態は､前者の語桑的使役では外在的要因によって引き起こ

されるが､後者の生産的使役では､潜在的能力と定義される内在的要因によって引き起こ

されるものである｡

Levin& RappaportHovav(1995:90-110)では､対応する他動詞 (語嚢的使役)

が存在する自動詞であるか､それとも存在しないものであるかを特徴づけるために､内在

的要因 (internalcause)｣と ｢外在的要因 (externalcause)｣という概念を用いて説明

される｡｢内在的要因｣は laugll,play,speak,blush,trembleのように対応する語桑

的使役 (他動詞)が存在 しないものを特徴づける概念である｡ -方､r外在的要因｣

(externalcause)はbreak,open,move,dry,freeze,meltのように自他の対応関係

が存在するものを特徴づける概念である｡ したがって､一見､｢内在的要因｣は､われわ

れの潜在的能力に対応する概念であるように思われる｡ところが､Levin& Rappaport

I-Iovavの ｢内在的要因｣は､｢内在的属性｣(internalproperties)と厳密に区別せず両者

がほぼ一致するものとして用いられるため､精密なところは同じ見方ではない｡

2.3.4.潜在的能力のハイアラーキと自動詞の連続

このように潜在的能力と内在的属性を区別することにより､生産的使役と語嚢的使役

の成否にかかわるより精密化を試みた概念が提示できる｡これを用いて前節の 2.3.2.と

2.3.3.の議論に引き続き､潜在的能力のハイアラーキとそれに対応する日本語の自動詞の

連続関係を次の図のように示すことができる｡

(69) <潜在的能力のハイアラーキと自動詞の連続>

意志的潜在的能力>動きの潜在的能力>変化の潜在的能力>>非潜在的能力

立つ/歩く 泣く 吹く 凍る/腐る 固まる 溶ける 壊れる 開く-(立つ)

上がる 悲 しむ (流れる/立つ/上がる) 縮む (上がる)

生産的使役 >> 語桑的使役

内在的属性

以下では､これまであまり取り上げなかった (69)の非潜在的能力の自動詞の連続関

係について考察してみよう｡これらの自動詞に対応する語桑的使役は､使役者の関与度と

被使役者の内在的属性-の依存度という基準を考慮した観点から捉えると､次のような連
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続関係が認められる.

(70) <使役者の関与度と内在的属性-の依存度>

溶かす 壊す 開ける-- 立てる (棒)

(低) 使役者の関与度 - - (高)

(高)-- 内在的属性-の依存度 (低)

(70)において使役者の関与の度合は左に移るほど小さく､右に移るほど大きい｡一方､

被使役者 (目的語)の内在的属性-の依存度は､前者とは逆に左に移るほど大きく､右に

移るほど小さいとい うことを表す｡

つまり､｢溶かす｣と ｢壊す｣の相違は､(71)で観察されるように､同じ道具格を用

いるにしても､(71a)ではその中身は ｢溶鉱炉の熱｣を利用するというメ トニミ-の表

現である (山梨 (1994,1995)を参照)｡が､他方の (71b)では､動作主の使役者が

手にもって直接操作する道具である､とい う点で異なる｡即ち､｢壊す｣の方が使役者の

関与度が大きく､他方､｢溶かす｣の方は対象物の内在的属性への依存度がより大きい｡

(71) a.溶鉱炉で鉄を溶かす｡

b.野球バットでガラスを壊す｡

一方､｢ドアを開ける｣や ｢棒を立てるJは､両者とも動作主の使役者が事態の完成点

まで直接携わらなければならない､とい う点では同様である｡ ところが､｢開く｣の場合

は､｢風で ドアが開いた｣のように､外在的要因が必ず しも意図的な存在でなくても起こ

りうるoこれに対 して ｢*棒が立つ｣では自動詞文自体が成 り立たないOつまり､r棒を

立てる｣は成 り立っが､｢*棒が立つ｣は成 り立たない｡この場合､｢立てる｣には文が成

り立つだけの最小限の内在的属性を認めることができる｡即ち､｢立てる｣の方が ｢開け

る｣より内在的属性への依存度がより小さいと判断するわけである｡

最後に､｢壊す｣と ｢開ける｣の間は､次の例から前者は､内在的属性-の依存度がよ

り大きく､後者は､使役者の関与度がより大きいということがわかる｡つまり､バラバラ

の結果状態まで使役者が関与するというより､壊 した結果バラバラになったことであるか

ら､そのような結果状態は､対象物の内在的属性に依存して起こると考えるのが常識的で

あろう｡一方､｢開ける｣の場合は､使役者の関与の度合に相応するだけの事態 しか起こ

らない｡ しか し､｢壊す｣には､そのような状況は普通不可能である｡その違いは (72)

の (b) と (C)を参照されたい｡

(72) a. 1枚のガラスをバラバラに壊 した｡

b.?? 1枚のガラスを半分壊した｡

C. ドアを半分開けた｡

以上で観察される動詞の連続関係は､形態的にIaS･,･S-,-e･との相関も示唆する点で

興味深い｡たとえば､｢乾かす｣｢沸かす｣なども､使役者が当該の事態に直接関与可能な
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ところは､洗濯物を外に出しておくか､水を火に当てておく程度であろう｡この場合､内

在的属性に直接携わって変化を引き起こすのは､動作主の使役者ではなく､気温や温度な

どのような外在的要因である｡これは ｢太陽で乾かす｣や ｢ポットで沸かす｣のように､

いかなる道具や手段を用いて事態を成り立たせたかという表現が可能になる｡つまり､｢溶

かす｣と同様に使役者の関与度がもっとも小さく､対象物の内在的属悼-の依存度がもっ

とも大きいとされるO-方､｢立てる｣のように使役者の関与度がもっとも大きく､内在

的属性-の依存度がもっとも小さい動詞は､他に ｢荷物を上げる｣や ｢荷物をのせる｣の

ような動詞が挙げられる｡これらも ｢☆荷物が上がる｣｢*荷物がのる｣の自動詞用法は

不可能である10｡

このような形態と意味の有契性は､韓国語との対応関係からも支持されるところがあ

るo即ち､nok-}'-ta(溶かす)は nok･ta (溶ける)のように自動詞が基本形であるOとこ

ろが､r壊す｣の場合は､pwuswu･ta/pwuse-ttul)'･ta(壊す)と pwuse-cl'-ta(療れる)

の対応からみるように､他動詞基本形も存在する一方､自他の対応関係が両極化するもの

の両方が存在する｡一方､yel･ta(開ける)では他動詞が基本形で､自動詞 yel111'-ta(開

く)の方は派生形が対応する｡つまり､内在的属性-の依存度が高いものは自動詞が基本

形であるが､使役者の関与度が高いものは他動詞が基本形となるという､大まかな対応が

観察される｡

以上によって､(69)で示す潜在的能力と非潜在的能力の境界に存在する ｢凍る｣と

｢溶ける｣の間は､前者は潜在的能力によって特徴づけられるが､後者は内在的属性への

依存度がもっとも大きい自動詞という特徴を浮き彫 りにすることができる｡2.3.2で取り

上げた井上 (1976)の｢自発性｣の概念では､両者を同様に扱 うことをみた｡ しか し､わ

れわれは潜在的能力と内在的属性という概念を区別 して用いることで両者の違いおよびそ

の連続関係を適切に捉えることができる｡なお､それによって､生産的使役と語桑的使役

を選択する概念的意味が提示できるのである｡

一方､韓国語における使役形の特徴は､生産的使役か語桑的使役の選択が､日本語の

ように有生のヒトか無生のモノか､さらに潜在的能力か内在的属性か､によって区別され

るものではない｡言い換えれば､有生のヒトを典型として､無生のモノでも潜在的能力を

もつものは､語桑的使役とは対応せず生産的使役を選択する､という意味的基準を提示す

ることは困難なのである｡つまり､日本語では生産的使役 しか許さない人間の行為動詞の

多くが､韓国語では語嚢的使役を許すことができる｡なお､潜在的能力をもつ無生のモノ

も語桑的使役 と対応することができる｡たとえば､日本語では次の (73)の (a,b)

が語嚢的使役に対応 し､(73)の (C-e)は生産的使役に対応するものであるが､韓国

語ではすべて語嚢的使役を選択することが可能なのである｡

(73)a.01111'-ta (上げる)/se-ywu･ta(立てる､とめる)

b.nok-1'-ta(溶かす)/ma1-ll'-ta(乾かす)

C.e1-11'･ta(凍らせる)/ssek-hL'-ta(腐らせる)

d.wus-kl'-ta(笑わせる)/kellJI'-t,a(歩かせる)

e,il-hI'-tA(読ませる)/mek-1'-ta (食べさせる)
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さらに､生産的使役においても日本語と対応 しないことが次の例からわかる｡ (74)

の (a,b)は日本語では生産的使役 ｢させる｣を用いることは不可能である｡(74-75)

から判断できるのは､韓国語における生産的使役の成否は､自動詞文が成 り立てば受け入

れられる､ということであろう｡即ち､(75)の不適格性はuy｡a-kase-ta.(椅子が立っ)

という自動詞文がそもそも成 り立たないものであるからである,

(74) a.chelswu-k,1 Pal-locha-se uyca-1ul ssuleci-keyha-yss-ta.

チョルスtNOM 足-INS蹴って 椅子-ACC倒れる-CAUS-PAST-IND

(チョルスは足で蹴って､椅子が倒れるようにした.)

b.emeni-kanayngcallgko-eyanneh-ese,pethe-1ulnok-keyha-peli-ess･ta.

母-NOM 冷蔵庫-LOCNIIG入れる-ので､バターーACC溶ける-CAUS･しまう

PASTJND

(母親が冷蔵庫に入れなかったので､バターを溶かしてしまったo)

(75) ☆chelswu-ka uycal1ul se-keyha-yess-ta.

チョルス-NOM 椅子IACC 立っ-CAUS-PAST-IND

(チョルスが椅子を立たせた,)

2.4.おわりに

本章では､日本語の観点から使役形の選択を左右するパラメータを提示することを目

的に議論してきた〔そのために､語桑的使役の有生の被使役者はなぜ制約される場合と許

容される場合があるのか､また､生産的使役の無生の被使役者はなぜ制約 される場合と許

容される場合があるのかを中心に考察した｡

まず､語桑的使役の有生の被使役者制約については､語桑的使役の他動詞構文として

の特性を考慮することによって解決できる｡つまり､語桑的使役の目的語の位置には典型

的には無生のモノが置かれるため､有生のヒトは普通ならば受け入れられないと説明され

る∩この説明は､典型的にモノの状態変化を表す自動詞は対応する語桑的使役形をもつが､

典型的に人間の行為を表す自動詞は対応する語桑的使役形をもたない､という使役形と動

詞の意味の-一般的な対応関係からも受け入れることができるOよって､日本語の ｢立てる｣

において有生の被使役者制約は､｢笑 う｣や ｢歩く｣と同様に､有生のヒ トをモノ扱いす

ることができないことからくる制約であると規定できるo具体的にいえば､｢立てる｣は､

対応する自動詞における動作主の意志性をキャンセルして受け入れることができない｡こ

のような見方は､無意志性動詞の ｢倒れる｣が ｢倒す｣と対応する場合においては有生の

被使役者が許容されることからも適切に支持されるO

それでは､なぜ ｢上げる｣には有生の被使役者が許容 されるのか｡この間題は､次の

ように理解する必要がある,つまり､着点をもつ移動動詞に限っては意志性をもつ有生の

被使役者を無生のモノと同様に扱 うことができるOさらにこれを､語桑的使役の有生の被

使役者は無生のモノと同様の存在として概念化される､と理解することであるO

以上の議論に基づ くと､語桑的使役の被使役者は無生のモ ノと非意志性の ヒ ト

(lnllnlmat,(,,& non-V()1itiollalhumLln)というパラメータの値をもつと提示できるOす
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ると､言語間の相違は､パラメータの値のちがいではなく､同じパラメータにおける非意

志性のヒ トを受け入れる範囲のちがいとして説明できる｡つまり､非意志性のヒトを受け

入れる範囲は､日本語や英語では移動動詞が指定されるが､韓国語の場合は ｢笑 う｣や ｢歩

く｣のような行為動詞もその中に入る｡ したがって､韓国語は他動詞構文 (語桑的使役)

の目的語の位置に有生のヒトを許容する範囲が日本語や英語より広いのである｡

ではなぜ､日本語や英語は着点をもつ移動動詞であれば､他動詞構文の目的語の位置

に有生のヒトが許されるのか｡一方､韓国語の場合は､なぜ行為動詞までも有生のヒトを

他動詞構文の目的語の位置に用いることが可能なのか｡この2つの問いは､他動性の本質

を追及するものとして受け止めることができる｡つまり､これは､他動詞構文の目的語の

位置に状態変化の対象が置かれることを強く要求するのか､それ とも行為を受ける対象で

あっても許 されるのか､とい う他動性の意味的な側面 (例えば Hopper& Thompson

(1980))を考慮に入れる必要がある｡この点については次の第 3章で詳細に検討 したい｡

次に､日本語の生産的使役 ｢させる｣は､有生のヒトが主語である自動詞を典型とし､

無生の場合も有生のように自力で事態を引き起こしうる潜在的能力をもつと見倣されるも

のにまで適用される｡即ち､日本語の生産的使役には有生のヒトと潜在的能力をもつモノ

(animate & potJentS)とい うパラメータの値が与えられる｡これを図に示す と､次の

ようである｡

潜在的能力 非意志性のヒト

一方､韓国語の使役形の特徴は､日本語のように有生のヒトか無生のモノかとい うよ

うな典型的なパラメータを提示することは困難である､という点を指摘できるOつまり､

wus-ta(笑 う)には語桑的使役形 wus-kL'-ta(笑わせる)と生産的使役形 wus-keyha-ta

(笑わせる)が重複 し､el-ta(凍る)にも語桑的使役形 ell11'-ta(凍らせる) と生産的使

役形 el-keyha-ta(凍らせる)が重複 して対応できる (cf.(73) と (74))｡韓国語の語

秦的使役 と生産的使役の関係は､次の図のように示すことができる｡
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ここで､なぜ韓国語は人間が動作主である行為動詞も対応する語桑的使役が存在する

のか､とい う点を問わなければならない｡次の第3章と第4章はこの間題に対する有意義

な説明を与えるために設けられている｡
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第3草

韓国語における他動性と使役化 (Ⅰ)

- 結合価変化のない構文-

3.1.はじめに

3.1.1.問題の範囲と従来の研究

伝統的に､他動化や使役化は統語構造上､結合価の増加をもたらすものと定義され (例

えば､Comrie(1976)､Comrie(1981,1989))､一方､自動化や受動化は結合価の減少

をもたらすものと説明されてきた (例えば､Perlmutter& Postal(1974))｡つまり､自

動詞と他動詞および使役と受動は､結合価の増減という統語的基準によって区別可能なも

のとして捉えられてきた｡

ところが､韓国語には自動詞と他動詞､使役と受動といったすべての文法範噂に､接

秤-1'(-A)I,-Ill,-kl')という同一の文法形式が用いられているという困難な問題が存在するI

(下記の (1- 4)の (b)を参照)｡即ち､結合価を増やすとされる他動化や使役化 と

ともに､結合価を減らすとされる自動化や受動化にも同じ接辞が用いられているのである｡

そればかりでなく､他動化および自動化が結合価の増減という統語的基準によっては説明

できない場合も存在する (下記の (5-6)を参照)0

従来の韓国語学では､主に使役と受動に関与する接辞-1'について､この形式は同じもの

かどうかが､議論の焦点となっていた (例えば､李 (1970)､梁 (1979)､金 (1982)､Kin

(1983)､李 (1991)､他)｡ しかし､これに関する定説はなく､未解決の問題として残っ

ている.そのため､とりあえず結合価を増加させる接辞-1'を使役形､結合価を減少させる

接辞-1'を受動形として取り扱 うという方策をとってきた (例えば､雀 (1937,1994)､徐

(1996))O-方で､使役と受動に用いられる動詞を ｢使動詞｣と ｢被動詞｣と名づけ､さ

らにこれ らを他動詞と自動詞と言い替えて説明する方法も用いられてきた (例えば､李 ･

任 (1983)､高 ･南 (1985)).このような状況からもわかるように､韓国語では､接辞-i

が担 う機能やそれが関与する動詞が､使役なのか受動なのかといった問題だけでなく､使

役なのか他動詞なのか (cf.栄 (1993)､柳 (1998))､さらに受動なのか自動詞なのか､

という問題も同時に存在 している｡

従来の研究で接辞一才の機能が明らかにされなかった理由として､次の3つの点を挙げる

ことができる.まず第 1に､接辞-1'が担 う文法範噂を体系的に把握 しようとする努力やそ

のような認識が足 りなかった｡第2に､接辞-1'は結合価の増減と相関するものであるとい

う統語的基準だけが考慮され､意味的基準の存在が視野に入っていなかった｡第3に､基

本形動詞 と派生形動詞の対立が ｢結合価変化のない構文｣にも関与しているという言語事

実は考察の対象にされなかった｡つまり､従来の研究では統語的基準に合致 したデータだ

けを研究対象にするか､もしくは統語的基準に合わせて説明しようとしてきたのである

(李 ･任 (1983:198-99)､宋 (1995:160-76)､馬 (1996)など芝)｡そのため､統語的

基準に合致しない言語事実はなおざりにされ､実際の言語現象に即した説明ができないと

いう結果を招くことになった｡
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以下に､接辞･Iが関与する構文には､上で述べた統語的基準に合致する構文だけでなく､

統語的基準に合致 しない構文も存在するという言語事実を提示 したい｡次の (1-4)は､

結合価変化をみせる構文である｡続いて (5-6)は､結合価変化をみせない構文である｡

<結合価変化のある構文>

(1)a.ipwul-i ma1-a)ass-ta.

布団-NOM 乾く-PASTIIND

(布団が乾いた｡)

b･emeni･ka ipwul-ul mal･11'-ess･ta.

母親-NOM布団IACC 乾く･TSUF･PAST･IND

(母親が布団を乾かした｡)

(2) a.ai-ka chayk-ulilk･ess･ta.

子供･NOM 本･ACC 読む･PASTJND

(子供が本を読んだ｡)

b.apeci-ka ai-eykey chayk-ulilk-hL'-css-I,a.

父親-NOM 子供･D〟r本･ACC 読む-CAUS-PASTJND

(父親が子供に本を読ませた｡)

(3)a.yengi･kn mwun-ul yel･ess-ta.

ヨンイーNOM ドア-ACC開ける-PAST-INt)

(ヨンイが ドアを開けた｡)

b.mwun-i yeト11'-eSS-ta.

ドア-NOM 開ける-ISUFIPASrr-IND

(ドアが開いた｡)

(4)a.yengi-ka chelswu-1ulcha･ss-ta.

ヨンイ･NOM チョルス･ACC蹴る-PASTJND

(ヨンイがチョルスを蹴った｡)

b･cllelswu-ka yengl-eykey cha-⊥ess-ta.

チョルス･NOM ヨンイ･DAT 蹴る-PASS-PAST･IND

(チョルスがヨンイに蹴られた｡)

く結合価変化のない構文>

(5)a･yengi･ka son･ul SSis-es告-tat

ヨンイーNOM 手-ACC 洗う-PASTJND

(ヨンイが手を洗った｡)

b.emeni-ka yengl-uy son-ul ssis-kt-ess-ta.

母親-NOM ヨンイ･GEN手IACC 洗う･TSUFIPAST-IND

(母親がヨンイの手を洗った｡)

(6)a.nakyep･i palam･ey na･n-ta,

枯葉-NOM 風-LOC 飛ぶ-PRES-IND

(枯葉が風に舞 う｡)
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b･nakyep-i palam-ey na-1i-n-ta.

枯葉-NOM風-CAUSE 飛ぶ-ISUFIPRES･IND
(枯葉が風に揺れ動く｡)

(受動的自発)

(1-4)の (b)をみてみると､他動詞と使役､自動詞と受動のすべての範噂に接辞･)I

が用いられている｡その中で､(1-2)の (b)は結合価の増加をみせ､他方の (3-

4)の (b)は結合価の減少をみせている｡ところが､(5-6)の (ち)では､同じ接

辞が用いられているにもかかわらず､(1-4)の (b)のような結合価の増減はみられ

ない｡つまり､(5b)では他動詞である基本形動詞がさらに他動化に向けて別の動詞を

派生するが､統語構造上結合価の増加は伴わない｡一方､(6b)では自動詞である基本

形動詞がさらに自動化に向けて別の動詞を派生するが､これも基本形動詞と派生形動詞が

統語上同じ構造をつくるのである｡

さらに､次の (7)の受動構文は結合価の減少が期待されるものである｡ ところが､

この場合には､結合価の増加を伴う使役と同じ構造が使われている｡

(7) emeni-ka ai-eykey cec･ul mwullIL'七SS-ta.(使役/受動)

母親-NOM子供-DATおっぱい･ACC噛む･CAUS/PASS･PAST･IND

(使役 ;母親が子供に (口におっぱいを入れてやって)お乳を飲ませた｡)

(受動 ;母親が子供におっぱいを噛まれた｡)

以上のように､接辞-1'が関与する構文は､結合価を増やすことも減らすことも可能であ

り､さらに結合価をまったく変えないことさえ許される｡従って､このような現象を適切

に扱 うためには､統語的な観点からの説明では不十分であることがわかる｡即ち､韓国語

の動詞の全体的なパラダイムの解明は､接辞･1'の本質を明らかにすることによって可能で

あり､そのためには意味的な観点からの検討が必要になってくる｡

3.1.2.本章の目的と取 り扱 う問題

上で述べたような背景のもと､本章では､接辞･1'の意味的機能が重要な役割を果たして

いる結合価変化のない構文､とくに他動性と使役化に関連する (5)を取り上げて､その

本質を追究したい｡ちなみに､(6)については第5章を､(7)については第 6章をそれ

ぞれ参照されたい｡｢結合価変化のある構文｣については本章に引き続き､次の第4章で

取り上げる｡本章が目指すところは､最終的には使役と受動も視野に入れた韓国語の動詞

の全体的なパラダイムの解明に至るような説明を与えることにあるOつまり､接辞-1'が担

う文法範噂の包括的な体系を考慮に入れた上で､さらに実際の言語事実に照らし合わせて､

その本質を捉えようとするものである｡

それでは､本章で取り扱 う問題を具体的に指摘 しておく｡次の (8-ll)の例を参照

されたい｡(8)と異なって (9-ll)は､他動詞である基本形動詞がさらに他動化派生

をするにもかかわらず､対応する2つの構文の関係が ｢結合価変化のない構文｣として現

れる｡この構文における問題は､韓国語の場合､統語的基準による言語の普遍的傾向が必
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ず Lも該当しない､というところにある｡即ち､一･一般的には他動詞である基本形動詞が他

動化に向けてさらに派生形を作ると､使役構文を形成すると理解される ((bmrie(1981,

1989),(Shibatani(1998b)を参照)｡ しかし､(9-ll)の (a)と (b)は､非使役

と使役の対立のように結合価の増加をみせないのである｡ただし､他動詞派生形には接辞-

1'(-hl',111',-ki)の他に､接辞-wu(-kwu,･chwu)も用いられる3｡

(8) a.i-ey kochwukalwu-ka kki-eiss･ta･

歯-LOC 唐芥子･NOM 挟まる･ASPJND

(歯に唐芥子が挟まっている｡)

b.chelswu-ka charlgthul-ey ywuli･lul kki-wu-koiss･ta･

チョルス-NOM 窓の枠-LOC ガラスーACC 挟まる-TSUF･ASP-IND

(チョルスが窓の枠にガラスを挿し込んでいる｡)

(9)a.yengi･ka sonknlak-ey panci-1ulkki-koiss-ta･

ヨンイーNOM 指･LOC 指輪IACCはめる･ASP･ⅠND

(ヨンイは指に指輪をはめている｡)

b.chelswu-ka yengl-uy SOnkalak･ey panci-1ulkki･wu-koiss-ta.

チョルスtNOM ヨンイーGEN指-LOC 指輪-ACCはめる-TSUF-ASP-IND

(チョルスがヨンイの指に指輪をはめている｡)

(8a)の基本形の kki-t,a(挟まる)は自動詞用法であり､(8b)の派生形の kki-wu-ta

(挿 し込む)は他動詞として用いられている｡両者の構文は､意味的には直接対応 しない

が､形態的には自他の対応関係が認められる｡-方､(9a) と (9b)の関係をみると､

形態的な対応関係は､(8a)と (8b)の場合とまったく同様であることがわかるo と

ころが､統語的な観点からみると､両者にはともに対格が用いられていて､しかも結合価

の増加もみられない｡即ち､前者の (8)の (a,b)だけを観察している限りは､形態

的基準と統語構造が一致するものとして捉えられるが､後者の (9)の (a, b)まで視

野に入れると､形態的基準と統語構造との間に不一致が生じてくるのである.

ここで注目すべき問題は､次の2点である｡

(i) (8a) と (9a)は､統語的な基準によると､前者は自動詞であり､後者は対格

をもつため他動詞であると判断される｡それにもかかわらず､なぜ形態的に同じ動

詞を用いることが可能であるのか｡つまり､なぜ統語的には区別されるが､形態的

には区別されないのか｡

(ii) (9a) と (9b)では､両方とも対格をもつため統語的には区別されない.その

一方で､形態的には､(8a) と (8b) と同様に､自他の対応関係を示す動詞が

それぞれ用いられる｡それはいかなる要因によるものであるのか｡つまり､なぜ統

語的には区別されないが､形態的には区別されるのか｡

これらを言い換えると､そもそも自他の区別は何を基準にして行われるべきものであるの

か､ということである｡
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さらに上の例と違って､基本形の自動詞が存在しないものもある｡次の (10-ll)は､

他動詞基本の動詞がさらに派生形の他動詞と対応 し､しかも結合価は変っていない｡とく

に (llb)の派生形動詞は､従来は使役として理解されてきたものである (雀 (1937,1994)､

Song(1988)､他)｡ しかし､この文では､一般的に言われる使役のように､結合価の増

加はみせない4｡

(10) a.cllelswu･ka mwun･ultwutuli-es告-ta.

チョルス-NOM 門･ACC 叩く-PASTIIND

(チョ/レスが ドアを叩いた｡)

b.chelswu-ka mwun･ul twut,ul-kL'･eSS-ta.

チョルスーNOM門･ACC 叩く-TSUF･PAST･IND

(チョルスが ドアを (激しく)叩いた｡)

(ll)a.yengi-ka son-ul ssis-ess-ta.

ヨンイーNOM 手-ACC 洗う･PAST-IND

(ヨンイが手を洗った｡)

b･emeni-ka yengl･uy SOn･ul ssis-kl'-eSS-ta･

母親-NOM ヨンイ･GEN手･ACC 洗うITSUF･PAST･IND

(母親がヨンイの手を洗った｡)

(-5)

(10a) と (lob)の違いは､動作の様態の相違に過ぎない｡即ち､(10a)より (lob)

の方が､より強い力で激 しい行為を合意する｡一方､(lla) と (llb)は､自分の手を

洗うか､それとも他者の手を洗うか､という意味対立をなす｡

本研究では､ (9-ll)のような基本形動詞と派生形動詞の対立は､意味を基準にした

他動性､即ち､｢意味的他動性｣を提案することによって説明できる､ということを主張

したいOここでいう ｢意味的他動性｣とは､行為が自分の領域 (spllere)の中に納まるか ､

それとも自分の領域の外に向かって及ぶか､という意味対立を基準とするものである｡そ

してその範囲は､自分か他者かという意味において最大対立をなすものと考える｡以下の

3,2∴節からは､上記のような動詞のあり方が､｢意味的他動性｣のスケールの上で適切に扱

われるものであることを提示する｡

さらに､以上のような結合価に変化のない構文の存在は､派生接辞を用いる動詞だけ

に限らず､他に ha-ta(する)動詞とその語桑的使役形である sI'khl'･ta(させる)の対立

においても観察される｡たとえば､chatan-ha･ta(速断する)は chatan･81'khl'-ta(遮断す

る)と対応するが､両者には意味的相違さえ除けば､統語構造における変化はまったく見

当たらないのである｡これについては､3.3.節で取り上げる｡

3.1.3.Hopper&Thompson (1980)の他動性

基本形と派生形とい う形態上の対立をなす2つの動詞の間に統語構造上の変化がみら

れないならば､両者の区別には意味的な根拠 しか残されていないであろうことは容易に想

像できる｡しかしながら､このような動詞の意味的差異を記述することは､それ自体たい

40



-ん困難な場合が多い｡われわれは､この動詞の意味的差異を説明する客観的な基準 とし

て Hopper&Thompsonの他動性の研究成果を導入 したい｡それによって､上記の (9-ll)

で観察されるような基本形動詞 と派生形動詞の対立について､他動性の度合いを測 る意味

論上の説明を与えることができる｡Hopper&Thompson(1980)は､他動性の度合いと

それに関連する意味論的な素性 として､次の 10種類を提案 している0

A.参加者の数 (participant)

B.力動性 (kinesis)

C.限界性 (aspect)

D.瞬間性 (punctuality)

E.意図性 (intend)

F.肯定 (affirmation)

G.様式 (mode)

H.動作主性 (agentivity)

Ⅰ.目的語-の影響力

(affectcdnessofobject)

∫.対象物の個別性

(individtlationorobject)

高

2以上

行為性

限界がある

瞬間的

意図的

肯定的

現実

動作主の潜在的能力が高い

全体的な影響

個別性が高い

低

1

非行為性

限界がない

非瞬間的､継続的

非意図的

否定的

非現実

潜在的能力が低い

影響力なし

個別性が低い

また､(J)に挙げられた対象物の個別性に関 しては､さらに以下の基準が設け られて

いる｡

I官J

個別的

固有名詞

人間､動物

具体名詞

単数

加算名詞

指示的

檎

非個別的

普通名詞

非人間､非動物

抽象名詞

複数

不加算名詞

非指示的

以下では､これ らの他動性の素性に言及 しながら､意味を基準 とした他動性のあ り方

について議論 していく｡

3.2.意味を基準に した他動性

3.2.1.力動性の強化 と他者指向性

初めに､前節で提示 した (8-9)の kki-ta (挟まる､はめる)とkki･wu-ta (挿 し込

む､はめる)の対立を再考 してみよう｡前述のとお り､これ らの動詞は､(8a)と (8
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b)の対立においては統語的な基準による自他の対応関係をなしている｡ところが､(9

a) と (9b)の対立においては､形態的にまったく平行 しているにもかかわらず､ (8

a) と (8b)のように統語的基準によっては区別できない｡それでは､意味的な観点か

ら言えば､両者にはいかなる要因が関与しているのだろうか｡次の例をみてみよう｡

(12)a.yengi-nun cikumsonkalak-eykumpanci･1ul kki･koiSS-ta. (結果相)

ヨンイITOP今 指-LOC 金 指輪-ACC はめる-ASP-INI)

(ヨンイは今指に金の指輪をしている｡)

b,yengi･nuncikumakisonkalak-eykumpanci-1ulkki･wu-koiss･ta.(進行相)

ヨンイーTOP今 赤ん坊 指-LOC 金 輪IACCはめる･TSUF-ASP･INt)

(ヨンイは今赤ん坊の指に金の指輪をはめているところである｡)

C･yengl-nunCikumsonkalak-eykumpanci･lulkki･wu-koiss-ta･ (進行相)

ヨンイーTOP今 指･LOC 金 輪-ACCはめる-TSUF-ASPJND

(ヨンイは今指に金の指輪をはめているところである｡)

(12a)と (12b)の基本形動詞と派生形動詞は､自分の身体部分に行為の結果を残 して

いるか､それとも他者に向かって行為が及んでいるか､という意味対立を基本にしている｡

即ち､(12a)は､自分でなく他者に向かう行為となる (12b)と､意味と形態の面にお

いて対立をなすものとなる｡ところが､(12C)をみると､派生形動詞は着点名詞句が必

ず しも他者の身体部分でなくてもよい｡一方､派生形動詞と違って基本形動詞の場合は､

次の (13)のように自分の身体部分でなければならない､という制約が存在する0

(]3) 'ycngi-ka chelswしいuy SOnkalak-ey panci-1ul kki-koiss-tA.

ヨンイーNOM チョルス･GEN指-LOC 指輪IACCはめる･ASPIIND

(ヨンイがチョルスの指に指輪をはめている｡)

以上をまとめると､派生形動詞の場合は､行為の及ぶ範囲として､他者だけでなく自

分の身体部分も許されるが､基本形動詞は自分の身体部分しか許されない｡このことから､

上記の (12a) と (12b)が表す自分か他者かの意味対立は､(12C)と (13)における

制約の違いも考慮に入れて理解する必要が生じてくる｡

それでは､派生形動詞と自分の身体部分が共起するのはいかなる状況においてであろ

うか｡また､それは基本形動詞における自分の身体部分が用いられる状況とどう違 うのか｡

まず､この間題を説明しなければならない｡

それを考える前にまず､両者の動詞のアスペク ト的意味を考察してみよう｡まず､上

のように･koJ'ss-ta(-ている)というアスペク ト形式を用いた場合､(12a)の基本形は

結果相 しか表さず､他方の (12b,C)の派生形においては進行相の意味しか表さないと

いう違いが存在する｡この場合､基本形が表す結果相は瞬間的動作が終わった後の結果状

態であるとい うより､むしろ､所有の意味を表す ｢もっている｣のような動詞に近いと考

えられる｡たとえば､同じ身体着脱動詞の ip･tA (着る)であれば､｢(今/鏡の前で)服を

着ている｣といった場合は､日本語と同様に韓国語も結果状態よりは進行状態の意味が優
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先 して表されるものである｡ところが､(12a)は､｢今｣のような時間副詞を用いても (｢鏡

の前で｣と共起 しても)進行状態を表すことはない｡このことから､基本形動詞kki-ta(は

める)は行為性 (activity)の低い動詞であると判断することができるo

ここで､この判断を正 しいものとして､それを基準に次の文の適格性を考察 してみよ

う｡

(14)a･yengi-ka sonkalak･ey panci-lulkki-ko oychwulha-ySS-ta･

ヨンイ･NOM 指･LOC 指輪-AC(〕 はめるIT 外出する-PAST-ⅠND

(ヨンイは指に指輪をはめて外出した｡)

bI??yengi-ka sonkalak-cy panCi-1ulkki-wu-ko oychwulha-yss-1･a･

ヨンイ･NOM 指-LOC 輪･ACCはめるITSUF-て 外出する-PAST-ⅠND

(ヨンイは指に指輪を挟んで外出した｡)

(14)の (a) と (b)を比べてみると､このような文脈では行為性が低い動詞 しか受け

入れ られない､という説明を与えることができる(､なぜなら､先ほど行為性が低いとされ

た基本形動詞が用いられている (14a)だけが適格文として容認されるからである｡この

説明が正 しいとしよう｡そうすると､派生形動詞 とともに自分の身体部分の名詞句が用い

られる場合は､文脈上行為性が低いものであってはならない､という意味制約が存在する､

と帰結される｡つまり､(14b)の不自然さは､このような意味制約の存在によって説明

されることになる｡

この行為性の高低を基準にした上記の説明は､次の (15)によって､さらにその妥当

性が支持される｡

(15)a･??chelswu-ka mwtllupsai-ey chayk･ul kki-kokel･e-ka･n-tat

チョルス-NOM ひざ 間･LOC 指輪-ACC挟む-and歩く-行く PRl弓S･ⅠND

(チョルスが両ひざの間に本を挟んで歩いていく｡)

b.chelswu-ka mwlllupsai-ey cllay-ulkki･wu･kokel-e-ka-n-ta･

チョルス-NOM ひざ 間･LOC本･AC(〕挟む-TSUF-and歩く･行くPRES-IND

(チョルスが両ひざの間に本を挟んで歩いていく｡)

(15)の文脈は､物をひざの間に挟んで歩くという困難な状況である｡このような状況を

描写する場合､派生形を使えば､よちよちした歩き方ではあるがその行為を成 し遂げたこ

とになる｡一方､基本形を用いると､よちよちした歩き方をするとい う解釈を許容せずサ

ッサと歩いたとい う状況 しか許さない｡そのため､(15a)は状況的に不可能であると受

け止められる｡

ここで次のことを指摘 したい｡行為性の低い施本形を使 うときには､困難なくサッサ

と歩ける状況でなければならない｡ しか し､(15)のような状況では､行為を行 うことが

困難である｡ところが､(15)の文でも､ひざでなく脇に入れ替えると､そのような困難

が取 り除かれてサッサと歩ける状況が整 うため､基本形の方が容認されやすくなる｡それ

にもかかわらず派生形が用いられているのであれば､それはまだ困難な状況が完全に除去
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されていないと話者が解釈 したからであろう｡このように考えてみると､上記の (14b)

の場合も文脈上､事態の成立を阻むような困難が存在するという状況さえ与えられれば､

適格な文として許容され うることが予測される｡実際､(14b)の文脈を､普通の状況で

なく､指と指の間に指輪を挟んで何かをするというような困難を伴 う特別な状況を与える

と､不自然な行為ではあるが容認可能になる｡

このように事態を引き起こす際に困難が伴うとい う状況下で､基本形動詞でなく派生

形が用いられるということは､次のような文においてより明白になる｡即ち､次の (16)

のように単なる着用の行為の場合と､(17)のようにエネルギーが要る行為の場合を比べ

てみると､基本形と派生形の使い方に相違が現れるのである｡

(16)a.chwuwumyen icangkap-ulkki-ela･

寒い-なら この 手袋-ACC はめる-IMP

(寒かったら､この手袋をはめなさい｡)

b.★chwllWumyenicangkap･ulkki-wu-ela･

寒い-なら この手袋-ACC はめる-TSUFJMP

(寒かったら､この手袋をはめなさい｡)

(17)a.★panci-ka sonkalak-eycalantul-e･ka-se,ekcilo kki･e-neh-ess-ta.

指輪-NOM指ILOCよくNEG入る･行く-ので無理にはめる一入れる-PAST･IND

(指輪が指にうまく入らなかったので､無理に入れてはめた｡)

b.panci･kasonkalak･eycatantul-C-ka-sc,ekcilo kki-wu-neh-ess-ta.

指輪-NOM指-LOCよくNEG入る-行く･ので無理に はめる-TSUF一入れる-

PAST-IND

(指輪が指にうまく入らなかったので､無理に入れてはめた｡)

(16)のように単なる着用の行為の場合は､(16a)の基本形動詞は受け入れられるが､(16

b)の派生形動詞は不適格である｡逆に､(17)のようにエネルギーが要る行為において

は､今度は (17a)の基本形動詞の方が不適格である｡

以上のように､ある事態を引き起こす際に困難が存在する場合､それをあえて引き起

こすためにはそれなりのエネルギーが必要とされる｡これは､現実世界の経験的な知識か

らも容易に想像できる｡このような状況が言語に反映される場合には､意味的要素として

の力動性 (kinesis)の関与が認められる｡なお､そのような力動性の強化により､動作主

がより高い行為性 (activity)を獲得することも理に反しない｡ したがって､行為性の低い

基本形動詞は､行為性を高めるために形態的手段を用いて派生する､という派生の必然性

が存在することになる｡

言い方をかえれば､一般的に自分の領域に納まる行為を引き起こすのは容易であるが､

自分の領域の外に向かう行為である場合には困難が伴 う｡後者の場合､動詞は力動性の強

化という意味的な方略を用いることによって自分の領域の外に向かう行為を表すようにな

りやすい｡したがって､これらの動詞における力動性強化は､意味的に対立をなす他者に

向かう行為を遂行するためになされるという動機づけを与えることができる｡つまり､力

動性の最大化は自分と他者という最大対立を目指した ｢他者指向性｣の他動詞にするため
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に要求される､と考えられるのである｡ したがって､自分の領域の中に存在する身体部分

であっても､他者に働きかけるのと同じように事態を引き起こすための困難さが生 じてい

る場合には､基本形動詞より派生形の方が用いられやすい､と理解することで､以上のよ

うな問題が解決できる｡ したがって､このような基本形動詞と派生形動詞の対立は､意味

的基準による自他､即ち､｢意味的自他｣の対応関係として提示することができる｡

このような理解を踏まえた上で､今度は kam-ta (巻く)と kam-kJ'-ta(巻く)の対立

をみてみよう｡これらの動詞はkki-taとkki-wu･taの意味関係とは異なったパターンを示

す｡まず､基本形動詞としてkki-ta (挟まる)のような統語的自動詞は存在しない.次に､

基本形の kam-ta (巻く)には､kki-ta(はめる)のように行為性が低いため進行相の意味

を表すことは不可能である､といったようなこともない (cf.(18a)).さらに､kki-ta(は

める)のように自分の身体部分以外には働きかけを行うことができない､などの意味制約

も存在 しない (cf.(18b))oつまり､kam･ta(巻く)とkam･kl'-ta(巻く)の対立は､kki-t,a

(はめる)と kki-wu･ta (はめる)の対立と同じように､自分か他者かという意味対立を

もつ意味的自他の対応関係として捉えることはできないのである｡そればかりでなく､結

合価の増加がみられないという説明困難な問題を抱えているのである0

ここで具体例を交えながら､基本形動詞におけるアスペク ト形式による意味特徴を考

察してみよう｡

(18)a･hwanca･ka son-ey pwungtay-1ulham-koiss-ta.(進行相と結果相)

患者-NOM 手ILOC包帯-ACC 巻くIASPJND

(患者が手に包帯を巻いている｡)

b.apeci-ka namwu-ey chelsa-1ul kam･koiss･ta.(進行相)

父-NOM 木ILOC 針金-ACC巻く-ASP-IND

(父が木に針金を巻いている｡)

基本形の kam･ta(巻く)には､(18a)のように､動作の結果が残存するところが自分の

身体部分である場合は､結果相と進行相の両方の解釈が可能であるO-方､(18b)のよ

うに､自分の身体部分でない場合は､進行相の意味しか許さず､結果相の意味を表すこと

はできない｡つまり､他の所に行為が向かう場合には､進行中の様態的行為を表すだけで

あるO故に､基本形の kam-t,a(巻く)は､kki-ta(はめる)のように行為性が低いもので

もない｡また､自分の身体部分に限られ､他の所に向けて行為を行なうことはできない､

というものでもないことがわかる｡

次に､基本形と派生形の対立をみてみよう｡(19a)と (19b)の対立から観察される

ように､この動詞にも結合価の増加はみられない｡

(19)a.nwu･ka (namwu/koyangimok)Icy pascwul-ul kam-a･noh･ass-ta.

誰か･NOM (木/猫の首)-LOC 綱-ACC 巻く一置く-PAST_IND

(誰かが (木/猫の首)にロープを巻いておいた｡)
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b･nwu-ka tnamwu/koyangimokl･ey pascwul-ul kam-kt.C-noh･ass-ta･

誰かINOM f木/猫の首)-LOC 綱-ACC 巻く･TSUF-置く･PASTJND

(誰かが (木/猫の首)にロープを巻いておいた｡)

(19a)の基本形動詞と (19b)の派生形動詞の意味対立は､行為が自分の領域の中に納

まるか､それとも自分の領域の外に向かうか､といった意味的自他の対応関係に関わるも

のではない｡これらの動詞について微妙な差は､(19b)の派生形の場合は､誰かが困難

でエネルギーが要る行為をわざわざやっておいた､という力動性の要素が関与しているこ

とである｡事実､(19a)の基本形が表す意味は､誰かがそのような行為を行ったという

動作主の行為に対する関心を表す程度に過ぎない｡一方､(19b)の派生形の場合は､対

象物の措置に関心があり､そのため事態を引き起こすことに対する困難さの認識が生まれ

ると考えられる｡

従来､この種の動詞の派生形がもつ力動性の存在は､往々にして､使役に関わるもの

として理解されていた｡この力動性について明らかにすることは､力動性の要素が語用論

的な解釈にいかなる影響を与えるのかについて理解する上でたいへん意義深いことである

ため､以下で考察する｡まず､次の例を観察してみよう｡

(20)a.payphyen･ey cim･ul (Gil/sillll') ･e ponay･ss-ta.

船便･LOC 荷物･ACC (載せる/載せる･TSUFl送るIPAST-IND

(船便に荷物を (積んで/載せて)送った｡)

b.kicha-ey llaksayngtu1-ul (Gil/si1-ll')-e ponay-ss-ta.

汽車-LOC学生.PL-ACC (載せる/載せるITSUF) 送る･PASTJND

(汽車に学生たちを乗せて送った｡)

(20)においても基本形 sit･ta(積む､載せる)と派生形 sil･11'-ta(載せる)の間に統語上

の変化はまったくみられない｡この場合､(20)の (a,b)の派生形動詞にみられる意

味は､その事態を引き起こす動作主がェネルギーをもつ存在であると受け止められ うると

いう点である｡つまり､派生形動詞の動作主はその事態の総指揮者ないしは監督者のよう

に認識されやすくなる｡それはなぜかという点に答える前に､基本形動詞の場合にはその

ような意味がまったく許されないのか､という点をまず確かめておきたい｡実は､このよ

うな解釈は､基本形動詞においても許容されないわけではない｡つまり､基本形動詞の動

作主も語用論上は自分が必ず しも直接行為をせず指揮者ないし監督者として働いていても

よいのである｡それにもかかわらず､なぜ派生形動詞はそのような読みをより強く与える

のか､という点が問題である｡それには次のような2つの相関が考えられる｡ 1つは､派

生形動詞が表す状況は対象物の措置に焦点があるため､動作主の行為は焦点から外すこと

ができるということである｡もう1つは､行為が対象物の措置に向かっているということ

は､事態を引き起こすことに対する困難が存在することを示しており､そのため力動性の

要素が必要となってくるということである｡つまり､派生形が表しているのは力動性の強

化がなければその事態は進展しないという状況である｡しかし､他方の基本形の場合は､

動作主自身の行為に焦点があるため､行為を行うことに対する困難は感 じられず､事態が
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容易に進んでいくような状況であると理解されるのである｡このような状況は､語用論的

には､派生形動詞の動作主の方がその事態を引き起こしうるエネルギーをもつ存在として

解釈され､力動性の要素を反映させていると考えることができる｡

この議論は､次のような例によってその妥当性が支持される｡

(21)a.t,hulek-i cim･ul katuk (sit/★si1-11日 ･koiss-ta.

トラック-NOM荷物-ACCいっぱい (載せる/★載せる-TSUF)-ASPJND
(トラックが荷物をいっぱい積んでいる｡)

b･namwu-ka tungkwul-ul Chingching (kam/★ham-klトko-iss･ta.

木-NOM 蔓･ACC ぐるぐる (巻く/☆巻く-TSUF)･ASPJND
(木が蔓をぐるぐる巻いている｡)

C.patD-ey umak･ul (?sil/si1-ll')･e ponay-ss･ta.

波-LOC 音楽IACC (載せる/載せるITSUF)送る･PAST-IND
(波に寄せて音楽を届けた｡)

(21)の (a,b)は無生主語であるが､この場合､派生形を用いることは不可能である0

-方､(21C)のように意味的拡張がみられる場合は､派生形の方が自然である.このち

がいは次のように説明できる｡即ち､前者の場合には､主語が対象物を措置するためのエ

ネルギーをもっていない ｡一方､後者の場合には､対象物の措置に焦点があり､なおかつ

普通は容易にその事態を引き起こすことが可能な状況ではないため､基本形より派生形の

方が自然であると判断されるのである｡

このように意味的自他の対応関係がみられない種類の動詞の対立においても､実は､

kki-ta(はめる)と kki･wu･ta(はめる)に平行するような点が観察されるO即ち､基本

形は主語の方に焦点があり､しかも､その事態を引き起こすことがより簡単で容易である｡

-一方､派生形の方は他に行為が向かっており､そのため困難さが認識され､より多くのエ

ネルギーが要る行為となる｡したがって､基本形と派生形の選択は､事態を引き起こすた

めの困難さが存在する状況として認識されうるか否か､という語用論上の要因によって左

右されることになる｡たとえば ｢-ビがとぐろを巻く｣のように､自分の領域の中に納ま

る行為の場合､その行為は容易であると判断され､基本形が選択される､ということが予

測できる｡そして､この予測は言語事実に即しているのである｡

次に挙げる動詞では､対象が自分か他者かという最大対立こそが重要になる｡即ち､

基本形は自分の領域の中に存在するものが行為の対象であるが､派生形の場合は他者の領

域の中に存在するものが行為の対象となる.これらの動詞において注目すべきところは､

kki-wu-ta (はめる)のように､他者の身体部分が着点名詞句でなく対格名詞句である､

という点である｡なおかつ､結合価の増加もみられない｡このような特徴をもつ動詞につ

いて､従来は使役動詞であると見倣されてきた｡その点については､第4章で再考する｡

(22)a.yengi-ka son-ul ssis･ess･ta.

ヨンイ･NOM 手-ACC 洗う-PAST-IND
(ヨンイが手を洗った｡)
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b･emeni-ka yeng1-uy son-ul ssi6-kt-ess-ta･

母親-NOM ヨンイ･GEN手-ACC 洗うITSUF-PAST･IND
(母親がヨンイの手を洗った｡)

(23)a.aki-ka os･ul pes-ess･ta.

赤ん坊･NOM服-ACC 脱ぐ-PAST-1ND
(赤ん坊が服を脱いだ｡)

b.yengi-ka aki-uy os･ul pe告-kt-e告s-ta･

ヨンイINOM赤ん坊IGEN服-ACC 脱ぐ･TSUF･PAST･IND
(ヨンイが赤ん坊の服を脱がせた｡)

これらの動詞は､なぜ項の数を増やさない派生を推進するのか｡その究極的な要因は何

か｡この問題に対して､われわれは､これらの動詞が派生を推 し進める理由は力動性を獲

得するためであり､それは他者に向かう行為を成し遂げるためであると考える｡つまり､

力動性の強化が志向する最大化を満足させるということは ｢他者指向性｣の動詞にするこ

とであり､それが派生を推 し進めていく原動力であると結論づけるのである｡

ここで､自分か他者かという意味的自他の対応関係をもたない kam-ta(巻く)とkam-

kl'-ta(巻く)のような動詞の存在を適切に説明するために､力動性と他者指向性の相関関

係について次のように考えてみたい｡即ち､自分の領域の中に納まる行為は､行為性が低

い動詞でもその事態を成 し遂げることができる｡他方､自分の領域の外に向かう行為の場

合は､より多くのエネルギーが要求される｡その中でも最も困難な状況は､他者指向性の

場合である｡ したがって､kam-ta(巻く)を使って表す事態であっても､事態を引き起こ

す際に困難を伴 うときには､ham-kl'-taを派生してエネルギーを付与するのである｡この

ことは､いわば､他者に向かう行為並みに事態を引き起こすことに対して困難が存在する､

という意味を含むことになる｡この考え方については､さらに次節で議論する｡

3.2.2.意味的他動性のスケールと動詞の派生のあり方

前節の議論の中で､われわれは､韓国語における動詞の自他の対応は､統語的基準で

はなくて､意味的基準によって包括的に捉えることができるものであることを示唆した｡

意味を基準とする自他においては､自分の領域の中に行為が納まるか､それとも自分の領

域の外に向かって行為が及ぶか､という意味対立が重要である｡即ち､対格の存在の有無

による統語的な基準に関係なく､さらに結合価の増加がなくても自他の対応関係をもっこ

とができるのである｡

Kemmer(1993)によると､中相範噂を形態によって示す言語では､｢洗 う｣などの身

体行為動詞 (verbsofbody･care)や ｢すわる｣のような姿勢変換動詞 (vert;sofchangein

bodyposture)のように､典型的に身体部分を用いる行為を表す動詞に､中相の形態がマ

ークされる｡この場合の中相､とりわけ再帰的な中相というのは､自分の領域の中に行為

が納まる､という意味的に自動詞の範噂に属するものである5｡韓国語の ｢意味的自動詞｣

も､自分の身体部分に対する行為を主として表すという点で (3.2.4,節も参照)､両者が担

っている意味範噂は同一であることがわかる｡■しかし､形態の面においては､中相は派生
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形及び屈折形がその意味範境を担 うことになるが､韓国語の ｢意味的自動詞｣の場合は基

本形がそれに該当する､という違いがある｡

それでは､このような韓国語の ｢意味的自動詞｣が関わる自分の領域とは､どの範囲

まで及ぶものであるのか｡さらに､韓国語の意味的自他の対応関係を自分か他者かの最大

対立における存在であると見なすと､動詞の派生はそのスケールの中でいかなる姿で存在

するのか､という問題が浮上する.以下では､この点を中心に意味的他動性のスケールの

中に存在する動詞の派生のあり方を考察してみよう｡

次の2つの動詞における基本形と派生形は､自分か他者かとい う点に関 して最大対立

をなすと考えられる｡ところが､自分の領域の中に存在するものの認識の仕方はまったく

異なる｡つまり､自分に近いものとしてみるか､他者に近いものとしてみるか､とい う違

いが表れるのである｡

(24)a.emeni-ka (son/mom-eyttay/os/kamcaトlul ssis･ess･ta.

母親-NOM(辛/(自分の)体･LOC垢/脂/ じゃがいもトACC洗う･PAST-IND
(母親が (辛/(自分の)体に付いている垢/脂/ じゃがいも)を洗った｡)

b･emeni･ka yengl-uy son-ul ssis･ki-ess-ta.

母親INOM ヨンイ-GEN手IACC 洗う･TSUF･PAST-IND
(母親がヨンイの手を洗った｡)

(25)a,yengi･ka os-ul peg-ess･ta･

ヨンイ･NOM服-ACC 脱ぐ-PASTJND

(ヨンイが服を脱いだ｡)

b.yengi-ka(aki-uyos/cakimom-eyttay/kamcakkepcilJ-ulpe告-ki-ess･ta･

ヨンイーNOMf赤ん坊-GEN股/自分の体･LOC垢/ じゃがいもの皮)-ACC
脱ぐ-TSUF-PAST_IND

(ヨンイが (赤ん坊の服を脱がせた｡/(自分の)体に付いている垢をこすりと

った｡/ じゃがいもの皮を剥いた｡))

(24)では自分の身体部分が行為の対象であるか､それとも他者の身体部分が行為の対象

であるか､という点において意味対立が存在する｡ところが､自分の体についている垢を

はじめ､(体から分離 している)服や じゃがいものような他物でも基本形の ssis･taが使え

る｡即ち､(24a)ではこのような意味対立は観察されず､これらはすべて自分の領域の

中に納まる行為と同じく困難さが存在 しないと見なされているのである｡一方､(25)で

は､自分の領域の中に存在する服が行為の対象であるか､それとも他者の領域の中に存在

する服が行為の対象であるか､という点で対立を表す｡ところが､今度は (25b)のよう

に､自分の体についている垢をはじめじゃがいものような他物が派生形の pes-kl'-ta と共

起できる｡このことから､この動詞においてこれ らはすべて他者の領域に向か う行為並み

に困難さが存在すると見なされていることがわかる｡

(24-25)に共通 してみられる自分の領域の範囲には､自分の身体部分と体について

いる必要な付着物として服までが入る｡そして､他者の領域の範囲もそれに準じて認める

ことができる｡つまり､その範囲の中に属するものにおいては自分と他者という意味対立
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は明らかである｡ しかし､垢のような体についている不必要な付着物やその他のものにつ

いては､動詞によって､自分寄りのもののように容易であると見なすか､それとも他者寄

りのもののように困難であると見なすか､ばらつきがみられる｡

ここで注意すべきことは､自分の領域に存在するものあるいは他者の領域に存在する

ものが指す内容は､所有物という抽象的な概念でなく､物理的な距離によって測ることが

できるものである､という点である｡それは次の例から明らかになる0

(26)a･emeni･ka (apeci/caki)-uycangkap-ul ssis-ess-tA.

母･NOM (父親/自分)･GEN手袋･ACC 洗う･PAST･IND
(母が (父親/自分)の手袋を洗った｡)

b.emeni-ka (apeci/caki) -uyos-ul pes-ess･tn.

母･NOM (父親/自分トGEN服IACC脱ぐ-PAST-1ND
(母が 〈父親/自分)の服を脱いだ｡)

(26a)の動詞は､分離不可能な身体部分の場合と違って､手袋のように分離可能なもの

にたいしては､自分のものか他者のものかという意味的基準が形態的対立を示すことに結

びつかない｡たとえば､古典ギリシア語の能動と中相の対立では､他者のためにシャツを

洗うか､自分のためにシャツを洗うか､という意味対立によって､loも-okhiti)na(シャツ

を洗 う;Active)と lodoma)'khitana(自分のためにシャツを洗う,･Middle)のように形

態的な対立を表す (柴谷 (1997b)参照)｡それは､柴谷 (1997b)によれば､サンスク

リット学の伝統では ｢他-のことば｣と ｢自分へのことば｣として区別される｡一方､韓

国語の場合は､古典ギリシャ語のように､自分の所有物が行為の対象になるか､それとも

他者の所有物が行為の対象となるのであるかというような基準は､形態的な対立を左右す

る決定的な要素としては働かない｡これは (26b)の例をみるとより明らかである｡(26

b)では､他者の所有物であっても自分の体に付着しているものであれば､自分の領域の

ものとして捉えられることを表す｡もし､(26b)の服が父親の体に付着している状況で

あれば､その場合は当然派生形を用いなければならない｡即ち､自分の領域か他者の領域

かという範囲は､韓国語の場合は物理的な距離によって測ることができ､いわば空間的な

要因によって左右されるものであることがわかる｡

では､前述の (24-25)の問題に立ち返って考えてみよう｡ここで問題 となるのは､

自分と他者の領域に属しない､いわゆる中間的な領域はどのように認識されるのかという

ことである｡つまり､それは動詞によって決められているものであるのかどうか､という

問題である｡たとえば､(24a)の ssis-ta (洗う)では､垢のように中間的な領域のもの

であれば､自分寄りのものとして見なされて基本形動詞が用いられるが､それは常に妥当

なのであろうか｡次の例は､そのような仮説は必ずしも正しくない､ということを表 して

いる｡

(27)a.mom-eyttayllul kkaykknSi tssis/ssiS･kt)-e-nay-ss-ta.

体-LOC垢-ACC きれいに (洗う/洗う-TSUF)･出すIPAST･ⅠND
(体に付いている垢をきれいにこすりとった｡)
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b.knmca-ey mwutunhulk-ul kkaykkusi tssis/ssis-h')･e･nay-ss-ta.

じゃがいもに付いている土IACCきれいに(洗う/洗う･TSUFI･出す-PAST･IND

(じゃがいもについている土をきれいにこすりとった｡)

(27)は､不必要な付着物である垢や土などをこすりとるという､ある程度力が必要な行

為が求められる状況である｡このような状況が与えられると､基本形の他に派生形も許さ

れることが確認される｡この場合､基本形と違って派生形に含まれる意味は､単に動作主

の洗う行為に関心があるのではなく､付着物をこすりとるという事態を引き起こすために

は､ただ単に洗うときよりも余分にエネルギーが要ると認識される点である｡したがって､

この場合の (27)の派生形の ssis･kl-ta(洗う)は､pes-kl･ta (取り除く)に入れ替えて

も､意味的にはほぼ同じである｡

基本形と派生形の選択を左右するものは､事態を引き起こすことに困難さが存在する

か否か､という状況が重要である｡また､そのような困難さが存在する状況ではさらに､

次のような段階を理解する必要がある｡まずは､自分の領域の中に納まる行為は引き起こ

すことが容易であるが､自分の領域の外に向かう行為にはエネルギーが要るものである､

という一般的な基準である｡次に､自分の領域の中に属するものであっても､それを引き

起こすために困難さが存在する場合は､力動性の強化を求めて派生形を選択する､という

ことも可能であるということである｡この2つの状況が理解できれば､次のような例がな

ぜ成り立っのか納得できる｡

(28)",･pesenllanCCakpes-k)'-e-noh-ko chinakkunkknllu･ko coktoripes-kt'-e･

足袋 一足 脱ぐ･TSUF･置く･T スカー トの紐 解く-て ゾクトリ 脱ぐ-rrSUF-

noh-ko nwuwu-nikka lPWul･ultep･ecwu-te-kwu-man.-"

置く-て 横たわる-から 蒲団-を 掛ける くれる･MOD-MOD-だけど

((花嫁の私が)足袋一足を脱いでおいて､スカー トの紐を解いて､そしてゾクト

リを脱いで横たわると､(新郎の彼が私に)蒲団を掛けてくれたのじゃ｡-･)

(高永根 ･南基心 (1985:288)から再引用)

(28)の文のコンテクス トは結婚初夜という特別な状況である｡そのとき､花嫁は衣装を

自分から脱いではならず花婿が脱がせてくれるまで待たなければならない､という風習が

韓国にはある｡ところが､(28)が表す内容は､(おそらく幼い花婿はそのような行為がも

たらす意味を知らなかったため)花嫁自身が自らの衣装を脱いだ､という意味を伝える文

である｡この場合､話者はなぜ自分の服を脱ぐのに基本形を用いず､わざわざ派生形の

pe告-kl'-ta (脱がせる､取り外す)を用いたのか､ということに注目されたい?ここでは､

派生形を使うことによって､自分の領域の中に納まる行為のように容易なものでなく､他

に向かう行為と同様にエネルギーが要る､ということが表現されていることになる｡即ち､

特別なニュアンスは､花婿がすべき行為なのに自分がその事態を引き起こさなければなら

ない状況であった､ということを強調するという､行為者である語り手の狙いが存在 して

いるということである｡

このように､基本形と派生形の使い方に触しては､一般的には自分か他者かという対
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立が存在するにもかかわらず､さらに自分に対しても派生形が用いられることがある｡こ

れは､他に向かう行為並みに困難さが存在する状況を表していると言える｡このような例

としては､他にもmeli-1ulpis-ta (髪の毛を続く)とmeli-1ulpis-kI'-ta (髪の毛を椀かす)

を挙げることができる｡この動詞にも､基本的には自分の頭を杭くか､他者の頭を杭かす

か､とい う意味対立が存在する｡ しかし､自分の頭でもたやすく行為を行える状態でない

場合 (たとえば､髪の毛が極れているなどの障害が生じている)であれば､派生形を用い

ることも可能になるのである｡

ここで､以上の議論をまとめてみる｡

(29) <意味的他動性のスケールと動詞の派生のあり方>

自分の領域の >> 自分と他者の領域 > 他者の領域の

中に属する の中に属しない 中に属する

(A) >(B)>>(C)>(D)>(E)>(F)> (G)>(H)

-- 基本形動詞 派生形動詞 - -

- 困難さが存在 しない

力動性の強化

(意味的自動詞)>>

(A) 自分及び自分の身体部分

(B) 身体の必要な付着物 (服類)

(C) 身体の不必要な付着物 (垢など)

(D) 他物

(E) (他所)

(F) 他者の身体の不必要な付着物

(G) 他者の身体の必要な付着物 (服類)

(H) 他者及び他者の身体部分

困難さが存在する -

- (大)

(意味的他動詞)

)

I

自分の領域の中

自分の領域の外

(29)の図が示 しているように､自分か他者かという最大対立の中には､自分と他者の領

域に属 しないものの中間的な領域が存在する｡具体的にいえば､自分の領域の中に存在す

るものは､普通協力的であり事態を引き起こすことが容易である｡しかし､他者の領域の

中に存在するものは抵抗 したり必ず しも協力的ではないため､事態を引き起こすことが困

難である場合が多い6｡一方､中間的な領域に属するものが行為の対象になるときには､基

本形と派生形の選択は､自分に対して行う行為のように容易であるか､それとも､他に向

かう行為並みの困難さが存在するか､によって異なる｡即ち､困難さが存在すると､動詞

は力動性の要素を獲得するために派生するのであるOしたがって､前節で観察した kam-ta

(巻く)とkam･kl'･ta(巻く)や sit･ta(載せる)と sil111'-ta (載せる)は､この中間的な

領域に位置づけられる｡ しかし､意味的には､上で言及した基準によって基本形か派生形

かの選択が左右される｡実際､この中間的領域に位置づけられる動詞はかなり存在する｡

その中には､ton-ulpel･ta(お金を稼ぐ)とtDn-ulpelt)'･ta(お金を稼ぐ),tampay-1ulphi-ta

(たばこを吸う)とtampay･lulphi･wu･ta(たばこを吸う),palam-ulssoy-ta(風を当て
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る)と palam-ulBSOy･Wu-ta(風を当てる)のように､基本形と派生形の意味的相違がそ

れほど明確でないものが多い｡このような事情から判断すると､むしろ中間的な領域のも

のの方が歴史的には古いものである可能性が高い｡

ちなみに､歴史的な観点からみると､接辞-1'と接辞･mLの重複も観察される｡たとえば､

ca-tA (寝る)の派生形は､15世紀頃はca-y-ta (寝かせる)であったが､現代語ではca-y-

wu･ta (寝かせる)に変化している (許 (1975)を参照)Oこのような変化を許すのも､結

局､派生形の接辞は文法的変換を引き起こす形式ではなく､意味的な基準によって派生す

る形式であることから裏付けられる｡

次の 3.2.3.と 3.2.4,節では､先ほど挙げた基本形と派生形の意味的相違がそれほど明確

でなく､しかも統語的にも区別されない動詞を取り上げる｡このような動詞には意味的他

動性を仮定する上で､いかなる要素が関与するかを考察したい｡

3.2.3.意図的目的の有無

まず､基本形oy･t,a(となえる､そらんじる)と派生形oy･wu-ta(暗記する､暗諦する)

の対立をみてみよう｡両者の意味的相違は極めて微妙であるが､次のような違いからその

意味的対立を見出すことができる｡

(30)a.cwung･i yempwul -ul oy･koiss-ta･

お坊さん･NOM 念仏･ACC となえる･ている-IND

(お坊さんが念仏を唱えている｡)

b.?cwung-i yempwul･uloy-wu-koiss-ta

お坊さん-NOM 念仏-ACC となえる･TSUF-ている-IND

(お坊さんが念仏を暗記している/暗謂している｡)

(31)a.ceacwumeni-nun tDngneypangney･ey SOmWun-ul oy･kotani･n-ta7.

あのおばさん-TOP 村中-LOC 噂-ACC となえる･て通う-PRES･INI)

(あのおばさんは村中のあっちこっちに､噂をとなえまくっている｡)

b･Aceacwumeni-nun tongneypangney-ey somwun･ul oy-wu-kotani-n-ta.

あのおばさん-TOP 村中-LOC噂-ACCとなえる-TSUF-て通う-PRES-IND

(直訳 ;あのおばあさんは村中に､噂を暗記しながら歩き回っている｡)

(32)a.?oy-se ssu-S1-0･

となえて 書く-HON･IMP

(唱えて書きなさい｡)

bI0y-Wu-eSe SSu-Sl･0.

となえる･TSUF-て 書く･HON-IMP

(暗記して書きなさい｡)

C.kwukwutan-uloy-wu-e pO-si･O.

九九算-ACC となえる-TSUF見る-HON-IMP

(九九算を暗言南してみなさい｡)
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(30-32)で観察されるように､oy-ta (となえる)は呪文や念仏､噂などを声に出して

いう場合の主体の様態的な行為しか認められない.一方､oy-wu-ta (暗記する､暗踊する)

は､積極的に新しい情報を頭に入力するために､あるいはすでに入力されているものを出

力するために､声に出していうという点で､主体の行為に脳の働きが含まれていることが

認められる｡つまり､ただ単に声を出してとなえるものであるか､それとも覚えるという

意図的な目的をもつものであるか､による意味対立が存在するのである｡この場合両者に

は､｢声を出して何かをいう｣という共通点は存在するが､それは派生形勤詞 oy-wu･taに

とっては必要条件ではない｡一方､oy-ta (唱える)は外に表出された主体の様態的な行為

でなければならない｡即ち､声を出すという物理的な証拠がなければ (様態的な行為がな

ければ)､主体の行為は実現されなかったことになる｡他方､oy-wu-ta (暗記する､暗言繭

する)は脳の働きを重視するため､主体の行為が外に表出されなくてもよい｡つまり､必

ず声を出して言わなくても (様態的な行為がなくても)､主体の行為は起こりうる8｡

それは､(33)のように非現実を表す不可能のmosと限界性を表す ta(全部)が､oy-ta

とは共起しないが､oy-I和･taとは共起可能であることからも､明らかである｡

(33)a･?kucwung-un yempwul･ulta mos oy-tela.

そのお坊さん･TOP念仏･ACC 全部 Can.NEG となえる･PAST.MOD

(そのお坊さんは念仏を全部となえられなかったんだ｡)

b･kucwllng-un yempWul･ulta mos oy-wu-tela･

その坊さん-TOP 念仏･ACC 全部 Can,NEG となえる-TSUF-PAST,MOD

(そのお坊さんは念仏を全部覚えていなかったため､(最後まで)暗踊できな

かった｡)

(33)で用いているモダリティー形式 tx)laには､話者が目撃した場面をまるで目のまえに

展開しているもののように相手に伝達する働きがあるため､派生形は､限界性があるとい

う点で他動性が高い｡しかし､ムー ドは非現実性を支持するゆえ､逆に他動性が低いとも

考えられるが､否定対極表現としてみなせば矛盾ではなくなる｡

また､oy-ta (となえる)のような基本形動詞は､行為の対象に対して意図的目的をも

っていてそれによって主体が積極的な態度をとるとは考えられない｡よって､(34a)の

ように ｢最後までやり抜く｣という意味をもつ助動詞Inaytaと共起することはできない9｡

これは (34b)のように､下記の (36-38)で取り上げる基本形動詞 pam-ulsay-ta(夜

を過ごす)も同様である｡

(34) a.swuhakkongsik-u1 5pwun-maneyta (??oy/oy･wu7-enay-ess-ta.

数学公式IACC5分･で全部〈??そらんじる/そらんじる-TSUFi-出す-PAST-IND

(数学の公式を5分で全部暗記し尽くした｡)

b.hanswumtDanCakotaseSpan -ulkkopak(??Say/Say･Wu)-enay-e告s-ta.

一睡もせず五つ夜･ACCまるっきり〈??明かす/明ける-TSUFト出す-PAST-IND

(一睡もせず 5日間夜をまるまる明かし通した｡)
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次の oy･taの用法は､これまでのように外に表出される行為を表す非限界性 (ateliC)

の活動動詞 (activityverbs)の用法とは異なり､むしろ状態動詞的である｡これは､(35)

の基本形動詞 oy-ta は､常に-koiss-ta(-ている)と共起して､｢知っている｣という意

味として状態を表す場合からもわかる10｡

(35) knng-ullo ka-nun kil-ul (oy/??oy-wu)-koiss･uni,na･lul tb1-aoISi-011.

川-の方に 行く 道-ACC (となえる/??となえる･TSUF)しているから､

私についてきてください｡)

(川まで行く道を (知っている/??暗記している)から､私についてきてください｡)

次に､say-ta (夜を過ごす)と say･wu-ta (夜を明かす)の対立においても､対象に対

する意図的な目的が存在するか否かというのが､重要になってくる｡

(36) eceypam kkopak pam･ul (say/say-wu)less-ta.

咋日夜 まるっきり 夜-ACC (明かす/明ける-TSUF)-PASTJND

(昨夜一睡もせず夜を明かしてしまった｡)

(37) wllli onulpam (-ul)kathi tsay/say･wu)-ca.

私.PL今晩 (-ACC)一緒に (明かす/明ける･TSUF上 しよう

(私たちは今晩-緒に (過ごそう/明かそう)0)

(38) tasespam-ul (say/??say･wu) -kona-myen,selnal･ita.

五つ 夜-ACC (明かす/??明ける-TSUFト と､ 正月-IND

(五日後は､お正月だ｡)

(36)をみると､基本形動詞と派生形動詞はともに ｢夜が明けるまで寝ない｣という共通

の意味をもっているように思われる｡ところが､(37…38)をみると､基本形動詞の場合

は ｢寝ない｣という前提が､必ずしも必要な条件ではないということがわかる｡即ち､基

本形動詞ならば､(37)は夜が明ける時点まで一緒にいさえすればよく､(38)では夜が 5

回過ぎさえすればよいので､実際は寝ないでいるか否かということに無関係であると判断

される｡一方､派生形動詞になると､｢寝ないで夜を明かす｣のでなければ､事態に反す

ることになる｡よって､(38)の場合､5日間寝ないで夜を明かすことになってしまうの

で､派生形動詞を用いると容認度が落ちるのである｡

では､なぜ派生形動詞は､基本形動詞とは異なり､明かす対象の ｢夜｣というものに

対して ｢夜が明けるまで寝ない｣という行為を､必ず選択しなければならないのであろう

か｡そして､もし (36)のように基本形と派生形のどちらを用いても ｢夜が明けるまで寝

ない｣という同じ事態を表すことができるのならば､両者の意味的な相違はいかなる要因

によって区別できるのであろうか｡そもそも､なぜ基本形動詞がさらに派生する必然的な

理由が存在するのであろうか｡これらのことを考察することにあたって､まず次の例を見

てみよう｡
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(39)a.C】1elswu-nun ecey macak-ul hatnka pan-ul say-ss･ta.

チョルスーTOP昨日 麻雀･ACC する途中 夜-ACC明かす･PASTIIND
(チョルスが夕べ麻雀をしていたら夜が明けてしまった｡- (夜が明けて (そ

の結果無為に)夜を過ごした｡)

b.chelawu-nun eceymacak-lulhakiwuyhay pan-ul say･wu-eSS-ta.

チョルスーTOP昨日 麻雀･ACCするために夜-ACC明ける-TSUF･PAST-IND
(チョルスは夕べ麻雀をするために (意図的に)徹夜した｡)

(39a)と (39b)は､(36)のように ｢夜が明けるまで寝ない｣という共通 した意味を

もっていると理解することもできる｡ところが､それが､単に寝ないでいるうちに夜が明

けたときに､主体がおかれている状況だけを表すのか､あるいは､夜が明けるとい う事態

に対 して､意図的な目的をもち∴積極的な態度をとるという主体の行為が存在するのか､

という微妙なところで､両者の意味的な違いが明白になる｡即ち､主体の行為の中に意図

による明確な目的が存在するか否かという違いが､基本形と派生形という形態的な対立を

生み出す意味的な要因として働いていることがわかる｡

ここまでをまとめると､基本形動詞の pam-ul say･tA (夜を過ごす)は夜が明ける時点

まで主体の人物が寝ないということだけを表している｡ただ､夜が過ぎたという状況に主

体がおかれているというだけで､それをまるで主体中心の行為のようにして捉えているの

である｡よって､この場合は ｢夜が明ける｣という事態に対 して､主体が意図的な目的を

もち､積極的な態度をとるという行為を要求しない｡一方､派生形動詞の場合は､夜が明

けるまで単に寝ないとい うことだけではなく､それに対する明確な目的や意図が存在する

必要がある｡言い換えれば､そのような目的や意図が存在するために､何かをしながら積

極的に夜を過ごすという意味を兄いだすことが可能になる｡

須賀 (1994:52)によると､日本語の ｢夜を明かす｣や ｢時を過ごすJのような他動

詞が表す主体の行為は､ただ ｢夜が明けるまで待つ｣･｢時が過ぎるまで待つ｣ということ

であるという｡即ち､｢夜が明ける｣や ｢時が過ぎる｣のように人と無関係に生 じる事態

を､人が自分と無関係なこととは感 じずに､事態の出現まで意図的に待ち続けることによ

って､その事態を自分の行為と関係させるということが､これらの他動詞文の主体の行為

の意味することであるという｡このような意味をもつ他動詞は､現代語よりも古典語にお

いて多く見られるという｡

(40) a.サルニテモ雨ヤメテ出給- トイサメケレド

(『無名抄』,須賀 (1994:47)より)

b･女､ひとをしづめて､ねひとつばかりに､をーとこのもとにきたりけり

(『伊勢物語』六十九段,須賀 (1994:49)より)

(40a)の ｢雨やめて｣は､四段活用の自動詞 ｢やむ｣ではなく､下二段活用の他動詞 ｢や

む｣である｡(40a)の ｢雨やめて｣や (40b)の ｢人をしづめて｣のような他動詞の意

味にも､主体の行為はただ ｢雨がやむまで待って｣や ｢人が静まるまでじっと待って｣と

いうことになる｡
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では､なぜこれらの他動詞は､主語が ｢待つJという行為をすると理解されるのであ

ろうか｡結局､この場合も､主語は対象になるその事健に対 して意図的な目的をもち､そ

れが ｢待つ｣という積極的な行為として表出されているためであると考えられる｡即ち､

日本語の他動詞にも､韓国語の派生形動詞のpam･ulsay-wu-ta (夜を明かす)と平行する

ような他動性の意味が認められる｡要するに､韓国語の場合は､基本形動詞のpam-ulsay-tA

(夜を過ごす)と派生形動詞pam-ulsay･lγu-ta(夜を明かす)があり､これらはともに主

語の行為として捉えられるという点では共通している｡しかし､主語の行為の中に意図的

な目的と積極的な態度が存在するか否かという意味の世界において､両者は区別されるの

である12｡

ここで挙げている動詞に共通する特徴は､対象物が個別性を持つものでなく､｢夜｣の

ような時を表す名詞や日本語のお経のような ｢念仏｣などの抽象名詞である｡これらは､

Hopper& TllOmpSOnの提示する基準によれば､個別性が低いものである｡対象物のこの

ような特徴が､対象に直接働きかけることを妨げるため､その事態 (対象)に対して主体

が意図的目的をもち､積極的な態度をとることにより､他動性強化を図ると考えられる｡

即ち､対象に対する意図的な目的が存在するか否かという違いは､基本形動詞と派生形動

詞の形態的な対立を生み出す要因になるばかりでなく､他動性を強化する意味的要因とし

ても働くことがわかる0

3.2.4.身体部分の対格名詞句制約

次に挙げる動詞には､派生形においては対格名詞句制約が存在 しないが､基本形動詞

の場合は対格をもつこと自体は可能であるにしても､それは主体と一体になっている身体

部分を表す名詞句しか許されないという制約が存在する｡

(41)a.ai-ka (pal/?kwusul)-ul kwulu-koiss-ta.

子供INOM f足/?玉〉-ACC 転がす-ASP-IND

(子供が地団太を踏んでいる/子供が玉を転がしている｡)

b.ai-ka (pal/kwusul)･ul kwul･11'-koiss-ta.

子供-NOM (足/玉)-ACC 転がる-TSUF-ASP-IND

(子供が地面を足で踏み鳴らす｡/子供が玉を転がしている｡)

(42)a.??chelswu-ka meli･ul kwulu-koiss-ta.

チョルスーNOM 頭･ACC 転がす-ASP･IND

(直訳 ;チョルスが頭を転がしている｡)

b.chelswu-ka meli-lul kwullll'-koiss-ta.

チョルス-NOM 頭･ACC 転がる-TSUF-ASP･IND

(チョルスが頭を働かせている (あれこれ悪知恵を考えている)0)

(41a)の基本形動詞は､自分の身体を対象としてとることは可能であるが､他物を対象

としてとるのは不自然である｡一方､(41b)のように派生形動詞には､そのような制約

はない｡さらに､(42)をみると､基本形動詞は､行為の様態が外に表出しない行為であ
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る場合は､身体名詞句であっても用いることができない｡他方の派生形動詞には､そのよ

うな制限がない.

即ち､基本形動詞の場合は､対格名詞句が共起するとき､それが主体の領域の外に存

在する他物であってはならない｡ しかも､主体の領域の中に存在するものであっても､主

体の行為が外から観察可能な行為でなければならない､という制約が二重に存在するので

ある(一一万､派生形の場合は､対格名詞句に関する制約はなく､さらに､その行為は必ず

しも外に表出される必要はないO言い換えれば､(41a)の基本形動詞は自分と一体化 し

た状態で行為が可能でなければならず､さらに､その行為は外に表出されない限り行為と

して把握することが不可能なものである｡よって､(42a)の不自然さは､頭 と胴体が一

体化した状態では述語が表す文字どおりの行為を遂行することは不可能であるからである

と説明できる.-一方､(42b)の派生形の場合は､(41b)からわかるように必ずしも身体

部分の名詞句を要求しないため､もし自分と一体のものであれば､それを自分の領域の外

に存在する他物と同様に扱 うことができると考えられる｡さらに､派生形の場合は､必ず

しも外から観察される行為でなくても許されるので､メタファーによる抽象的な意味-の

拡張が可能となり､したがって､(42b)は的確に受け入れられると思われるO

次に､意図性について考察してみようOここで問題になるのは､基本形動詞の対格名

詞句は主体と一体化した状態 (非分離の状態)にあるため､意図性をもっているとしても､

それは対象に対して働きかけるためのものではない｡つまり､意図性があるとしても､そ

の行為は主体の領域の中に納まるものになる｢,一一方､派生形動詞が表す意図性は､自分の

領域の外に存在する他物に働きかけるためのものでなければならない｡そのため､自分の

身体部分の場合は主体と分離した状態にあると認識され､それによって主体が働きかける

べき対象として見なされるようになると考えられる｡便宜上､このような基本形動詞の意

図性を ｢自動詞的意図性｣ 13､派生形の意図性を ｢他動詞的意図性｣と呼ぶことにしよう｡

次の (43)は､このように定義された意図性によって適切に説明することができるo

(1:3) a.rltl-nL川 ill)Wule pal-ul ikwulu/kwu1-ll')-koissICi?

あなた-｢110Pわざと 足-Ace t転がす/転がる-rllSUFトASP-MOD

(あなたはわざと i地団太を踏んで/地面を足で踏み鳴らして)いるんじゃな

いのt､)

b.In｡11i-kkaci kunay-lul cha101-1 i-ki-wuyhay,pal-ul himkkes

遠く-まで ブランコーACC蹴 り上げるために 足-ACC力いっぱい

t??kwul/kwu1-ll')-(1)ess-I-,a.

lr.)(.)転がす/転がる-'llSUFトPAST-IND

(遠くまでブランコをあげるために力いっぱい足でこいだO)

(43a)のように､動詞が表す行為が意図的なものであることを明示しただけでは､基本

形動詞と派生形動詞の相違は現れない｡ところが､ (43b)では､その行為をすることに

よって､その結果､他の物にまで変化を与えることが可能であるか否か､という相違がみ

られる(即ち､その行為が他物に変化を与えるために行われるものであれば､基本形動詞

を用いることはできない｢.言い換えれば､他物に変化を与えるという意図的な目的が存在
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して､その目的を遂行するために行為を引き起こす場合には､派生形動詞しか受け入れら

れない｡ したがって､派生形動詞に与えられているのは ｢他動詞的意図性｣であるが､他

方 (43a)の基本形動詞の場合は ｢自動詞的意図性｣であるとみることができる0

基本形動詞におけるこのような意味的特徴は､対格名詞句をもっていても､対象に対

する働きかけ性はもたない､とい う点で､意味的には自動詞と同様であることを物語るも

のであろう｡ したがって､自動詞用法が存在 しても不思議ではない｡たとえば､｢酔った

男が階段から転がり落ちた.｣といった場合､kwulu･tteleci･ta (転がる･落ちる)のように

基本形の自動詞を用いることができる｡(44)のような無生物主語の場合は､普通移動動

詞と共起しない限り不自然である14｡

(44)a.?patak-ey tDngCen-i kwulu･n-ta･

床･LOC 銭玉･NOM 転がる-PRES-IND

(床に銭玉が転がっている｡)

b･patak-ey tongcen-ikwullle-ka-n-ta･

床･LOC 銭玉･NOM 転がる･行くIPRES･IND

(床に銭玉が転がっていく｡)

ここで､対格をもつ基本形の kwlllu･taのような動詞には､次のような意味制約を提示

したい｡第 1に､対格名詞句がある場合､それは主体の領域の外に存在する他物であって

はならない｡よって､典型的に身体名詞句が対格名詞句の位置に生起 しうる｡第2に､主

体の行為は外からみて判断可能にするため､様態を表す行為でなければならない｡このよ

うな意味制約がわかれば､次のような様態を表す動詞は､なぜ対格をもっことができるの

か､そして､その対格名詞句はなぜ身体部分を典型として用いるのか､さらに､自動詞用

法もなぜ同時に存在 しうるのか､などの問題に対する説明が可能になる｡つまり､このよ

うな特徴をもつ動詞は､意味的には自動詞と同じ範噂に属するからということである (cr.

Kemmer(1993)の中相範噂および 3.2.2/節を参照)｡次の動詞は､(46b)を除けばすべ

てオノマ トペ副詞に動詞をつくる接辞をつけて動詞化 したものである｡韓国語においては

このような語構成は多く観察される15｡

(45)a.nwun-ul kkamppak･)I-n･ta./nwun-ikkamppak-I-n-ta.

(目をパチパチする｡/目がパチパチする｡)

b.kokay-ulkknteklJ'･n･ta･/kokay･ka kkutek-1'･n-ta.

(首を傾げる｡/首が傾げる｡)

C.palknlak-ulkkatak-kell'･n-ta./palkalak-ikkatak-kelJ'-n-ta.

(足の指を動かす｡/足の指が動く｡)

(46)a.chima･1ul phellek-kelL'･n･ta./chima･ka phellek-keIl'-n･ta.

(スカー トをパタパタする｡/スカー トがパタパタする)

b.palam-eysukhaphu･1ul hwyna1-ll'-n-ta.(風にスカーフをなびかせる.)

/palam-eysukhaphu-ka llWynallIl'･n･ta.(風にスカーフがなびくo)
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(45)の動詞には､対格をもっことができてもそれは身体部分名詞句である0(46)にお

いても対格名詞句のスカーフやスカー トは､人の身体に密着しているものでなければなら

ない｡対格名詞句に関するこのような制約は､身体部分やスカー トなどの個別のものの動

きを描写することに焦点があるというより､その持ち主である人に焦点を置いてその様態

を表すものとして捉えられていると考えなければならない｡つまり､対格名詞句をもつ場

合は､身体部分の動きがその持ち主の行為として捉えられる｡しかし､自動詞用法になる

と､その人とは独立した個別のものが表立って行っている動きとして捉えることができる｡

(45-46)のような自他同形の動詞には､基本形と派生形の対立をもつ動詞と比べる

と､いくつかの点で意味的な交差がみられる｡ 1つは､意図性に関連している｡(45-46)

の対格をもつ動詞は､派生形の kwul･II･ta(転がす)のように､主語が自分の身体の一部

分あるいは付着物に意図的に働きかけることを表すことが可能であるようにみえる｡一方､

基本形の kwulu-ta(転がす)のように､対格名詞句が主語と一体化 している場合には､そ

れは対象としては見なされず､対象と一体化された主語の行為としてのみ解釈される｡ し

かし､この場合は､基本形の kwulu･taと違って意図性は関与しない｡したがって､次の

(47)のような文は､意図性の解釈において唆味な文になる｡このように意図性に関して

唆味な文が許されるときは､行為が自分の領域の中に納まるものであるため､他に向かっ

ての働きとはならない｡よって､いずれにしても主体の領域の中で起こることであるから

意味的な大差はない､ということによるものである｡

(47) kunye-nunchima･lul phellek･kell'-mye kel･ekn-koiss･ess-tA･

彼女-TOPスカー トACCパタパタしながら 歩く-行く･ASPIPASTJNI)

(彼女はスカー トを (意図的に/非意図的に)パタパタさせながら歩いていった｡)

もう1つは､瞬間性に関係がある｡形態的に自他の区別がない (48C)のような動詞は､

(48b)の派生形と同様に瞬間的な動作を3回することになる｡一方､(48a)のような

基本形動詞の場合は､非瞬間的な動作 (時間的な幅を持つ動作)を3回することになる｡

(48)a.nay-ka nathana･myen seypen pal-ul kwulu･si-0.

私･NOM 現れたら 3回 足･ACC転がす-HON-IMP

(私が現れたら､ 3回地団太を踏みなさい｡)

b.nay-kn nat,hana-myen seypen pal-ulkwul-1)'･si-0.

私-NOM 現れたら 3回 足･ACC転がる･TSUF-HON･IMP

(私が現れたら､ 3回足を蹴りなさい｡)

CInay-ka nathana-myen seypen kokny-1ul kkutek-1'･si･o･

私･NOM 現れたら 3回 首･ACC 傾げる-RON-IMP

(私が現れたら､3回首を傾げなさい｡)

以上の議論から､基本形動詞における身体部分の対格名詞句制約はなぜ存在するのか､

ということに関する答えを提示することができる｡即ち､それは､対格をもっていても意

味的には自動詞と同様に自分の領域の中に納まる行為である､という意味的な基準を満た
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すためなのである｡このような意味的な基準が､韓国語においては対格の有無や結合価の

変化という統語的な区別 と相関するのでなく､動詞の形態を区別することと相関すること

が､このような現象を引き起こす根本的な要因であることを提案 したい｡そう考えると､

身体部分の対格名詞句を典型とする身体行為動詞の場合､自他同形の動詞が多く観察され

ることも納得できる｡

3.2.5.意味的他動性 と統語的自他

これまでの議論から､韓国語の動詞の自他を考えるためには､統語的自他と次元を異

にする意味的自他を設ける必要があることが判明した｡ここでは､両者の区別はいかにす

ればよいのか､という点について考察する｡統語的他動性と異なる特徴を表す､意味的他

動性のスケールと動詞の派生のあり方については 3.2.2.節で取 り上げた｡まず､これまで

取り上げた基本形動詞と派生形動詞の意味的な相違について､Hopper&Thompsonの他

動性の程度にかかわる素性とともにその特徴をまとめると､次のようになる｡

(49)

基本形動詞 派生形動詞

対格名詞句有り自動詞用法も可 対格名詞句有 り

対格名詞句制約 制約有り 制約無し

対格名詞句の特徴 身体名詞句及び自分 身体名詞句及び他物 .

の領域の中のもの ､他者

主語と対象の分離可能性 分離不可能 分離可能

意図性 (1) 意図的目的無し 意図的目的有 り

意図性 (2) 自動詞的意図性 他動詞的意図性

動作の現実性 現実 非現実､現実

限界性 非限界的 限界的

瞬間性 非瞬間 瞬間

力動性/行為性 低い 高い

行為が自分の領域の 他の対象物に向かつ

(49)が示すように動詞の基本形と派生形の対立は､統語的な基準によっては区別されな

い場合があるが､意味的な基準によっては明らかに区別される｡即ち､形態と意味は一対

一に対応するが､統語と形態及び統語と意味はそうでない場合がある､ということである｡

結局のところ､このような形態的対立が表すのは､意味を基準とする自他の対応関係が重
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視されている､ということを示していると理解されよう｡

以下では､これまでの議論と (49)が提示する基準に従い､形態と意味と統語の3者

間の関係を整理してみよう｡

(50)a.nal-i say-ss-ta.

日-NOM 明けるIPASTJND

(夜が明けた/朝になった｡)

b.pam-ul say-ss-ta.

夜･ACC 明かす･PAST-IND

(夜が明けた時点まで起きていた｡)

(統語的 ･意味的自動詞)

(統語的他動詞/意味的自動詞)

C.pam･ul say･wu-ess-ta.

夜-ACC 明ける･TSUF-PASTIIND

(何かをする目的があってそのために夜を明かした｡)

(統語的 ･意味的他動詞)

(50a)の自動詞用法は (50C)との対立からみると､1項から2項-結合価の増加をみ

せる自他の対応関係にある｡一方､(50b)は (50a)と形態的には同じであるにもかか

わらず､対格をもっことができる｡なぜ､自動詞用法をもつ基本形動詞が対格ももつこと

が可能なのだろうか｡3.2.3.節での議論に従 うと､(50b)の主語は夜が過ぎる時点まで寝

ないという単なる主語の行為にとどまるが､(50C)の場合は､その事態 (対象)に対 し

て､主体の意図的な目的と積極的な態度をとる行為により､他者として認識することが図

られる､という相違が存在する｡これは､上記の (49)の意味的基準をもって説明すると､

(50b)は意味的な基準においては自動詞と同じ範噂に属することになる｡ したがって､

(50b)と (50C)にみられる形態的対立は､意味を基準とする自他の対応関係であり､

その場合は､統語的な基準として要求される結合価の増加は伴わなくてもよい｡

意味的な基準による自他の対応関係がより明らかに現れるのは､身体部分の対格名詞

句が用いられる場合である｡

(51)a.kwusul-i kwullle-ka-n-t,a. (統語的 ･意味的自動詞)

玉INOM 転がる一行く･PRESJND

(玉が転がっていく｡)

b. ai･ka kwusul･ul kwul111'-n･ta. (統語的 ･意味的他動詞)

子供-NOM 玉･ACC 転がる･TSUF-PEES-IND

(子供が玉を転がしている｡)

(52)a.ai-ka pal-ulkwulu･n-tap (統語的他動詞/意味的自動詞)

子供INOM 足･ACC転がす-PRES-IND

(子供が地団太を踏んでいる｡)

b.ai-ka pal･ul kwul･11'-n･ta･

子供-NOM 足-ACC転がる･TSUF-PRES-IND

(子供が足に力を入れて地面を蹴り叩いている｡)
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(51-52)の (a)でともに基本形動詞を用いる理由は､(52a)は対格をもっていて･も

自分の領域の中に納まる行為であるとい う､自動詞と同様の意味的な基準を満たしている

からであると理解すべきであろう｡言い換えれば､(52a)における身体部分の対格名詞

句制約はこのような意味的基準を満たすために誘発されたものとして捉えることができる｡

一方､派生形動詞の場合は自分の領域の外に向かう行為であり､典型的には (51b)のよ

うに他物に働きかける行為である｡そのため､(52b)のように身体部分である場合は､

他物 と同様に対象に働きかけるための意図性をもたなければならない｡ したがって､その

ような場合､(52b)では自分と一体のものを認識的に分離することにより､他 として認

識 し､(52a)との意味的な自他の対応関係を示していると説明できる｡

基本形と派生形のこのような意味対立は､3.1.2.と 3.2.1.節で取り上げたように kki･ta

(挟まる､自分の身体部分にはめる)と kki-wu･ta (はめる)や ssis-ta (自分の身体部分

を洗 う)とssis-kt'-ta (他者の身体部分を洗 う)のような動詞においては､自分か他者かと

いう意味対立として最大化することになる｡

3,3.ha-ta(する)とsikhL'-ta(させる)の構文

3.2節では､接辞･1'を中心とした基本形動詞と派生形動詞の対応関係からみられる ｢結

合価変化のない構文｣を考察 した.ここでは､ha-ta(する)動詞とそれに対応する語嚢的

使役 S1'kllL'-taにおいても ｢結合価変化のない構文｣が多く観察されることを指摘する.よ

って､これらの構文も基本形動詞と派生形動詞と平行する現象として捉えられるかどうか､

つまり､意味的他動性によって説明できるかどうかを以下で検討 したい｡

3.3.1.自立語 ha-taと語桑的使役 sikhl'-ta

ha-ta(する)は､単独語として自立的に用いられない場合は､次の (53)のように固

有語動名詞及び漢語動名詞についてそれ らを動詞化するか､(54)のようにオノマ トペ及

び心理形容詞について動詞化する｡さらに､(55)のように形容詞をつくる場合もある｡

(53)a.il-jza-ta(仕事-する ;働く)

b.kongpwu-ha-ta(勉強-する)

(54)a.panccakpanccak-ha-ta(ぴかぴか-する)

b.sulphu-ha-ta(悲 しい･する ,･悲 しむ)

(55)a.yamcen･ha-tB(大人 しい)

b.cengcik-ムa-ta(正直だ)

il-sl'khL'-ta(仕事-させる ;働かせる)

kongpwu-sI'kLl'･ta(勉強-させる)

*panccakpanccak-sL'khl'･ta

*Sulphu･sl'khL'-也

*yamcen-sJ'khl'-ta

*cengik-61'kbL'･ta

(53-55)の中で､ha-ta(する)が sl'khL'-ta(させる)と対応関係を示すのは､(53)に

限られる｡

また､｢漢語+ha-ta｣動詞は､(53a)のような ｢韓国固有語+ha-ね｣動詞と違って､

前部要素の漢語が 1語である場合には､ha-taは 81'kh)'･taと対応できない.このような制

約は､動詞の意味によるものではないとい うととが､次の (56)と (57)の比較によって
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明らかにされる｡即ち､(56)の動詞は､(57)のように意味的に同じで前部要素が 2語の

｢漢語+ha-ta｣動詞になおすと､hB-taは心地)'-taと対応することができるO

(56) a.mang-ha-ta(亡･する ;亡びる) 'mang･sJ'LhI-ta

b.pyen-ha-ta(変す る ,･変わる) ★pyen-SJ'kh)I-ta

(57) a.myelmang-ha-ta(滅亡･する) myelmang-sL'khl'-ta(滅亡-させる)

b.pyenhwa･Ila-ta(変化す る) pyenhwa-sl'kbl'･ta(変化･させる)

徐 (1996:1108)によれば､sl'khl'･tBは､接辞や助動詞でなく単独語であるため､語

幹と分離可能な ha-ta(する)とだけ対応することが可能であると説明できる｡即ち､1

語漢語動名詞に用いられるha-taは動詞の語幹と分離不可能であるが (58a)､2語漢語動

名詞 (58b)や韓国語固有語動名詞 (58C)に用いられる ha･taの場合は､自由に分離可

能である｡

(58)a.★kunala･nun Imang/mang-ul) anha-yess･ta.

その国･TOP (亡/★亡-ACC) NEGする･PAST-IND

(その国は亡びなかった｡)

b.kunala･nun(myelmang/myelmang-ul)anha･yess-ta,

その国-TOP i滅亡/滅亡-Ace) NEGする･PASTJND

(その国は亡びなかった｡)

C.apeci･nun yelsimhi (il/il･uH anha･yess-tA.

父-TOP 穿虹､に (仕事/仕事-ACC〉NEGする-PAST-IND

(父は熱心に働かなかった｡)

このように自立的に用いることが可能な場合にだけ ha･taが sl'kh)'･taと対応するとい

うことは､ka-ta(行く)とpoynay･ta(送る､行かせる)や､日本語の ｢死ぬ｣と ｢殺す｣

のように､sl'khl'-taは自立語ha-taの語嚢的使役形であることがわかる｡

3.3.2.-keyhB-taと-keysLkb)I-taの関係

次のha-taは sl'kbL'-taと入れ替えが可能であり､この場合のha･taにはかなり具体的な

語桑的意味が観察される｡

(59)a.emma･ka yengi-eykey il-ul ha･la ko ba-yess･ta.
母･NOM ヨンイIDAT仕事･ACCするIIMP と する･PAST･IND

(母がヨンイに仕事をしろと言った｡)

bIemma-ka yeng1-eykey il-ul ha･la ko 血 yess-ta.

母･NOM ヨンイ･DAT 仕事･ACCする-IMP と させる_PAST_IND

(母がヨンイに仕事をしろと指示した｡)
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(59a)の下線の ha-taは､｢言う｣の代動詞として用いられることがわかる｡それに対

応する (59b)の sl'kbI'-taは､｢言う｣より強要度の高い ｢指示する｣という語桑的意味

に近いOこのような語桑的意味の痕跡は､(60)のように生産的使役-keyha-ta(-COMP

する)とそれに対応するIkeysL'khL'-ta(-COMPさせる)においても､そのまま現れる場

合がある｡

(60)a.apeci-ka atul-eykey cayttxBli･lul kaci-el°-keyha-ess-ta.

父INOM 息子-DAT 灰皿-ACC 持つ-来る･COMPするIPASTJND

(父が息子に灰皿を持ってくるように言った｡)

b.apeci-ka atul-eykey caytteli･1ul kaci-e-0-keysl'ih'-es告-ta･

父･NOM 息子-DAT 灰皿-ACC 持つ･来る-COMPさせる-PAST-ⅠND

(父が息子に灰皿を持ってこさせた｡)

さらに､(60a)の･keyha-ta使役文は､(61)のように被使役者の標示にsl'khl'-taを付加

して用いることも許される｡この場合は意味的に (60b)と同様となり､被使役者はお使

いのように使えることも可能である｡

(61) apeci-ka atul-(ul/eykey)sJ'kbl'ese caythuli-1ul kaci･e･o･keyhB-es告-ta.

父･NOM息子･(ACC/DAY)させて灰皿-ACC持っ-来る･COMPする-PAST-IND

(直訳 ;父が息子をして灰皿を持ってこさせたO)

(父が息子に指示して灰皿を持ってくるようにさせた｡)

以上のような意味分析から sl'khl'･taを用いる使役文の基本的な意味は､次のような意

味から成り立っていると考えることができる｡

(62)① 指示する｡(使役状況)

② 被使役者はお使いである｡(被使役者の意志性や潜在的能力無視)

③ 自分の代わりに事態を成り立たせることが目的である｡

(62)は､次のような予測を可能にする｡即ち､(62)の意味を満たしている使役文は､

命題内容を変えずに､sl'khJ'-tBを用いることが可能であるO逆にいえば､(62)の意味を満

たしていない文は､sl'khl'･taを用いることは不可能である､ということである.

以下､このような予測は正しく当てはまるかについて考察してみよラ (以下の文の詳

細な分析については､第4章を参照されたい)0

(63)a.cwuin-i noye-eykey cakipal･ul ssis･ki-e告s-ta.

主人･NOM 奴隷-DAT 自分足･ACC洗う･CAUS-PAST-INI)

(主人が奴隷に自分の足を洗わせた｡-奴隷が主人の足を洗う)
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b･cwuin-i noye一･(lul/eykey)sikbL'ese cakipal-ul ssis･ki-es告-ta･

主人-NOM 奴隷･(ACC/DATJさせて 自分足･ACC洗う-CAUS-PAST-IND

(主人が奴隷に自分の足を洗わせた｡-奴隷が主人の足を洗う)

(64) a.emeni-ka ai-eykey ssunyak-ul mek-)I-ess-ta.

母-NOM 子供IDAT苦い薬-ACC 食べる-CAUS･PAST･IND

(母が子供に苦い薬を飲ませた｡)

b.??emeni-kn ai-(lul/eykey)sL'kbL'ese ssllnyak-ul mek-1'-ess･ta.

母･NOM子供-(ACC/DAY)させて 苦い薬･ACC食べる-CAUS-PASTIIND

(母が子供をして苦い薬を飲ませた｡)

(63a)は (63b)のように被使役者標示に sl'kb)'･taが余分に付け加えられても､両者の

意味はほぼ同価である.一方､(64a)は (64b)のように被使役者標示に sl'khI'-taを余

分に付け加えることはできない.(63)と(64)の違いは､(62)に示しているようにsl'khl'･ta

がもつ意味的な影響力によって引き起こされたと考えてよいだろう,即ち､(63a)の意

味は奴隷が主人の足を洗う場合にだけ許される｡この場合､(63a)は指示的状況しか成

り立たず､それは自分の代わりに自分のために使役者がその事態を引き起こすことを目的

とするため､(63b)も成り立つ.一方､(64a)では､まず被使役者がお使いとして理解

されないし､また､使役者は自分の代わりにその事態を成り立たせるのが目的でもないた

め､(64b)は成り立たない｡さらに､次の (65-66)でみるように､Ikeyha-ta使役文

においても同様に適用することがわかる｡即ち､(65a)は (65)の (b, C)に入れ替

えてもほぼ同価の意味を表すことができる｡

(65)a.cwuin-i noye-eykey ai-uy pal-ul ssis-keyha-yess-ta.

主人-NOM 奴隷IDAT 子供IGEN足･ACC洗う-COMPする･PAST･IND

(主人が奴隷に子供の足を洗わせた｡)

b･cwuin･i noye･eykey ai-uy pal-ul ssis-keysL'kbl'-e告s-ta.

主人-NOM奴隷-DAT 子供IGEN足･ACC洗う-COMPさせる-PAST･IND

(主人が奴隷に子供の足を洗わせた｡)

C.cwuin-i noye-(1ul/eykey)sl'kbL'ese ai-uypal-ulssis･keyha-yess-ta.

主人･NOM奴隷･(ACC/DAY)させて 子供-GEN尽-ACC洗う-COMPする-

PAST-IND

(主人が奴隷をして子供の足を洗わせた｡)

一方､(66a)は (66)の (b,C)に入れ替えることは不可能である｡なぜなら､(66

a)では､生産的使役･keyha･taによって指示的状況は可能であるにしても､相変わらず

被使役者はお使いとして理解されないことや､そのため使役者は自分の代わりにその事態

を引き起こすという意味を表すことにも無理があるからであると考えられる｡
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(66)aAemeni-ka ai･eykey ssunyak-ul

母-NOM 子供-DAT苦い薬･ACC

(母が子供に苦い薬を飲ませた｡)

b･?emeni-kn ai-eykey ssunyak-ul

母-NOM 子供-DAT苦い英一ACC

mek-keybB-yess･ta.

食べる･COMPする･PASTJND

mek-keysikb iLess-ta.

食べるICOMPさせるIPAST_ⅠND

(母が子供に苦い薬を飲ませた｡)

C･??emeni-ka ai-flul/eykey) sL'kbl'ese ssunyak-ul mek-keyLa-es告-ta.

母INOM子供-fACC/DAY)させて苦い薬-ACC食べる-COMPする-

PAST･IND

(母が子供をして苦い薬を飲ませた｡)

以上の例にみられる容認度の違いから､上記の予測は正しいということがわかる｡ し

たがって､(62)の意味が満たされている使役文の場合は､被使役者標示に sI'khl'taを余分

に付加することが可能である｡なお､･keyha･taを-keysI'khL'･taに入れ替えても項の数に

は変化をもたらさないoそれは､･keyha･ta使役文自体が､すでに sl'khL'-taの語桑的意味

とほぼ同価の意味を満たしているからであるといえる｡

次例の (67a)のような ha-tB(する)は､(67b)のように sl'khl'-tB(させる)に入

れ替えると､項を増やさなければならない.ところが､(68a)の-keyha-ta使役文では､

その文自体がすでに S1'khL'･taと同価の意味を備えているため､sJ'kムI･taは ha-taとそのま

ま入れ替えることが可能になる｡即ち､統語上すでに必要な項は揃っているために､さら

に項を増やす必要はないのである｡よって､結果的に (67b)と (68a,b)は､構文上

の意味はほぼ同価であるが､語桑的使役か生産的使役かというところと､強制的か非強制

的かという面において､意味の差が現れる｡次の例は徐 (1975:114-17)に基づいて筆者

が作例したものである｡

(67) a.emeni･ka i1-ul ha-yess-ta.

母･NOM 仕事-ACCする-PAST･IND

(母が仕事をした｡)

b･emeni-ka nwuna-eykey il-ul sL'kbL'-ess-ta.

母-NOM 姉-DAT 仕事･ACCさせる･PAST-IND

(母が姉に仕事をさせた｡)

(68)a･emeni･ka nwuna･eykey il-ul ha-keyLB-yeSS-ta.

母INOM 姉-DAT 仕事IACCするICOMPする-PAST.IND

(母が姉に仕事をさせた｡)

b･emeni-ka nwuna･eykey il-ul ha･keysikh)I-ess-ta.

母-NOM 姉･DAT 仕事･ACCするICOMPさせる_PAST_ⅠND

(母が姉に仕事をさせた｡)

以上から､次のようなことがわかる｡
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(69)(Dsl'khJ'-ta(させる)はha･tB(する)の語秦的使役である｡

② 生産的使役･keyha-tB(-COMP+する)でも､Ikeyha･taを-keysjkhl'･ta(-

COMP+させる)に交換可能な場合がある｡その場合は､-keyha-ta使役文自

体がすでにsJ'kh'-taとはぼ同価の意味を満たしていなければならない.この場

合､統語上必要な項は揃っているため､さらに項を増やす必要はない｡

③ ･keyha-taが･keysl'khL'･taに入れ替えられる意味的条件は､指示的状況である

ことと､使役者は自分の代わりに被使役者にその事態を成立たせる､という意

味を満たしている場合である｡

④ ②と③において両者の意味的な差異は､強要度の度合いと平行している｡

3.3.3.結合価を変えない sl'AhLta構文

以上のような背景の上で､ha･ta動詞とそれに対応する語桑的使役 sl'khL'･taの対応関係

を考察しよう｡漢語動名詞や韓国固有語動名詞に用いられるha-ta(する)は､sl'khl'-ta(さ

せる)に入れ替わると､項の数を増やして結合価に変化をもたらす使役構文をつくるのが

一般的であるo

(70) a.ai-kn yengekongpwu-lulhB-n･ta.

子供INOM 英語勉強-ACC するIPRES･INI)

(子供が英語の勉強をしている｡)

b.kacengkyosa-ka ai-eykey yengekongpwullul sL'khL'-n-ta.

家庭教師-NOM 子供-DAT 英語勉強-ACC させる-PRES-IND

(家庭教師が子供に英語の勉強をさせている｡)

(71)a.nala･ka manlli palcen-ba-yess-ta.

国INOM たくさん 発展-する･PAST-IND

(国が大きく発展した｡)

b･paktaythonglyeng-inala-lulmanhi palcen･sJ'kbl'-ess･ta.

朴大統領･NOM 国IACC たくさん 発展-する･PAST-IND

(朴大統領が国を大きく発展させた｡)

ところが､次の場合は結合価に変化をもたらさない｡つまり､3.2/節で取り上げた結合

価変化のない構文は､接辞-1'や接辞･wuが用いられている構文に限らず､漢語動名詞や韓

国固有語動名詞にともに用いられている hB-ta(する)とその語嚢的使役の sJ'khL'･ta(さ

せる)の場合にも観察されるのである｡

(72)a.menghanihankos-eyman nwun-ulkoceng-(血/sihl')-koiss-e告s-tA.

ぼんや りと-箇所-LOCだけ 目･ACC固定-(する/させる1-ASPIPAST-1ND

(ぼんや りと-箇所にだけ目を固定していた.)
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b･mau血-ulanceng-(ha/sikhl)-ela.

心･ACC安定-(する/させる)･IMP

(心を安定させろ ;落ちつけ)

C.kecismal･(hB/S)'kbL') ･cima-la.

うそ-(する/させるトNEG･IMP

(うそを言わないで/ (私を)だまさないで)

d.mwues-ulcwumwun･(hB/S)'Lb'トetuli･lkka-yo?

何-ACC 注文-(する/させる)･やる･HORIMOD-INT

(何を注文 してあげましょうか｡)

e･ isosel･ul sinmwun-ey keycay-(hB/Sl'kbJ')etD･COh-ulkka-yo?

この小説-ACC新聞･LOC 掲載･(する/させる)ても･よい-MOD-INT

(この小説を新聞に掲載 してもよろしいで しょうか｡)

このように ha-taと S)'khl'･taの対応関係を示 しているにもかかわらず､項の数を増や

さないことが可能なものとしては､他にも次のような動詞が挙げられる｡

(73)a.kamkum-ha-ta - kamkum･sJ'kbl'･ta(監禁する)

b.kwusok-ム8-ta- kwusok･sJ'kbl1-ta(拘束する)

C.sentOng-ha-tB- SentOng-3)'kbL'-ta(扇動する)

d.cakuk･La-ta- cakuk･sIrkbl'-ta(刺激する)

e.chatan-ha-ta- chatan-sl'khlLta(遮断する)

f.sokay-ha-ta- sokay-sl'khl'-ta(紹介する)

g.icen-ha-ta- icen-S)'kbl'-tB(移転する)

h.insang-ha-ta- insang-3)'kb1-ta(引上する-値上げする)

i.cemhwa-ha-ta- cemhwa-sJrkbl'-ta(点火する)

荏鉱培 (1937,1994:416-17)によると､このような動詞は ha-taで十分意味が通 じ

るのに､わざと S)'hhl'･taを使 うのは不自然であるとい う.このような見解は､徐 (1996:

1110)においても受け継がれている｡一方､Park(1994:63-64)によると､両者の間に

存在する意味的な相違は､(74a)のha-taより(74b)の sL'khL'･taの方に起動相(inchoative

aspect)の意味が前面化 していると説明されている (日本語は筆者のもの)0

(74)a.kyengchal-ilnho-1ul kwusok-ムa･yess･ta.

police-NOM Inho･ACC rest,faint-do･PAST-IND

T̀hepolicerestrainedlnho.∫

(警察がインホを拘束した｡)

b･kyengchal･iInho･lul kwusok-sJ'kbl'-ess-ta.

police･NOM InhoIACC restraint-CAUS.do･PASTIIND

'ThepolicerestrainedInho.'

(i.e.ThepolicemadeInhobecori1erestrained.)
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(警察がインホを拘束した｡) (Park(1994:63))

したがって､Parkは､(74b)のS1'Ml'-tB使役文に対応する非使役文は (74a)ではなく､

(75)のように起動相の意味をもつtoy-ta(なる)であると判断するのである｡

(75) Inho･ka kwusok-toy･ess-ta.

Inho-NOM restraint･become-PAST･INI)

1mhobecomerestrained'

(インホが拘束された｡) (Park(1994:64))

Park(1994)に従 うと､語桑的使役 sL'kh1㌧tBは2つの非使役動詞と対応関係を示すこ

とになる｡まず､結合価変化のある構文の場合は､ha-ta(する)と対応関係を示す (cf.

(70-71))｡次に､結合価変化のない構文の場合は､toy-ta(なる)と対応するとしてい

る｡ しか し､もしそのように考えると､以下のことが説明できない｡第 1に､結合価変化

をみせない形態的な派生形動詞の場合においても､同様のことが当てはまらなければなら

ないはずだが､(76-77)でみるように､そのような説明はうまくいかないことがわかる｡

第 2に､同じ漢語動詞の中でも､cwumwun･ha･tB(注文する)のような3項述語の動詞

では､(78)の sl'kh)'･ta(させる)は (79a)の ha-taと対応 しないため､(79b)の toy-

ta(なる)と対応すると誤った予測がされることになる.ところが､実際は toyta(なる)

は不自然であり､(79C)のpat-tB(受ける)の方が自然である｡

(76) nwu-ka namwu-ey pascwul-ulkam-kl'･C-nOh-ass-ta. (cf.19b)

誰か-NOM 木-LOC 綱-ACC 巻く-TSUF-置く-PAST-INI)

(誰かが木にロープを巻いておいた｡)

(77)a.'namwu-ey pascwul-i ham-a-iss-ta.

木-LOC 綱-NOM 巻く･ある-IND

(木に綱が巻いてある｡)

b.namwu･ey pascwul･i ham-ki-e-iss･ta.

木-LOC 綱-NOM 巻く-PASS-ある-ⅠND

(木に綱が巻いてある｡/巻かれている｡)

(78) na･ntm congepwuen･eykey haympekullul cwumwun-siul'-ess-ta.

私ITOP 従業員-DAT ハンバーガーーACC注文-させる-PAST-IND

(私は従業員にハンバーガーを注文した｡)

(79)a.*congepwuen-i haympeku-1ul cwumwun -ba-yess-ta16.

従業員-NOM ハンバーガーーACC注文-する-PAST･IND

(従業員がハンバーガーを注文 した｡)

b.??congepwuen･eykey haympeku･ka cwumwun-toy-ess-ta.

従業員-DAT ハンバーガーーNOM注文-なる･PAST･IND

(従業員にハンバーガーの注文がなされたO)
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C･congepwuen-i haympekullul cwumwun･pat-ass-ta･

従業員-NOM ハンバーガーーACC注文･受けるIPAST-ⅠND

(従業員がハンバーガーの注文を受け取ったO)

Parkの主張するように､(74b)のsl'khl'-ta(させる)に対応する形式が､(75)の toy-ta

(なる)であるとすると､(76)の kam-kt-ta (巻く)の場合も､(77a)の kam-ta(巻

く)とは対応しないため､(77b)がそれに対応する文であると結論づけられる｡つまり､

(77b)の受動文をそれに対応する非使役文として認めることになる｡したがって､この

場合の他動化派生形 knm･kl-tnと自動化派生形 kam-ki･taは､kam-tA という基本形動詞

を無視 して､派生形同士が対応する形式 (Parkの論を借りれば使役形と非使役形の対応

関係)であると結論づけられるが､これは正しくない｡

また､(78)については (79b)ではなく､むしろ (79C)の文が対応することになる｡

このことから､S)'khl'･taの非使役動詞は pat-tB(受ける)になる可能性も生じる｡したが

って､sl'khl'-taと toy-taを使役動詞と非使役動詞の対応関係として認めることは､これら

の構文を正しく理解した適切な見解であるとはいえない｡

ここでは､上記の (72-73)に挙げている動詞に含まれている sl'khl'･taは､(70-71)

のような結合価変化のある構文と同様に､ha-tBに対応する形式であると見なす｡これは､

形態的に対応する基本形動詞と派生形動詞の場合と同様の条件をもつことを意味し､結合

価を変えない sllkh)I-ta(させる)構文の真相を明らかにするためには､その方がより望ま

しいと考えられる｡よってこれからは､なぜこのように項を増やさないことが起こりうる

のか.ha-taと sl'kbl'-taの間には何が起こっているのか､という問題こそが重要なのであ

る｡

では､次の例をみてみよう｡(80-82)では､ha-taと sl'kh)I-taの間に微妙な意味的な

違いこそあるものの､結合価の変化は存在しない｡それは (83-85)のように､同じ漢語

動詞を用いている日本語の ｢する｣と ｢させる｣の対応関係を比較してみると､その違い

が明らかである｡

(80) kimkyoswu･kahaksayng-ulsentかng-(hB/S)'ALI)-se,teymo-1ulha-yess-ta.

金教授-NOM学生･ACC扇動･(する/させるトて､デモーACCする-PASTJND

(金教授が学生を扇動して､デモをした｡)

(81) cey･ka kuumsik･ul cwumwun･(La/sL'kbl')･etuli-1kka･yo?

私.POL-NOMその食べ物-ACC注文･(する/させる)-やる.HON･MODIINT

(私がその食べ物を注文してあげましょうか｡)

(82) cey-ka kusalam-ul sokay-(La/必 ) ･etuli･lkka-yo?

私.POLINOMその人･ACC 紹介･(する/させるトやる.HON-MODJNT

(私がその人を紹介してあげましょうか｡)

(83) a.金教授が学生を扇動して､デモをした｡

b.私は金教授に学生を扇動させた｡

(84) a.私がハンバーガーを注文してあげましょうか｡

b.私が匙 ハンバ-ガ-を注文させましょうか｡
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(85) a.私があなたにその人を紹介してあげましょうか｡

b.私が進む邑あなたにその人を紹介させます｡

(80-82)の ha･taとsl'khL'･taは､微妙な意味的な相違さえ除けば､統語上は項の数につ

いてはまったく一致する｡一方､(83-85)のように日本語の ｢させる｣の文は､｢する｣

文より必ず 1つずっ項を増やしていることがわかる｡よって､韓国語では ｢注文する｣｢紹

介する｣のように ｢AがBにCを何々する｣の文型をもつ動詞の場合､｢するJのところ

に sl'khI'･taが代入されても､(84-85)の (b)の ｢弟｣や ｢誰か｣のように与格名詞句

が動作主として現れることはできない｡つまり､(86)は ｢従業員が (誰かに)ハンバー

ガーを注文する｣ことや ｢弟がその女性を (誰かに)紹介する｣という事態を表現しない｡

(86) a.na-nuncongepwuen･eykeyhaympeku-1ulcwumwun-sI'kbl･ess･ta.(-78)

私･TOP従業員IDAT ハンバーガーーACC注文･させる･PAST-IND

(私は従業員にハンバーガーを注文した｡)

b･na-nun tDngSayng･eykey kuyeca･lul sokay-sikbL'･e･cwu･ess･ta･

私･NOM 弟IDAT その女性･ACC 紹介-させるや る-PAST･IND

(私は弟にその女性を紹介してやった｡)

(86)の (a,b)の ｢従業員｣と ｢弟｣は､むしろ日本語の ｢する｣文と同様に､注文

を受ける側､紹介を受ける側の意味しか表すことができない｡したがって､これらの動詞

を用いて､日本語の (83-85)の (b)のように項を1つ増やすには､語桑的使役のS)'kbI･ta

では不可能であるため､生産的使役の･keyha･ta(-COMPする)を用いざるを得ないの

である｡なお､この場合の･keyha-taト COMPする)使役文は､･keyS1'kh1'-taト COMP

させる)に入れ替えることも可能である｡この場合､(87)と (88)において意味的違い

があるとすれば､それは強制性と相関するものである｡それについては前節の (69)を参

照されたい｡

(87)a.chongcang-ikimkyoswu-eykeyhaksayngtul-ulsentong･ha･key血･yess-ta.

総長･NOM 金教授-DAT 学生･PLACC扇動-する-COMPするIPAST_INI)

(総長が金教授に学生を扇動させた｡)

b･nay-katongsayng･hanthey haym peku-ulcwumwun -ha-keyha-1kka-yo?

私INOM 弟-ACC -ンバーガー･ACC注文･する-COMPする-MOD-Im

(私が弟にハンバーガーを注文させましょうか｡)

C･A･ka B･hanteyC･eykey D-1ul sokay･ha･keyha-yeSS-tA.

A-NOM BIDAT C-DAY D-ACC紹介-する･COMPする･PAST-ⅠND

(AがBにCにDを紹介させた｡)

(88)a.chongcang･ikimkyoswu･eykeyhaksayngtul-ulsentDng-ha-keysl'kbl'-yess･ta.

総長･NOM 金教授-DAT学生･PL-ACC扇動サ る-COMPさせる-PAST_IND

(総長が金教授に学生を扇動させた｡)
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b･nay-katongsayng-hantheyhaympeku-ulcwumwun -ha･keysIW '-lkka-yo?

私･NOM 弟IDAT ハンバーガーーACC注文･する-COMPさせる-MOD-INT

(私が弟にハンバーガーを注文させましょうか｡)

cIA-ka B-hantheyC-eykeyD･lul sokay-ha-keysJ'kbl'･yess-ta.

A-N0M B-DAY C･DAT D-ACC紹介-する-COMPさせる-PAST.INI)

(AがBにCにDを紹介させた｡)

即ち､ha-taとその語嚢的使役 sl'kbI･tBの間にも､｢結合価変化のある構文｣と ｢結合

価変化のない構文｣が両方とも同時に存在するという点で､形態的に対応する基本形動詞

と派生形動詞とまったく同じ事が生起していることがわかる｡では､このような sl'kbl'-ta

文には､結合価変化がないという統語的な面だけではなく､意味的にも前節で分析した基

本形動詞と派生形動詞の意味対立と平行するものが観察されるかどうかが問題となる｡次

の例をみてみよう｡

(89)a.yengi-uy maum-ulmenceanceng-(★hB/S)'kbL')-ela.

ヨンイGEN心･ACC 先に 安定･(★する/させる)･IMP

(ヨンイの心をまず先に安定させてやって/ヨンイを先に落ち着かせて)

b.kwunintul-i kiトul chat,an.hB/SJ'khJ')･koiss-ess-ta.

軍人･PL･NOM 道･ACC遮断-(する/させる)･ASP-PAST･IND

(軍人達が道を遮断している｡)

C･samwusiトul nonghyep-ulo icen-(ha/sL'kbl')-es告-ta.

事務室･ACC 農協-GOAL 移転日 する/させる)-PAST-IND

(事務室を農協に移転した｡)

(89a)では､上記の (72b)と違って ha-taは不自然であるo即ち､anceng-ha･ta(安

定する)は (72b)のように自分の心理状態に対しては用いることはできるが､(89a)

のように他者に対しては用いることができないのである｡この場合の ha-taと sl'kム1'_taに

は､自分か他者かによる意味的自他の対応関係が認められる｡一方､(72b)のように自

分の場合にも sI'khl'-taが用いられるのは､状況上困難さが認識されて力動性の強化が必要

になったからであると説明できる｡ 日本語では､｢心が安定している｣のように自動詞用

法も存在するが､それに対応する韓国語は anceng-toy･ta(安定-なる)が用いられるため

17､この動詞の統語的自動詞用法にはha-taは用いられない｡

次の (89b)では､(89a)のような制限はないが､hB-taの場合は軍人達が道に立っ

ているために､道が遮られた状態にあることを表す.一方､sJ'khL'-taを用いると､道を通

行止めにすることを表すOつまり､chatan-hB-ta(遮断する)では､軍人の行為は意図的

であれ非意図的であれ､ただ道に立ってさえいればこの動詞を用いることはできる｡とこ

ろが､chatan-sJ'kh)'-ta(遮断させる)になると､軍人が意図的に人の通行を阻止する目的

で道をさえぎることになる｡

(89C)の h8-taでは､事務室の移転は主体の引越しによって引き起こされる｡つま

り､主体の移動が事務室の変更という意味を含意するのである｡一方､S)'kbz'-taの方は､
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次の (90a)のように､主体の移動を伴わなくても､事務室の変更だけが行われればそれ

でよい｡つまり､主体の移動とは関係なく､事務室が変更された状態にあるようにするこ

とが､この動詞の狙いになる｡さらに､(89C)の方向性の意味をもつ-zLlo(～の方-)格

が､(90b)のように着点の-ey(に)格と入れ替わると､前者の (89C)では事務室の変

更のような具体物の移動が行われると考えられたものが､後者の (90b)になると､所有

権や権利などの抽象物の移動として理解されやすくなる.よって､着点の-eyを用いた場

合､主体の移動を伴う ha-taの方は､具体的な移動が関連することになるため不自然であ

る (もし､この場合も ha･taを受け入れられることがあれば､それは動作主自身が役所に

行って移転の手続きをした､という主体の行為を表すことになるだろう)｡一方､主体の

移動を伴わない sJ'kh)I-taでは､抽象的な権利や所有権などの移動の結果として､対象の事

務室は新たに他所 (農協)に帰属するようになるというように､その意味内容を変えるこ

とが可能であるため､自然な文として解釈される.即ち､ha･ta文では主体の移動が重要

であるが､sl'kh1'-ta文では､対象である事務室の変更や移動を引き起こすことの方が重要

になってくるO

(90)a.nay-kawuliatul-uysamwusi1-ulnonghyep-uloicen-(?hB/SikbJ')less-ta.

私-NOM うち息子-GEN事務室･ACC農協IGOAL移転･(?する/させる)･

PAST-IND

(私がうちの息子の事務室を農協に移転した｡)

b･samwusil･ulnonghyep-ey icen-(?hB/SikbJ')･ess-ta･

事務室-ACC 農協-LOC 移転･(?する/させる)･PAST･IND

(事務室を農協に移転した｡)

このように結合価を変えない ha-taと S1'kbl'-taの対立においても､形態的な派生関係

にある基本形動詞と派生形動詞の対立と同様の意味対立が観察される｡即ち､(89a)の

ように自分の領域の中に納まる行為であるか､それとも他者に向かって及ぶ行為であるか､

による意味的自他の対応関係を表すものや､(89)の (b,C)のように動作主の行為に

焦点があるのか､それとも対象物の措置に焦点が置かれるのか､による意味対立も平行 し

て表れる｡

cwumwtln-ha-ta(注文する)や sokny-ha-ta(紹介する),kecismal-ha･ta(うそを言

ラ)のような3項述語動詞においても､同様なことがいえる.つまり､ha-taを用いると､

主体の動作はただ､相手の人に注文の内容項目をいうことや､初めてのあいさつのために

紹介の言葉をいう､うそをいう (若しくは､事実に反する行為をする)という､行為をす

ることである｡それは相手の人がその内容を受け取るか否かという問題は別にして､主体

の一方的な行為を表しているO一方､sL'kbl'･taになると､相手の人に伝えるための行為に

とどまるのでなく､その注文内容を受け取らせて､それに即した行動をするようにするこ

とが狙いになる｡即ち､主体の行為は､注文されたものをもってくるように､紹介するこ

とでお互いが知り合いになるように､うそを聞いた側がそれを信じるように相手をだます

ことになる｡したがって､このような意味内容に合わない文脈にsl'khL'-taが用いられると､

不自然になる｡
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(91)a.cenhwa･lo phica-1ul cwumwun-(hB/SikbL')-e6S-ta.

電話JNS ピッツァIACC注文-(する/させる)-PASTJNI)

(電話でピッツァを注文した｡)

b. epca･eykey sayyangpok-ulcwumwun-(ba/??sikbl')-e告s-ta.

業者-DAT 新しい洋服-ACC注文-(する/??させる)･PAST-ⅠND

(業者に新しい洋服を注文した (あっらえた)0)

(92)a.Inho･wa yongi-ul sokay･tbB/Sikhl')･ess･ta.

インホtCOMIヨンイIACC 紹介-(する/させる)-PAST･IND

(インホとヨンイを紹介した/インホとヨンイを紹介させあった｡)

b.yelepwuntul-eykey ichayk-ul sokay･(ha/??61'kbL') ･keyss･ta.

みなさん-PL-DAT この本･ACC 紹介-(する/??させる)-MOD-IND

((これから､)みなさんにこの本を紹介する｡)

(93) wuliemma-nunnay-kaeli･1-ttay,na･llantheykecismal-ul (hB/S)'kbl一･noh-

うち母-TOP 私-NOM幼い時 私-DAT うそ-ACCiする/させる)-置く

･ko,tDmang-ulka-peli･ess-tA･

て 逃走-ACC 行く･しまう･PASTJND

(llata;うちの母は私の幼い頃､私にうそを言ったまま逃げてしまった｡)

(sikhita;うちの母は私の幼い頃､私をだましてたまま逃げてしまった｡)

(91a)と (91b)の違いは､slkhL'･taを用いた場合､注文を受ける側に注文に応じた行

為として配達の行為が求められているか否かにある｡この場合､なぜ注文の受け手は配達

という行為を行わなければならないのか.それは､ha-taでは注文内容を伝えることや洋

服をあっらえる､といった動作主の行為に焦点があるが､sl'khL'･taでは他者に向かって行

為を促すことになるからであると説明できる｡このような sl'khl'-taが一般に食堂の注文の

際にのみ用いられるということも､おそらく､受け手の行為が配達という形をとることが

可能であるからであろう. したがって､(91b)の sl'khl'-taが不自然なのは､業者に洋服

を注文しても､それを配達してもらうことは普通ありえない､という理由によるものと考

えられる｡

次に､(92a)の ha-taと sl'kh)I-taにおいて優先される解釈の違いをみてみるoha･ta

は､二人を別の第三者に紹介する- たとえば､先生が二人の転校生をクラスのみなさん

に紹介する場合- という意味を表す｡一方､(92a)の 81'khl'-taになると､二人が互い

に紹介を受けたことになり､それによってお互いに知り合いにならなければならない､と

いう意味が含まれる｡なぜこのような異なった意味に理解されるのであろうか｡それは､

やはり､ha-taは他に向かう行為ではなく､主語の紹介の行為だけに焦点があるからであ

ろう.一方､sl'khl'･taでは他者 (当事者二人)に行為が向かっているため､紹介を受ける

側は紹介の行為によってもたらされた状態になっていなければならないからであると説明

できる｡ したがって､(92b)のように､本の案内や広告のための紹介の言葉をいう場面

では､主語の行為だけに焦点があるため､sI'khL'･taは不自然である｡

なお､(93)では､嘘話をするという主体の行為だけを問題にする場合は ha-taを用い
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る｡｣方､相手をだますことが目的である場合は､sI'khI-taの方が用いられる｡

以上のように､ha-taとsl'khL'-taの構文においても､結合価変化のない構文が存在 し､

形態的に派生する基本形動詞と派生形動詞と平行する意味対立が観察される｡

3.4.おわりに

韓国語にはなぜ､基本形動詞と派生形動詞のみならず､ha-ta(する)動詞とそれに対

応する語嚢的使役形 sJ'kbl'-tB(させる)の間にも､結合価変化のない構文が存在 しうるの

か｡そしてなぜ､統語的基準によっては自動詞と他動詞として区別されるものが､形態的

には同じ基本形動詞を用いることが可能なのか｡この間題は､韓国語の動詞の全体的なパ

ラダイムにおいて､意味を基準にした他動性､つまり意味的自他の対応関係の存在を浮き

彫りにすることによって解明される.即ち､基本形の kki-ta (挟まる､はめる)は､自分

(主語)の領域の中に行為が納まる､という意味的基準において自動詞である｡一方､派

生形の kki-wu-ta(挿し込む､はめる)は､自分の領域の外に向かって行為が及ぶ､とい

う意味的基準において他動詞である.さらに､ssis-ta(自分の身体部分を洗う)とssis-kL'-ta

(他者の身体部分を洗う)の意味対立は､意味的他動性の最大化によって得られたと説明

できる｡このように定義された ｢意味的自動詞｣は､統語的基準である対格の有無とは関

係なく存在する｡よって､意味的自他の対応関係を示す基本形動詞と派生形動詞の対立は､

結合価変化をみせなくてもよいのである｡

意味を基準にする他動詞と統語を基準にする他動性の相違は､次のように示すことが

できる｡統語を基準にする他動性はヤコブセン (1989)が提示する他動性のプロトタイプ

を参考にしている｡

(94)

意味を基準にする他動性 統語を基準にする他動性

自動詞 他動詞 自動詞 他動詞

参加者が 1又は2 参加者が2 1項 2項

自分の領域に中 自分の領域の外に向 対象物は変化を被る

に行為が納まる かつて行為が及ぶ

須賀 (1981)と須賀 ･早津 (1995:207-231)などによると､日本語においても､た

とえば ｢口をあく/口をあける｣｢授業を終わる/授業を終える｣｢電話をかわる/電話を

かえる｣などのような動詞が存在する｡ しかし､それは韓国語のように､動詞の全体の体

系から意味的自他の対応関係を規定できるほどのものではない｡つまり､日本語の動詞の

パラダイムは､一般に統語的基準に基づいた他動性の観点から説明できる｡たとえば､次

の韓国語の (95)は日本語の (96)に意味的に対応する｡この場合､韓国語は自分の行為

であるか､それとも他者に向かう行為であるか､という意味的基準によって､形態的に区

別される (95)の (a,b)の自動詞と (95C)の他動詞が対立するO一方､日本語は対
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格名詞句が存在するか否か､という統語的基準にのっとって､形態的に区別される (96a)

の自動詞と (96)の (b)の他動詞が対立する｡即ち､韓国語では形態と意味が対応する

が､日本語では形態と統語が対応するという､異なる自他の対応関係が存在するのである｡

(95)a.cam-ikkay-ta.

寝-NOM 覚めるJND

b.cam-ul kkay-ta.

寝-ACC 覚める-IND

C.aki-uy cam-ulkkay-wu･ta･

赤ちゃん-GEN 寝･ACC覚める･TSUF･IND

(直訳 ;赤ちゃんの寝を覚ます｡)

(96) a.目が覚める｡

b.目を覚ます｡

C.赤ちゃんを起こす｡

韓国語にこのような意味的他動性を兄いだすことによって､従来では説明できなかっ

た次のような特徴が説明できるようになる｡ 1つ目は､人間の行為を表す自動詞であれば

そのほとんどが対格名詞句を用いることが可能であるのはなぜかということである｡たと

えば､Wulum-ulwul･ta ((泣きを泣く)泣く),wusum･ulwus-ta((笑いを笑う)笑う),

cam-ulca･ta((寝を寝る)寝る),chwum･ulchwu-ta((踊りを踊る)踊る),kelum-ulket-ta

((歩きを歩く)歩く),ttwuym･ulttwuy･ta((跳びを跳ぶ)跳ぶ)などである｡なお､

漢語動詞の場合､日本語では対格名詞句を許さない次のような動詞までも対格を許す｡

chimmoトullュa-ta((沈没をする)沈没する)｡これは､自動詞の基本形動詞に対格が現れ

ても､統語的基準とは無関係であるからである｡ 2つ目に､韓国語には上記のような人間

の行為を表す多くの動詞が､対応する語秦的使役交替形を許している (第2章を参照)0

その理由に対しても､行為のあり方を問題とする意味的他動性を導入することによって正

しく説明できる｡

したがって､意味的他動性の提案は韓国語における動詞の自他の体系を解明しただけ

でなく､接辞_)'がになっているすべての文法範噂､つまり他動性とヴォイスの関係につい

ての追求にも､一歩近づけたものと考えられる｡
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･第4章

韓国語における他動性 と使役化 (Ⅱ)

- 結合価変化のある構文-

4.1.はじめに

前章でわれわれは､韓国語では､人間の行為を表す多くの動詞が統語的には他動詞で

あるにもかかわらず､さらに語嚢的に派生を推し進める理由は何かということと､その場

合､なぜ基本形動詞と派生形動詞の間に結合価の変化のない構文を許すのか､という問題

を､意味的他動性の存在を浮き彫 りにすることによって解明した｡この意味的他動性にお

いて注目すべき点は､基本形動詞の意味と最大対立をなす派生形動詞の意味は､他者の領

域に向かって行為が及ぶ､という他者指向性の意味特徴をもつことである｡このような意

味特徴は､他者を行為の直接対象の項として取る場合､使役と関連をもつことがある｡ し

かしながら､結合価の増加のない構文においては､まだ他者を1つの項として捉えていな

い､という事実が存在する｡したがって､使役化のためには､他者を被使役者として受け

入れることができるように､項の増加がなされなければならない｡このような統語上の条

件が満たされた場合､われわれは意味的他動性から使役への展開を仮定することができる｡

以下の 4.2.節では､意味的他動性に基づく結合価の増加のない構文が､いかにして項を

増やすことができるようになるのか､そして､項の増加のあり方が使役への展開といかに

相関していくのか､という問題を考察する｡また､意味的他動性に基づく使役構文の意味

特徴も明らかにする｡次に､4.3.節では､このように展開された語桑的使役は cwu-ta(や

る)構文と相関する点を指摘する｡即ち､そこには､なぜ語桑的使役 (派生形動詞)の補

充形式として cwu･ta(やる)が用いられるのか､さらに､なぜ両構文は同じタイプの2重

対格構文 (たとえば (1b)のような)を許すのか､という問題が存在するのである｡最

後には､韓国語の語桑的使役の統語現象を検討する｡使役構文の統語現象については､す

でに 70年代の変形文法の枠組みの中で活発に議論されてきたものである (Yang(1972,

1974)､Shibatani(1973C,1975)など)｡ここでの関心は､意味的他動性から使役への

展開を仮定する上で､語嚢的使役の統語構造のあり方を浮き彫りにするところにある｡

このような議論を通 して本章では､第3章で提案 した意味的他動性が使役 といかに連

続しているのか､という問題を明らかにしたい｡なお､語嚢的使役とその関連構文として

cwu-ta(やる)構文との相関関係についても､意味的他動性を受け入れることによって適

切に捉えられるものであることを主張する｡

4.2.意味的他動性と使役化

4.2.1.項の増加と格交替

まず､次の例を参照されたい｡
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(1) aIemeni-ka pal-ul ssi6-eS6-ta.

母親･NOM 足-ACC 洗う-PAST-IND

(母親が足を洗った｡)

b･emeni･ka yengi-(uy/lul/★eykey) pal-ul SSis-h'-e告s-ta.

母-NOM ヨンイー(GEN/ACC/★DAT)足-ACC 洗うITSUF-PASTIINI)

(母親がヨンイの足を洗った｡)

(2)a.cwuin-i pal-ul ssis-ess-ta.

主人-NOM 足-ACC洗う･PAST-IND

(主人が足を洗った｡)

b.cwuin-i noye･(大uy/★lul/eykey) pal･ul ssis-ki･ess-ta.

主人INOM 奴隷･(★GEN/*ACC/DAT)足･ACC 洗う-TSUF-PASTJND

(主人が奴隷に (主人の)足を洗わせた｡)

(1-2)の (a)の基本形動詞は､(1-2)の (b)の派生形動詞が表す 2つの構文

と対応する｡ 1つは､(1a)と (1b)の対立のように､自分の足を洗って自分の体の

上に変化を残すか､それとも他者の足を洗って他者の体の上に変化を残すか､とい う意味

的自他の対応関係である｡もう1つは､(2a) と (2b)の対立のように､主体自身が

自分の足を洗 うのか､それとも自分の代わりに他者にさせて自分の足を洗うのか､という

非使役 と使役の対立として読み取れるものである｡この場合､(1a) と (1b)の所有

格名詞句をもつ構文は､結合価変化のない構文にあたる｡ところが､(1b)でも､所有

格から対格に入れ替わると､結合価変化のない構文ではなく､結合価の増加のある構文を

作ることができる｡ しか しながら､このような格標示の変化があっても､両構文の意味内

容には変わりがない｡つまり､このような格標示の変化が合意するものは､所有格の位置

に存在する他者を対格にかえることによって､他者を行為の直接対象の項として捉えるこ

とができる､とい う程度であるO-方､(2a)と (2b)の対立においては､(2b)の

ように与格名詞句を用いる新しい項が導入されると､まさに使役構文を構成することにな

る｡つまり､(1-2)の (b)のような格交替による2つの構文の関係においては､所

有格と対格は意味を変えずに入れ替えられるが､与格と交替すると異なる意味の構文にな

る､ということである｡

このように 1つの派生形動詞に対 して､なぜ意味的に異なる2つの構文が対応するこ

とが可能であるのか｡この間題は､4.2.4.節で改めて考察することにする｡ここではまず､

項の増加 と格交替の相関関係を中心に考察する｡なお､動詞の意味特徴によって格交替の

パターンが異なる点もあわせて以下で論じる｡

上記の (1-2)の (b)のように派生形動詞が現れる構文は､統語的には､結合価

変化のない構文から結合価変化のある構文まで分布しており､意味的には､意味的他動性

から使役-の発展として捉えることができる､という2つの特徴が相侯っていることがわ

かる｡なお､このような変化は､他ならぬ格交替によって具現化されるものであることも､

上の例から明らかである｡つまり､所有格一対格-与格の順に､結合価変化のない構文か

ら結合価の増加がある構文-と変わるとともに､意味的にも使役化に向かっている｡

ところが､上のような格交替のパターンはすべての動詞に同じように当てはまるわけ
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ではない｡次の例は､上記のパターンと異なるものである｡

(3)a･emeni-ka (meli-ey) m(Xallul ssu-koiss･ta.

母親-NOM (頭･LOC) 帽子-ACC被るIASp-IND

(母親が (頭に)帽子を被っている｡)

bIemeni-ka yengi-(uy/lul/eykey) (meli-ey) moca･1ulssu-JrWU-es告-ta.

母親-NOM ヨンイー(GEN/ACC/DAY)(頭･LOC)帽子･ACC被る-TSUF-

PAST-IND

(母親がヨンイの頭に帽子を被せた｡)

(4) a･emeni-kn (tung･ey) aki-ul eph-koiss-ta.

母親-NOM (背中-LOC)赤ん坊･ACC負ぶう-ASP-IND

(母親が (背中に)赤ん坊を負んぶしている｡)

b.emeni･ka yengi-fuy/lul/hanthey)(tung･ey) aki-ul eph-hL'-ess-ta.

母親-NOM ヨンイー(GEN/ACC/DAY)(背中-LOC)赤ん坊-ACC負ぶ う-

TSUF-PAST-IND

(母親がヨンイの背中に赤ん坊を負ぶわせた｡)

(5)a.yengi-ka (ip-ey) ceckalak･ul mwul-koiss-ta.

ヨンイ･NOM (口･LOC)箸･ACC 噛む･ASP-IND

(ヨンイが口に箸をくわえている｡)

b.yengi･kaaki-(uy/lul/hanthey)(ip-ey)ceckalak-ulmwul-1L'-enOh･ass-ta.

ヨンイ･NOM赤ん坊･(GEN/ACC/DATi(ローLOC)箸-ACC噛む･TSUF-

おく-PAST-INl〕

(ヨンイが赤ん坊 (の口)に箸をくわせておいた｡)

(3-5)の文は､基本形動詞と派生形動詞の意味対立や格交替のパターンが同じである｡

(3- 5)の (a)の基本形動詞と (3-5)の (b)の派生形動詞の意味対立は､行為

の結果を自分の体の上に残存させるか､それとも､行為の結果を他者の体の上に残存させ

るか､とい う違いである｡たとえば､(5b)の赤ん坊が口に箸をくわえているのは､ヨ

ンイが口に入れてやったからである､とい う主語のヨンイの行為の結果によるものである｡

この場合､(3- 5)の (a)と所有格の (3- 5)の (b)は､結合価変化のある構文

として見なすには無理が生 じる｡ しかし､このような所有格は対格や与格に入れ替えるこ

とができ､それによって､項の増加を図ることが可能である｡つまり､(3- 5)の (b)

の3つの文は､格標示を入れ替えても構文の意味内容は変えない｡

これらの文には､次のような2つの重要な点が存在する｡まず第 1点は､文の意味内容

に具体物の移動が存在する場合､所有格の構文は意味内容を変えずに､対格はもちろん与

格も受け入れることができる｡ したがって､(3- 5)の (b)の与格は､具体物の者点

として理解され うる点で､上記の (2b)の与格とは異なることが指摘できる｡第 2点と

しては､(3- 5)の (a, b)において括弧の中の身体部分は､所有格以外を用いてい

るときには省略してもよい｡むしろ身体名詞句を省略することによって､結合価の増加が

起こったかのように表すことができる｡
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第 1点について付言すれば､文の意味内容を変えずに許容できる格交替の範囲をみる

と､(1b)の所有格は対格としか交替を許さないが､(3-5)の (b)では対格はもち

ろん与格まで可能である｡このような点を根拠にひとまず与格が許容される理由を考える

と､主語を出発点とする具体物の移動が存在するか否か､という意味的要因によって左右

される､と判断することができる｡伝統文法学者の在銘培 (1937,1994:419-20)では､

与格より対格の方がより基本的な用法であると主張し､与格は構文の意味をより明らかに

表すために用いられるものである､という判断を下している｡このような判断には､まず

所有格の用法は考えに入れていないという点が指摘できるが､格交替のあり方からみると､

彼の判断はまったく的を外れたものではないといえる (詳細は､4.3,3.節を参照)0

次に､第2点について考えてみよう｡たとえば､ip-ta(着る)とip･hl'-ta(着せる)は､

身体部分の着点名詞句を構文中に表さないのが普通である｡そのため､ (6b)でみるよ

うに所有格構文は存在しない｡しかし､意味的には (3-5) と同じであることがわかる｡

つまり､主語を出発点とする具体物の移動が存在し､それが他者の体の上に行為の結果と

して残存する｡

(6)a.emeni-ka os･tll lp-eSS･ta･

母親-NOM 服-ACC着る･PAST-IND

(母親が服を着た｡)

b.emeni-ka yengi-(lul/hanthey) os･ul ip･hi'･ess･ta.

母親-NOM 子供-fACC/DAT) 服IACC着る･TSUF-PASTIIND

(母親がヨンイに服を着せた｡)

(6)は､無理をして言えば､｢母親が体に服を着た｣や ｢ヨンイの体に服を着せた｣の

ように身体部分を者点名詞句として取り入れられなくはないが､それは一般的な言い方で

はない｡さらに､次の mek-ta (食べる)と mek･)I-ta(食べさせる)になると､実際の状

況では､たとえば派生形動詞であれば食べ物などを他者の口に入れてやることであっても､

その身体部分を着点名詞句として用いることはしない｡しかしながら､(7C)のような

言い方が存在しないわけではない｡

(7)a.emeni-ka pap-ul mek･ess-ta･

母親-NOM ご飯-ACC食べる･PAST･IND

(母親がご飯を食べた｡)

b.emeni-ka ai-(lul/eykey) pap･ul mek･)'･ess･ta.

母親･NOM 子供 (ACC/DAY)ご飯IACC食べる-TSUFIPAST･ⅠND

(母親が子供にご飯を食べさせた｡)

C.emeni-ka ai-uy lp-ey PaP･ul tte･mek-1'-eSs･ta.

母親INOM 子供･GEN口･LOCご飯IACCすくうー食べる･TSUF-PAST-ⅠND

(母親が子供の口にご飯をすくって食べさせた｡)

即ち､ (6- 7b)が表す格パターンは､身体部分を着点名詞句として用いることに対す
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る制約が存在するため､所有格構文は存在しない｡よって､結合価の増加があるものとし

て見なされるが､実は､これらも意味的他動性を基本的な対立とする (3- 5)の延長線

上に位置づけられるものであることがわかる｡

したがって､次の文からみても､基本的には結合価変化のない構文が存在するのが一

般的であり､格交替によって結合価の増加がある構文に入れ替わることがわかる｡

(8)a.emeni-ka pap-ul kwulm-ess-ta.

母-NOM ご飯･ACC抜く･PAST-IND

(母親がご飯を抜いた｡)

b.emeni-ka ai･(uy/lul/?hanthey) pap･ul kwulm-ki-ess-ta.

母-NOM 子供 fGEN/ACC/?DATIご飯IACC 抜く･TSUFIPAST･ⅠND

(母親が子供にご飯を抜かした｡母親が子供にご飯を食べさせなかった0)

(9)a.yengi-ka (ip･ey) kkem･ul ssip-koiss-ta.

ヨンイINOM (口･LOC)ガムIACC 噛む･ASP･IND

(ヨンイが口にガムを噛んでいる｡)

b.yengi-kaaki-(uy/lul/hanthey)(ip-ey)kkem-ulssip-LL'-e･noh-ass･ta･

ヨンイ･NOM 赤ん坊-fGEN/Ace/DAY)ローLOCガムーACC噛む･TSUF-

おく-PAST-INI)

(ヨンイが赤ん坊の口にガムを入れて噛ませておいた｡)

(8b)は､相手である他者にご飯をあげないという意味として理解すると､意味的に (7)

と類似するため､与格も可能であるかのように思われるが､実際には不自然である (与格

標示については､4.2A.と 4.3.3.節を参照)｡即ち､(8)の基本形動詞と派生形動詞は､自

分がご飯を抜くか､それとも子供にご飯を提供しなかった結果､子供がご飯を抜くか､と

いう意味対立をもつ｡この場合､所有格を対格に入れ替えることによって､結合価の増加

が実現されるとともに､子供を行為の直接対象の項として取ることができる｡このような

意味対立は (9)においても同様である｡つまり､自分が噛んでいるのか､それとも相辛

の他者の口に何かをいれてやった結果､相手の他者が噛んでいる (状態にある)のかとい

うことである｡これは (5)の構文パターンと同様であることがわかる｡即ち､(5)や

(9)のように､相手の他者の上に起こる行為は､主語を出発点とする何らかの移動があ

った結果､その体の上に起こっている行為 (もしくは動き)として見なされるものである｡

基本的には､箸やガムなどを主語のヨンイが他者の赤ん坊の口にいれてやった結果､赤ん

坊の行為が成り立っと解釈されるのである｡

このような見方をすれば､次の (10)のような構文もなぜ派生形動詞を用いることが

できるのかということを理解するに難くない｡即ち､(lob)は主語を出発点としそ相手

である他者に向かう何らかの移動がある､として考えることができる｡これは､一般には

慣習的な目的が存在する指示的状況として理解されるものであるが､そのような使役状況

をより明確に表出するために与格交替が許されるという見方も可能である (4.2.4.-4.2.5.

節を参照)｡つまり､このような派生形動詞が語嚢的使役として存在することができるの

は､韓国語は意味的他動性に基づく動詞の自他対応の体系をもつからであると考えるわけ

82



である｡

(10)a.Sinpwu-ka nolay-lulpwull1-ess･ta･

花嫁が-NOM 歌-ACC 歌うIPAST･ⅠND

(花嫁が歌を歌った｡)

b.maulsalamtul･isinpwu-(lul/eykey)nolay-1ul pwu1-ll'-e告s-ta.

村人.PL-NOM 花嫁-†ACC/DAY) 歌-ACC歌う･TSUFIPASTJND

(村人たちが花嫁に歌を歌わせた｡)

以上をまとめると､次のように示すことができる｡

(ll) <格交替と項の増加>

所有格一対格 > 所有格一対格-与格 >> 対格-与格 > 与格

ssis-kl'-ta ip-hl'･ta mek-1'･ta/pwu1-11'･ta ssis-k)'･ta

(洗 う) (着せる) (食べさせる/歌わせる)(洗わせる)

結合価変化のない構文 >> 結合価変化のある構文

J
†
所有格一対格-与格の順に格交替を許す｡
格交替によって項を増や し､使役に展開する

4.2.2.格交替のパターンと構文のタイプ

項の増加の際に同じ格交替のパターンを許す動詞は､構文の意味においても同じパタ

ーンを示すと考えることができる｡このような構文の意味の分析のために､前節で明らか

にされた動詞の格交替のパターンを用いて､それによる動詞の分類を以下で示 しておく｡

Ⅰ.(a)<所有格-→対格>/ (b)<与格>

① (mom-ul)ssis･ta- - (mom-ul)ssis-kt-ta

a.自分の体を洗って自分の体の上に変化が残存する - 他者の体を洗っ

て他者の体の上に変化を残存させる｡

b.主体自身が自分の体を洗う- 他者に自分 (又は自分に帰属する人)

の体を洗わせる｡

(meli-1ul)kkakk-ta- (meli-1ul)kkakk-I-ta

a.自分の髪を散髪し､自分の体の上に変化が残存する - 他者の髪を散

髪し､他者の体の上に変化を残存させる｡

b.主体自身が切る - 他者に自分 (又は自分に帰属する人)の髪を切ら

せる｡

(meli-1ul)pis･ta- (meki-lul)pis･kl'-ta

a. 自分の髪を続いて自分の体の上に変化が残存する - 他者の髪を椀い

て他者の体の上に変化を残存させる｡
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b.主体自身が髪を杭く - 他者に自分 (又は自分に帰属する人)の髪を

杭かせる｡

(a (meli･lul)kam-ta - (meli-lul)kam･kt-ta

a.自分の髪を洗って自分の頭の上に変化が残存する - 他者の髪を洗っ

て他者の頭の上に変化を残存させる｡

(os-ul)pe告-ta- (os-ul)pes･ki-ta

a.自分の服を脱いで自分の体の上に変化が残存する - 他者の服を脱が

せて他者の体の上に変化を残存させる｡

(pap-ul)kwulm-tA- (pap･ul)kwulm -ki-ta

a. 自分がご飯を抜いて自分の腹を空かす - 他者にご飯を抜かせて他者

腹を空かす｡

(pay-lul)kol-ta-1'(payllul)ko1-11'･ta

a.食べ物がないため自分の腹を空かす - 食べ物がないため他者の腹を

空かす

Ⅱ.<所有格一対格一･与格>

sin-ta- sin-kJ'-ta(自分の足に履く - 他者の足に履かせる)

ssu-ta- ssu･ywu-ta(自分の頭の上に被る - 他者の頭の上に被せる)

ita- i-wu-ta(自分の頭の上に載せる - 他者の頭の上に載せる)

tJul･ta- tJul･11'-ta(自分の手にもつ - 他者の手に持たせる)

(cim-ul)ci-I,a- ci-wu-ta (自分の背中の上に乗せる -

他者の背中の上に乗せる)

anta- an-kl'-ta (自分の胸の中に抱く- 他者の胸の中に抱かせる)

ep-ta- ep-hLr-ta(自分の背中に負ぶう - 他者の背中に負ぶわせる)

mwul-ta- mwullII'-ta (自分の口の中に入れて噛む -

他者の口にいれてやって噛ませる)

ssip-ta- ssip-hI'･ta (自分の口の中にいれて噛む -

他者の口にいれてやって噛ませる)

ppal-ta- ppa1-ll'-ta(自分の口の中にいれてす う -

他者の口の中にいれてやってすわせる)

(mwulup-ul)kkwulh･ta- (mwlllup-ul)kkwulh-h'-ta

(自分の膝を曲げる (脆く) - 他者に鹿かせる)

Ⅲ.<対格-与格>

iph-ta- ip-hl'-ta(自分の体の上に着る - 他者の体の上に着せる)

mek-ta- mek･j-ta(自分が食べる -

他者の口にいれてやって食べさせる)
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(pelknm-ul)mwul-ta- ･-mwul･11'-ta (自分が罰金を払う -

他者に罰金を払わせる)

ilk-ta- ilk-hL'･ta(読む - 読ませる)

(naphal･ul)pwul-ta- pwul111'-ta(ラッパを吹く - ラッパを吹かせる)

(nolay-lul)pwulu･ta- pwul111'-ta(歌を歌う- 歌わせる)

以上の動詞の意味的な特徴をまとめると､次のように (イ)と (ロ)の意味対応 (以

下､便宜上 Aタイプと呼ぶ)と､(ハ)と (ニ)の意味対応 (以下､便宜上 Bタイプと呼

ぶ)の2つの典型的な構文の存在が浮き彫りにされる｡

(12)

基本形動詞 派生形動詞

Aタイプ (イ)行為の結果が主体自身に (ロ)相手の他者に行為の結果を残存

残存し､自分が変化する させ､他者を変化させる

Bタイプ (ハ)主体自身が行為を行なう (ニ)相手の他者に行為を行なわせる

この2つの構文は ssis-ta(洗う)とssis-ki-ta(洗う､洗わせる)のように､1つの派

生形動詞に担われる場合も存在する｡このように1つの派生形動詞が2つの構文タイプに

関与する場合については､4.2.4.節で詳しく議論する｡さらに､A-タイプの意味特徴をもつ

派生形動詞の構文は､cwu-ta(やる)構文と類似する点が観察される0両構文の関連につ

いては､4.3.節で取り上げる｡

4.2.3.意味的他動性に基づく位役構文の意味制約と動詞の派生制約

ここでは､使役構文の意味特徴を考察し､韓国語の使役構文は意味的他動性を受け入

れることによって､構文の意味制約および動詞の派生制約も適切に説明できるものである

ことを指摘する｡

意味的他動性における自他の対応関係は､自分の領域の中に行為が納まるか､それ と

も､自分の領域の外に向かって行為が及ぶのか､という意味対立をもつ｡その場合､自分

の領域の外に向かう行為の最大化は他者指向性の意味特徴を表す｡即ち､4.2.1.で議論 し

たように格交替とそれによる項の増加を受け入れると､韓国語の使役 (語桑的使役)の発

達は､このような意味的他動性に基づく他者指向性の意味特徴によって展開された､とい

ってよい｡ したがって､人間の行為を表す動詞は語桑的使役と対応 しないという言語の一

般的傾向と違づて (Haspelmath(1993),Shibatani(1998),第 2章を参照)､韓国語は

人間の行為を表す動詞であっても､意味的自動詞の範噂に属するものであれば､派生形動

詞をもっことができる｡この意味的他動性を考慮に入れると､次の2つの点に関する問題

が解決できる｡(i)韓国語の使役構文には語柔的使役のみならず生産的使役においても

基本形動詞と派生形動詞が表す意味対立を守らなければならない､という意味制約が存在

する｡(ji)動詞の派生制約に関する予測が可能である｡
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まず､使役構文における意味制約から考察してみよう｡次の (13a)は派生形動詞を

用いた語乗的使役で､(13b)は-keyha-ta(-COMPする)を用いた生産的使役である｡

(13)a.cwuin-i noye･eykey cakipal-ul ssis･kt-eSS-tat

主人INOM 奴隷-DAT 自分 足-ACC 洗うITSUFIPAST-ⅠND

(主人が奴隷に自分 (主人)の足を洗わせた｡)

b･cwuin-i noye･eykey cakipal-ul ssis-keyha-yes-ta.

主人･NOM 奴隷IDAT 自分 足-ACC洗う-COMPする-PAST-INI)

(主人が奴隷に自分の足を洗わせた｡)

(13a)の意味は､主人が奴隷に命じて自分の足を洗わせたということである｡そこには

奴隷が主人の足を洗うという解釈だけが許されて､奴隷自身の足を洗 うという解釈はされ

ない､という制約が存在する｡なぜ､このような意味制約が存在するのか､という問題は､

結局基本形と派生形が示す意味対立のあり方に求めることができる｡即ち､派生形動詞を

用いる (13a)では､他者指向性の意味特徴を保持 しなければならない､という意味制約

が存在することが予測される｡

この場合､ssis-ta(洗う)のような動詞は (12)の図で示 した AタイプとBタイプの

2つの意味対立を同時にもつ動詞であることに注意すべきである｡つまり､(13a)のよ

うに与格を用いる場合､まず問題とされる意味対立は､主語自身が行為をするのか､それ

とも他者にさせてその事態を成り立たせるのか､という対立である｡また､ここで現実に

行為を果たす奴隷は､行為の結果を自分の体の上に残存させてはならない､という意味制

約をさらに受けるようになる｡ したがって､(13a)のような構文は､この2重の意味制

約によって説明される｡ところが､(13b)のように生産的使役を用いると､このような

意味制約はまったくなくなり､奴隷の足でも主人の足でもかまわなくなるのである｡

しかしながら､(13b)のような生産的使役の意味特徴はむしろ特殊であることが以下

の例から観察される｡

(14)a･emeni-ka yengi-eykey (caki)meli･lulham-keyha･yss-ta.

母親-NOM ヨンイーDAT (自分) 髪･ACC 洗 う-COMPするIPAST-IND

(母親がヨンイに (自分の)髪を洗わせた｡)

b.emeni-ka yengi-eyeky (caki) os-ul ip･keyha･yss-ta.

母親･NOM ヨンイ･DAT (自分) 脂-ACC着る-COMPする･PAST-IND

(母親がヨンイに (自分の)服を着させた｡)

C.emeni-ka yengl-eyeky pap-ul mek-keyha-yss-ta.

母親-NOM ヨンイーDAT ご飯･ACC食べる･COMPする-PAST-ⅠND

(母親がヨンイにご飯を食べさせた｡)

(14a)の再帰代名詞 cakiは不自然ではあるが､あえて用いるとすれば､その先行詞は

主語の使役者の髪であってはならず､必ず被使役者のヨンイの髪でなければならない｡こ

のような制約は (14b)においても基本的に同じである｡即ち､(14b)では､誰の所有
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の服であるかは重要でない (したがって､母親のものでもよい)が､その服が誰の体の上

に付着して残存するかが問題となる｡よって､それは必ず被使役者のヨンイの体の上に行

為の結果として残存しなければならなくなる｡(14C)でも､使役者は被使役者のヨンイ

がご飯を食べるように仕向けるということだけを表す｡

つまり､生産的使役のように､被使役者が文法的な動作主となる場合は､動作主であ

る被使役者の行為を表すか､又は被使役者自身の体の上に行為の結果を残存する､という

事態だけを表すことになる｡言い換えれば､いかなる場合においても､被使役者の行為は

他者にその行為が及んではならない､ということである｡このような意味制約は､生産的

使役の被使役者の行為は基本形動詞がもつ意味によって制約される､という結論を導き出

すことによって理解できる｡

それでは､同じ生産的使役を用いるにもかかわらず､なおかつ ssis-ta (洗う)とkam-

ta(髪の毛を洗う)のように意味的には類似する動詞であるにもかかわらず､なぜ (13b)

と (14)のような相違が表れるのであろうか｡それは､基本形動詞と派生形動詞の意味対

立の相違に根ざしたものであると考えることができる｡即ち､ssis-ta(洗う)は (12)で

示した A タイプと B タイプの2つの意味対立を両方とも表せるものである｡が､他方の

(14)の動詞はすべてAタイプの意味対立しか表せないものである｡したがって､(13a)

のような構文は他の一般的な派生形動詞の構文とは異なるものであることがわかる｡その

ため､(15a)は (13a)と違って与格を用いる構文は不適格とされる｡さらに､(lらb,

C)では与格が用いられるが､それは具体物の移動がある場合にのみ許されるものと考え

られる｡

(15)a.emeni-ka yengi-tey/lul/★eykey) meli･lul kam-ki-ess-tA.

母親INOM ヨンイー(GEN/ACC/*DAY)髪IACC洗う-TSUF-PAST-INI)

(母親がヨンイの髪を洗った｡)

b.emeni-kn yengi-(lul/eykey) os-ul ip-hL'-ess･ta.

母親-NOM ヨンイー(ACC/DAY)服･ACC着る･TSUFIPAST-IND

(母親がヨンイに服を着せた｡)

C.emeni･ka yengi-(lul/eyeky) pap･ul mek-1'-ess-ta.

母親-NOM ヨンィ.(ACC/DAY) ご飯IACC食べる_TSUF_PAST_IND

(母親がヨンイにご飯を食べさせた｡)

つまり､(15)の (b,C)の与格構文は (13a)の与格構文のように､使役者が行為を

せず被使役者にさせるというような意味対立は表せない｡そのため､(13a)のように被

使役者の行為が使役者に向かう- つまり､使役者の母親に服を着せてやるか又はご飯を

食べさせる- とは解釈されない｡ したがって､(15)の派生形動詞は､行為の結果を他

者 (被使役者)の体の上に残存させる､ということだけがその狙いであると考えられるわ

けである｡

このような観察に基づいて考えてみると､(13b)の生産的使役が担う2つの解釈は､

ssis-ta (洗う)の基本形動詞が担う意味が (12)の A タイプと B タイプの意味対立を両

方とも含んでいるからであると考える必要がある｡そうすると､生産的使役は基本形動詞
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がもつ意味によって制約が課される､といった上記の結論は (13b)においても当てはま

ることがわかる｡

以上をまとめると､語乗的使役構文は､派生形動詞が表す意味- 他者に向かって行

為が及ぶ- による制約を満たさなければならない｡他方の生産的使役構文は､基本形動

詞が表す意味- 自分の領域の中に行為が納まる- による制約を満たさなければならな

い｡つまり､生産的使役構文においても､動作主である被使役者の行為は､他者に向かう

ことは許されず自分の領域の中に行為が納まらなければならない｡そのため､使役者の方

に行為の結果を残存させることはできないのである｡

このような意味特徴は､日本語の生産的使役と比較すれば明らかな対比が現れる｡た

とえば､日本語では､次の (16)のように被使役者が動作主である生産的使役では､被使

役者自身の行為であったり､被使役者自身の体の上に行為の結果を残存させたりとい うよ

うなことはもちろん､使役者の主語の方に行為が向かっていてもかまわない｡つまり､

(16)では､使役者の指示に従って､花子が太郎に服を着せたり､太郎の服を脱がせたり

することや､太郎の口にご飯を入れてやることも可能なのである｡

(16)a.太郎が花子に自分の服を着させた｡

b.太郎が花子に自分の服を脱がせた｡

C . 太郎は花子に (自分に)ご飯を食べさせた｡

ところが､韓国語では､意味的他動性に基づいた基本形動詞 と派生形動詞の意味対立を厳

守しなければならない｡そのため､被使役者が動作主として認められ うる生産的使役であ

っても､その行為が他者に向かうことはできない｡もし､被使役者の方から他者に行為が

向か うようにしたければ､必ず派生形動詞を用いなければならないということが予測され

るo Lたがって､(17)のように､被使役者を文法的な動作主と見なすことを可能にする

生産的使役の･keyha-ta(-COMP一声一る)とともに､被使役者の行為が他者に向かうよう

にするための派生形接辞という2つの形式を用いなければならない｡

(17)a･emeni-ka yengi-eykey cakimeli･1ul kam-ki-keyLB･ySS-ta.

母親-NOM ヨンイ･DAT 自分 髪-ACC洗う-TSUFICOMPする-PAST-ⅠND

(母親がヨンイに自分 (母親)の髪を洗わせた｡)

b･emeni-ka yengl･eyeky caki os-ul ip-LL'-keyLa･yss･ta.

母親-NOM ヨンイーDAT 自分 服-ACC着る･TSUF･COMPする-PASTJND

(母親がヨンイに自分 (母親)の服を着させた｡)

C･emeni-ka yengi･eyekycaki･hanthey pap･ul mek-L'-keyha-yss-ta.

母親･NOM ヨンイ･DAT 自分･DAT ご飯･ACC食べる-TSUF-COMPする-

PAST･IND

(母がヨンイに自分 (母親)にご飯を食べさせた｡)

(17)では､もし生産的使役の形式しか存在しなければ､被使役者の行為が自分の領域の

中に納まることしか表すことができない｡被使役者の方からさらに他者に行為が向かうこ
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とを表すためには､派生形動詞を用いなければならない｡ところが､そのようにすると､

今度はその派生形動詞の意味制約によって､被使役者 自身の領域の中に納まる行為は不可

能となり､必ず他者に向かう行為を行わなければならない､という制約をうけることにな

る｡､

このように､ 1つの意味対立しかもたない一般の動詞が 2つの形式を重複 して用いる

ことによって表現している (17)の意味は､2つの意味対立をもつ ssis-ta(洗 う)タイプ

の動詞であれば､上記の (13a)のように派生形動詞だけでも客観的意味としては同じこ

とを表すことが可能である.､さらに､(18)のように2つの形式を重複 しても客観的意味

としては (13a)と同じ状況を表すものであることが理解される｡

(18) cwuln11 nOye-eykey caki pal-ul ssis-kl'-keyha-yss-ta.

主人-NOM 奴隷-DAT 自分 足-ACC洗 う-TSUF-COMPする-PAST-IND

(主人が奴隷に自分 (主人)の足を洗わせたO)

次に､派生制約について考えてみよう.二,韓国語ではいかなる意味をもつ動詞が接辞-1や

接辞IWuを含む動詞に派生するのかoこの問題に関して､朴 (1978)では､(12)の A タ

イプの意味対立をもつ動詞に注目している｡.朴は､派生を許すのは再帰的意味をもつ動詞

であると主張している｡,ところが､彼の主張は､柳 (1993b)によって全面的に否定され

る〕なぜならば､柳は再帰的意味だけでは説明しきれない (12)の Bタイプの意味対立を

もつ動詞にも注目したからである｡柳は (12)の Bタイプの意味対立をもつ動詞について

説明するために､使役者のオーソリティ (絶対性)の問題を動詞の派生条件として挙げた｡,

彼によると､歴史的な観点から派生形動詞 (使役動詞)の消滅現象を説明するためにも､

その方がより適切であるというO

ここでは歴史的なことについては触れないが､この2つの議論は､われわれが主張す

る意味的他動性によって解決できる問題であると考えられるL,つまり､(12)の A タイプ

とB タイプの基本形動詞は､自分の領域の中に行為が納まるという意味的自動詞の範噂に

属するものである｡､このような動詞には､自分の領域の外に向かって行為が及ぶ､という

意味的他動詞になるための十分な動機づけが存在する｡逆にいえば､すでに自分の領域の

外に向かって行為が及んでいる動詞であれば､さらに意味的他動詞にするための派生はし

ない､という派生制約を提出することができる〔.

たとえば､llk-ta(読む)や nolay-1ul1)Wultl-ta(歌う)のような基本形動詞は､主体

の行為が､対格で表 している歌に対 して働きかけるという意味ではないため､自分の領域

の外に向かって行為が及んでいるとはいえない｡ したがって､ilk-血｣ta (読ませる)や

nolay-lull)Wu-ll'-ta(歌わせる)のように派生形動詞をもっことができる｡一方､次のyel111a

(開ける)や kkay-ta(割る)のように対象物にその行為の結果を残すような他動性の高

い動詞は､(19)のように派生形動詞をもたない｡その理由は､これ らの動詞はすでに自

分の領域の外に向かって行為が及んでいるからであると説明できる.二.

(19)a.*al)e(二i-ka chelswu-eykey changmwun-ul yel111'-eSS-ta.

父親-NOM チョ/レスーDA｢ll 窓-ACC 開ける/llSUIT-PASTJND
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(父親がチョルスに窓を開けさせた｡)

b.*apeci-ka chelSWu･eykey changmwun-ul kkny-1'-es告-ta

父親INOM チョルス,DAT 窓･ACC 割る-TSUF_PAST_ⅠND

(父親がチョルスに窓を割らせた｡)

さらに､次の (20a)のように､対象の位置に他者のヒトを用いることが可能な他動

詞は､すでに他者指向性の意味特徴を満たしているため､派生しないということがわかる｡

しか し､もしそのような動詞が (21a)の ep-ta (負ぶう)のように､対象がヒ トであっ

ても行為の結果が主語自身に残存する再帰的な意味をもつ場合は､自分の領域の外に向か

う行為にするための意味的な動機づけが存在する｡ したがって､そのような行為を成 り立

たせるために､他者指向性の意味特徴を満たす (21b)のような派生形動詞が許される｡

(20) a･chelswu･ka yengi-1ul pal-lo cha-ss-ta.

チ ョルス･NOM ヨンイ･ACC足JNS 蹴る-PAST-IND

(チョルスがヨンイを (足で)蹴った｡)

b･★chelswu･ka namswu-eykey yengi-lulpal-lo cha-1'-ess-ta.

チョルスINOM ナムスーDAT ヨンイーACC足-INS蹴る-SUFF･PAST-IND

(チョルスがナムスにヨンイを (足で)蹴らせた｡)

(21) a.chelswu-ka yengi･lul ep-ess-ta.

チ ョルスーNOM ヨンイーACC 負ぶう･PASTJND

(チョルスがヨンイを負ぶった｡)

b.chelswu･ka namswu-eykey yengl-ul ep･Ll'-eSS-tn.

チョルスINOMナムスIDAT ヨンイーACC 負ぶう･SUFFIPAST･IND

(チョルスがナムス (の背中の上)にヨンイを負ぶわせた｡)

以上のように､意味的他動性に基づくと､使役構文の意味制約のみならず動詞の派生

制約をも適切に説明することができる｡

4.2.4.1つの派生形動詞が関与する2つの構文 と与格標示の特性

1つの派生形動詞が 2つの構文- (12)のAタイプとBタイプの意味対立をもつ構

文- に関与する場合､両構文はどのように異なり､どのように相関しているのだろうか｡

以下ではこの点に焦点を当て､これらの構文が表す意味特徴を明らかにしたい｡

1つの派生形動詞で2つの構文に対応する意味を許すものとしては､4.2.2.節で挙げて

いるように､ssis-ta (洗 う)と ssis-h'･ta (他者を洗 う､他者に洗わせる),kkak･ta(敬

発する)とkkaklJ'-ta(他者を散発 してやる､他者に切らせる),pis-ta (焼く)とpis-kl'-ta

(他者の頭を続 く､他者に杭かせる)などがある1｡これらの派生形動詞が関与する2つの

構文 とは､所有格 と対格が交替可能な構文と与格だけが可能な構文の2つである (cf.栄

(1992:288･89)｡以下､それぞれを所有格構文､対格構文､与格構文と呼ぶ｡このよう

な格交替が示す 3つの関係は､所有格一対格-与格の順に､結合価変化のない構文から結
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合価変化のある構文-の項の増加とともに､意味的には使役に展開するという特徴をもつ

(4.2.1.を参照)｡つまり､意味的自他の対応関係をもつ構文から使役構文-の展開が認め

られるのである｡このような特徴をもつ派生形動詞やその動詞が関わる構文において重要

である点は､次の2点に絞ることができる｡

(i)これらの派生形動詞は､なぜ2つの構文の意味を担うことが可能であるのか｡

(ii)その場合､与格構文はいかなる特徴をもつのかo

(i)に関しては､なぜこれらの動詞はその数が限られているのか､という問題点の解決

にも繋がる｡さらに (ii)に関しては､語乗的使役の被使役者の特徴が浮き彫りにされる

ことが期待される｡

まず､2つの構文の意味特徴を観察するために､次の (22)に対応する (23)の2つ

の構文をみてみよう (例 (1-2)も参照)0

(22) emeni-ka pal-ul ssis-ess-ta.

母親INOM 足-ACC洗う･PAST-IND

(母親が足を洗った｡)

(23)a.emeni-ka ai-(uy/lul) pal-ul ssis･ki-ess-ta.

母親-NOM 子供-(GEN/ACC)足･ACC洗う-TSUF-PAST-IND

(母親が子供の足を洗った｡)

b･emeni･kn hanye･eykey pal･ul ssis-kJ'･ess-ta･

母親-NOM 下女IDAT 足IACC洗うITSUFIPASTIINI)

(母親が下女に (母親の)足を洗わせた｡)

(22)の文には､(23)の2つの文- 所有格と対格が交替可能な構文と与格だけが可能

な構文- が対応する｡これまでの議論に基づいて考えてみると､(22)と (23)の意味

対立はいかなる場合においても､自分の領域の中に納まる行為であるのか､それとも他者

に向かって行為が及ぶのか､という意味的他動性の基本的な対立の中にとどまらなければ

ならない､という推論が成 り立っ｡しかしながら､なぜ (23a)では､行為の結果を自分

に残すのか､それとも他者に残すのかという対立が問題になるのか｡他方､なぜ (23b)

では､自分が行為をするのか､それとも他者にさせるのか､という意味対立を問題にして

いると解釈されるのか｡これまでの議論では､そのような点については必ず しも明らかに

なっていない｡

即ち､(23a)では行為の結果を他者に残存させることが重要であり､他方の (23b)

では他者に行為をさせることが重要である｡このように判断する根拠は何か｡以下では､

まずその点に関する適切な説明を試みる｡

(24)a.emeni･ka (hanye･lulsikhyese) ai-uy pal-ul sSis･kt･ess-ta.

母親-NOM (下女･ACCさせて) 子供･GEN足IACC洗う-TSUF･PAST-ⅠND

(母親が (下女にさせて)子供のL足を洗った｡)
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b･emeni-kn (hanye-eykey) ai-uy pal-ul ssis-kiやSS-ta･

母親-NOM (下女-DAT) 子供-GEN 足･ACC洗う-TSUF-PAST-ⅠND

(母親が (下女に)子供の足を洗わせた｡)

(24)の (a,b)では括弧の中の被使役者の存在を省略すると､2つの文はまったく同

じ文となり､(23a)の所有格構文と同じものになることがわかる｡このような結果は､

これらの動詞が関与する構文では､別の拘りがなければ､その事態は母親が子供の足を洗

ったという主語の直接行為として普通は解釈されるものであるが､(24)のように､括弧

の中の被使役者を構文中に取り込むようになると､現実的には下女を介 してその事態を成

り立たせてもよい､という風に理解することができる｡つまり､(24)の (a,b)の両

構文における現実世界の被使役者は､構文中に存在してもしなくても文法的な影響を与え

ていないということから､いずれの構文においても重要度が低いものであると考えること

ができる｡

ところが､(24)の (a,b)で注意すべきことは､現実世界の被使役者を構文中に取

り込む際に､一方の (24a)では､･Julsl'kbyese(-をして/｣ こさせて)のような文法

的にも重要度が低い形式を用いるのに対して､もう一方の (24b)では､文法的には重要

度が高い与格が用いられている､という点である｡このような相違は､次のような文にお

いて文法性に影響を与えることが観察される｡

(25) a.emeni-ka (hanye-1ulsikhyese) ai･lulpal-ul ssis･ki-ess･ta.

母親-NOM (下女･ACCさせて) 子供･ACC足-ACC洗う･TSUFIPAST-ⅠND

(母親が (下女にさせて)子供の足を洗った｡)

b.??emeni･ka (hanye-eykey) ai-lul pal･ul ssis-kl'七SS-ta.

母親-NOM (下女-DAY) 子供-ACC足-ACC洗う-TSUF-PAST-IND

(母親が (下女に)子供の足を洗わせた｡)

(25)の (a,b)は (24)の (a, b)の所有格を対格に入れ替えた文である｡この場

合も､(25)の (a,b)の括弧の中の被使役者を省略すると､両者はまったく同じ構文

となり､(23a)の対格構文と同じものになることがわかる｡ところが､(25)の (a,b)

の括弧の中の被使役者を構文中に取り込もうとすると､(25a)は適格であるが､他方の

(25b)は不適格な文として判断されるのである｡

なぜ､(25a)の文では所有格を対格に入れ替えても適格な文として成 り立つのに対し

て､(25b)の与格構文ではそれが許されないのだろうか｡これに関しては次のように考

えられる｡即ち､(2_5a)のように所有格と対格が交替可能な構文では､行為が向かう相

手が他ならぬ子供であるため､所有格の子供は対格に交替することが許される｡ しかし､

(25b)の与格構文では､行為が向かう相手が被使役者の下女であるため､所有格の子供

を対格に昇格させることは許されない｡つまり､(25b)の不適格性は､被使役者の下女

に向かって行為が及んでいるにもかかわらず､さらに子供を行為の対象として捉えてしま

うような項を作ってしまったからである､と結論づけることができる0

このような結論が表す意味は､所有格と対格の交替が許される文では､(23…25)の
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(a)で示したように､行為を誰が行うのかということには関心がなく､自分の体の上に

行為の結果が残存するのか､それとも他者の体の上に行為の結果を残存させるのか､とい

う問題こそが重要であるということである｡他方､(23-25)の (b)の与格構文では､

行為の結果を誰に残存させるかということにはそれほど関心がなく､行為そのものを自分

がするのか､それとも他者にさせるのか､という間借こそが重要であると判断されるので

ある｡

このような判断は､2つの構文を受益構文に入れ替えた場合に読み捉えられる結果か

らも支持される｡(詳細は4.3.1.節を参照)｡次は (24)と比較されたい｡

(26) a.emeni･ka hanye-lulsikhyese ai-uy pal･ul ssis-ki-e-cwu-ess･ta.

母親INOM 下女･ACCさせて 子供･GEN足IACC洗う･TSUF･やる-PAST-IND

(母親が下女にさせて子供の足を洗ってやった｡)

b.??emeni-ka hanye･eykey ai･uy pal-ul ssis-kt七一CWU･eSS-ta.

母親-NOM 下女-DAT 子供-GEN足･ACC洗う･TSUF-やる-PAST-IND

(母親が下女に子供の足を洗わせてやった｡)

(26a)のように他者に行為の結果を残存させる､という意味を表す構文では相手の他者

に利益を与えることとも不調和しない｡ところが､(26b)のように自分が行為をせず他

者にその行為をさせる､という意味を表す構文では､それが相手に利益を与える行為であ

るとして考えるには無理が生じる｡したがって､(26b)は (24b) と違って､不適格と

判断されると考えられる｡たとえば､もし語用論上､被使役者の下女が自分に子供の足を

洗わせてくれることを母親に頼んだとしても､それを (26b)のような派生形動詞の構文

で表すことは不可能である｡そのような状況を表すためには､(27)のように生産的使役

を用いなければならないのである｡

(27) emeni･ka hanye･eykey ai･uy pal-ul ssis-key-La-ye-cwu-ess･ta.

母親-NOM 下女･DAT 子供-GEN尽-ACC洗う･COMPする-やる･PAST･IND

(母親が下女に子供の足を洗わせてやった｡)

このような構文も ssis-ta(洗う)動詞タイプだけに限られることに注意すべきである.つ

まり､前節で考察したように､A タイプの意味対立しか表さない他の動詞は､接辞-1'を用

いる派生形動詞と･keyhBtaを用いる生産的使役の2つの形式を重ねて用いなければ (27)

のような使役状況は表現できないのである｡

このように､生産的使役と違ってこれらの派生形動詞が関与する与格構文は受益構文

の意味と調和しないことがわかる｡つまり､自分が行為をせず他者に行為をさせるという

意味対立を示す派生形動詞の構文パターンは､被使役者に利益を与えることと相反するも

のである｡しかし､なぜ生産的使役と異なるのかはまだ明らかでない0

その要因は次のように分析される｡(i)(24b)で観察されるように､被使役者は省

略されても文法的には影響を与えない｡(ii)このような被使役者は､文法的には動作主

(AGENT)として認められていないけれども､現実的にはその行為を行うエージェン ト
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(agent)である｡われわれは､このように統語構造では保証されない現実世界のエージ

ェン トは､その意味素性- 意志性と潜在的能力- を取り消すことで構文中に取り入れ

ることが可能であると考えている (第2章の 2.2.3.を参照)｡つまり､この特徴が､(27)

のように統語構造で保証される生産的使役の文法的な動作主との違いであると考えるので

ある｡このような見方が妥当であると受け入れられるためには､与格構文の被使役者に与

えられている与格標示はいかなる性質のものであるかを提示しなければならない｡

その前にまず､ 2つの構文と対応を許す基本形動詞の意味特徴を明らかにしてみよう0

なぜこれらの動詞は2つの意味対立を表せるか.基本形動詞の ssis･ta(洗う)の用法をみ

ると､次のような特徴が観察される｡

(28) a.emma,napalssis-e告s-eyo.

ママ 私 足 洗う-PAST-POL.MOD

(ママ､僕 足 洗ったよ｡)

b.emma,napalssis･koiss-eyo･

ママ 私 足 洗う-ASP-POL.MOD

(ママ､僕 足 洗っているよ｡)

(28)の (a, b)はそれぞれ 2通りの意味解釈が可能である｡ 1つは､主語が動作主で

あるか否かを問題にする場合､もう1つは､主語は動作主であるか否かが重要でなく､た

だ行為の結果を保有するものが主体である否かを問題にする場合であるO一般的には､主

語が動作をして自分に行為の結果が残存するものであると理解される｡が､もし (28)の

ように主語が子供である場合､誰かから洗ってもらった場合でも､又は現在洗ってもらっ

ている最中でも､(28)のような文が言える｡

即ち､ (28)の文では､現実世界において実際に行為を行う人の存在そのものをキャン

セルして､あたかも主語自身がすべての行為を行ったかのように捉えることが可能である｡

たとえば､子供が母から ｢信ちゃん､今何してる?｣と聞かれた場合､(28b)の答えで

あれば､姉が弟の足を一生懸命洗っている場面も想定できる｡このように現実世界におい

て実際に存在するエージェントをキャンセルすることが可能であるのは､(24)の (a,

b)の構文のように派生形動詞だけでなく､(28)のような基本形動詞の構文においても

同じであることがわかる｡

このような意味的特徴は､佐藤 (1997)で観察される､いわゆる ｢介在性の表現｣と

類似する｡次の例は佐藤からの引用である｡ただし､(29a)の括弧の中は筆者が付け加

えた｡

(29) a.患者が注射をした｡(患者が医者に依頼して注射をしてもらった場合)

b.浩が顔写真をとった｡(写真屋に依頼して顔写真をとってもらった場合)

(29)のような文の特徴も､2通りの解釈が可能であるところにある｡ 1つは､主語が動

作主であるか否かだけが問題にされる場合と､もう 1つは､主語は動作主であるか否かは

重要でなく､ただ行為の結果を保有するのが主体であるか否かだけが問題とされる場合で
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ある｡ (29b)の主語は､おそらく顔写真の所有者 として行為の結果を保有するのである

といえよう｡

このように考えると､1つの派生形動詞で2つの構文の意味を担 うことが可能な動詞

は､それに対応する基本形動詞が介在性の解釈を許すものである､とい う意味条件を備え

ている動詞であると考えることができる｡つまり､これらの基本形動詞は､自分の領域の

中に行為が納まるという意味的他動性に基づく意味制約をもつもので､さらに介在性の解

釈を許す動詞でなければならない､とい う2重の意味制約が存在することが浮き彫 りにさ

れる｡このことから､このような意味条件をもつ動詞はその数が少ないとい うことも予測

できる｡

たとえば､次の meli-lulkkakk･ta(頭を散髪する)は自分の領域の中に行為が納まる

とい う意味的自動詞の意味特徴が満たされているとともに､一般的には専門職業の理髪師

を介在 して行われる行為であるとして理解される点で､2つの意味条件が揃っていること

がわかる｡一方､｢家を建てる｣は､大工による介在性の解釈は許され うるが､動詞の意

味においてはすでに自分の領域の外に行為が向かっている､とい う点で意味的自動詞の範

噂に属さないものであることがわかる｡ したがって､この動詞は派生形動詞をもたないこ

とが正 しく予測される｡しかしながら､前者は2つの意味条件が揃っているため､次の (30

a)のように他者に行為の結果を残存させるとい う意味対立を問題にする構文を成 り立た

せると同時に､(30b)のように現実に行為を行うエージェン ト (cf.片桐 (1997)の ｢社

会的エージェン ト｣2)を被使役者の位置に導入することも可能である｡

(30)a.cangkwun-ipwuhatul･(uy/1ul/*eykey)meli･lulkkakk-1'七SS･ta.

将軍･NOM部下.PL-(GEN/ACC/★DATi頭･ACC散髪する･TSUF･PAST-IND

(将軍が部下たちの頭を散髪 してやった｡)

b.cangkwun･i ipalsa･eykey pwuhatul-uy meli-1ul kkakk･)I-ess-ta.

将軍･NOM 理髪師･DAT部下.PL-GEN頭IACC散髪する-TSUF-PAST-ⅠND

(将軍が理髪師に部下たちの頭を散髪させた｡)

したがって､(30)の (a, b)は上記の (24)の (a,b)と同じ構文パターンに入れ

ることが可能であることがわかる｡即ち､(30a)においても現実に存在する被使役者を･1ul

sl'khyese(-をして/-にさせて)の形式を用いて表現することが可能であると同時に､

(30b)においては与格標示の被使役者を省略しても文法的には影響を与えない｡言い換

えれば､(30a)のように被使役者の存在そのものをキャンセルするか､又は (30b)の

ように与格標示を用いて一応導入はするものの被使役者の意味素性をキャンセル して しま

うか､という相違であると考えられる｡このような特徴を示すことによって､1つの派生

形動詞が関与する2つの構文は､まったく異なる構文ではなく､お互いの接点が存在する

ことがわかる｡

このような理解の上に立つと､次のような構文がなぜ韓国語の話者にとって一般的に

不適格な文と判断されるのか､を説明することができる｡
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(31)a.??emeni-ka ai･eykey pal･ul sSi8-ktやSS-ta･

母親-NOM 子供･DAT 足-ACC洗う-TSUF-PAST･IND

(母親が子供に足を洗わせた｡)

b.??emeni-ka ai-eykey meli-ul kkakk-L'やSS-ta.

母-NOM 子供･DAT 足-ACC洗うITSUFIPAST-IND

(母親が子供に頭を散発させた｡)

(31)の文が許されるためには､まず子供の体の上に行為の結果が残存してはならず､な

おかつ､子供は行為を行う目的だけのために導入されるエージェントでなければならない｡

ところが､そのような状況は語用論上の制約によって普通は受け入れられない｡もし､普

通の状況でない文脈､たとえば自分の子供をいじめる悪い母親であれば子供の人格を無視

してエージェン トとして捉えることも理解されなくはないかもしれない｡そのような意味

は､次の (32)のように再帰代名詞を2ヶ所用いると表すことが可能になる｡即ち､(32)

は若い母親が自分で行為をせず他ならぬ自分の子供に自分の足を洗う行為をさせた､とい

う予想外の状況を話者が目撃したということを報告する文である｡

(32) celmunemma-ka cakiai･eykey cakipal･ul ssis･kt-tela.

若い母親-NOM 自分 子供-DAT 自分足-ACC洗う･TSUF-PAST.MOD

(若い母親が (他ならぬ)自分の子供に自分の足を洗わせたのよ｡)

最後に､先ほどの被使役者に与えられている与格標示の性質に立ち返って考えてみよ

う｡われわれは､構文中の被使役者を省略しても文法的には影響を与えない場合､そのよ

うな被使役者を生産的使役の被使役者と同様に動作主として扱 うことはできないと判断す

る｡ したがって､派生形動詞を用いる語桑的使役において､被使役者に与えられる与格標

示は､動作主マーカーではなく､単に行為に対する指示や命令を受け取る側 (recipient)

に与えられるマーカーであると考えられる.それは､次の (33-34)のような構文も適切

に説明できる点で矛盾 しないことがわかる｡ (34)の sl'khI･ta(させる)は ha-ta(する)

の語嚢的使役である (第3章の3.3.1.を参照)0

(33) a.sensayngnim-i aitul-(uy/ul/eykeyI mwulup-ul kkwul-1t-ess-ta.

先生INOM 子供.PL-(GEN/ACC/DAY)膝IACC脆くITSUFIPASTIIND

(先生が子供たちを脆かせた｡)

b.emeni-ka ai一(uy/lul/?eykey) pap･ul kwulm-h'-ess-ta.

母-NOM 子供 (GEN/ACC/?DAY)ご飯-ACC 抜く･TSUF-PAST-IND

(母親が子供のご飯を抜かせた｡)

(34) a.appeci-ka wueyithe･eykey pap-ul sibh'-css･ta.

父親･NOM ウェイター･DAT ご飯IACC させる-PAST-ⅠND

(父親がウェイターにご飯を注文した｡)
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bIapeci-ka cakiatul-eykey pap-1ul siLhi-eS8-ta･

父親-NOM 自分息子-DAT ご飯-ACCさせる-PAST-ⅠND

(父親が自分の息子にご飯を炊かせた｡)

(33a)の所有格構文は､その構文の意味内容を変えることなく､対格だけでなく与格と

も交替可能である｡その点でssis-ta(洗う)タイプの動詞とは異なることがわかる.もし､

(33a)の3つの構文において､微妙な違いがあることが感 じられるとするならば､それ

は与格構文の方が所有格構文や対格構文より指示的状況をより明らかに表出しているとい

う点だけである｡つまり､(33a)の動詞が表しているのは､意味的自他の対応関係をみ

せる構文においても､指示的状況として理解すべき事態が存在するということである｡そ

の場合は､構文の意味内容を変えずに対格だけでなく与格交替も許される｡ したがって､

この場合の与格交替は､その状況をより明らかに表現するために許されたものであると判

断することができる｡このような判断を受け入れると､(33b)のような構文ではなぜ与

格交替が許されないか､を正しく説明することができる｡即ち､(33b)の与格構文の不

適格性は､指示的状況を想定することができないからである｡なおかつ､mek-1'-tA (食べ

させる)や ip-1u1-ta(着せる)などのように､具体物の移動も存在しないわけであるo

次に､(34)の (a, b)の意味解釈は､語用論上の要因によって左右されることがわ

かる｡即ち､(34a)のように注文を受け取る側 (ウェイター)という専門職の人物が現

れると､文の意味は､ご飯をもってくることを注文の内容として提示したことを表す｡他

方､(34b)のように専門職の人物でなければ､自分が行為をせず､他者にご飯を炊くこ

とを指示した､という風に理解される｡もし､両者を文法的な動作主として理解するなら

ば､なぜ文の意味が語用論的要因に左右さjLて､なおかつ､被使役者は異なる行為をそれ

ぞれ行うことが許されるのか､が説明できない｡一方､両者の意味役割を単に指示 ･命令

を受け取る側であると理解すれば､(34)の (a, b)のようにその解釈が語用論上の要

因に左右され､なおかつそれぞれ異なる行為を行うことを表 しても､それはその意味役割

とは相反するものではないため､両者の意味的相違は説明可能になる0

以上のように､派生形動詞が他者に行為をさせるという意味を表す場合､その構文に

用いられる与格標示の被使役者は､意味素性をキャンセルされたまま､指示や命令などを

受け取る側の受容者 (recipient)であると判断される｡他に､派生形動詞が行為の結果を

残存させる (12)のAタイプの意味を表す場合の与格標示の特徴については､4.3.3.節を

参照されたい｡

語桑的使役構文の意味特徴を理解する上で残された問題は､語桑的使役において上の

ような語用論上の解釈を左右する要因は何か｡それは使役状況といかに相関するのか､を

具体的に提示することである｡

4.2.5.使役状況と慣習化 された目的

次の文は､普通文字どおりの事態として理解されることなく､慣用的 (慣習的)な意

味解釈を受ける｡
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(35)a.namphyen-ianayllul Wul-b'css-ta･

夫-NOM 妻-ACC 泣くITSUFIPAST-ⅠND

b.夫が妻を泣かした (泣かせた)0

(36)a.田中さんは一人息子をやっと大学に入れた｡

b.金先生は落ちこぼれのわが息子を一生懸命指導して､大学に入れた｡

(35)の (a,b)の wu1-ll'-ta と ｢泣かせる｣は､文字どお りの事態が起こったという

解釈より､たとえば､浮気をして妻を ｢悲 しませた｣のように､慣用的 (慣習的)意味の

解釈を受けるようになる｡もし､(35)を ｢太郎と花子｣に入れ替えても､2人の関係が ｢夫

と妻｣のような関係を表すような文脈さえ与えられれば､殴るなどの直接行為によって文

字どお りの事態が引き起こったとい う解釈は受けず､直接行為は存在 しなくても事態は起

こったという慣習的な解釈を受けるようになる｡(36)の場合も､基本的には同じである｡

つまり､(36a)は ｢父と息子｣の関係であり､(36b)は ｢先生と学生｣の関係である｡

このような 2着間の関係の相違は､それぞれの慣習化された目的の違いを表すことができ

る｡ したがって､(36a)では ｢大学に入学させた｣と解釈されるが､一方､(36b)の場

合は､｢大学に合格させた｣と解釈 され､それぞれ異なる慣用的 (慣習的)意味を表すこ

とになる｡

ここでわれわれは､このように構文の意味解釈を左右する意味論的な要因 (semantic

factx)rs)として､｢社会 ･家族関係役割語｣(Socio･FamilyRelationalRoleWords;以下､

｢関係役割語｣と略する)という概念を導入したい｡この ｢関係役割語｣の導入によって､

使役者と被使役者の2者間の社会 ･家族関係とその役割が担 う意味機能にのっとって構文

の意味が解釈されることを的確に捉えることができる｡

次の文では､関係役割語の機能によって構文の意味が左右 されるとともに､使役状況

もそれに従って決定されることが観察される｡例は､Shibatani(1973b:58)からの引

用である｡

(37)a.WebroughtChomskybBerkely.

b.WebroughtChomskytoourhouse･

(37)の (a,b)は､それぞれの使役状況が違 うことに気が付 くであろう｡即ち､(37

a)は､一般に指示的状況 (あ争いは､招待状を送るなどのよくありがちな慣習的な状況)

であるが､(37b)の場合は､直接操作の状況であると解釈される｡なぜ (37)の (a,

b)の使役状況は異なるように理解されるのであろうかOそれは､Shibataniで指摘され

ているように､(37b)は (37a)と違って慣習化された目的が見当たらないため､直接

操作の状況であると考えられると説明できる｡ところが､なぜ (37a)には､慣用化され

た 目的が存在すると解釈されるが､一方､(37b)の場合は､それが存在 しないと解釈 さ

れるのであろうか｡

つまり､(37)の (a,b)は両方とも Weと Chomskyが関わっていることには変わ

りがない｡が､(37a)の 2着間の関係と (37b)の 2者間の関係は､明らかに異なるも
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のであることがわかる｡即ち､(37a)では言語学者としてのChomSkyが選ばれるが､(37

b)では個別人物としての Chomskyが選ばれる｡このように同じWeと Chomskyの関

係ではあるが､(37a)ではバークレー大学の学生 (及び､言語学の関係者)と有名な言

語学者という関係役割語の機能が働くようになる｡一方､(37b)では､両者とも個別人

物としてしか解釈されないので､関係役割語の機能は働かないことがわかる｡

このように､関係役割語は､文脈によって､その機能が果たされるか､果たされない

かが決定される｡ したがって､もし関係役割語の機能が文脈によって遂行された場合､当

該の語嚢的使役は､関係役割語の意味機能によって表される慣習化された目的が存在する

と解釈される｡この場合の使役状況は､その事態が起こりうる最も慣習的な状況 (指示的

状況が最も一般的である場合が多い)として解釈されるようになる｡しかし､もし関係役

割語の機能が文脈によって遂行されなかった場合､当該の語嚢的使役には慣習的な状況が

読み取れないので､直接操作をする状況としてしか解釈せざるを得なくなる｡ただし､こ

のような慣習的な使役状況は､たとえ指示的状況の場合でも､身体的操作をするのと同様

のことが起こらなければならない､という風な理解が必要である｡このように身体的操作

と同じ効果を表す慣習的な状況は､｢状況操作｣(situationManipulations)であるといえ

よう3｡ したがって､次の文は､直接操作を伴う状況と指示的状況という2つの状況として

理解され うるが､いずれにしろ､｢状況操作｣による直接使役の意味であることがわかる｡

(38) emeni-ka ai-eykey os-ul ip･ム)'-ess-ta.

母親INOM子供-DAT服･ACC 着る-TSUF･PASTIIND
(母親が子供に服を着せた｡)

さらに次のような文では､関係役割語の機能が果たされると､慣習化された目的やそ

れに応 じた使役状況を兄いだすことができるようになる｡が､その場合には､これらの文

では介在性の表現が許される､ということが注目すべき点である｡このような構文で問題

として意識されるのは､現実世界の解釈と構文の統語構造が表す意味の間に不一致が生じ

る､という点である｡このことは､しばしば直接使役か間接使役かという使役の意味に対

する錯綜を招くことがある｡

(39) a. ヒトラーは (兵士にさせて)何百万人ものユダヤ人を殺 した｡

b.ヒトラーは何百万人ものユダヤ人を殺した｡

(39)はヒトラーとユダヤ人が担う関係役割語の働きによって､一般的な殺人という意味

よりも (大量)虐殺という意味として読み取られる｡この場合､現実世界の事態からみる

と､(39)の (a,b)の意味はほとんど変わらないということがわかる｡即ち､(39b)

では (39a)のように実際に行為を行なう人 (兵士)の存在は文中に現れてはいない｡が､

それにもかかわらず (39b) も (39a)と同様に､ヒトラーの命令を受けてその行為を実

行する兵士の存在は認識可能である｡むしろ､一般的には (39a)より (39b)のように､

兵士は言語化されない方が普通であろう｡たとえば､｢田中さんは新しく家を建てた｡｣や

｢太郎は昨日散髪 した｡｣などと同様に､慣智化された目的が読み捉えられると､実際の
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行為を行 う大工や理髪師が現実には存在するにもかかわらず､そのような現実世界のエー

ジェントはキャンセルして､言語化しないのが普通である｡

このような現象は､次の (40)のような文においても基本的には同じであると考えら

れる｡ここで ｢基本的には｣といったのは､いかなる道具を使ったかということが特別に

問題にされない場合に､ということである｡

(40) a.人夫がハンマーで岩を壊した｡

b.人夫が岩を壊 した｡

(40)の (a,b)の関係は､(39)の (a,b)の関係と平行するといえる｡なぜなら､

(39b)の場合にヒトラーが自分の体を動かしてユダヤ人を殺したわけではないことがわ

かるように､人夫も自分の体で岩を壊していないことが読み取れるからである｡言い換え

れば､(39b)でもヒトラーが兵士を使ってそのような事態を引き起こしたことがわかる

ように､(40b)も人夫が何かの道具を使ってその事態を引き起こしたことが読み取れる,J

この場合､(39b)の兵士の存在がキャンセルさjtるように､(40b)の道具の存在もキャ

ンセルされて言語化されない場合も生じうる｡したがって､(39)の兵士は､(40)のハン

マーと同様に､ある事態を引き起こすための必要な道具にすぎないということがわかる｡

このような兵士の存在は､人間道具として機能を果たすための典型的な (社会的)エージ

ェン ト (片桐 (1997)を参照)4であると考えることができる｡このような事実が表 して

いるのは､(40a)が間接的行為でないように (39a)もそれを間接使役であると見なす

ことはできない､ということであろう｡

さらに､上記の (39a)を次の (41a)のように生産的使役の構文に入れ替えてみよ

う｡この場合､(39)の (a,b)の関係は (41)の (a,b)の関係と平行するのであ

ろうか｡少なくとも (39b)は自然であり､それだけで完結する文であるが､(41b)は

落ち着きの悪い文であり､それだけでは完結しない文であることがわかる｡これは (41a)

の兵士と (39a)の兵士では､文中での重要度が同等でない､ということを表す｡では､

(39a) と (41a)の被使役者の兵士は､具体的にいかに違うのであろうか｡ 2つは､同

じ動作主であるといえるのであろうか｡

(41) a.ヒトラーは兵士に何百万人ものユダヤ人を殺させた｡

b.?ヒトラーは何百万人ものユダヤ人を殺させた｡

現実世界の使役状況では､(39a) と (41a)で表されているのはそれほど変わらない

事態である.即ち､使役者のヒトラーが兵士という､実際に行為を行う人に命令をすると､

その命令を受けた兵士は､ユダヤ人を殺すという事態を引き起こす｡その結果､ユダヤ人

は死んだ､という一連の因果関係をもつ事態が 1つの糸で繋がっているように引き起こさ

れる｡

もしこれを､Croft(1991)､Langacker(1991)などで提唱されたビリヤー ドボール ･

モデル (ェネルギー伝達モデル ;河上 (1996)を参照)を用いて説明すると､(39a)と

(41a)はもちろん､(39b)もまったく同一じように解釈されなければならなくなる｡つ
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まり､(i)使役者のヒトラーがまだ兵士になにもエネルギーを与えていない状況､(ii)

兵士がヒトラーからエネルギーを受けた状況､(iii)ユダヤ人が兵士からエネルギーを受

けた状況､(iv)ユダヤ人が死んだ状況､というように4つの状況が玉突き状態で展開し

ていくことになる｡

しかし､このようなビリヤー ドボール ･モデルでは､(39a)の兵士と (41a)の兵士

の文中での重要度の違い (つまり､意味役割の相違)はまったく区別できない｡なおかつ､

(40a)のハンマーのような道具も同様に扱われることになる｡つまり､ビリヤー ドボー

ル ･モデルによる事態解釈では､事態の参加者が根本的に自主性をもつもの (典型的には

ヒト)であるか､自主性のないもの (典型的にはモノ)であるか｡さらに､自主性をもつ

ヒトであっても､その自主性が統語構造に反映されるものであるのか､されないものであ

るのか､といったことに対する区別はまったく考慮されない｡

実際､(39a)の兵士は､現実には自主性をもつ人間ではあるが､それは構文が示して

いる統語構造にはまったく反映されていない｡そのため､構文の中では動作主として認識

されていないものであることがわかる｡よって､(39b)のように文中に現れなくても差

し支えない｡が､(41a)のように構文の統語構造から与えられた動作主は､(41b)のよ

うに文中に現れなければならない､と結論づけることができる｡

このような理解の上で､前節の ssis-kJ'-ta(洗う､洗わせる)のような構文を再び取り

上げてみよう｡

(42)a.cwuin･i (noye･lulsikhyese) ai-uypal･ul ssis-klやSS-ta.

主人INOM (奴隷-ACCさせて)子供IGEN足IACC洗う･TSUF-PASTJND

(主人が (奴隷にさせて)子供の足を洗った｡)

b･cwuin-i (noye･eykey) ai･uypa1-ul ssis-kl'-CSS-ta.

主人INOM (奴隷･DAT) 子供-GEN足-ACC洗う-TSUF-PAST-IND

(主人が (奴隷に)子供の足を洗わせた｡)

C .cwuin-i(??noye･eykey)ai･uypal-ul ssis-ki-keyhB-ySS-ta.

主人-NOM(奴隷IDAT)子供-GEN足IACC洗う･TSUF･COMPする-PAST-IND

(主人が (奴隷に)子供の足を洗わせた｡)

(42)の3つの文は､現実世界に基づいた解釈ではまったく同じ事態として理解されるが､

構文の構造はそれぞれ異なっている｡即ち､(42)の (a,b)は､派生形動詞を用いる

語桑的使役であるが､被使役者の格標示の形式において異なる｡一方､(42C)では語桑

的使役の上にさらに生産的使役の形式が用いられている｡また､(42)の (a,b)の両

構文は､被使役者の格標示において異なるにもかかわらず､両者とも被使役者を省略して

も文法性には影響がでない､という共通点をもつ｡他方､(42C)では､被使役者を省略

すると不適格な文になる｡このような現象が表すのは､(42)の (a,b)のように構文

の統語構造によって保証されていない被使役者､つまり現実世界の事態解釈において存在

する被使役者は､文の中でキャンセルしてもかまわない｡言い換えれば､キャンセルして

も関係役割語の機能による慣習化された目的が読み取れるため､主人が誰かを介 して子供

を洗った､という文の意味が同様に表現されものである.したがって､このような被使役
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者を､(42C)のように生産的使役の被使役者と同様に動作主であるとして見なすことは

できない､と判断されるのである｡

4.2.6.従来の研究の再考

前節で示 した考察は､従来の韓国語の研究においては必ずしも正しく理解されていた

ことではない｡たとえば､Yang(1972,1974),Lee(1975),Song(1988),栄 (1992:

288)などでは､現実世界のエージェン トと構文の統語構造が表す動作主を区別せず､与

格標示を用いる語桑的使役の被使役者を生産的使役の被使役者と同様に動作主として見な

したため､その構文を間接使役として認める見方を取っている｡上記の (38)を例にとる

と､指示的状況が見受けられるという事実から､彼らはこの構文を間接使役であると主張

するのである｡そのような見方は､現実世界の事態解釈と構文の統語構造が表す意味にお

ける被使役者の意味役割を浪同していることが明らかである｡実際に､このような錯綜は､

従来の韓国語の使役構文の分析において大きな障害として存在していたことは否定できな

い事実であろう｡

このように現実世界と構文の統語構造が与えている参加者の意味役割の浪同は､与格

標示を用いていない次のような文においてもみられる｡次例は､Yang(1974･.91),Song

(1988:217-18),莱 (1992:295)などでは､語乗的使役ではあるが､その意味用法は

直接使役でなく生産的使役と同様に間接使役を表すものであると説明されている｡韓国語

学ではこのような見方を取る立場の方が主流であるといえるが､そのように判断する背景

には､(i)被使役者が実際に行為を行う人である､(ii)直接使役とは身体的操作(physical

maniptllations)による使役状況として解釈されるものである､という2つの理由がある

ことが指摘できる｡

(43)a.oypwu sonnim-ul mence ta-ywu-psi-ta.

外部 客.POL-ACC先に 乗るITSUF-HOR.letus･ⅠND

(外部のお客さんを先に乗せましょう｡)

b･emeni-ka sonnim･ul salangpang-ey ca-Jm -e告s-ta.

母親-NOM 客.POL･ACCサラン部屋-LOC 寝る･SUFF-PAST-INI)

(母親がお客さんをサランバン (お客さん部屋)に泊めた｡)

まず､理由 (i)については､現実世界の事態によって解釈される被使役者の役割と､

構文の構造から与えられる被使役者の意味役割を区別する必要がある｡(43)の ｢お客さ

ん｣は､現実世界では行為を行う人であるが､統語構造が与えている被使役者の意味役割

は､動作主でなく自主性を考慮しない対象にすぎないのである｡

次に､理由 (ii)については､Shibatani(1973b:56165),Shibatani(1976:259-

69)を参考にしていただきたい｡Shibataniによると､語桑的使役は基本的には身体的操

作 (physicalmanipulations)の使役状況として理解されるものであるが､次の (44)の

ように指示的状況の場合でも､語秦的使役を用いることができる (第2章の 2.2.2.-2.2.3.

節も参照)0(44)は身体的操作と指示的状況わ両方とも考えられるが､ここでは後者の解
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釈だけを考察する｡

(44) a.僕は通行人を止めた｡

b.母親は子供を二階に上げた｡

たとえば､(44a)の状況ならば､｢あの､失礼ですが｡｣という言葉を使って通行人に立

ち止まるという行為を行うことを促す､という指示的状況だけで､被使役の事態は､直接

操作の場合と同様に､引き起こすことが可能である｡この場合､使役者の主たる関心は､

被使役者の実際の行為- つまり､通行人が止まるという被使役の事態- そのものにあ

るのではなく､タバコの火を借りるために､などの慣習的な目的に関心がある場合である｡

(44b)も､身体的操作でなく､指示的状況でも用いることができるが､子供を寝かせる

ために､という慣習的な目的がある場合である｡つまり､語乗的使役は､身体的操作だけ

でなく､指示的状況の場合にも用いることができるのである｡先ほどのわれわれの議論に

よれば､このような慣習的な状況は ｢状況操作｣として捉えることができる｡肝心なとこ

ろは､Shibataniでは､このような語桑的使役が表す指示的状況も､身体的操作と同様に､

直接使役であることを認めていることである (1973b :61,1976:267)0

では､再び (43)の例にもどって､理由 (ii)が妥当であるかどうかを考えてみよう｡

一般的な解釈では (43)は身体的操作ではなく､指示的状況などの状況操作によって被使

役の事態が引き起こされると理解される｡そして､(44)と同様に､被使役者の実際の行

為--お客が何かに乗る､あるいは部屋で寝るという被使役の事態- そのものに関心が

あるのではなく､慣習化された目的が存在することが認められる｡つまり､(43)におけ

る使役者の関心は､被使役者をお客としてもてなすために､という慣習化された目的が存

在するわけである｡この場合､被使役者の自主性は考慮されないことが理解されよう｡こ

のような意味は結局､使役者の方からすべてのことをやってあげるという､待遇的精神に

よって説明できるものである｡が､それは同時に､被使役者は対象物と同様に使役者の措

置に従うだけであり､動作主としての自主的な行為は要求されない､ということと繋がる

のである｡

Song(1988)や宋 (1992)では､このような特徴を認識していないわけではない｡ し

なしながら､彼は､使役者の責任やコントロールの下ですべての事態が引き起こされるも

のであることを認めながらも､被使役者は行為者であるから間接使役であるという結論を

出すという矛盾に落ちいっているのである｡采とは違う見方として､直接使役であること

を認める立場に関しては､孫 (1978)を参照されたい｡

われわれは､(43)のように慣習化された目的によって読み取られる指示的状況又は状

況操作の状況は､間接使役を表すものでなく直接使役であると考える｡よって､上記の理

由 (ii)は妥当でない｡また､身体的操作が不可能であるという理由が､直ちに間接使役

であるという結論を導き出すという論理には説得力がない｡

従来の韓国語の語嚢的使役の分析における以上のような問題点は､そもそも意味的他

動性に基づく派生形動詞の統語及び意味特徴が考慮されなかったことに､その根本的な要

因があるといえる｡従来の研究におけるこのような問題は､4.4.節の統語現象の分析の際

に再び検討する｡
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4.3.語秦的使役の補充形式にはなぜ cwZL一由 (やる)が用いられるのか

ここでは､接辞･)'を用いる派生形動詞､すなわち語秦的使役が存在 しないときには

cwu･ta(やる)がその補充形式として用いられるという事実を環示する｡このように派生

形動詞の補充形式にはなぜ cwu･taが用いられるのか､という問題は､両者の共通点とし

て意味的他動性に基づく他者指向性の意味特徴を浮き彫りにすることによって解決できる｡

さらに､このような意味特徴を考慮する立場に立てば､語嚢的使役のみならず cwu･ta構

文における2重対格の性質も同時に説明できる､ということを以下で議論する｡

4.3.1.cwu-ta補充形式の意味機能

派生形動詞の意味機能を代行しているように見受けられる cwu-taは､次の3つのタイ

プの動詞とともに用いられる｡

(45) (i)cwu-ta補充形式が必須的である動詞 (対応する派生形動詞が存在しない)

(ii)cwu-ta補充形式が任意的である動詞 (対応する派生形動詞も存在する)

(iii)派生形動詞の上にさらにcwu･ta補充形式を補助的に必要とする動詞

まず､(45)の (i)のタイプについて考察してみよう｡このタイプの動詞には､対応す

る派生形動詞が存在せず､基本形動詞に cwu-taをつけて派生形動詞と同様の意味機能を

表すことができる｡次の (46)の (a,b)に挙げる2種類が存在する｡

(46)<cwu-ta補充形式が必須的である動詞> (対応する派生形動詞が存在 しない)

a.ma島i-ta(飲む)- masi･e-cwu-ta(飲ませる)

cwuy-ta(握る)- cwuy-e-cwu-ta(握らせる)

b.pilli-ta(借りる)- pilli-e･cwtL-ta(貸す)

kkwu･ta (借りる)- kkwu-e-cwt1-ta(貸す)

paywu･ta(習う､教わる)- paywu-e-cwu一由 (教える)

cr.kaluclli-ta(教える)

(47)a.emeni･ka ai･eykey mwul･ul masi-e･cwu･ess･ta.

母親-NOM 子供･DAT水･ACC 飲む･やる-PAST-IND

(母親が子供に水を飲ませてやった｡)

b.emeni-ka ai-eykey son-ey yenphi-ulcwuy-e-cmL-eSS-ta.

母親･NOM 子供IDAT手-LOC 鉛筆･ACC握る-やるIPAST-1ND

(母親が子供に手に鉛筆を握らせた｡)

(48)a.yengi-ka chelswu-eykey ton-ul pilli-e･cwuやSS-ta.

ヨンイ･NomチョルスーDat お金･Acc借りる-やる･PastJnd

(ヨンイがチョルスにお金を貸した｡)
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b.elentul-i aitu1-hanthey nappunci8-ma皿 payWq-e-CWU-n-ta.

大人.PL･NOM子供.PL･DAT 悪いこと･ばかり 習う･やる-PRES-ⅠND

(大人が子供に悪いことばかり教えている｡)

(46a)は基本形動詞と派生形動詞の意味関係と一致してお り､(46b)は授受動詞の意

味関係をなす｡特に､(46a)の動詞は､それぞれの上位語として mek-ta (食べる)及び

cap-ta (握る､掴む)が存在するが､これらの動詞には mek-1'-ta(食べさせる)cap･hl･ta

(握らせる､掴ませる)のような派生形動詞が存在する.したがって､(47a,b)はmek-1'-ta

(食べさせる)や cap･hl'･ta (握らせる､掴ませる)に入れ替えられても意味的には大した

差はないoまた､(48b)の場合もkaluchi･ta (教える)という動詞が存在する｡

次に､(45)の (ii)のタイプは､対応する派生形動詞が存在するため､cI和一taは任意

的ではあるが､派生形動詞と違って cwu･taを用いると構文の意味内容を変えずに許容さ

れる格交替の範囲が､所有格と対格からさらに与格まで受け入れられるようになる｡

(49)<cwuta補充形式が任意的である動詞> (対応する語桑的使役も存在する)

a.ssis-ta (洗う)- ssis･e･cwu-tB(洗ってやる) cf.ssis･kt･ta

kam-ta (自分の髪の毛を洗う)- kam･a-cml一由 (人の髪の毛を洗ってや

る) cf.kam･ki･t,a

b.(meli)pis-ta (自分の髪の毛を杭く)- pis-e-CWtL-ta (人の髪の毛を杭

いてやる) cf.pis･kt-ta

c.(meli)kkak･ta (自分の髪の毛を散髪する)- kkakk･a-cwu一由 (人の髪

の毛を散髪させる) cf.kkak-1Lta

(50) a.emeni-ka ai-(uy/lul/eykeyI

母親･NOM 子供･(GEN/ACC/DATチ

(母親が子供の手を洗ってやった｡)

b.emenトka ai-(uy/1ul/eykey‡

母親-NOM 子供･fGEN/ACC/DAT)

(母親が子供の髪の毛を杭いてやった｡)

C.emeni-ka ai･fuy/lul/eykey)

母親-NOM 子供-(GEN/ACC/DAY)

(母親が子供の髪の毛を切ってやった｡)

son･lul ssis-e･cwu-es告-ta.

手･ACC洗う･やる-PAST･IND

meli･lul pIS･e-CWU-eSS-tA.

髪の毛IACC杭く･やる-PAST･IND

meli･lul kkakk-a-cwu-e告s-ta.

髪の毛-ACC切る-やる･Past･Ind

(49)の (a-C)の ｢基本形動詞+cwu-ね｣の構成は､派生形動詞 ssis-A)I-ta,pis-kl-ta,

kknkk-1'･taに入れ替えることができる｡その場合の両者の違いは､cwu･taを用いる動詞は

構文の意味内容を変えずに所有格と対格だけでなく与格とまで交替可能であるが､派生形

動詞は構文の意味内容を変えずに交替可能な範囲は所有格と対格だけであり､与格になる

と構文の意味内容が変わってしまう､という点が挙げられる (例 (1-2)と 4.2.4.節を

参照)｡このように､ 1つの派生形動詞が関与する2つの構文- 所有格と対格が交替可

能な構文 と与格だけ可能な構文- では､r派生形動詞+cwu･ta｣の形成を用いると､そ

れを受け入れる構文と受け入れない構文とに別れる点が指摘される (cr.(26))0
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(51)a.emeni･ka ai-(uy/1ul/eykey) sonllul ssis-kt･e-cmL-es告-ta.

母親INOM 子供-(GEN/ACC/DAY)辛-ACC洗うITSUF･やる･PAST･IND

(母親が子供の手を洗ってやった｡)

b･??emeni-ka llanye-eykey ai-uyson-1ul ssis-kt-e-cwu-e告s-ta.

母親･NOM 下女-DAT 子供-GEN羊-ACC洗う-TSUF･やる-PAST-IND

(母親が下女に子供の手を洗わせてやった｡)

(51a)のように､他者に行為の結果を残存させる､という意味を表す場合は､受益構文

とも相反 しない｡が､(51b)のように､他者に行為をさせる､という意味を表す構文は､

受益構文と相反するものであることがわかる｡したがって､他者に行為の結果を残存させ

る､という意味を表す場合､これらの派生形動詞は ｢基本形動詞+cwu-ta｣に入れ替える

ことが許されるとともに､さらに ｢派生形動詞+cwu･taJを用いることも可能になるので

ある｡

Park(1994:53-56)は､子供は言語習得の過程で､使役の表現をするために基本形

動詞に cwu-ta動詞をつけるパターンを用いると報告している｡次のデータはParkからの

引用であり､グロスもそのまま用いる｡

(52)a.pingpingtol-a.cwu･e

round turn.around･Ben-Req

'Turnaroundrepeatedly'

b･nwu(p)-e.cwu-e

lie.down-Ben-Req

L̀iedown'

C. Sln Sln-C.CWu-e

shoeput.on-Ben-Req

P̀utonshoes'

d.po-a.cwu･e

see-Ben･Req

'TAokatit,'

e･OS P e告-e･CWu･e

clot,hestake.off･Ben-Req
T̀akeoffclotheS'

plngPlngtD1-ll'-e.cwu-e

round turn.around-Caus-Ben-Req

Enlrnmearoundrepeatedly'

nwup-A)I-e.cwu-e

lie.down-Cans-Ben-Req

'Laymedown'

sin sin-ki-e.cwu-e

shoeput.on-CauS･Ben-Req

P̀utshoesonme'

po･)I-C.cwu-e

see･Caus-Ben-Req
S̀howittome'

os pcs-ki-e.cwu-e

clothestake.off･Caus-Ben･Req

T̀akemyclothesoff'

Parkでは (52)の左側は､派生形動詞を習得する前の子供の発話であり正しくない文で

あるが､子供はそれを右側に示してある派生形動詞の構文と同じ意味で使っているという｡

これをみると､子供が派生形動詞の意味を表現するために用いるパターンも､実は (46)

及び (49)と同じパターンであることがわかる｡

最後に､(45)の (iii)のタイプに入る動詞を挙げてみようoこれらの動詞は上の 2つ

とは違 うタイプである｡即ち､すでに派生癌動詞ではあるが､さらに cwu_ta を用いなけ
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れば､次の (54)で示されるように､不自然な文になる｡この文の不自然さは､おそらく

派生形動詞だけでは､他者に向かって行為が及ぶという､他者に働きかける力及び他者に

まで行為が到達する力が弱いためであろう｡つまり､そのような意味機能を補 うために

cwu-taが補助的に用いられていると考えられるのである.

(53)<派生形動詞の上にさらにcwu-ta補充形式が補助的に必要である動詞>

a.po-1'-ta (見せる)- po-1'-e-cwu･由 (見せてやる)

b.tJul･11'-ta(聞かせる)- tul･11'-e-CWU一由 (聞かせてやる)

(54)a.chelswu-ka yengi･eykey yenghwa･lul(??po･)/po-1'･e-cwu)-ess･ta.

チョルス･NOM ヨンイ･DAT映画･ACC f??見る-TSUF/見る-TSUF-やるト

PAST･IND

(チョルスがヨンイに映画を見せた｡)

b.yengi-kn chinkwu-eykeyumak-ul f'tul･11'/tul･11'･e-cwu)-e告s-ta.

ヨンイーNOM友達-DAT音楽IACCf★聞く-TSUF/聞く-TSUF･やる)-PAST-IND

(ヨンイが友達に音楽を聞かせた｡)

以上のように cwu･taはなぜ派生形動詞の補充形式として用いることができるのか｡そ

れは､cmL-taがもつ意味機能を考慮に入れることによって説明可能である｡cm1-taには､

(55) ① 他者指向性の意味特徴をもつ

② 直接操作 (physicalmanipulations)をする

(卦 他者に利益を与える｡

という3つの意味機能が挙げられる｡このような3つの意味特徴は､基本形動詞と派生形

動詞の意味対立において､他者に行為をさせる､という場合の指示的状況とは一致しない｡

が､他者に行為の結果を残存させる､という場合の直接操作の状況とは一致する｡なお､

後者のような意味特徴をもつ派生形動詞は､他者に利益を与えるという意味とも相反する

ものではない｡そのため､このような意味対立を表しうる動詞には､派生形動詞 (語桑的

使役)の補充形式として cwu･taが用いられると考えられる｡

4.3.2.cwu-taの他者指向性と2重対格

cwu-taを典型とする授与動詞は､2重対格を許すという点で派生形動詞と共通の特徴

をもつ｡即ち､次の (56)の派生形動詞と同様に､(57)の授与動詞においても､同じ格

交替のパターンが得られる｡

(56)a.emeni･ka ai-(eykey/1ul) Sin･ul sin-ki-es告-ta.

母親-NOM子供-fDAT/ACCl靴-ACC履く-TSUF･PAST-IND

(母親が子供に靴を履かせた｡)
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b･emeni･ka ail(eykey/lulI chayk･ul ilk一山-egs-ta.

母親･NOM 子供-(DAY/ACC)本-ACC 読む-TSUF-PAST-IND

(母親が子供に本を読ませた｡)

(57)a.ChelSWu-ka yengi-feykey/lul)

チョルスtNOM ヨンイーfDAT/ACC)

(チョルスがヨンイにお金をやった｡)

b.chelswu-ka yengi-(eykey/lulI

チョルス-NOM ヨンイ･(DAY/ACC)

(チョルスがヨンイに英語を教えた｡)

ton-ul cw11-e告s-ta.

金一ACCやる-PAST-ⅠND

yenge-ul kaluchi-ess-ta.

英語･ACC 教える･PAST-INI)

(56-57)の (a)は両方とも､主語を出発点とする具体物の移動が存在 し､それが与格

名詞句を着点として行為の結果を残存させる､という意味を表す｡他方､(56-57)の (b)

では具体物の移動は存在 しない｡が､主語を出発点とする､ある抽象的な物の移動が存在

することを認めることができる｡即ち､(56-57)は､移動物の内容においては具体物で

あったり､抽象物であったりはするものの､自分 (主語)の方から相手の他者に向けて何

かが移動するという点では同じであることがわかる｡この場合､与格名詞句は何かを受け

取る側､つまり受容者という共通の意味役割を与えることが可能である｡

このような意味的な共通点を考慮すると､派生形動詞と授与動詞がともに2重対格を

許す理由として､他者に向かって行為が及ぶ､という意味的他動性に基づく要因を考える

ことができる｡このような理解の上に立っと､授与動詞は派生形動詞と同様に他者指向性

の意味特徴を表すものであるから､pat-ta(もらう)や paywu-ta(習う)のように行為の

方向性がその逆である動詞は､行為が自分の領域の中に納まるという意味を表すため2重

対格は許されない､という予測が成り立っ ｡

(58)a･chelswu-ka yengi-feykey/hantheyse/☆lul) ton-ul pat･aSS･ta.

チョルス-NOM ヨンイ･(DAT/SOUR/★ACC) 金一ACCもらう-PAST･IND

(チョルスがヨンイからお金をもらった｡)

b.chelswu-ka yengi･(eykey/hantheyse/*lul)yenge-ul paywu･ess-ta.

チョルスINOM ヨンイーfDAT/SOUR/★ACC)英語-ACC習うIPAST-IND

(チョルスがヨンイから英語を習った｡)

(58)の与格や脱格は対格とは交替不可能である｡この場合の与格は､着点の意味を表す

ものでなく､脱格と同様の機能をするものであることを改めて理解する必要がある｡即ち､

(58)では他者に向けて行為が及ぶものでなく､むしろ､意味的にはその移動物が自分 (主

請)の領域の中に納まるため､(58)の動詞の意味は派生形動詞と意味対立をなす基本形

動詞の意味に近いといえる｡

このように派生形動詞と授与動詞の2重対格の性質は､他者に向かって行為が及ぶと

いう意味的根拠を共通にする点によって説明できる｡このような観察に基づいて考えてみ

ると､次のような提案が可能である｡
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(59) 行為が他者に向かって及ぶという意味的他動性をもつ動詞は､その他者を行為の

直接対象として捉えることができる｡その場合､本来もつ対格以外にさらにその

他者にも対格を付加することができ､その結果2重対格を許すことになる｡

(59)の提案を受け入れると､cwu･ta(やる)と意味的には同様であっても､cwu-ta動

詞のような2重対格を許さない動詞の存在を､予測することが可能になる｡たとえば､

pachi･ta (納める､捧げる)､pannap-ha-ta (返納する)､henSang-ha-ta (献上する)､

napphwum-ha･ta(納品する)､kicung-ha･ta(寄贈する)､kipwu-ha･ta (寄付する)の

ように､意味的に cwu-taと同様の動詞や､pwuchi-ta (送る)､ponay･ta(送る)のよう

な動詞は､授与動詞のように2重対格は許されない6｡なぜなら､これらの動詞は､行為の

対象としての他者を要求するのではなく､着点としての場所を要求する動詞であるからで

ある､と説明することができるoこれを示したのが (60)である｡また､cwu-ta動詞にお

いても､着点が場所である場合には2重対格を許さないという予測も成り立っ｡これにつ

いては (61)を参照されたい｡

(60)a.cllelswu-nun nala-(ey/*lull seykum･ul pachi･ess-ta.

チョルスtTOP国-(LOC/★ACC)税金-ACC 納めるIPAST･IND

(チョルスは国に税金を納めた｡)

b.chelswu-ka yengi-feykey/★lul) phyenci･lulponay･ess-ta,

チョルス-NOM ヨンイー(DAY/*ACCi手紙･ACC 送る･PAST-IND

(チョルスがヨンイに手紙を送った｡)

(61) chelswu-ka cip-(ey/'uH ton･ul cwu-ess-ta.(cf.* (1988:227))

チョルス･NOM家-(LOC/☆ACC)金-ACCやる-PASTIIND

(チョルスが家にお金をやった｡)

-方､派生形動詞では他者の身体部分が行為の着点として場所的に用いられる場合で

も､(62)のように対象の他者と着点の場所とを分離して表すことも可能である60

(62)a,chelswu-ka yengi-lulmeli-ey moca-1ul ssuy-wLt･eSS･ta.

チョルスINOM ヨンイーACC頭･LOC帽子IACC 被るITSUF-PAST-IND

(チョルスがヨンイに頭に帽子を被せた｡)

b.chelswu-ka yengi･lul son-ey cim･lul t,ul-E-e告s-ta.

チョルス･NOM ヨンイーACC手･LOC荷物-ACC持つ･TSUF-PAST.INI)

(チョルスがヨンイに手に荷物を持たせた｡)

任 (1987:28)と李 (1988:135)では､cwu･ta動詞でも (62)のような構文パターン

に現れることが観察されている｡
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(63) yengi-ka chelswu･lul tongsayng-eykey chayk-ul cwu-esS･ta.

ヨンイ･NOMチョルスーACC弟･DAT 本IACC やる-PAST･ⅠND
(ヨンイがチョルスの弟に本をやった｡)

(63)は極めて不自然な文であるといわざるをえないが､もしこの構文が受け入れられる

とすると､それは (62)のような派生形動詞の構文パターンに依拠 して解釈されると考え

られる｡つまり､(62)の第 1対格は所有格が基本であり､格交替によって対格及び与格

にまで交替されうるものである (4.2.1.を参照)｡それになぞらえると､(63)の第 1の対

格も所有格と解釈することができるからである｡この場合､(63)の不自然さは､(62)の

ように分離不可能な所有関係でないため､行為が向かう方向を正しく理解することが妨げ

られたからであると説明できる｡

以上のような観察から､派生形動詞及び授与動詞は､他者を行為の直接対象として捉

えているという意味的な根拠によって､その他者に対格を与えることができると考えられ

る.したがって､cwu-taのような授与動詞の2重対格と派生形動詞の2重対格の類似点は､

両者ともに意味的他動性に基づく他者指向性の意味特徴を表すからであると説明できる｡

また､cwu-ta(やる)とpat-ta(もらう)のような授受動詞は､なぜ★cwu-1'-ta(やるITSUFF)

と*ka】uchi-1'-ta(教える-TSUF)や､★pat･)I-ta(もらう-TSUF)と★paywu･)I-ta(習う-TSUF)

のような派生形動詞が存在しないのか､という問題も同時に説明可能になる｡即ち､前者

の cwu-ta(やる)のような授与動詞は､それ自身が派生形動詞と同様の意味機能をすでに

表しているからであり､後者のpat･tB(もらう)のような動詞は､cwu･taのような対応す

る動詞がすでに存在するからであろう｡

このような授受動詞の意味関係は､次の (64)で示すように､基本形動詞と派生形動

詞の意味対立と類似していることを提示できる｡

(64)

基本形動詞/ pat-ta(もらう)動詞 派生形動詞/cwu-ta(やる)動詞

自分の領域の中に行為が納まる 他者に向かって行為が及ぶ

4.3.3.2重対格の文法的機能

ここでは､ 2重対格の文法的な機能について考えてみよう｡使役構文と授与動詞構文

に現れる2重対格は動詞が付与する格であるかどうか､という議論がある｡たとえば李

(1988:216-29)によれば､授与動詞構文の与格名詞句に与えられる対格は､動詞によっ

て与えられるものではないので､目的語として考えることはできないという｡彼は､この

ように動詞によって与えられない対格を､任 (1972,1979)に従って､主題化 (tDpic･in･

situ)の ùl'(を)であると規定して､この場合の ùf (を)を対格として認めない立

場を取るOさらに､この ùl'による主題化というのは､次の (65)のように､動詞句の

中に主題の節点を設けることによって統語的に説明されている｡(65)は､李 (1988:227)

に基づいて筆者が再作成したものである｡
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(65) a.x-NOM Y-ul Z-ACC V- (V ;授与動詞)

b.[S[NPX-NOM][vp[NI)mPe][NPY･DAT][NPZ-ACC][vv-]]]

C.lslNPXINOM]lvplNPT()FYI-ul]lNPeJ]lNPZ-ACC]lvV-]]]

つまり､(65a)の授与動詞の2重対格構文は､(65b)のようなD一構造をもつ｡ (65b)

の構造から､与格名詞句に ùl'(を)が与えられると､それは (65C)のように､空所

の 'rI10P'の位置に移動して表示されるというのである｡

(65)のような構造は､統語構造の中に､語用論のレベルの概念である主題 TOPの成

分を設けているという点で極めて不自然な構造であると言ざるを得ないOまた､(65)の

ような統語構造による説明では､次の (66)の (i)と (ii)に挙げる意味制約がなぜ引

き起こされるのか､という根本的な問題の解決に至ることができない｡さらに､(66)の

(lil)に挙げるように､授与動詞と構文的に類似する派生形動詞の2重対格構文に対して

も､統一一一一的に扱 うことは困難である〔なぜなら､(65)の統語構造では､派生形動詞の被

使役者に付与される対格も､目的語ではなく主題 として扱われることになるからである｡

つまり､(65)の統言酎荷造に基づいて考えると､語桑的使役構文の被使役者にも対格を与

えることができないという結論を導き出すことになる｡したがって､(65)の提案は､構

文的に類似する派生形動詞と与格動詞を統一的に扱 うことができないため､不適切であるO

(66) 授与動詞の与格名詞句に対格が現れる場合､

(i)なぜ､[+animate]の意味素性をもつ名詞句に限られるのかO

(ii)cwu-ta(やる)動詞と意味的に類似する動詞､たとえば､pachi-ta(捧げる)

や kil)Wuha-1′a(寄付する)などは､なぜ cwu-taのような授与動詞と異なる

ふるまいをみせるのか｡

(ill)(55-5G)で観察されるように､派生形動詞と授与動詞の2重対格構文は類

似 している｡ (65)の構造は､このような派生形動詞の2重対格構文に対し

ても説明を与えることが可能なのか｡

伝統文法学者の崖鉱培 (1937,1994:419-20)によると､派生形動詞を用いる使役構

文は､次の (67a)のように､被使役者に対格を与えるのが基本的な用法であるが､目的

格が 2つも表示されるという ｢負担｣を避けるために､(67b)のように与格に入れ替え

られる場合があるという｡

(67)a.cmenl-ka kannanト1ul cec-ul mek-I-t,a.

母親-NOM 赤ん坊-ACC 乳-ACC食べる-TSUF-ⅠND

(母親が赤ん坊にお乳を飲ませるO )

b.〔川Ien1-kとl kLlnnani-eykey eec-ul mek-I-1,a.

Ej二親-NOM 赤ん坊-DAT 乳IACC食べるITSUFJNT)

(rl親が赤ん坊にお乳を飲ませる｡)
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即ち､(67a)のように対格で標示される kannani(赤ん坊)を､(67b)のように与格に

入れ替えても意味の差はないが､強いていえば､対格の場合は人を重視する表現であるが､

与格で表示されると､それは事を重視する表現になるという｡また､ 2つの対格の出現に

ついては､1つは､本動詞mek･(食べる)によって与えられるものであるが､もう1つは､

派生接辞 (彼の用語では使役の補助語幹)Jによって与えられるものであると説明される｡

雀では､なぜ与格より対格の方が基本であるかに関する根拠は提示されていない｡が､

それは､われわれが主張する意味的他動性に基づいて考えると､結合価の増加をみせない

構文にみられる所有格の段階を考慮に入れることによって､この間題に対する根拠が提示

できる｡即ち､他者指向性の意味特徴をもつ派生形動詞は､もっとも基本的な構文として

所有格構文が存在する｡その構文において､他者はまだ1つの項として独立に存在するも

のではないが､所有格から対格､そして与格-と交替するにつれて独立の項として認めら

れるOさらに､それによって使役-の展開が許されることになるのである (4.2.1.節を参

照)｡ したがって､使役に展開した段階においてもっとも基本的な用法は対格である､と

いうことは誤った判断ではないと言える｡

次の例で確認できることだが､使役-の展開における重要な点は､他者を直接対象の

項として導入する際に､もっとも典型的には対格交替が許されるということである｡つま

り､対格は制限されないが､与格は動詞の意味によって制約を受けることが指摘できるO

(68)a.emeni-ka ai･(uy/lul/?eykey) pay･lul kol-E-es告-ta.

母INOM 子供 (GEN/ACC/?DAY)腹IACC 空く-TSUF-PAST-ⅠND

(母親が子供の腹を空かした｡)

b.sensayngnim-i aitul･(uy/ul/eykey) mwulup-ul kkwul･11'-ess･ta.

先生-NOM 子供.PL-(GEN/ACC/DAY)膝-ACC脆く-TSUF-PASTIIND

(先生が子供たちを脆かせた｡)

C.emeni-ka ailflul/eykey) pap-Ill mek･⊥ess-ta.

母-NOM 子供 fACC/DAY)ご飯IACC 食べる･TSUF･PASTIIND

(母親が子供にご飯を食べさせた｡)

(68)の (a- C)はそれぞれ､(a)所有格と対格の格交替を許す動詞､ (b)所有格と

対格と与格の交替を許す動詞､(C)対格と与格の交替を許す動詞である (4.2.2.節を参照)0

これらの中で与格が許されるのは､(68b)のように指示 ･命令を受け取る側 (recipient)

として指示的状況が読み取れる場合や､(68C)のように具体物の移動が想定でき､その

着点として理解される場合である｡一方､(68a)は指示的状況と具体物の移動の両方と

も想定できないため､与格の出現は制約されると考えられる (以下の (72) と比較参照)0

即ち､他者を動詞の直接対象の項として導入する場合､対格は問題なく受け入れられ

るが､与格は意味的な要因によって左右される｡このような事実を根拠にすると､上記の

雀の主張は的を外れたものではないことがわかる｡

また､使役構文の分析においては､このように対格表示を基本とする見方の方が､日

本語との平行的な説明が可能になる点で有利である｡柴谷 (1978:261-62)によると､日

本語の使役構文では2重対格目的語制約が働いているため､対格を2つ取ることができな
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い｡よって､次の (69)のように複文が自動詞を含んでいる場合は､被使役者を対格にし

ても与格にしてもよい｡一方､(70)のように複文が他動詞を含んでいて､すでに対格助

詞 ｢を｣をとる名詞句がある場合は､被使役者は対格を伴って起こることができないため､

必ず与格が付加されるという｡

(69) a.[太郎 [花子 歩く]させた]

b.太郎は花子iE歩かせたo

c. 太郎は花子皇歩かせた｡

(70) a.[太郎 [花子 本 読む]させた]

b.太郎は花子に本を読ませた｡

C.★太郎は花子を本堂読ませた｡

(69)の文において､｢に｣使役文は被使役者が動作主の場合に限られ､被使役者の自主

性を尊重 した表現であるのに対し､｢を｣使役文は被使役者の使役行為の対象としての役

割を重視 した表現である｡一方､(70)は ｢に｣使役文しか表層化 しないため､意味的に

｢に｣使役文と ｢を｣使役文の意味の差が不明瞭なものになっていると説明されている (柴

谷 (1978:313,318))0

このように､日本語の使役構文においても､被使役者が動作主でなく対象の意味役割

を担う場合､それに付加される格標示は対格が基本である｡が､2つの対格目的語を派生

する構造は2重対格目的語制約によって排除されるため､与格目的語に変換されるという

ことになる｡一方､韓国語の派生形動詞を用いる使役構文では､被使役者は動作主でなく

対象であり､かつ､韓国語には2重対格目的語制約が存在しないため､ 2つの対格目的語

を派生することが可能である｡この場合に被使役者に付与される対格は､動詞との意味関

係によって､与格に入れ替わってもよい､ということになる｡したがって､被使役者に付

与されるこのような与格標示は､日本語のように動作主マーカーとして用いられるものと

は異なると判断することができる｡

このような判断は､次の (72-73)の例からも納得されるだろう｡

(72) emeni-ka ai-(uy/lul/eykey) pay-1ulko1-E-e-noh-ass-ta.

母INOM 子供-(GEN/ACC/DAY)腹･ACC空く･TSUF-おくIPAST-IND

(母親が子供に腹を空かせたままにしておいた｡)

(73)a.emeni-ka ai-(lul/??eykey) kel･11'-es告-ta.

母親-NOM 子供-(ACC/??DAY)歩く-TSUF-IND

(母親が子供を歩かせた｡)

b.emeni-ka ai-(lul/eykeyi kelum･ulke1-ll'-es告-ta.

母親-NOM 子供･fACC/DAY)歩き-ACC歩く-TSUF-IND

(母親が子供を歩かせた｡)

(72)は､(68a) と比較すればわかるように､行為の結果を他者の体の上に残存させる

という意味を表すようになり､(68a)とは違って与格を受け入れるようになる｡つまり､
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(72)では r-しておく｣のような表現を用いることによって､構文の意味が ｢他者 (の

体の上)にそうして置いた｣とい う風に解釈 されるようになる｡この場合は他者を場所的

に用いることが可能になるため､与格が許されると考えられる｡

次に､(73)を日本語の (69)と比較 してみよう｡(69)の (b,C)と違って､(73a)

では対格を与格に交替することはできない｡ところが､同じ動詞であっても (73b)のよ

うに2重対格をつくる構造では､その被使役者に与格を与えても適格な文として受け入れ

られ うる｡その理由としては､2重対格構文または与格他動詞構文をつくることによって､

cwu･ta構文と同様に理解され うる状況が整ったからであると考えられる.このような与格

構文は､日本語の (69b)のように動作主の意味役割を担 う構文とは当然異なる｡意味的

な観点からみても､(69b)の与格の使役構文は､被使役者の自主的行為を誘発するもの

であるので､指示的状況においては強制度が低い｡が､他方の韓国語の与格の使役構文は､

対格構文と同様の意味をもつため､指示的状況においても強制度が高いものとして見なさ

れるとい うことになる｡このような意味的な差は､日本語は生産的使役を用いるが､韓国

語は語桑的使役を用いるということに根本的な要因があるとして､理解されなければなら

ない｡言い換えれば､語桑的使役では､被使役者を動作主として受け入れられ うる統語構

造が用意されていないため､いかなる場合にも対象の意味役割 しか与えられない.一方､

生産的使役では被使役者を動作主として受け入れ られ うる統語構造が用意されている､と

い うことである (詳細は次の4.4.節を参照)0

最後に､なぜ 日本語には 2重対格 目的語制約が存在するが､他方の韓国語にはそのよ

うな制約が存在 しないのか､とい う問題について考えてみよう｡それは日本語 と韓国語に

おける他動性の基準の違い- 日本語は統語的基準によるが､韓国語は意味的基準による

- を説明することによって､両言語の相違が明らかにされると考えられる.即ち､韓国

語は意味的他動性を基本にするため､統語的な制約である2重対格制約は意味をなさない

のである0-万､日本語は統語的他動性を基本にするため､統語的制約である2重対格制

約を反映せざるを得ない､というように説明できる｡

以上をまとめると､韓国語の場合､第 1対格に位置する他者は､行為の直接対象の項

として導入するためのものであるから､使役構文だけでなく cwu･ta構文においても､そ

れは動詞が付与する文法的な目的語であると規定できる｡

4.4.統語現象

4.4.1.統語構造と直接使役 vs.間接使役

Shibatani(1973b,1976)では､語秦的使役と生産的使役の2つの形式が担 う使役の

意味は､それぞれ直接使役と間接使役に対応するとして説明される｡この2つの使役形式

の相違は､文の中に動作主が 1つあるか2つあるかという､事態の参加者が担 う意味役割

の違いから特徴づけられる｡つまり､使役の状況が示す原因事態 (causingevent)と結果

事態 (causedevent)を1つのイベン トとして捉えるか､2つの分離 したイベン トとして

捉えるかとい う､話 し手が事態を把握する際の､その捉え方に依拠するものなのである｡

ここで重要なのは､そのような事態把握は統語構造にも反映されるとい う考えである｡つ

まり､諸費的使役は 1つのイベン トとして受け入れられるために直接使役の意味を表すが､
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生産的使役は2つのイベントとして受け入れられるために間接使役の意味を表す｡

このような考え方の基本的なところは､使役連鎖 (causalchain)の関係にある現実世

界の 2つの事態がいかに概念化されて統語構造に反映されるのか､それを問題にするもの

であると理解される (cf.第 2章の 2.2.3.節)｡ したがって､他動詞と同様の統語構造をも

つ語嚢的使役であれば､当然使役連鎖の関係にある2つの事態は単一イベン トとしてしか

受け入れ られない｡が､他方の生産的使役では､2つのイベントとして受け入れられ うる

統語構造をもっている､ということである｡要するに､直接使役や間接使役の概念は､現

実世界の事態が表す意味ではなく､統語構造が表す意味に基づいたものであることが理解

されよう｡

韓国語の場合､語嚢的使役の分析において厄介な問題は､ (A)統語的に他動詞である

多くの動詞が対応する語桑的使役をもつ､(B)その場合､被使役者には動作主マーカーと

して見なされやすい与格標示を用いることができる､という点にある｡ 日本語を含めて他

言語の事情からみても､(A)のような特徴をもつ動詞は語嚢的使役とは対応せず､生産的

使役 と対応するのが一般的である (Haspelmath (1993),Levin&RappaportI-Iovav

(1995),Shibatani(1998)を参照)0

このような韓国語の特徴は､語桑的使役の統語構造が必ず しも生産的使役のそれと明

らかに区別できるものではなかったため､従来の語桑的使役の分析において､直接使役か

間接使役かを混同する大きな要因として働いていたように思われる (4.2.5.-4.2.6.節を参

鰭)｡韓国語における直接使役か間接使役かに関する論争は､変形文法の枠組みの中でYang

(1972,1974)と Sllibatani(1973C,1975)によって提起される｡Yangは Shibatani

を批判して､韓国語の語桑的使役の意味は生産的使役と同意であり､したがって間接使役

の意味を表すものである､という主張をする｡これは韓国語学では同意説と異意説の論争

として呼ばれている (高 (1990:500･10))｡一方､Song(1988)と宋 (1992)では､2

つの形式は同意ではないことは認めるものの､相変わらず語桑的使役は生産的使役と同様

に間接使役の意味を表すものである､と主張される｡今日の韓国語学では､有 (1982)や

宋員善 (1993)のように､語桑的使役は他動詞と同じ統語構造をもつものである､という

見方もないわけではない｡ しかし､Song(1988)や宋 (1992)と少し立場が異なるにし

ても､語桑的使役は間接使役の意味を表 しうるものであるという見方の方が支配的である

といえる (Lee(1975:17･24)も参照)0

ここで問題になってくる点は､韓国語の語桑的使役は果たして 2つの事態を別々に入

れる受け皿をもった統語構造が用意されているものなのか､ということである｡Yangや

Sollgなどは､Shibataniで両構文 (語集的使役と生産的使役)を区別するために提案され

た､副詞､｢そうする｣､再帰代名詞などのテス トフレームが､韓国語の語桑的使役におい

ても生産的使役と同様に振舞う､と主張する｡もし､それが正しければ､韓国語の語柔的

使役は2つの事態を受け入れられ うる統語構造をもっており､被使役者も動作主の意味役

割を担 うものであると結論されることになる｡ところが､そのような結論はこれまでのわ

れわれの主張と相反するものとなる｡

したがって､以下では､副詞､再帰代名詞､否定と敬語の4つの統語現象から､語秦

的使役は単一イベン トとしてしか受け入れられない統語構造をもつものであることを証明

していきたい｡本節のもう 1つの関心は､意味的他動性を基にして発達した使役が統語的
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に許容される範囲はどこまでであるか､とい う点である｡それは､派生形動詞の与格構文

が､他動詞構文と同様の統語現象をみせるかどうかを検討することによって証明できる｡

4.4.2.副詞

実は､韓国語の語秦的使役が使役連鎖の関係にある原因事態と結果事態を2つの分離

したイベン トとして捉えられているものではないということは､容易に証明できる｡それ

は､次のような時間副詞や場所副詞､頻度副詞などの解釈から判断され うる｡もし､次の

(74-76)の文で2つの分離的なイベン トとして解釈することが可能なのであれば､次の

ような時間副詞 (句)や場所副詞 (句)､頻度副詞 (句)などは､ 2通 りに解釈される唆

昧文の解釈を受けることができる｡言い換えれば､与格標示をもつ被使役者が動作主であ

れば､その文は2つの動作主をもつようになる｡ したがって､(74-76)の副詞は､修飾

のスコープが 2つに跨るため､どちらの動作を修飾するかを選択することになる｡よって､

唆昧文の解釈が可能でなければならない｡ しかし､もし､単一イベン トを表すものであれ

ば､唆味な解釈は受けることはない｡

(74) a.cwuin-i noye-eykey cah'ceD-ey pal-ul ssi白-ki-ess-ta.

主人-NOM奴隷-DAT 屠aG/71こ 足-ACC洗 う-TSUF･PAST-INt)

(主人が奴隷に寝る前に (主人の)足を洗わせた｡)

b.apecl-ka atul-eykey ceDyeklOsj-ey chayk-ul ilk･Li･ess-tA･

父親･NOM 息子-DAT 冴 10# lLr 本･ACC 読む-TSUF･PASTJNI)

(父親が息子に夜 10時に本を読ませた｡)

(75)a.sinlang-isinpwu-eykeykyelLonsikcang-eySe nolay-ulpwu1-ll'-ess-ta.

花婿-NOM花嫁-DAT 彪瀬式iGで 歌-ACC歌う･TSUF-PAST-IND

(花婿が花嫁に結婚式場で歌を歌わせた｡)

b.sensayngnim-ichelswu-eykeyu17tOLlgCang-erse Chayk･ulilk･ムi'-ess-ta･

先生.POL-NOMチョルス-DAT運勢夢 で 本-ACC読むITSUF･PAST･INlj

(先生がチョルスに運動場で本を読ませた｡)

(76) a.cwuin･inoye-eykey 3peJ7 pal-ul ssis-h'-ess-tap

主人-NOM奴隷-DAT 3好 足-A()C洗うITSUF･PAST･IND

(主人が奴隷に3回 (主人の)足を洗わせた｡)

b.apeci-ka atul-eykey lsl'kanDaynBY Chayk･ul ilk･h'-ess･ta･

父親-NOM 息子-DAY l鶴野の/野ヂっt 本-ACC読むITSUF-PAST･IND

(父親が息子に 1時間の間ずっと本を読ませた｡)

(74a)の解釈は､主人が寝る前に奴隷に自分の足を洗わせることと､奴隷は自分が寝る

前に主人の足を洗 うとい うことが同時に成 り立たなければならない｡ (74b)の場合も､

夜 10時に父が息子に本を読ませることと､息子が 10時に本を読むということが同時に成

り立つものとして解釈される｡つまり､この文は､使役者の行為と被使役者の行為が､同

時に平行 して引き起こるため､両方の行為が起こる時間を共に限定することになるのであ
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る｡この場合､(74)の時間副詞 (句)は､使役者の行為が行われる時間だけ指定すると

か､被使役者の行為が行われる時間だけを言い表すことは不可能である｡つまり､分離的

イベン トとして解釈されることは決して許されない｡たとえば､｢母が 10時にお湯を沸か

した｣と言えば､｢母が 10時に沸かした｣ことと､｢10時にお湯が沸いた｣ことが同時に

成 り立っ単一イベントとして捉えられるのと､同じであるO

このようなことは､(75)と (76)の場所副詞や頻度副詞などでも同様である｡即ち､

｢サッカー選手が公園でボールを蹴った｣ことであれば､サッカー選手も公園にいて､そ

のボールも公園で蹴られたわけであり､｢太郎が太鼓を3回叩いた｣ことなら､太郎が 3

回叩くことと､その太鼓も必ず3回叩かれたことが同時に解釈される｡また､｢母が 30分

間息子にお説教した｣ことであれば､母が 30分間のお説教をしたことともに､息子も 30

分間母のお説教を聞いた (まじめに聞いたかどうかという問題とは別)ということが前提

とされる｡このように､(75)も､使役者と被使役者が同じ場所に共にいなければならな

い｡ (76a)の場合も､使役者が3回させたことと､被使役者もそれに応 じて3回の行為

をしたということが同時に成 り立っ ｡(76b)では､使役者と披使役者の行為が､同時間

に成 り立っ単-イベン トとして捉えられるものである｡言ってみれば､原因と結果の2つ

の事態が単一イベントの表裏の事件のように捉えられているということである｡

Yang(1974)では､時間副詞などが使役者の行為と被使役者の行為がともに限定され

るという､語菜的使役の解釈上のこのような特徴をもって､修飾のスコープが2つに跨る､

唆昧文の解釈を受けるという｡Yang(1974:112-14)が提示 した例をみてみよう.

(77)a.Jolln-i Mary-lul kyosjl･eyse wul-1i-ess-ta.

ジョンーNOM メアリ･ACC鯵 で 泣くISUFF･PAST-IND

(① 教室でジョンが､メアリを泣かせた｡)

(② ジョンが､メアリを教室で泣かせた｡)

b.John-i Mary-1u1 5~pwuntonganwus-h'･ess-ta.

ジョン-NOM メアリ･ACC 5分ノ野 笑う一SUFF･PAST･IND

((∋ 5分間ジョンが (継続的に)メアリを笑わせた｡)

((診 ジョンが､メアリを5分間笑わせた｡)

(77a,b)では､教室でジョンがメアリを泣かせるとメアリが教室で泣くという事態が

起こる｡又､ 5分間ジョンがメアリを笑わせるとメアリも5分間笑 うということが同時に

成立つ､とい う解釈を受けるものである｡つまり､｢教室で｣と ｢5分間｣は､使役者 と

被使役者を両方とも修飾するという点では正しいが､それは唆昧文の解釈を受けるもので

はない｡なぜなら､ジョンの行為だけ限定するとか､あるいはメアリの行為だけを限定す

るとい うようなことは不可能であるからである.Yangで提示するような①②の解釈はむ

しろ､同時に成 り立つ単一イベントを表すものであると言うべきものである.

語嚢的使役のこのような解釈上の意味的特徴は､生産的使役 と比較すると､より明ら

かになる｡上記の (74-76)は､(78-80)のように生産的使役に入れ替えられると､副

詞 (句)の修飾のスコープは､使役者の行為を限定するか､あるいは､被使役者の行為を

限定するか､両者の中で 1つを選択することができる｡よって､これらの文は､2通 りの
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解釈が可能になるわけである｡なお､･それぞれの解釈は､単一イベン トとして捉えられる

とい うより､2つの分離的なイベン トとして解釈される｡

(78) a.cwuin-inoye-eykey cenyek-eycBh'cen-ey pal-ulssis-key丘かyeSS-ta.

主人-NOM奴隷IDAT 賭 aJ好iLT 足-ACC洗う-COMPする-PAST-IND

(主人が奴隷に寝る前に (主人又は奴隷の)足を洗わせた｡)

b･apeci-ka atuトeykey cenyeklOsl'-ey Chayk-ulilk-keyhB･yeSS･tA.

父親INOM息子-DAT 康~10GlLr 本･ACC読む･COMPする･PASTIIND

(父親が息子に夜 10時に本を読ませた｡)

(79)a･sinlang･isinpwt1-eykeykye血ansjkcLIDg-ersenOlay･ulpwulu･keyha-yess-ta.

花婿･NOM花嫁･DAT 鹿瀬式夢で 歌-ACC歌うICOMPする-PAST_INl)

(花婿が花嫁に結婚式場で歌を歌わせた｡)

b･sensayngnim-icelswu-eykeyuLZtOLtZgCaDg-eySeChayk･ulilk･keyムB･yeSS-ta.

先生.POL-NOMチョルスーDAT腰 湯で本-ACC読む-COMPする･PAST-IND

(先生がチョルスに運動場で本を読ませた｡)

(80) a.cwuin･inoye-eykey 3pen pal･uLssis-keyha-yess-ta.

主人-NOM奴隷-DAT 3回 足-A(〕C洗うICOMPする-PASrll-IND

(主人が奴隷に3回 (主人又は奴隷の)足を洗わせた｡)

b･apeci-ka atuトeykey 1sl'ka血刀aynay Chayk-ulilk-keyha･yess-ta.

父親-NOM 息子-DAYl棚 のノ野ヂっt 本･ACC読む-COMPする-PASTIIND

(父親が息子に 1時間ずっと本を読ませた｡)

(78-80)の副詞 (句)の解釈は､使役者の行為を修飾するか被使役者の行為を修飾する

かとい う､両者の中で 1つを選択することができる｡それによって､ 2つの解釈可能性が

出てくる｡ 1つは､使役者の行為は副詞 (句)の修飾を受けるが､被使役者の方は修飾を

受けない場合｡もう1つは､その反対に､被使役者の方は副詞 (句)の修飾を受けるが､

使役者の行為は修飾を受けない場合である｡たとえば､(78)のように､時間副詞が修飾

する行為の時間を基準時と呼ぶことにすると､使役者の行為が基準時に行われたとすれば､

被使役者の行為は基準時に行われておらず､少なくともそれより後になるのである｡次に､

被使役者の行為が基準時に行われたとすると､使役者の行為はその基準時と同時には起こ

らないので､少なくとも､その前であるように解釈される｡つまり､(78)の文は､(74)

のように同時に成 り立つ単一イベン トを表すものではなく､分離的に行われる事態である

ことがわかる｡ (79-80) も､(78)と基本的には同様である｡即ち､(79)の場所が､使

役者の行為が行われた場所であれば､被使役者の行為は他の場所で行われると解釈される

が､それ と反対に､被使役者の行為が行われた場所を指定することになると､今度は使役

者の行為が他の場所で行われると解釈され うる.(80)も､使役者が-遍に ｢3回｣あるい

は ｢1時間ずっと｣行為をしたと解釈されることも､披使役者が一遍に ｢3回｣あるいは

｢1時間ずっと｣行為をしたと解釈されることも可能である｡

さらに､使役者の行為だけに焦点を当てると､被使役者の行為は限定されなくなって

しまうことから､被使役者の行為はキャンセルされてもまったく正しい文として成 り立っ
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ことができる｡たとえば､(78a)であれば､｢主人が奴隷に寝る前に足を洗うように指示

したけれ ども､奴隷は洗わなかった｣という意味を含むことができる｡このような状況を

(78b)をもって説明すると､今朝､父親が夜 10時になったら息子に本を読むように指

示 した､という事態があった場合､(i)息子が夜 10時にそれを実行 した､(h)夜 10時

になっていないため､まだ結果事態が成立していない､(in)夜 10時が過ぎているが､結

果事態は成立していない､という3つの状況が存在することになる｡

このように､副詞 (句)の解釈は､語嚢的使役の解釈 と生産的使役において､それぞ

れ異なる特徴をみせる｡即ち､語桑的使役 (81A)は ｢1通りの解釈-単一イベン ト｣と

して解釈されるが､生産的使役 (81B)は ｢2通 りの解釈-分離的なイベン ト｣として解

釈され うることが確認される｡それは､次のように示すことができる0

(81) [CAUSINGEVEN'll]vs.[CAUSEDEVENT]

A.語桑的使役

[Causer[Ⅹ (時/場所/回/時間)]引き起こす]

同時に [Causee[x (時/場所/回/時間)]行為をする]

B.生産的使役

[Causer[x (時/場所/回/時間)]引き起こす]

あるいは [CauSee[x (時/場所/回/時間)]行為をする]

上記のように､時間副詞や場所副詞､頻度副詞などは､語菜的使役の場合は単一イベ

ン トとして解釈されるために､使役者と被使役者の両者の行為をともに限定 しなければな

らなくなる｡これを､語桑的使役の ｢同時性の原則｣として呼ぶことにしよう｡次の文は

｢同時性の原則｣に違反するものではない｡(82--83)は､暖味な解釈を受ける文である

と､Song(1988:194-95)が提出した例である｡

(82)a.emeni･ka ai-1u1 2bll'kBntOngaD Ca-yWu-eSS-ta.

母親-NOM 子供-ACC 2鶴野 寝る-TSUF･PAST-IND

(母親が子供を2時間寝かせた｡)

b.emeni･ka ai･eykey olaytoL7gan kuos-ul ip-hi'-ess-ta.

母親-NOM 子供-DAT長いノ野 その月臥ACC着る･TSUF･PAST-IND

(母親が子供に長い間その服を着せた｡)

(82)の (a,b)では副詞が修飾するスコープが母親の行為であるとしよう｡すると､

子供も同時に母親の行為を被る状態にあり､2時間寝させられる又は (たとえば､鏡の前

で)長く服を着させられつつある状況にあることを合意しなければならない｡一方､これ

らの副詞は行為の結果の持続時間として考えることもできる｡その場合､子供が2時間寝

ることや長い間その服を着ているということは､母親による行為の結果として成立っため､

そのような状態の最初と最後- たとえば､寝かせてから 2時間後子供を起こすことや長

い間新 しい服を着替えさせないことなど- は､使役者の母親がコン トロールするもので

なければならない｡即ち､子供が自主的に 2時間寝るとか長い間服を着ていることはでき
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ないものなのである｡ したがって､(82)はSongでいうように2つの解釈が可能な唆味な

文ではあるが､それはわれわれが問題にする分離的な事態解釈を許すものではない｡

次に挙げる様態副詞においても､Song(1988:193-94)と宋 (1992:281)では (82)

の時間副詞などと同様に､修飾のスコープが 2つに跨る唆昧文の解釈を受けるものである

とい う｡(82)とともに､このような例は､語嚢的使役の被使役者が動作主であり､間接

使役であるという彼の主張に確固たる証拠を与えるものであった｡

(83)a.emeni-ka ai-eykey os-ul cd ip-ム1'･eSS-tA･

母親-NOM 子供-DAT月臥ACC よ( 着る-TSUF-PASTJND

(母親が子供にうまく服を着せた｡/母親が子供に良い服を着せた｡)

b.emeni-ka ai-eykey emsw山地akey chayk･ul ilk-血'･ess-ta.

母親-NOM 子供-DAT厳粛に 本-ACC 読む･TSUF-PASrll-INlj

(母親が子供に厳粛に本を読ませた｡)

(83a)は母親の月炭の着せ方が うまいとい うことと､もう1つは､行為の結果として良い

服を子供が着ている､というものである｡つまり､後者の場合は子供がみずから良い服を

着るものでなく､母親が良い服を着せた結果良い服を着ているという結果状態であること

に注意されたい｡次に､｢厳粛に｣のような様態副詞はむしろ話者のそのような状況に対

する判断であろう｡話者がそのように判断する根拠も､使役者と被使役者の両者の行為が

同時に ｢厳粛に｣ していなければ正 しく成 り立っものではないのであろう｡即ち､副詞が

両者の状態をともに限定 していなければ ･(83b)の文は矛盾することになる｡

さて､次の (84)のような様態副詞 (句)は同時性の解釈を受けない｡この場合の副

詞は使役者-主語の行為を限定することこそあれ､決 して被使役者の行為は修飾 しない｡

これは､上記の ｢厳粛に｣のような様態副詞類とは意味的に違 うもので､使役者と被使役

者の行為が同時に限定されることはない｡この場合､様態副詞は使役者の行為しか修飾 し

ない､言い換えると､唆味な文の解釈を与えない､ということである｡これは ｢同時性の

原則｣に従 う副詞の存在 とともに､語菜的使役が単一イベン トとして捉えられるものであ

る､とい う本稿の主張に､さらなる根拠と与えることは疑いがない｡

(84)a.cwuin-inoyey-eykey wusu･myanse pal-1ul ssis-h'-ess-ta･

主人-NOM奴隷･DAT _笑~いなが ら 足･ACC洗 う/rSUF･PAST-INlj

(主人が笑いながら奴隷に (主人の)足を洗わせた｡)

b.apeci-ka5島altoynatul-eykeycBhnsulepkey kul-ul ilk-bi'-ess･ta･

父親･NOM5歳なる 息子-DATpqらL,if+/L_r文字IACC読む･TSUF･PAST-IND

(父親が誇らしげに5歳の息子に字を読ませた｡)

以上から､韓国語の語桑的使役は､与格構文であっても原因と結果を分離 した2つの

イベン トとして受け入れるための統語構造は用意されておらず､単一イベン トとして捉え

ていることがわかる｡即ち､語桑的使役は､被使役者の動作主としての自主性が考慮され

ず､対象として扱われる他動詞構文なのである｡
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4.4.3.再帰代名詞

韓国語の再帰代名詞には､たいへん興味深い現象が観察される｡たとえば､ 日本語の

再帰代名詞の ｢自分｣は､必ず文の主語が先行詞になるが､韓国語の場合は､必ず しも主

語が先行詞にならなくてもよい｡

(85)a･nayI-ka yeng7'j-eykey cBk t･J,i iyaki･1ulha･yess･teni,hwa-1ulna-ySS-tat

私-NOM ヨンイーDAT 自分 話-ACC Lたら,怒 り･ACC出す-PAST･INI)

b･私 がヨンイノにβガ ′′Jの話をしたら､(ヨンイが)怒った｡

(86)a･Chelswuj･kayengi j･eykeycakiJ'･jiyaki･lulha-teni,pwukkulewWha･yess-ta.

チョルス-NOM ヨンイーDAT自分 話IACCして,恥ずかしい-がる-PAST-IND

b.チ3/I,メ ,.がヨンイjに5分 jPjの話をして､(チョルスが)恥ずかしがっていた｡

(85-86)の (b)をみると､日本語の再帰代名詞の ｢自分｣は必ず主語が先行詞である

ことがわかる｡ ところが､(85-86)の (a)をみると､韓国語の cakl'は必ず しも主語が

先行詞になるとは限らない 70 なお､韓国語の cakl'は文脈照応をしない場合もあるOその

場合は､2人称代名詞の ｢あなた｣-｢聞き手｣を指すことになる｡したがって､(85-86)

の (a)の再帰代名詞 cakJ'は､すべて ｢あなた｣に置き換えることも可能である｡

このように､韓国語の再帰代名詞は必ず しも主語が先行詞になるとは限らないので､

ここで意図する目的のテス トには不適切であることがわかる｡つまり､日本語の再帰代名

詞 ｢自分｣であれば必ず主語が先行詞となるため､生産的使役では使役者と被使役者の両

方を先行詞とする解釈を許す (cf.Shibatani(19731),1976))｡よって､副詞の修飾ス

コープが生産的使役において2つに跨る唆昧文の解釈をうけるように､再帰代名詞も唆昧

文の解釈をうけることができる｡ところが､韓国語では､次の (87)のような再帰代名詞

が､使役者と被使役者の両方を先行詞とする解釈が成 り立っ場合があっても､それは日本

語の生産的使役のように被使役者が動作主であるから再帰代名詞の先行詞になれる､とい

う証拠にはならないのである.ただ し､(87b)では cwu-ta(やる)受益構文と共起 した

場合に､被使役者を先行詞として解釈する可能性が高くなる､という点に注目してほしい｡

(87) a･emeDl'J･-i Bl'j-1ul cakl'J/ノ Pang-eySe Ca-yWu-eSS-ta･

母親･NOM 子供-ACC 自分 部屋ILOC 寝るITSUF･PAST･IND

(母親が子供を自分の部屋で寝かせた｡)

b･BPeCI'J-ka atulj-eykey cd 'J/j OS･ul ip･b'-e･cwu･ess-ta･

父親･NOM 息子-DAT 自分 服IACC着る･TSUF-やる-PAST-IND

(父親が息子に自分の服を着せてやった｡)

任 (1987:149,294)では､再帰代名詞 cakJ'の機能は､文法的な役割を果たすもので

なく､先行詞を心理的な主語化 (主題化)する意味論的な役割を担 うものであるとい う｡

そのために cakJ'の先行詞は､話者 (彼の用語では観察者)の感情移入による経験者でなけ

ればならないとされる｡それに従 うと､(87)のような現象は､む しろ語用論的な要因を
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分析することによって､明らかにされる問題であるということがわかる｡

次は､再帰代名詞 cakL'の先行詞が文法的な要因でなく､語用論的要因によって決定さ

れる例である｡

(88)a･cLelswul-ka yengi1-1ul cBh'JPJCIp-ey teyliko-wa-ss-1A･

チョルスINOM ヨンイーACC 自分 家ILOC連れて一来る-PAST-IND

(チョルスがヨンイを自分の家に連れて来た｡)

b･chelswui-ka yeDBT'J-1ul cd '･//jCip-ey teylyeta･cwu-ess-ta.

チョルス･NOM ヨンイーACC 自分 家･LOC連れて-やる-PAST-IND

(チ ョルスがヨンイを自分の家に連れててやった｡-送ってやった)

上記の (85-86a)をみると､韓国語では 1人称主語は cakl'の先行詞になれないが､3人

称主語は cakl'の先行詞になると判断されるOところが､(88)の例をみると､その判断は

修正する必要があることがわかるO つまり､3人称主語であっても (88a)のように､

teyll'k0-0･ta(連れてくる)の事態構造の中では､主語のチョルスが先行詞 となるが､(88

b)のように､teylyetB-CWu･ta(送ってやる)の事態構造の中では､対象のヨンイが先行

詞になるのである｡

ここで､cakl'の先行詞の解釈には､次のような2つの原則が働くと考えられる｡まず､

第 1は､一般に 1人称主語は cakl'の先行詞になれない80第 2は､ 3人称の場合は､主語

が先行詞になる場合と､対象が先行詞になる場合がある｡前者は､teylJ'ko･o･ta(連れてく

る)ような事態構造をもつ場合であり､後者は､teylyeta-cwLL･tB(送ってやる)のような

事態構造をもつ場合である｡これを仮に､｢主語 (自分)中心の事態構造｣ と ｢対象 (他

者)中心の事態構造｣として区別することにしよう｡すると､｢対象 (他者)中心の事態

構造｣ではその対象を再帰代名詞の先行詞 として解釈することが許される､とい うことで

ある｡

このような理解の上で､ 3人称主語の使役構文をみてみよう｡次の文は意味的な制約

によって､cwu-ta(やる)受益構文とは共起不可能な文である (4.2.4.及び 4.3.1∴節を参照)0

(89)a･cwuL'nJ-i noyeJ-eykey

主人･NOM 奴隷IDAT

(主人が奴隷に自分 (主人)

b･emenJ'1-ka hanyej-eykey

母親-NOM 下女-DAT

(母親が下女に自分 (母親)

ca必JPjpal-ul ssis-h'-ess-ta･

自分 足-ACC洗 う-SUFF-PASTJND

の足を洗わせた｡)

cBh ')pJmeli･1ul pis･h'･ess-ta･

自分 頭-ACC 杭く-SUFF-PAST-IND

の髪の毛を椀かせた｡)

(89)の再帰代名詞 cakl'は､主語 (-使役肴)だけを先行詞 とし､被使役者を先行詞 と

することはない｡ このような照応関係は先ほどの議論に従 うと､｢主語 (自分)中心の事

態構造｣であることがわかる｡

ここで､(89)を上記の (87) と比較 してみる必要があるだろう｡ (87)ではなぜ被使

役者が再帰代名詞の先行詞 として解釈され うるのか｡この問題は､再帰代名詞の先行詞が
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文法のレベルでなく語用論のレベルで決定されるものであることを考慮に入れると､両者

の相違は動詞の意味によって説明可能であるように思われる｡即ち､(87)の派生形動詞

は他者に行為の結果を残存させる､という意味を表すが､(89)は自分が行為をせず他者

に行為をさせる､という意味を表すものである｡要するに､(87)は他者-の利益供与の

ための事態を成り立たせることが可能であるが､(89)は自分の利益のために事態を成 り

立たせるものである､という意味的な要因が存在する｡この場合､(87)は他者である被

使役者を中心とする事態構造として解釈することが許される､という風に理解できる｡

もし､(87)の被使役者が動作主であるために､被使役者が cakl'の先行詞になりうる

と考えるのであれば､なぜ (89)の被使役者は動作主になれず､なお再帰代名詞の先行詞

にもなれないのか､が説明できない｡さらに､次の (90b)のような構文では､なぜ不適

格な文として理解されるのか､を説明することもできない｡

(90)a･apecjJ･ka atul,I-hanthese cah 'IP , OS-ul peg-kl'-e-nay-ess-ta･

父親･NOM 息子･SOUR 自分 服･ACC 脱ぐ-TSUF一出す･PASTJND

(父親が息子が着ている自分の服を脱がせた｡)

b･??apeciJ･-ka atulj-eykey caki･,,", os-ul pes-kl'-e-CWu-eSS-ta･
父親･NOM 息子･DAT 自分 服-ACC 着る-TSUF-やる-PAST･lND

(父親が息子に自分の服を脱がせてやった｡)

即ち､同じ動詞であっても (90a)では使役者の主語が先行詞として解釈され うるが､他

方の (90b)ではcakl'に照応する先行詞が存在せず､解釈不可能な文になるのである｡

このような現象は韓国語の再帰代名詞 cakl'は文法的な要因によって決定されるもので

はない､といったわれわれの分析を正当化するものである｡

次に､ 1人称主語の使役構文をみてみようo韓国語の再帰代名詞 cakl'は 1人称を先行

詞とすることはできない､という制約が存在することを想起 してほしい｡なお､(91)の

文は (89)と同様に､cwu-ta(やる)受益構文と共起することができない､ということに

も注意すべきである｡

(91)a.'naJ-nun nOyej-eykey cah'･i/･j Pal-ulssis-ki-ess-ta･
私-TOP 奴隷･DAT 自分 足-ACC洗う･TSUF-PASTJND

(私は奴隷に自分の足を洗わせた｡)

b･ *naj-nun hanyej-eykey cBki･i/I,meli･lulpis-kl-ess･ta･
私-TOP 下女一DAT 自分 頭-ACC 杭く-TSUF-PAST･ⅠND

(私は下女に自分の髪を杭かせた｡)

上記の (85a)では､ 1人称主語である場合､再帰代名詞 cBkjは与格名詞句を先行詞と

することが可能であったことがわかる｡ところが､(91)のような派生形動詞においては､

与格名詞句の被使役者が先行詞になることは許されない｡つまり､(91)の再帰代名詞は

文中のいずれの名詞句とも照応することがないため､解釈不可能な文になるのである｡

なぜ (91)は (85a) と違って､与格名詞句の被使役者が再帰代名詞の先行詞になれ
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ないのだろうか.ここで､(f)1)と同じパターンを示す構文と､(85a)と同じパターンを

示す構文を取り上げてみよう｡.

(f)2) ☆nl- ∫-nun che】swuノー(,/ykey cak1㌧,/･ノChayk-ullkwuen cwu-es告-ta･

私-110P チョルスーD̂ rJl 自分 本-ACC l冊 やる-PAST-IND

(私はチョルスに自分 (チョルス)の本を1冊あげた｡)

(f)･'3) m I-nun Cllelswu ,-eykcy cakI･J/ノChayk-ul I-I()llye-cwu-ess-tat

私-TOP チョルスーDAT 自分 本-ACC 回す-やる-PAST-IND

(私はチョルスに彼の本を返した (直訳 ;私はチョルスに自分の本を渡した)0 )

(!)2)は cwLl-ta(やる)構文であるが､(93)は tollye-cwu-ta(返す)の文である｡前者

は､(f)1)と同様に､ 1人称主語と与格名詞句のチョルスのいずれも cakl'の先行詞になれ

ないため､不適格な文だと解釈される∩一方後者は､(85a)と同様に､1人称主語は cakl

の先行詞になれないが､与格名詞句のチョルスは先行詞になることができる｡

このように (91)と (92)が同様に不適格であり､他方の (85a) と (93)が同様に

適格であるのは､いかなる要因によるものであろうかoこの2つのパターンの適格性も､

やはり構文の意味的要因によって左右されるものとして考えるべきであろうOその意味的

要因を (92-f)3)の構文から考察してみよう.まず気づくことは､(92)の cwu-ta(やる)

は､(f),3)のように to11ye-cwL1-ta(返す)に入れ替えられると､与格名詞句は再帰代名詞

の先行詞になれる､という点である｡その場合､両構文は意味的に次のような相違が存在

する〔 (93)では､与格名詞句のチョルスがもともと本の所有者であり､同時にこの事態

における到達点として解釈 される｡つまり､(93)の tollye-cwu-ta(返す)構文では､対

象のチョルスを中心に事態が引き起こされる､ということになる｡一方､(92)の場合は､

木はチョルスの所有物ではない｢.少なくとも､cwu-ta構文にはそのように解釈すべき根拠

が与えられていない｢.このような事態はすべて主語を中心に引き起こされるものであると

考えることができる｢､その場合､この文は 1人称主語であるため､ ユ人称主語制約によっ

て不適格な文と判 断される､ということになる.｡

次に､(91)のような構文は cwLl-ta受益構文と共起不可能であるが､同じ動詞でも次

の (94)では cwLZ-ta受益構文と共起可能である,この場合､(94)は､(91)と違って与

格名詞句の被使役者を cakl'の先行詞とする解釈が許される,,このような相違がなぜ存在す

るのか､という問題は､結局構文の意味を寄り所にして考えなければならない,,即ち､(94)

は (91)と違って､他者に行為の結果を残存させる､とい う構文の意味があり､それは他

者-の利益供与という意味と相反するものでない｡ したがって､他者中心の事態構造とし

て理解することができる､ということである｡

(i)4)a.l捕yI-k～l tOngSayngj-eykey cak1㌧J/Ipal-ul ssis-kl'-e-cwu-ess-ta･

私 NOM 弟-1⊃∧r]l 自分 足一ACC洗 う-TSUF-やる-PAST-INI)

(私が弟のために足を洗ってやった｡.)
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b･nayJ-ka DWZLt7aj-eykey cBh'り ′Jmeli-ul pis-ki'-e-cwu-ess･ta･

私-NOM 姉-DAT 自分 頭-ACC 焼 く-TSUF-やる-PAST-IND

(私が姉のために髪の毛を続いてやった｡)

したがって､(85a)と (93)は対象 (他者)中心の事態構造を与えるものであるが､他

方の (91)と (92)ではそのような事態構造を許さないものである｡このように考えるこ

とによって､再帰代名詞 cBkl'の照応関係をうまく説明することができる｡

以上をまとめると､韓国語の再帰代名詞 cah'は､文法的な要因でなく語用論的要因に

よって照応関係が決定される｡つまり､先行詞は､主語又は動作主といった文法的な要素

と照応するものではない｡ したがって､派生形動詞を用いる語菜的使役において､もし被

使役者を先行詞とする解釈が許されても､そのままそれが動作主であるという根拠にはな

らない｡むしろ､その解釈は､受益構文と同様の事態構造をもつことによって許されるも

のなのである｡即ち､他者への利益供与とい う意味的要因によって､対象 (他者)中心の

事態構造が与えられると､被使役者は cakl'の先行詞として解釈され うるのである｡このよ

うに韓国語の語桑的使役は､副詞の修飾スコープが表す現象と同様に､再帰代名詞の解釈

においても､ 1つのイベン トしかを表すことができない､というわれわれの主張を強く支

持するものとなる｡

4.4.4.否定と敬語

韓国語の否定形には､不可能の意味を表す mos/･cl'mosJza･と､単なる否定を表す an

/-clanh･がある｡その中で mosと anは動詞の前に用いられて､その後ろにくる動詞の

意味を否定することになる｡ここでは､不可能の意味を表す mosを中心に考察 していきた

い｡一方､敬語表現には接辞-sL'がある｡動詞の語幹の後ろに接辞-sl'を用いると､その行

為の主体二主語に対する話 し手の敬意が表される｡次の (95)を参照されたい｡

(95)a.yengi-nun talillul tacihese, amwuteytoRZOS ka-n-ta･

ヨンイ_TOP足･ACCけがをして､どこにも NEG.can行く-PRESJND

(ヨンイは足にけがをしたので､どこにも行けない｡)

b.halapenim･kkeyse chelswu-1ul chachu-sl'-eSS･ta･

祖父.POL･NOM.POLチョルスーACC 探す･HON-PASTJND

(おじい様がチョルスをお探 しになった｡)

C. *chelswu-ka halapenim-1ul chachu-sl-ess･ta･

チョルス-NOM祖父.POL-ACC探す-HON-PAST-IND

(チョルスがお じい様をお探ーLになった｡)

(95a)では､ka-ta(行く)動詞の前にmosが用いられて､｢行けない｣という行為の主

体-主語の不可能を表す｡一方 (95b)の･sJ'は､chach-ta (探す)動詞の語幹の後ろに用

いられて､行為の主体に敬意が表されることがわかる｡ したがって､(95C)のように､

対象 (-目的語)に対する敬意を表すためにISl'を用いることはできない9｡
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ここでは､否定と敬語を表すこの2つのマーカーが､それぞれ使役者の行為を制限す

るのか､それとも被使役者の行為を制限するのか､ということをみていく｡もし､語秦的

使役の被使役者が動作主であるとすると､mosと敬語の-slは､被使役者の行為についても､

適切な解釈が与えられなければならないOなぜなら､否定の mosは動詞の前に用いられる

ので､副詞のように動詞の語幹の意味だけを制限することが予想されるからであるOまた､

敬語の-sl'は､生産的使役であれば使役者と被使役者の両方に用いることができるからであ

る｡(下記の (98)を参照)0

次の例を分析 してみよう｡

(96)a.kunamsensangnim-iyengi-eykey chayk-ul mos ilk･h'-tela.

その男先生.POL-NOMヨンイ･DAT本IACCNEG.can･読む･TSUF-PAST.MOD

(あの男の先生はヨンイに本を読ませられなかったのよ｡)

b.taythonglyeng-tochelswu-eykey-nuncakipal･ulmos ssis-ki'-tela.

大統領-もチョルス･DAT･TOP自分足･ACCNEG.Can洗う一TSUF.PAST.MOD

(大統領もチョルスには自分 (大統領)の足を洗わせられなかったのよ｡)

(96)は､話 し手が目撃した場面を聞き手に伝える形式の文である｡ (96a)では､たと

えば話し手は､その男の先生がヨンイに恋愛感情を持っていることを知っている｡そ して

授業中の先生の様子をみていると､どうもヨンイには本を読ませることができない､とい

うことが話し手に読み取られる｡この場合､話し手は､(96a)のような文を発すること

ができる｡(96b)は､たとえばチョルスが奴隷の中で一番権威をもっている人である場

合である｡たとえ大統領であっても自分の足を洗わせるために､彼を思うがままに使 うこ

とはできない｡このような判断ができるような状況が話し手に読み取られたなら､(96b)

のような文を発することができる｡この場合､mosは､使役者の ｢その男の先生｣と ｢大

統領｣の行為が不可能であることだけを意味し､決して被使役者のヨンイとチョルスの行

為が不可能であることを表すことはできない｡

ところが､もし (96)の語秦的使役を､下記の (97)のように生産的使役に入れ替え

ると､今度は､使役者の行為が不可能であることを表すことはできなくなり､被使役者の

行為が実現不可能であるように使役者が阻止することを表すようになる｡

(97)a.kunamsensangnim･iyengi-eykey chek･ulmosilk-keyLa-tela.

その男先生.POL-NOM ヨンイーDAT本･ACCNEG.can一読むICOMPする-

PAST.MOD

(あの男の先生がヨンイに本を読めないようにした (阻止した)0)

b･taythonglyeng-tochelswu･eykey･nuncakipal-ulLZZOS SSis-keyba-tela.

大統領･も 太郎-DAY-TOP 自分 足-ACCNEG.can洗う-COMPする_

PAST.MOD

(大統領も太郎には自分の足を洗えないようにした (阻止した)0)

(97)を (96)と比較してみよう｡(96)は使役者の不可能を表すが､(97)は被使役者の
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不可能を表す.これは､(96)の語嚢的使役では､ilk-ム)I-(読む-TSUF-)までが mosの修

飾のスコープの中に入るが､(97)の生産的使役では､ilk-(読む)までしか入らない､と

いうことを示すものである｡つまり､ilk･LL'-(読む-TSUF-)は､il･(読む)と同様に動詞

の語幹として働いていると判断できる｡

次に､敬語-sJ'を観察してみよう｡敬語-sJ'は､使役者と被使役者のどちらが尊敬の対象

であるか､を確かめるための手だてとして有効である｡次の (98)の生産的使役では､ -sI

が2回も用いられている｡1番目の-61'は､被使役者の行為に敬意を表すために使われてい

るが､2番目の-sl'は､使役者の行為に敬意を表すためのものである.つまり､生産的使役

では､使役者だけでなく被使役者の行為に対しても､敬語のISl'を用いることができるので

ある｡

(98) halmeni･kkeyse halapeci･kkey nolay-1ulpwulu･sl'-keyムa･sl'七SS-ta

祖母･NOM.POL祖父･DAT.POL歌･ACC歌う-HON･COMPする･fION-PAST-IND

(お じい様がおばあ様に歌をお歌いになるようになさった｡)

ところが､語桑的使役では､使役者の行為に対して敬語の･sl'を用いることはできるが､

被使役者の行為に用いることはできない｡それは､次の2つの要因によって､被使役者の

行為は-sl'の修飾のスコープの中に入ることができないからである.まず第 1に､pul-h'-(歌

う-TSUF)は形態的に 1つの語幹を形成するため､それを分離して他の要素を入れること

は不可能である (例えば､(99a))｡第 2に､使役者より社会的地位の高い人を被使役者

に用いることはできない (例えば､(99b))｡したがって､使役者と被使役者が両方とも

同じぐらい尊敬すべき人物である場合でも､被使役者は･S)'の修飾のスコープの中に入るこ

とはない (例えば､(100))0

(99)a.*halapeCi･kkeyse halmeni-kkey nolay･lul pwul･sl'･1;-ess-ta･

祖父-NOM.POI｣祖母IDAT.POL 歌IACC 歌う-HON･TSUF-PAST-INt)

(おじい様がおばあ様に歌を歌わせになさった｡)

b.*chelswu･ka halapeci-kkey nolay-1ul pwul-EISL'-eSS･ta.

チョルス-NOM祖父･DAT.POL歌･ACC 歌う･TSUF-HON-PAST･IND

(チョルスがおじい様に歌を歌わせになさった｡)

(100) halapeci-kkeyse halmeni･kkey nolay･1ul pwu1-111-m'七SS-ta･

祖父一NOM.POL 祖母-DAY.POL歌･ACC歌う-TSUF-HON-PASTJND

(おじい様がおばあ様に歌を歌わせになさった｡)

(99a)の不適格性は､語形成規則を守らなかったためであり､(99b)は､使役者は被

使役者より社会的な地位が高くなければならないという意味制限を破ったからである｡一

方､(100)は､pwullll'(歌う/rSUF)という複合語幹の後ろに敬語-sIをつけることは可

能であるが､その場合､敬語･sJ'の修飾のスコープは使役者の行為のみであるということを

表す｡つまり､語桑的使役では､(98)の生産的使役のように､使役者と被使役者の両方

に･sJ'を用いることができないばかりでなく､被使役者 ((99)の ｢おばあ様｣)は､敬語の
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修飾のスコープの中に入ることは不可能であるということになるO

ではなぜ､(f)8)の生産的使役では､被使役者の行為が敬語の修飾のスコープの中に入

れるのに対 して､(f)9-10())のような語桑的使役では､被使役者の行為が尊敬の修飾のス

コ一一プの中に入ることができないのであろうか,,それは､次のように考えることができる,

つまり､動作主が主語のときは敬語の修飾のスコープの中に入れるが､対象が目的語のと

きは敬語の対象になれない,言い換えれば､被使役者が動作主であれば､その行為の主体

である被使役者に敬意を表すことができるo Lたがって､生産的使役はそのような条件を

揃えているので､被使役者に敬語を用いることができるo他方､語桑的使役ではそのよう

な条件を揃えていないので､被使役者に敬語を用いることはできないOよって､語桑的使

役の被使役者は動作主ではない､と結論づけることができる｡

以上のように､mosと敬語-sjの修飾のスコープを観察した結果､語桑的使役は 1つの

語のように振舞 うため､被使役者はその修飾のスコープの中に入ることはできないOつま

り､使役者だけがそのスコープの中に入ることがわかる｡.したがって､統語構造における

被使役者の文法的な地位は動作主ではなく対象であり､よって､語桑的使役は2つのイベ

ン トを表すことはできないと結論づけられるo

1.5.おわ りに

本章では､次の 3点を明らかにした.〕第 1点は､意味的他動性に基づく結合価変化の

ない構文はいかにして項を増やすことができ､使役に展開するのかOこれに対しては､項

の増加は格交替によってなされ､それとともに使役化する､ということを説明した10,こ

のような韓国語の現象から導き出される重要な点は､意味的他動性がなぜ使役 と相関する

のか､ということである〔それは､両者がともに行為の方向性を中心とする､意味に基づ

いた文法現象であるからという点であろう｡,このような見方から､われわれは他動性 と使

役の連続性を論じることができるO

第 2点は､語桑的使役 と cwL1-ta構文の相関についてであるO即ち､(A)語嚢的使役

の補充形式として cwLl-taが用いられる､(B)使役 と非使役の対立は､意味的に cwu-ta(や

る)と pat-ta(もらう)の意味的対応関係 と類似する､(C)両構文は2重対格の現れ方

動詞である､などの粗 放が挙げられた｡.このような特徴によって､意味的他動性に基づく

両構文の関連を浮き彫 りにすることができる∩

第 3点は､意味的他動性に基づく構文から発達した使役構文において､統語的に許さ

れる範囲はどこまでであるかということであるO具体的にいえば､格交替によって展開さ

れた語桑的使役の与格構文はいかなる特徴をもつ構文であるか､という点である｡つまり､

与格標示の被使役者は動作主であるか､それとも､対象であるかOそして､その構文の意

味は単一-イベン トとして理解されるか､それとも､2つのイベン トとして理解されるか｡

これに対 しては､語桑的使役の統語構造は2つのイベン トを別々に入れる受け皿をもって

3--3らず､ 1つのイベン トしか表現できないと結論づけられた｡さらにこれは､上記の第 2

点に挙げた鞘 牧を考慮に入れると､語桑的使役は2重他動詞構文または与格他動詞構文の

統語構造に依拠 していると言えるのである｡.

]28



最後に､第2章で提起された問題をこれまでの議論を踏まえて整理 してみよう｡言語

の一般的傾向と異なり､なぜ韓国語には人間の行為を表す多くの動詞が語嚢的使役をもつ

ことが可能なのか｡それは､韓国語が意味的他動性に基づく動詞の自他対応の体系をもっ

ているからだと説明できる｡よって､韓国語では､語桑的使役の被使役者は無生のモノや

非意志性のヒト (inanimate & non-volitionalhuman)のパラメータをもち､それは日

本語より遥かに広い範囲を含めるものであることが正しく理解できる｡このような議論に

基づくと､他動性と使役の関連は､行為の方向性を問題にする意味に基づいた文法現象と

して捉え直すことができ､その点において両者は連続して存在するのである｡
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第 5章

態の派生関係と受動化 (Ⅰ)

- 自動詞の受動化とパラメータ-

5.1.全体の概観

5.1.1.韓国語における態の派生関係の問題点

本章から第 7章までは､態 (ヴォイス)の派生関係と関連する韓国語の母国語話者の

直観に基づくデータによる分析を行 う｡従来の研究において看過されてきた問題を以下の

ごとく指摘する｡

(i)受動文の範噂は何を根拠に決められるべきか｡

(ii)他動性の意味的側面が態の派生関係において2つの異なった役割を担 うが､それは

なぜか｡

(iii)従来､能動と受動の対立に関して他動詞を中心とした文法関係の変換であると規定

されているが､これは正しい見方であるか｡そのような立場からは韓国語の態派生

関係のいかなることが説明できないのか｡

まず､(i)に関する現象を見てみよう｡韓国語において受動文に用いられる形式は､

一般に非生産的な接辞･1'とその変異形･hl',･11',･kJ'､そして生産的な助動詞一Cl-ta(漢語動

詞はItOy-ta(なる))があるといわれている1｡ところが､実際は､これらは受動にだけ用

いられる形式ではない｡次のように自発､可能､再帰､受動といった､ヴォイスの範噂に

関わる連続的な意味現象が観察されることがわかる｡

(1)a.cecello mwun-i yel･11'-ess･ta.

自ずと 門-NOM 開ける･ISUF-PAST-IND
(自然に ドアが開いた｡)

(無生自発)

b.tDynCangkwuk-eypap･ulmaトamek-uni,pap-icellomek･ム1'-tela.(有生自発)

味噌汁-LOCご飯･ACC混ぜて食べたら､ご飯･NOM自ずと食べる-ISUF-
PAST.MOD

(味噌汁にご飯を混ぜて食べたら､(私は)ご飯が自然に食べられたのよ｡)

C.sonll el-ese, yenphil-i cal an cap-LIL-n-ta.

手･NOM凍って､鉛筆INOM よく NEG握る-ISUF･PRES･IND
((私は)寒さで手が堅くなって､鉛筆がよく掴まれない/握れない｡)

d.pal-ey ttong･i palp-ム)I-ess-e-yo･

足･LOC うんこ･NOM 踏む-ISUF･PAST-POLMOD

(可能)

(再帰)

((あなたの)足がうんこを踏んでそのうんこが(あなたの)足の下にあります｡)

((私の)足がうんこを踏んたので､(私の)足元にくっ付いてしまいました｡)
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e･yengi-ka cllelswu･hanthey pal-ulpalp-血-ess･ta. (受動)

ヨンイーNOM チョルスーDAT 足-ACC踏む-ISUF-PAST-ⅠND

(ヨンイがチョルスに足を踏まれた｡)

(2) a.cepsi-ka cecello kkay･el-ess-ta. (無生自発)

皿INOM 自ずと 割る-C1'-PAST-INI)

(お皿が自然に割れた｡)

b.col-Ill-eSe, nWun･i cakkwuman tcph-e-cL'-n-ta. (有生自発)

眠る-ISUF-ので､目･NOM しきりに 閉じる･cIIPRES･ⅠND

(眠くて､胎が しきりに閉じられてしまう (酸がしきりに下に降りてくる)0)

C･kulehkeyswypkeymwun-ical yeトe-cj-1･kka･yo? (可能)

そんなに た易く 門INOM よく 開ける-cI-GuessJNTIPOL.MOD

(そんなに簡単に ドアが開けられるんでしょうか｡)

d.cekulim-unkuyumyenghanhwakaphikhaso･eyuyhaykuli･e･cl-ess-ta.(受動)

あの絵-TOPかの有名な 画家 ピカソ-によって 画く･cl-PAST-IND

(あの絵はかの有名な画家ピカソによって画かれた｡)

(1- 2)の (a)では無生主語を用いるが､自動詞文のように行為がひとりでに引き起

こされたかのように表すため､動作主の存在は考慮されない｡ ところが､(1)の (b-

d) と (2)の (b- C)では､動作主を表そうとすれば表すことができる｡もし､動作

主を構文中に表すのであれば､これ らの構文は2重主格文もしくは与格主語文になるが､

一般に 1人称の場合が多い｡なお､構文中には動作主を表さないほうが好まれる (詳細は

第 6章を参照)｡意味的には､行為は動作主のコン トロールのもとで引き起こされるもの

でなく､自ずと起こったという ｢自発｣と､自ずと起こり得る (か､自ずとは起こり得な

いか)という ｢可能｣が存在する. たとえば､(ib)の自発では､行為は動作主の意志

によって引き起こされるものでなく､何らかの刺汝に動作主の食欲が促される｡そのため､

｢ご飯｣はひとりでに喉を通っているかのように表現される｡一方､(1d)のように､

動作主の行為が被害の意味と結び付きやすくなると､自発にはならず､動作主自身が引き

起こした非意図的な行為に自分が影響を受けるという再帰的意味が表される｡これらの自

発や可能､再帰などは､中相 (middle)と分類される態範噂に属するものである｡(Kemmer

(1993)､Shibatani(1985,1998a)､柴谷 (1997b)および本章の 5.1.2.節を参照｡)

次に､(1e)と (2d)は受動文である.接辞-1'受動文 (1e)と助動詞･clta受動文

(2d) とい う､2種類が存在する｡この2つの受動文は形態だけでなく､統語的 ･意咲

的にも異なる点が指摘できる2｡前者は有生主語とともに目的語があり､被害の意味と関連

する0-万､後者は無生主語であり､目的語の残留は不可能である.なお､意味的にも中

立的である｡

以上のように､伝統文法などで一般に受動を表す形態として認識されてきた 2つの形

式は､実は受動だけに限らず､自発､可能､再帰といった態範噂の全般に広がる意味現象

を担 うことを見る3｡なお､形態 ･意味 ･統語の面において異なる2種類の受動文が存在す

ることや､自発や可能､再帰という中相範噂では表れることのなかった目的語が受動文に

は表れることなどの問題点が潜んでいる｡この2種類の受動文の形式は次の (ii)に挙げ
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る問題とも関連する｡

(ii)の問題は､次の2つの側面から指摘できる. 1つは､他動性が高い動詞は､接

秤 -)'の派生動詞が存在 しない｡その場合は､接辞-1'の代わりに､助動詞-cl-ta(なる)を用

いて統語的に自動詞化するものである4｡

(3) 他動詞

a.kkay-ta,kkay-ttuli･ta

(割る,壊す)

b.mwune･ttuli-ta

(倒す)

C.ssule･ttuli･ta

(倒す)

d.pwuswu-ta/pwuse-ttuli･ta

(壊す)

e.okuli-ta/okula･ttuli-ta

(へこます)

自動詞化

kkay･cl一由 cf.★kkay･)'-ta

(刺れる,顔れる)

mwune-cl･由 cf.*mwume-1'-ta

(倒れる)

ssule･cl-ta cf.*ssule･}'-ta

(倒れる)

pwuse･cl-ta cf.*pwuse-1'-ta
(顔れる)

okula･cJ'-ta cf.*okul111'-ta

(へこむ)

上の (3)の (a-e)の他動詞は対象物の状態変化を表すもので､他動性の高い動詞の

例である50これらの動詞にはなぜ接辞･)'の派生制約が存在し､･cI-taを用いるのか､とい

う問題が存在する｡

もう1つは､次の (4-5)の (a)のように他動性の低い自動詞には接辞-1'を用いる

派生形動詞が存在する｡その場合は意味的に､自発 ((4-5)の (b))及び受動 (4C)

に近い動詞が兄い出される｡特に､ (4)の (a- C)には､外からの影響を表す ｢風｣

とい う要素が共通に存在する｡この3つの文の意味的相違は､行為 (ここでは動的事象)

をなすに当たって主語の自立性がどれぐらい認められているのか､を考慮にする基準によ

って測ることができる｡即ち､(4a)の自動詞基本形では､主語が自主的にその動きを

生起させる性質をもつものとして表される｡が､他方の (4)の (b, C)では主語の自

立性は認められておらず､外からの影響を受けてこそその動きが成 り立っものとして表出

される｡ しか しながら､ (4)の (b,C)の間にもさらに違いは存在する｡それは､ (4

b)のように主語がその要素と一体化 してその動きをなすのか､それ とも､ (4C)のよ

うに影響をもたらす外からの要素に動き全体が支配されているのか､という意味対立をみ

せるとい う点である｡後者の場合は､影響をもたらす要素が主語の動的事象のすべてを支

配 しているため､独立に存在する他の要素として見なされるが､前者はそうでない｡なお､

(5)の (a)と (b)の対立においても主語が表す変化は､外からの影響- 例えば､

気温などの外的要因- を受けず自立的に成 り立つと見なされているか､そ うでないかを

基本的な意味対立とする｡(詳細は5.2.3.節を参照｡)

(4)a.nakeyp-ipalam-ey na-n･ta･

落葉-NOM 風JNS 飛ぶ･PRES-IND

(落葉が風に舞 う｡)
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b.ll,1keyl)-ii)TllTllrl-Cy na1-ll'-n-t′a.

落葉-NOM 風-CAUSE飛ぶ-ISUF-PRIISJNl)

(落葉が風に揺 らぐ,)

C.mo(:a-ka palam-ey nLl1-Ill-e-ka-ss-ta.

(無生自発)

(受動)

帽子-NOM 風-BY 飛ぶ-ISUF一行く-PAST-INl)

(帽子が風に飛ばされた｡)

(5)a.kilmnとunWu-(うy kam-i cwulengcwuleng ycl-ess-ta. (自動詞)

柿木-LOC 柿-NOM ぞろぞろ 実る-PAST-IND

(柿の木に柿が鈴なりに実っている｡)

b.k…川〔1111Wu-Cy kと】111-i (./wulengcwuleng ye1-ll'-ess-ta. (無生自発)

柿木ILOC 柿-NOM ぞろぞろ 実る-ISUF･PAST-IND

(柿の木に柿が鈴なりに実っている.)

最後に､(iii)の問題点 としては､能動 と受動の対立を他動詞の直接 目的語が主語に昇

格するか､あるいは主語が降格するか (Perlmut.ter& Postal(1984)､益岡 (1987)な

ど)とい う統語的な規定に従 うと､まずは､同じ形態による意味的連続性を説明すること

ができない.なお､(1e)のように､受動文にだけ目的語が表れる理由も説明すること

が困難である｡次に､能動文に直接 目的語が存在せず､なおかつ語順の変化や文法関係の

変換が起こらない (4C)のような自動詞の受動は､態研究から外されることになる｡

以上､3つの観点からの提示された態派生関係の問題点は､次のように要約 されるO

(6)(i)自発､可能､再帰､受動といった態現象を取 り巻く意味範噂が､接辞-1'(-C1'-ta

も同様)というユつの形式に担われていて､なおかつ､多岐にわたって共時

的に観察される｡

(ii) しかも､目的語が残留する受動文と､文法関係の変換が起こらない自動詞の

受動文が存在する｡､即ち､自動詞においては自動詞基本形 と自発の対立や自

発>受動-の意味的展開には､語順の変化が見られない,よって､他動詞を

中心とした文法関係の変換という統語的基準では､この現象を正しく扱 うこ

とはできない,I

(iii)接辞･1'と助動詞-cl'-taはヴォイスの意味範晴にほぼ平行 して表れる｡(ただし､

再帰は助動詞-C1'-taには表れないO)その中で自発や可能において両者は､意

味的にその区別が難 しいほど極めて類似する. ところが､受動文になると統

語的 ･意味的相違は兄い出される｡

(iv)対象物の状態変化を表す他動詞 (例 (3)を参照)は､接辞-1'において派生

制約が存在する0-万､ -C1'-taにはそのような制約はない.この現象は､お

そらく接辞 -1'と助動詞-C1'-taが担 う態構文は､それぞれ異なる動詞の意味側

面と相関する可能性を示唆するものと考えることができるO

(6)の (i)と (ii)､(iii)と (iv)には､態研究に対する2つの大きな問題が潜んで

いる∩まず､(6)の (i)と (ji)には､態に対するこれまでの定義や考え方 と矛盾す
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るものが含まれており､これを正しく扱える新しい定義による理論が求められる｡次に､

(6)の (iii)と (iv)には2つの異なる受動形式が存在する.2つの形式が必要とされ

る理由として､われわれは受動構文の機能的相違- つまり､意味的自動化であるか統語

的自動化であるか- を担うためであると考えている｡

したがって､第5章から第7章までの3つの章にわたっては､上の2つの大きな問題

点を取り上げて､意味的自動化と統語的自動化の観点から態の派生関係と受動化に関する

議論を展開する｡

5.1.2.理論的な背景と研究目的

変形文法や関係文法などで広く主張されてきた､他動詞を中心とした文法関係の変換

という態に対する規定は､態現象を説明しきれないと言わざるを得ない｡前節で挙げた韓

国語の問題点は､特に自動詞の態変換の場合 (4-5)は語順の変化がないばかりでなく､

文の構成要素もまったく変わらない｡つまり､韓国語における自動詞の態変換には項の数

も減らさず､唯一意味的変換 (叙述内容の相違)だけが存在する｡

一般に結合価の増加は使役の特徴であり (例えば､Comrie(1976))､結合価の減少は

受動の特徴である (例えば､Perlmutter& Postal(1984))とされる｡ところが､日本

語の受動文においては項の数が減らないどころか､かえって使役のように項が増えるとい

う問題が潜んでいる6｡日本語の間接受動あるいは被害 ･迷惑受動といわれるものは､(7)

のような自動詞の受動文だけでなく､(8)のような他動詞の受動文においても項の数を

1つ増やす｡次の例を参照されたい｡

(7) a.太郎は夜中に隣の赤ん坊に泣かれて､眠れなかったそうだ｡

b.僕は23年前中学 1年の息子に死なれて､とても辛い思いをしたO

(8) a.山田さんはお隣にビルを建てられて困っている｡

b.僕は親友においしいものを先に食べられた｡

態研究においてこのように不都合が生じるのは､態の定義に根本的な問題があり､そ

れを正すべきであるという主張が､柴谷 (1997b:1-32)､Shibatani(1998a,b)によ

って提起された｡

まず､態についての現代的解釈と定義 (Crystal(1997:413)とMel'cuk (1993:ll)

などの定義)では､次の3つの要点が含まれているが､このすべてに問題点があると指摘

されている｡①態は屈折範噂 (in皿ecdonalcategory)として表される7｡②態は文法関係

の変換､または意味役割と文法関係の対応の変更 (diatheticmodi丘cation)をもたらす｡

③態の変化は意味の変化を伴わない｡(詳細は､柴谷 (1997b)を参照)0

一方､変形文法以前のいわゆる伝統文法における態の定義では､次の3つの点で正 し

いとされる｡①主語と行為との関係のあり方という点から､態を意味的対立機能として捉

えているO②主語という文法範噴-の言及がなされている｡③行為 (action/activity)が

言及されている｡①のように､態を意味的対立であるとする定義では､一般に使役態と秤

ばれるものも態の現象に入れることが可能になる｡即ち､使役と非使役は主語と動詞 (請
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根)が表す行為との関係の対立 (主語と動詞語根の表す行為の主が同一なのか､異なるの

か)を表すことから使役を自然と態の体系に取り込むことができる, ところが､態の現代

的解釈における､(卦の態の変化は意味の変化を伴わないとされる定義では､使役を態現象

として捉えることができない.次に､②の主語という文法範噸-の言及は言語類型論の観

点から重要である.能動と受動の対立は動作主を中心として主語という文法範晴が確立し

ている対格言語において典型的に観察されるが､そのような範噂が卓立していない言語 (能

格言語や ｢フィリピンタイプの言語｣など)においては､一般に見られないという類型的

事実と符合する｢､最後に､③のように態が行為を対象とした意味的な対立を表すとい う考

えに立てば､態の対立は他動詞だけでなくて､当然自動詞構文においても見られると予測

させる( ところが､これまでの伝統文法や変形文法においては､能動と受動の対立を他動

詞構文と酎妾的に結び付ける傾向があった,これも､態の対立は行為を中心に展開する､

他動詞構文は典型的に行為を表す､よって､態の対立は他動詞構文に特徴的に見られる､

というふ うに､その関係づけは間接的になされるべきものであるとされる (柴谷 (1997b :

3-12))0

したがって､柴谷 (1997b)において､以上のような問題-の解決は､能動と受動に

は基本的な意味対立があり､その対立におけるプロ トタイプ的な発露があると考える8｡

柴谷 (1fjf)7b)と Shibat.ani(1998a)では､能動､中相､受動とい う三つのヴォイ

スの範晴は､次のような基本的意味対立を見せると考える｡

(9)<ヴォイスの基本的意味対立>9
能動範鳴 :行為が主語のコン トロールのもとに発生するO

中相範嘱 :行為が主語のコン トロールのもとに発生し､その展開が主語の領域に

納まっているO

受動範幡 :行為が主語のコン トロールによらず､他の独立した要素によってもた

らされる｡,

この定義は､行為が主語のコン トロールのもとに発生した (と見なす)かどうかとい

う区別を基礎 としている｡ここで､注意すべきのは中相範晴 (middlecategory)である｡

･回目範境には下記の (15)で示すように､再帰 (reflexivemiddle)と自発 (spontaneous

mi(1(Il°)の区別が設けられる｡上の中相範噂の意味モデルは再帰に近く､自発はむしろ受

動範晴に近いというふ うに理解される∩たとえば､次のスペイン語の中相表現には再帰と

自発が再帰代名詞 (re土Iexivepronoun) s̀e'によって表される｡(Shibatani(1998b)

より引用)｡

(]O) sl)amish (Maldonado1992)

a.vln'micase111ir6enelesI)ejo.(Reflexive-1niddle)

V̀(-H･()nicLllo()ke(hltll(./rSelfinthemirror.'

l〕.rlltl(:lHt′aS()1)°in(I).(13()Lly-actionmiddle)

'rtlLIClllt,LIC()nil)e(1hersclr.'
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C.Tachita SeSantO.(Body-posturemi(Idle)

T̀achitasatdown.'

d.SeYenla島montanaB.(Spontaneous･middle)

(̀We)seethemountains./ThemountainsareviSible.'

e･IJaSgafassequebraron.(Spontaneous-middle)

T̀heglassesbroke･∫

fIErosproblemaSSereSuelvenporautoridadescompetx)ntes.(Passive)

'Thoseproblemsaresolvedbycoup()tentauthorities.'

再帰の文法的意味は (10)の (a- C)のような構文によって典型的に表出されるもので､

(9)の中相範境の意味モデルである｡-方､自発の文法的意味は (10)の (dl e)の

ような構文によって表出されるが､それは典型的な中相範噂が表すように行為が主語のコ

ン トロールのもとに発生 したとは考えられない｡む しろ､その行為の発生は主語のコン ト

ロールによらず､他の外因的要因によって誘発されることであり､その意味では受動に近

いものである｡ しかしながら､まだその行為は主語に帰属するという点で､受動の意味範

噂-の展開にまでは至っていないということを表す｡

このような自発の意味は､日本語の自発文においても明らかに表されてお り､受動文

への展開も自発からの発達が確かめられる｡次の (ll)の (a)と (b)はそれぞれ古典

日本語の自発と受動であるが､(12)の (a)と (b)は現代 日本語の自発と受動である｡

(古典語は柴谷 (1997b)からであるが､現代語は安達 (1995)からのものに加筆 した)0

(ll) a.尼ども食べ残 して採 りて多く持ちけるその茸を ｢死なむよりは､いざこの茸

乞ひて食はむ｣と思ひて､乞ひて食ひける段より､またきこり人どもも､心

ならず舞はオ吐 且. (今昔物語)

b.蓮の車に押 しひしがれたりけるが､輪の廻りたるに､近ううちかかりたるも

をかし｡ (枕草子)

(12) a.私には故郷のことが懐かしいと思われる｡

b.私は彼女に嘘つきだと尽われても仕方ないo

(lla)のような古典語の自発は現代語には用いられない｡現代 日本語の自発は (12a)

のように ｢思われる｣｢偲ばれる｣｢感 じられる｣のように1人称主語 (与格主語)の内的

動きを表す動詞に主に残されている (森山 (1988)､森山 ･渋谷 (1988)､杉本 (1988)､

植田 (1998)などを参照)｡即ち､古典語の自発は現代語より広 く分布 していたが､現代

語ではそのほとんどが受動に展開 し､自発の典型的な意味要素をもつ認識動詞類だけに主

に残された､というふ うに理解される｡ところが､(12b)で観察されるように認識動詞

においても受動-の展開にさらされていることがわかる｡それは叙述内容が主語の内的動

きを表さず､その行為が主語と分離 した他の独立した存在によって発生されることによっ

て､受動の用法-の展開が見られるのである｡ここで､日本語は自発>受動という歴史的

展開を認めてよいと思われるが､この二つを結び付ける要因として､自発と受動には主語

と行為の分離のあり方において連続性があるということである (柴谷 (1997b :13))0
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自発の範噂について､スペイン語 (10e) と日本語の (ll-12)の (a)は無生主語

か有生主語かという違いと同時に､動作主が主語の位置に表れないか表れるかという区別

が存在する｡が､自発の文法的意味には相違がないと考えられる｡前節の韓国語の分類で

は､前者は ｢無生自発｣､後者は ｢有生自発｣と区別した10｡

さて､柴谷 (1997b)と Shibatani(1998a)で提案された (9)の意味対立は､次

のような態構文をプロトタイプとして表出する｡

(13)<態対立のプロトタイプ的発露>

能動文 :JollnShavedBillに相当する他動詞文で､次の意味を表す｡

主語が動作主として行為を引き起こし､その行為が他の独立の要素､対

象に及びそれに状態変化をもたらす｡

中相文 :Johnshavedhimselfに相当する中相文で､次の意味を表す｡

主語が動作主として行為を引き起こし､主語自身がその行為の影響を受

け､状態変化を被る｡

受動文 :JohnwassllaVed(byBill)に相当する受動文で､次の意味を表す｡

主語が対象として､他の独立に機能する動作主によってもたらされた行

為の影響を受け､状態変化を被る｡

上の表現形式を理想的な態範境の表出としてするのは､次の機能的原理によって説明され

る｡

(14)く対比最大化の原理> (PrincipleofMaxjmizationofContrast)

文法的意味を最大化せよ｡

つまり､柴谷 (1997),Sbibatani(1998a)では能動文と受動文の対立が能動文と中相文

の対立よりも､より大きな意味的対比を示すが､このことと ｢対比最大化の原理｣とが態

の対立の共時的分布と適時的発達を決定づけていると主張する｡言い換えれば､共時的に

観察される中相範噂は､中相から受動への発達過程と想定することができ､その適時的変

化を推 し進める推進力を ｢対比最大化の原理｣に求めるのである｡よって､発達過程は次

の図で示すように､能動文と他の態構文間の意味的対比の最大化を目指 していると考えて

いるわけである｡

(15)

能動 (Active)

中相再帰 (Renexivemiddle)

中相自発 (Spontaneousmiddle)

受動 (Pal;島ive)

(ニト-㊤
◎⊃
㊤
(a--イ⊃
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以上紹介 した 3つの観点- (i)意味を基準とした態範境の意味的対立と (ii)態

対立に対するプロ トタイプ的考え方､そ して (iii)言語の機能的原理を表す r対比最大化

の原理｣- に基づくと､統語的基準によって説明不可能であった態の派生関係 (たとえ

ば､前節の (4C)のような自動詞の受動及び (4a)と (4b)､(5a)と (5b)の

ような対立など)をも意味を基準とした態の対立によって適切に扱 うことができる｡同時

に､共時的分布をなす多義的意味の痕跡は､｢対比最大化の原理｣によってその展開が有

効に説明できると考える｡

ここでとる研究方法は基本的には共時的研究でありつつも､韓国語の接辞･1'と助動詞-

cl-taの受動化への展開過程を説明しようとするのが､第1の目的であるO第2の目的は､

受動化のあり方には､意味的自動化 と統語的自動化の2つの機能によって説明すべき要素

が存在することを主張するところにある｡意味的自動化と関連する受動化は､典型的には

目的語が残留 し､したがって結合価の減少が起こらないものと規定する｡意味的には他者

から自分の領域に行為が納まるという特徴をもち､自分から他者に行為が向かって及ぶも

の (第 3-4章を参照)とは意味的自他の対立をなすものと考える｡ したがって､このよ

うな受動構文は使役構文と類似する構造をもつことになり､使役 と受動は意味的自他の関

係において最大対立の対応関係をなすものと考えることができる｡なお､このような見方

をとると､日本語の間接受動や間接使役も視野に入れて扱 うことができる｡われわれは､

このような使役と受動の対立関係を意味的他動性に基づく ｢対比最大化の原理｣にその原

理的な説明を求める｡一一万､統語的自動化と関連する受動化は､必ず結合価の減少を伴 う

もので､自動詞文と連続的に存在する｡韓国語の場合は､前者 (意味的自動化による受動)

には接辞-1'だけ用いられるが､後者 (統語的自動化による受動)には助動詞-cl'-taが用い

られる､という形式的な側面においても相違が表れる｡

以上､態の派生関係 と受動化に関する問題点とそれを解決するための新 しい理論的枠

組みおよび本研究の目的を全体的に概観 した｡ここで取り上げた問題点は､本章の第 5章

から第 7章まで3つの章を設けて議論する｡まず､本章の以下では自動詞の態派生関係 と

受動化を取り上げて､韓 日両言語における受動化への方略の相違とそれによる構文構造上

の違いを議論する｡なお､そのような相違を説明するパラメータを提示する｡次に第 6章

では､使役と受動と再帰の関連を明らかにする｡韓国語の場合は再帰から受動への展開過

程が想定されるが､ここで注目される点は次の2つである｡ 1つは､再帰はいかなる構文

条件 と意味的要医=こよって受動化に向かうか｡もう1つは､使役と受動はなぜ構造的に類

似するか｡なお､韓国語の場合は､使役はなぜ受動にも解釈可能な場合が存在するのか｡

この2つの点を､有生主語と被害受動の側面から取り上げて､有生主語を中心とした態対

立はいかなる意味対立を示すか､を提示する｡最後に､第7章では､統語的自動化の連続

線上にみられる自発や可能､そして受動を考察する｡

5.2.自動詞の態派生関係 と受動化

5.2.1.はじめに
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多くの言語において自動詞の受動は非人称受身 (impersonalpassive)であり､それは

能動文の主語が降格し､構文上指示的主語 (referentialsubject)を欠如するものとなる｡

つまり､それは結合価を 1つ減らす とい う､関係文法などでいわれる受動化の統語的基準

を満たすものである (Perlmutter(1978)､Shibatani(1998a,b)を参照)o次例を参

照されたい｡

(16) a.Ze werkenhier vaak. (active)

They work here much

T̀heyworkalothere'

b.Hierwordt vaak gewerkt.(impersonalpassive)

Herebecome much work.PP

Ìtisworkedalothere.I

ところが､韓国語や 日本語にみ られる自動詞の受動は指示的主語をもつ人称受身

(personalpassive)であり､しかも､結合価の減少という統語的基準によっては説明不

可能なものである｡つまり､韓国語の場合は結合価の変化がまったく存在せず､語順の変

化もみられない (cf.(4) ).一方､日本語はむしろ使役のように結合価の増加をもたらす

ものである (cr.(7))0

このような特徴をみせる両言語の自動詞の受動を､ヴォイスの研究領域 として正 しく

扱えるためには､態の定義を意味的に規定する必要があり､それは態の対立を (9)で示

した意味対立をなすものとして捉え直すことである｡このような立場から韓国語と日本語

の自動詞の受動文を考察すると､以下のような面白い現象が観察される｡

(i)韓国語は多くの場合､自発に留まって､受動に展開する例は少ない｡

(ii)その理由としては､両言語における自発又は受動に参加する動詞の意味グループの

相違が挙げられる｡

(iii) このような特徴は必然的に､受動構文の構成上の相違を招くことと関連する.

(iv)ところが､意味的には同じ方向に向かっている｡

これを議論するためにはまず､韓国語における自動詞の態派生関係を位置づける必要

がある｡次に､日本語との相違点を明らかにし､それを左右するパラメータを提示する｡

5.2.2.自動詞の態研究における韓国語の問題点

韓国語の自動詞に対する態研究は､その現象の本質を見極めるより､接辞･Jの自動詞派

生形は受動であるという機械的な認識とともに､受動文は他動詞と対応 し､必ず結合価の

減少をもたらすものであるという変形文法や関係文法などによる定義に拘束され､その対

応する能動文を他動詞派生形に求めてきた (李 ･任 (1983:198･99)､宋 (1995:160-76))0

以下､この間題についてnal-ta (飛ぶ)を取り上げて検証してみよう｡

自動詞 nal-ta (飛ぶ)は他動詞派生形 na1-11'･ta(飛ばす)と自動詞派生形 na1-11'･ta (揺

139



らぐ､飛ばされる)を同じ形でそれぞれ派生する｡この場合､他動詞派生形には次の (17)

のように､まずは自動詞との基本対立が存在する｡

(17)a.yen-i palam-ey na(1)･n-ta. (自動詞文)

凧-NOM 風IINS 飛ぶ一PRES･IND

(凧が風に飛んでいる｡)

b.aitul･i palam-ey yen-ul nal-E-n-ta. (他動詞文)

子供.PL-NOM 風-INS 凧-ACC 飛ぶ･TSUF-PRES･IND

(子供たちが風に凧を飛ばしている｡)

もし､他動詞派生形nal-1L'･taを自動詞派生形 na1-ll'-taの能動文であるとすれば､その対応

は次のようなものになる｡

(18)a.?? palam･i cllima-lul nal･IL'･n･ta. (能動文)

風-NOM スカー トACC 飛ぶ･TSUF-PRESJND

(風がスカー トをなびかす｡)

b.china-ka palam･ey nal-Ill-n-ta･ (無生自発)

スカー トNOM 風･CAUSE飛ぶ-ISUF-PRES-IND

(スカー トが風になびく｡)

(19)a.? palam-i china-1ul nal-〟e･ponay-ss-ta. (能動文)

風-NOM スカー トACC 飛ぶ-TSUF-行かせるIPAST-IND

(風がスカー トを飛ばした｡)

b.china-ka palam-ey nal･11'-e-ka-ss･ta.

スカーートNOM 風-BY 飛ぶ-ISUF･行く･PASTl1ND

(受動文)

(直訳 ;スカー トが風に飛ばれていった｡-スカー トが風に飛ばされた｡)

上のような能動と自発､あるいは能動と受動の対応は､宋 (1995:171)が指摘するよう

に､他動詞派生形 nal･11'･ta(飛ばす)が同形の自動詞派生形 na1-ll'-ta(揺らぐ)を派生す

るという不自然なプロセスを設けなければならない｡が､この問題はさて置いても､そこ

には次の3点に対 し､その説明が困難である問題が存在している｡

まず第 1点は､自発 と受動の連続性が捉えられない (前節の例 (4)も参照)0(18b)

の自発 と (19b)のように意味的に受動に近いものは､主語がその動的事象に参与するの

か､それ とも他の要素による一方的なものなのか､という意味的相関があるとともに相違

も表されるものである｡具体的にいえば､両者とも動的事象は風によって誘発されるが､

その展開においては主語 (スカー ト)と他の要素 (風)とが､分離せず一体となって揺れ

動く (この場合スカー トは人が着いている状況を指す)か､それとも､他の要素 (風)に

全面的に支配されて飛ばされてしまうのか､という意味的相違を呈する｡この場合､動的

事象を引き起こした原因が､前者には主語にも帰属すると見なされるが､後者は主語とは

完全に分離され､他の要素のコン トロールのもとに引き起こされたと見なされるのである｡

このような自発と受動との意味的連続性とその展開は､自動詞派生形 nal111'-taの能動文を
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他動詞派生形 Ila1-11'1,tlに求める立場にとっては考慮 されなくなる｡

第 2点は､自動詞を基本にする自動詞派生形には､実は (A)他動詞派生形が存在 し

ないものが多 く､ (B)存在 してもそのほとんどが 自発の範晴に属 し､受動に展開するの

はその例が極めて少ない､とい うこの 2点を指摘 しなければならない (これについては､

5.2.3.節の (21123)を参照)O これは自動詞の受動又は自発の対立が他動詞派生形 と対応

しないとい う直接的な証拠になるわけであるが､この間題は次節でさらに取 り上げたい｡

第 3点は､能動文 と仮定 されている (18-19)の (a)は､非文法的ではないが一般

的な言い方ではなく､多少不自然さを感 じるとい う欠点がある11,

以上のように､韓国語の態研究において 自動詞 と自動詞派生形が表す態対立は､文法

的変換 とい う統語的基準に縛 られていたため､その対応する能動文を他動詞に求めようと

する傾向があった, さらに､このような立場においては自発 とい う中相範噂を考慮 してい

ないため､すべて受動 と判断するか､そ うでなければ態研究か ら外 して取 り扱わないか､

とい う不都合 も/i じている. ところが､それでは現象そのものが表す本来の姿を見極める

ことはできない12∩

5.2.3.自動詞 と中相 自発の態対立

柴谷 (1997b :5)によれば､古典ギリシャ語の態対立には自動詞 も参加でき､その対

立は叙述内容の違いと相関する意味対立を基本とするものであったO

(20)古典ギリシャ語

a.I)〔)ljLeu()(Act,ive){IamacitiT,en.'

b.I)01il′(さtlOmLli(Mi(idle) ÌactasacitirLen/IexercisecivicriglltSformyself.I

(20)の (a, l⊃)で見るように､古典ギリシャ語の第 1次的な態対立は､能動 と中相で

あり､統語的な変換は見られないO意味的には､｢市民として行動する｣とい う能動 と ｢自

分のために市民権を行使する｣ とい う中相が､態の意味対立をなす｡ このような態対立の

特徴は､韓国語の自動詞 と自発の態対立においても､同様の性質をもつことが観察される｡

即ち､韓国語の自動詞 と自発の態対立には､統語的な変換は存在せず､叙述内容の違いに

よる意味対立だけが存在する.具体的にいえば､主語 と行為 (または動的事象や変化) と

の関係のあり方において､行為が主語のコン トロールのもとに発生する (と見なす)もの

なのか､それ とも､主語以外の他の要素 (外からの要因)に刺激 されているのか､とい う

ものである (cl■.(4- 5)の (a) と (b)および (17a) と (18-19)の (b))O こ

のような意味対立は､現代韓国語においても多くのデータを提示することができるO以下､

そのデータの分析を見てみよう｡

韓国語において自動詞 と自動詞派生形は､(i)他動詞派生形 (語桑的使役) と同じ形

で表れるもの (21) と､(ii)他動詞派生形 と形が異なるもの (22)､そして (iii)対応す

る他動詞派生形が存在 しないもの (23)､とい うふ うに3分類できる｡,即ち､自動詞基本

形は他動詞派生形のみならず 自動詞派生形 とも対応するOこのような派生関係は､必ず他

動詞派生形を派生 した場合にのみ 自動詞派生形が表れるとい う具合ではない｡即ち､自動
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詞派生形は他動詞派生形とは独立に存在するということがいえるのである18｡このような

自動詞派生形はその大部分が自発の意味範境に属しているが､受動への発展もわずかの例

ではあるが観察される｡

自動詞基本形

(21) nal-ta

飛ぶ､舞 う

wtll-ta

泣く､(汽笛)鳴る

eLta

凍る

malu･ta

乾く

(22) sok-ta

編される

ssek-ta

腐る

sak-ta

醗酵する

nok･ta

溶ける

kkay-ta

目が覚める

clla.ta

満ちる

(23) yel-ta

実る

kolm･ta

膿む

tul-ta

神がつく,風邪をひく

nolla･ta

驚く

col-ta

居眠りをする

selley-ta

心がときめく

kay･ta

晴れる

自動詞派生形

nal.ILL.ta

揺らぐ/飛ばされる

wul-1i-ta

(他の要因によって)鳴る

ellIL'-ta

(他の要因によって)凍る

ma1-ll'-ta

(他の要因によって)乾く

sok-LL'-ta

編される

ssek･ム)I-ta

(他の要因によって)腐る

sak･ムL'-ta

(他の要因によって)醗酵する

nok･ム)'･t,a

(他の要因によって)溶ける

kkay-L'-ta

他動詞派生形 (語桑的使役)

nal_ll'_ta

飛ばす

Wul11}Lta

泣かす､鳴らす

el･1[-ta

凍らせる

ma-ll'-ta

乾かす

sok-1'-ta

編す

ssek-1'･ta/ssek-h'-ta

腐らせる

sak･)'･ta/sak･ム)I-ta

消化させる

nok･L'-ta/nok-ム1'-t,a

溶かす

kkay-wu-ta

(他の要因によって)目を覚ます 起こす

cha･y7'･ta Cha･ywu-ta

(他の要因によって)満ちる 満たす

yel･11'-t,a

(他の要因によって)実る

kolm･ki･tJa

(他の要因によって)膿む

tu1-ll'-ta

神につかれる､風邪にかかる

nolla･y-ta

(他の要因によって)驚くcf.おどろかるる

col-llLta

眠い

selley-1'-ta

(他の要因によって)心がときめく

kny-1'-ta

(他の要因によって)暗れる
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kki･ta kki-1'-ta

霧や雲などが空にかかる/目脂や垢などが目あるいは体に付く

(他の要因によって)雲がかかる/(他の要因によって)目脂や垢が付く

上の自動詞と自動詞派生形の意味対立は､現実世界の様相をそのまま分割 したもので

なく､言語の概念化のレベルで再構成されたものと理解すべきである｡実際､上の自動詞

と自動詞派生形は客観的には同じ状況を指し示すことができる.たとえば､yel･ta/yel-1i-

ta(実る),kolm-ta/kolm-kl'-tA (膿む),kkay-ta/kkayll'･ta(目覚める)などは､両者

とも気候､ウイルス､うるさい音や悪夢などのさまざまな外的要因によって､行為または

変化が起こる状況を指す.ところが､一方の自動詞派生形の場合は､行為または変化を引

き起こす要因が動詞の概念化に積極的に取り入れられると考えられる｡よって､その行為

または変化は主語のみによって引き起こされるのでなく､他の要因に刺激されて発生 した

と見なされる｡他方､自動詞基本形においては､外的要因はあくまでも語用論の要素にす

ぎず､行為または変化の発生は主語のみに帰属するものと見なす｡

このような仮定は果たして妥当なものなのか.以下では､それを証明してみようOま

ず､次の (24-25)は統語的な証拠である.自動詞基本形と自動詞派生形が統語上その相

違を明らかに見せるのは､次の (24)の (a,b)のような構文でなく､(25)の (a,

b)の構文においてである｡即ち､自動詞基本形は (25)の (a,b)のように対格をも

つ構文を許すことがある｡自動詞基本形が対格をもって具現化する (25)の (a,b)の

文では､あたかも行為またはその変化が主語のコントロールのもとに発生したかのように

表されるため､能動の意味がより明らかに表れる｡

(24) a.kamnamwu-ey kam-i cwulengcwuleng (yet/yel-1L')-eSS-ta.

柿木-LOC 柿-NOM ぞろぞろ (実る/実る･ISUF)-PASll_IND

(柿木に柿が鈴なりに実っている｡)

b.congsoli-ey cam･i (kkay/kkay-y) -ess-ta･

鐘の音･CAUS寝･NOM (覚める/覚める･ISUF)-PAST-IND

(鐘の音で目が覚めた｡)

(25) a.kamnamwu･ka kam･ulcwulengcwulengtyel/★ye1-11一･ess-ta.

柿木-NOM 柿-ACC ぞろぞろ (実る/★実る-ISUFトPAST-IND

(柿の木が柿の実を鈴なりに実らせた｡)

b.ai-ka cam-ul (kkay/??kkay-y)-ess･ta.

子供-NOM 寝-ACC (覚める/??覚める･ISUF)-PAST-IND

(子供が目覚めた｡)

一方､自動詞派生形も対格を許す場合がある｡しかしその場合は､自動詞基本形とは

対照的にむしろ主語が被害を被ったという受動の意味に展開する｡(被害受動と対格の関

連については､第6章を参照)0
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(26) congsoli-ttaymwuney tancam-ul kkay･y-ess-ta.

鐘の音-のために 甘い寝IACC覚める-ISUF･PASTIPOL.MOD

(鐘の音のせいで甘い眠りから起こされた｡)

(26)では､話者は行為を引き起こした原因要素を望ましくないものと断定することによ

って､行為は自分 (主語)のコントロールのもとで引き起こされたものでない､という意

味が訴えられる｡このように被害の意味と受動が結び付きやすいのは､主語が自分に被害

を被らせる行為は引き起こさないという意味的理由によって､主語と行為を分離すること

が可能になるからであると考えられる｡

次に､上記の自動詞基本形の中で､動詞の語垂的意味が被害を表す sok･ta (編される)

のようなものがある｡この自動詞は､意味的に受動に近いため行為が主語に帰属すると考

えにくくなる場合が生じる｡これは､日本語の自動詞 ｢捕まる｣と受動形 ｢捕まえられる｣

の対立においても同じことがいえる｡もし､自動詞基本形 sok･taが ｢捕まる｣と同様にそ

の行為が主語に帰属するものであるというわれわれの主張が正しければ､次の (27-28)

の (a)の ｢巧妙な方法で｣のような副詞は､主語の行為を修飾するものとして解釈する

ことが可能であるだろう.一方､(27-28)の (b)の自動詞派生形 sok-hl'-ta(編される)

は､｢捕まえられる｣と同様に与格名詞句が動作主であれば､この副詞は主語でなく警察

やチョルスの行為を修飾するものとして期待することができる｡次の例を見てみよう｡

(27) a.泥棒が警察に (巧妙な方法で)捕まった｡ (自動詞)

b.泥棒が警察に (巧妙な方法で)捕まえられた｡ (受動)

(28) a.yengi･kachelswu-hanthey(kyomyohanpangpep-ulo)sok･ass-tA.(自動詞)

ヨンイーNOM チョルス･DAT (巧妙な方法で) 編される-PAST-IND

(ヨンイがチョルスに (巧妙な方法で)編された｡)

b.yengi-kachelswu･hanthey(kyomyohanpangpep･ulo)sok･LL'･eSS-ta.(受動)

ヨンィ.NOM チョルス･DAT (巧妙な方法で) 編される･ISUF-PAST-INlj

(ヨンイがチョルスに (巧妙な方法で)編されたO)

(27-28)の (a)は､予測どおり ｢巧妙な方法で｣の副詞が主語の行為を修飾し､泥棒

やヨンイはそのような手法を使ったという解釈を許す140 -方､(27-28)の (b)では､

副詞が修飾する行為は､与格名詞句つまり動作主の行為として解釈される｡つまり､警察

が巧妙な方法で泥棒を捕まえたことや､チョルスが巧妙な方法でヨンイを編 したことであ

る｡

このような結果から､自動詞 sok･ta(編される)は自動詞 r捕まる｣と同様に行為の

発生を許した責任が主語に存在すると見なす｡一方､受動のsok-hl-ta (編される)は､r捕

まえられる｣と同様にその行為の発生は他の動作主より引き起こされたもので､主語は動

作の受け手にすぎない､ということがわかる｡ただし､日本語の場合は､自動詞 ｢捕まる｣

と受動形 ｢捕まえられる｣がそれぞれ異なる他動詞 ｢つかむ｣と ｢つかまえる｣からの派

生形である｡が､韓国語は自動詞基本形から受動が派生するという点で異なる｡

さらに､行為又は変化の発生に対する責任が主語のみに帰属すると見なすか､他の要
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因による発生であると見なすか､という意味対立は､自動詞と自動詞派生形を否定文にし

た場合､より明らかに表出される｡即ち､行為または変化の発生が主語のみに帰属すると

見なされる自動詞の場合は単なる否定になる｡一方､行為または変化の発生に他の要因も

加わっていると見なされる自動詞派生形 (無生自発)は (不)可能の意味が表される｡

(29)a.ppallay-ka comchelemcal an ma1-a)a･yo. (自動詞 ,･否定)

洗濯物･NOMなかなか よく NEG乾くIPOL.MOD
(洗濯物がなかなかよく乾かないんです｡)

b.ppallay-ka comchelemcalan mal-E･e-yo. (自発 ,･不可能)

洗濯物-NOMなかなか よく NEG乾く･ISUF-POL.MOD

(直訳 ;洗濯物がなかなかよく乾くことができません｡)

(30)a. inaycangko･nun elum･icomcllelem calan el･e･yo.(自動詞 ;否定)

この 冷蔵庫-TOP 氷･NOMなかなか よく NEG凍る-POL.MOD
(この冷蔵庫は氷がなかなかよく凍らないんです｡)

b. inayngcangko-nunelum-icomchelemcalanel･1}'･e-yo. (自発 ;不可能)

この冷蔵庫-TOP 氷-NOMなかなか よくNEG凍る-ISUF-POL.MOD
(直訳 ;この冷蔵庫は氷がなかなかよく凍ることができません｡)

(31)a.ikamnamwu･nuncomcbelemkam･i Gal an yeトe･yo.(自動詞 ;否定)

この柿木-TOP なかなか 柿･NOM よくNEG実る-POL.MOD
(この柿の木はなかなか柿が実らないんです｡)

b. ikamnamwu･nuncomchelemkam-icalan yel･11'･e-yO. (自発 ,･不可能)

この柿木･TOP なかなか 柿･NOM よくNEG実る-ISUF･POL.MOD
(直訳 ;この柿の木はなかなか柿がよく実ることができません｡)

(29-31)の (a)の自動詞基本形が単なる否定の意味しか表せないのは､次のように説

明できる｡自動詞基本形の否定は行為あるいは変化に対する責任が主語のみに帰属するた

め､その変化が起こらなかったことも､主語の属性や性質によるものと見なされる｡一方､

(29-31)の (b)の自動詞自発は自動詞基本形と違って､他の要因による自分の行為と

して理解されるため､ 2者間の対抗勢力が認識されるわけである｡よって行為または変化

の発生に当たって､他の要素が自分の行為に融合して自ずと引き起こされ得るか､それと

も､他の要素が自分の行為に融合し得ず自ずと引き起こされ得ないのか､というのが常に

関心の中に存在する｡その場合､行為または変化の発生そのものは自発に根を挿 している

が､行為または変化が発生しない場合は可能-の意味転換が起こる｡

よって､次のように外的要因によって主語が影響を受けているという文脈に入れ替え

た場合､自動詞基本形より自動詞派生形の方がより適格な文となる｡それは､自動詞基本

形の場合はその行為または変化に対する責任が主語に存在すると見なされるが､自動詞派

生形は他の要因によって自分の行為が成 り立っと見なされるためである｡このような結果

から､自動詞基本形の意味は外的要因との因果関係を捉えていない､と判断することが可

能である｡よって (32-33)の (a)の不自然さは､動詞が表す意味が外的要因との因果

関係によって成り立つと捉えたからである｡
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(32)a.? nayngcangko･ka kocangna-se elun -ian e･n-ta. (自動詞 ;否定)

冷蔵庫･NOM 故障したので 氷INOMNEG凍る･PRES-ⅠND

(冷蔵庫が故障したので､氷が凍らないんだ｡)

b･nayngcangko-ka kocangna-se elum･i an ellli-n･ta. (自発 ,･不可能)

冷蔵庫-NOM 故障したので 氷-NOM NEG凍る-ISUF-PRES･IND

(冷蔵庫が故障したので､氷が凍ることができないんだ｡)

(33)a.? hanpentopilyo-1ul ancwu-ese kam-ian ye-n･ta. (自動詞 ;否定)

一度も 肥料･ACCNEGやる-ので 柿-NOMNEG実る･PRES･ⅠND

(一度も肥料をやらなかったので､柿が実らないんだ｡)

b.hanpentD pilyo-1ulan cwu-ese kam-ian yet-ll'-n･ta,(自発 ;不可能)

一度も 肥料･ACCNEGやる-ので 柿INOMNEG実る-ISUF-PRES.INlj

(一度も肥料をやらなかったので､柿が生ることができないんだ.)

なお､次のように (34-35)の (a)では両者の差が見られなくても､それが目の前

に起こっている自発的な変化やプロセスを捉えるようになると､(34-35)の (b)の自

動詞基本形は不適格な文とされる｡他方､(34-35)の (C)の自動詞派生形は適格な文

とされるoつまり､現実世界に属する変化 (changeofstate)は外的要因 (externalcauser)

によって引き起こされる､ということを理解すると両者の違いが正しく納得される｡

(34) a.hanul-i malkkey(kay/key-L')-eSS-ta.

空･NOM きれいに (暗れる/暗れる-ISUF)-PAST-IND

(空がきれいに晴れた｡)

b.?? hanul･icemcem kay-koiss-ne･yo･

空･NOM 段々 晴れる･ASP-MOD-POL.MOD

(空が段々晴れつつありますね｡)

C.hanul･icemcem key-1'-koiss-ne･yo.

空_NOM 段々 晴れる-ISUF･ASP-MOD-POL.MOD

(空が段々晴れ上がっていきますね｡)

(35) a.sangche-ka (kolm/kolm･kl)-ess･ta･

傷-NOM (膿む/膿む-ISUFI -PAST-IND

(傷が膿んだ｡)

b.?? sangche-ka cemcem kolm･koiss･ta･

傷-NOM 段々 膿む･ASP-IND

(傷が段々膿みつつある｡)

C･BangChe･ka cemcem kolm･h'･koiss･ta･

傷-NOM 段々 膿む･ISUF-ASP･IND

(傷が段々膿みつつある｡)

(自動詞/自発)

(自動詞)

(自発)

(自動詞/自発)

(自動詞)

(自発)

以上のように自動詞と自発の意味対立は､自動詞基本形には､そのような行為または

146



変化の生起が主語の性質 (潜在的能力又は内在的属性)によるものとして捉えられている

ことがわかる.一方､自動詞派生形は外からの要因によって､自分の行為が成 り立つもの

として捉えられる｡即ち､自動詞基本形には能動の意味をもたせて自発の意味は組み込ま

ない.一方､自動詞派生形には自発 と可能､そして受動とい う態範噂に存在する意味が確

認される｡これは日本語の ｢られる｣が自発､可能､受動の構文に用いられることと平行

する (Shibatani(1985)､Jacobsen(1991:Ch.5)を参照)160

(36) a.僕は一晩中眠られなかった｡ (可能)

b.故郷にいる母のことが案 じられる｡ (自発)

C. 太郎は学校で先生に褒められた｡ (受動)

ところが､韓国語の自動詞基本形は (29-31)の (a)のように否定の場合も可能-の意

味転換は起こらないので､自発は自動詞基本形の概念には組み込まれていないと判断する

わけである｡この点では 日本語の自動詞基本形と異なる｡次のように日本語の自動詞は

(不)可能の意味を表すことができ､否定の自発表現が成立することがある (ヤコブセン

(1989:240))0

(37)a.いくら押 しても窓が開かない｡

b.そんなに複雑な問題はそんなに簡単には片付かない｡

以上をまとめると､韓国語の自動詞 と自発の態対立は､古典ギリシャ語 と同様に叙述

内容の違いと相関する意味対立を基本とするものである｡即ち､自動詞と自発の対立は､

主語と行為 (または動的事象や変化)との関係のあり方において､それを引き起こした責

任が主語のみに帰属するか､それとも他の要素から影響されているか､とい う意味対立を

もつ､能動と中相自発の態対立をなしていると判断する｡

5.2.4.自動詞の受動化 と韓 日両言語の相違

さて､韓国語の自動詞の自発はいっ受動に発展するのだろうか｡他の要因による自分

の行為という自発の意味的側面は､一方では､受動への発展にさらされている (柴谷 (1997

b)参照)といえる｡が､実際韓国語の場合､受動に発展する自動詞派生形はわずかな例

に限られる｡そこには､いかなる制約が存在 し､又受動化にはいかなる条件が必要とされ

るだろうか｡

自動詞の受動文は日本語 と比較 してみると､次のように大きな違いが発見される｡ま

ず第 1点は､韓国語の自動詞が自発又は受動と対立をなす動詞の意味グループは､日本語

の自動詞が受動に参加する動詞の意味グループと異なる｡大まかにいえば､それは関係文

法などで主張されて自動詞の下位範境として分類される ｢非対格動詞｣(unaccusative

verbs)と ｢非能格動詞｣(unergativeverbs)に相当する相違である (Perlmutter(1978)

の仮説を参照)｡即ち､韓国語は前者の自動詞グループが選択され､ 日本語は後者の自動

詞グループが選択されるという具合である｡第2点は､両言語における受動構文の構成上
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の相違が表れる｡これはおそらく､前述の動詞の意味上の特徴によって受動構文の構成を

異にするものと判断される｡ここでは､この2点の相違を通 して､韓国語の自動詞の受動

化にはいかなる制約が存在するのか､そして受動化するためにはいかなる要素が求められ

るのか､を提示 したい｡

日本語において自動詞が受動に参与できるか否かは､三上章 (1953:100-07)では ｢能

動の自動詞｣と ｢所動の自動詞｣と区別されて､意味的には次のような対立をなすものと

した｡

(38)a.ミヅカラ - 有情 - 動的 - active

b.オノヅカラ - 非情 - 静的 - -inactive

受動に参与するのは､ミヅカラの ｢能動の自動詞｣であり､参与しないのは､オノヅカラ

の ｢所動の自動詞｣である｡このような見解は､実は､本居春庭 (1828)の 『詞の通路 (上)』

においてすでに洞察されてお り､上記のミヅカラ (シカスル)とオノヅカラ (シカル)と

い う自動詞の意味区別も､春庭の動詞の ｢自他｣の分類においては､第一段動詞の意味的

クラスを決定するものであった (島田 (1979)を参照)｡受動との対応関係においても､

春庭のミヅカラシカスルの第一段動詞は受動と対応するものであるが､オノズカラシカル

の第-段動詞は受動とは対応 しない 16｡要するに､三上においても春庭においても日本語

の自動詞が受動に参与できるのは､ミヅカラの ｢能動の自動詞｣であり､それは典型的に

は有情物が中心となり､自然の力などもその仲間に入れる動的事象であると分類 した｡春

庭の第一段動詞と三上章の自動詞の分類は､次のように例示できる｡

(39)a.ミヅカラシカスル (能動の自動詞)

たっ (人が立っ)､あう､とぶ､はしる､たたかう､すむ-

b.オノズカラシカル (所動の自動詞)

たっ (煙がたっ)､はれる､たっ (絶)､やぶれる､われる､きれる､ある-･

したがって､日本語において自動詞の受動文は､次の (40)の (a-C)のように動

作主が有情物や自然の力､そして自転車のような自力をもったもの (An imate& Potent)

の場合は成立するが､(41)の (a-C)のように動作主が無生物である場合は普通成立

しない (柴谷 (1978:322-26)､Shibatani(1998a,b))｡ ただ し､ 日本語における自

動詞の受動文は主語が関与しない事態が主語の意志と関係なく引き起こされてしまったた

め､主語は被害 ･迷惑を被る (少なくとも話者はそう判断する)とい うのが一般的な意味

解釈である17｡

(40) a.太郎は花子に急に走られた｡

b.私は母に死なれた｡

C.大雨に降られて､作物が台なしだ｡
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(41) a.★太郎は戸に急に開かれた｡

b.★僕はうどんを食べる時､いっもメガネにくもられる｡

C.★本を開いた途端､ページにやぶれられた｡

ところが､韓国語において自発又は受動と対立をなす自動詞は､日本語でいえば､｢乾

く｣｢凍る｣｢晴れる｣｢膿む｣｢実る｣などのように主に無生物の場合であり､それは (39)

の分類でオノズカラシカルの ｢所動の自動詞｣に該当するものである (cf.(21-23))0

たとえば､日本語の ｢能動の自動詞｣の ｢飛ぶ｣や ｢泣く｣は､韓国語でも自動詞 と

自発の対立が成立する｡ しかしながら､日本語と違って韓国語は (44)のように無生の動

きでは成 り立っ (上例の (18)と (19)も参照)が､(42-43)のように有生の ｢鳥｣や

｢人間｣の動的事象では成 り立たない.次に､(45)の (a, b)のように飛行機のよう

なものになると､日本語では自力をもったものであるために成 り立つが､韓国語では無生

物に分類されるために成 り立つ｡ したがって､(43-44)でみるように､自動詞基本形に

おいては有生と無生の両方に用いられ得る ｢W山一ta｣(泣く､鳴る)は､自動詞派生形にな

ると､なぜ無生の ｢wu1-ll'-ta｣(鳴る) しか成 り立たないかが理解される｡

(42) a.say-ka na-n-ta.

鳥-NOM 飛ぶ-PRESIIND

(鳥が飛ぶ｡)

b.? say･ka palam-ey na1-Ill-n･ta.

鳥-NOM 風-CAUS 飛ぶ-ISUF-PltES-IND

(直訳 ;鳥が風に飛ばれる｡-鳥が風に揺らぐ)

(43) a.ai-ka wu-n-ta.

子供-NOM 泣くIPRES-IND

(子供が泣く｡)

b.* al･ka wullll'-n-ta.

子供-NOM 泣く-ISUF-PRES-IND

(直訳 ;子供が泣かれる｡)

(44) a.kicek-i wul-n-ta.

汽笛･NOM 鳴る-PRESJND

(汽笛が鳴る｡-汽笛が音を立てる｡)

b.kicek･i wu1-ll'-n-ta.

汽笛-NOM 鳴る-ISUFIPRESJND

(汽笛が鳴る｡-汽笛が鳴り響く｡)

(45) a.こんなに低く飛行機に飛ばれては困る｡

b.pihayngki･ka palam-ey nal-1[-n･ta･

飛行機-NOM 風-CAUS飛ぶ･ISUF･PRES･IND

(飛行機 (の機体)が風に揺らぐ｡)

そ して､次のようにその中心的用法から外れた意志性のない人間の場合でも､日本語では
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有情物 (animate)に分類されるから成 り立っ.一方､韓国語の場合は､無生物 (inanimate)

と同様に意志性がないとい う類似点で成 り立っものと理解 される｡((46)は Shibatani

(1998b)からの引用である)0

(46) a.子供に急に大きくなられた｡

b.家内にまた太られた｡

(47)a.yengi-ka chelswu-hanthey wancenhi sok-aSS･ta. (自動詞)

ヨンイ･NOM チョルスーDAT 完全に 編される-PAST-ⅠND

(ヨンイがチョルスに完全に編された｡)

b.yengi-ka chelswu-hanthey wallCenhi sok･ム11-ess-ta･ (受動)

ヨンイーNOM チョルスーDAT 完全に 編されるIPASS･PAST-IND

(ヨンイがチョルスに完全に編された｡)

このように､ 日本語と韓国語は自動詞が受動化に参与するとしても､その内容はまっ

たく異なってお り､その中心となる動詞 もそれぞれ異なる意味範噂に属するのである｡つ

まり､日本語の自動詞の受動は有情物や自然の力､そして自力をもったもの (Animate &

Potent)のパラメータの値をもつが､他方の韓国語の場合は､無生のモノや非意志性のヒ

ト (Inanimate& Non-VolitionalHuman)のパラ-メータ値をもつことが明らかである
18

0

このパラメータによると､韓国語の自動詞はなぜ多くの場合､自発の段階にとどまり､

極山部の動詞だけが受動化に進むか､ということが納得できる｡受動に参加する最も適格

な動詞は典型的には他動詞であることからもわかるように､ヴォイス現象には行為(activity､

action)を表す動詞がその中心にある｡即ち､日本語の自動詞のパラメータの値はそれに

一致するが､韓国語のパラメータの値はそうでない､というのが両言語における自動詞の

受動が生産的に実現するか否かを左右するものになると考えられる｡

次に､両言語におけるパラメ一夕値の相違は､おそらく受動構文を構成するに当たっ

ても必然的に異ならざるを得ない､ということを予測する｡それは (48) と (49)の対立

からわかるように､日本語における自動詞の受動文は､いわゆる間接受動 ((48a)の自

動詞が (48b)のような受動文を構成する場合を指す)と呼ばれる受動文の構成を可能に

するが､韓国語ではそれを不可能にする19｡つまり､日本語のパラメータは､受動文の主

語に､述語が表す行為の内容にまったく含まれていない要素を導入することを可能にする

が､一方､韓国語のパラメータは､それを不可能にするのである.よって､韓国語の場合

は､能動 と受動または自発の両方においても､主語の行為を述語として設けられなければ

ならないのである ((47)も参照)｡このことはさらに､日本語の受動構文は､すでに主語

が行為から完全に分離されることになるが､一方､韓国語の場合は､主語の行為をも言及

しながら､他の要素によって主語の行為がいかにコン トロールされるか､ということに常

に注目せざるを得なくなるものである｡

(48)a.風が吹_(__0

b.木の葉が風に吹かれる｡
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(49) a.namwusiD-ipaiam-ey na-n-ta. (能動)

木の葉-NOM 風-INS 飛ぶ-PRES-IND

(木の葉が風に (のって)舞う｡)

b.namwusiT)Iipalam･ey nallll'-n-ta. (自発)

木の葉-NOM 風-CAUSE飛ぶ･ISUF-PRES･IND

(木の葉が風に揺れ動く (木の葉が風に吹かれる)0)

(48-49)の (b)は客観的状況ではほぼ同じ事象を表すものと考えられる｡ところが､

日本語の (48b)では､主語でない ｢風｣の動的事象を述語として用いている｡それに対

して､韓国語の (49b)では､主語の ｢木の葉｣の動的事象を述語として用いている｡な

おかつ､日本語の (48)の (a)と (b)の対立では､能動文では事象の外に存在するも

のを受動文の主語に登場させる｡よって､受動文は能動文より結合価が一つ増える構文を

構成する｡このような構文構成には､主語でない動作主の行為を叙述内容として用いるた

め､受動への展開は進んでいることがわかる｡それに対して､韓国語の (49)の (a)と

(b)の対立では､構文の構成要素だけでなく語順さえもまったく変える必要はない｡な

ぜならば､韓国語の能動と自発又は受動の対立は､主語の行為が他の要素によっていかに

コン トロールされるか､という意味的基準によってのみ決定されるからであるo結局､主

語と行為がどれほど分離されているかという､分離の度合いによって自発から受動-の展

開が表れることになるから､受動への展開には主語と他の要素 (動作主)の2者間の意味

関係に頼 らざるを得なくなるのである｡前節の (18b)と (19b)の意味的連続性を参照

されたい｡(他動詞については､6.2.節を参照｡)

5.2.5.おわ りに

以上の観察から､韓国語の自発が多くの場合受動に発展 しないのは､次の (50)のよ

うな受動化制約の要因が存在するからであると考える｡他方､自発から受動に発展するも

のは､(51)のような条件が揃っている場合である｡いずれにしろ､この制約の根源は自

動詞の態対立に参与する動詞の選択によるものである､ということには疑う余地がない｡

(50) <韓国語の自動詞の自発における受動化制約の要因>

(i)自発から受動-の展開には主語と他の要素の2者間の意味関係に大きく頼る

ことになるが､一般に自発には他の要素が独立に機能するものとして認識さ

れず､なお不明確 ･不確定である場合が多い｡

(串)自動詞の態対立に参与する動詞は無生物や非意志性の人間 (Inanimate&
Non-VolitionalHuman)のパラ-メータ値をもつため､自動詞派生形が行為

(activity)を表すことが困難であるという制約が存在する｡

(51) <韓国語の自動詞の自発における受動化の条件>

(i)他の要素が独立に機能するものとして認識されていること､そして主語はそ

れによって完全にコントロールされる状況である場合に受動化する (cf.(19

b),(26),(46b))0
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(ii)自動詞派生形が行為あるいは動的事象を表せる場合は､受動に展開しうる (cf.

(19b))0

(iii) 自動詞派生形が人間を主語とする場合は､受動化 しうる (cf.(26)､(47b)).

それは､被害受動になりうる状況が整っているからである0

(51)の (iii)のような状況の必要性は自動詞自薦の主語に帰属する行為を完全に分離さ

せるためである｡前節の (26)では､主語が被害を被るという意味的な方略により､主語

とその行為が分離可能になることが観察された｡ これで韓国語の受動にも被害という意味

論的琴素が登場できるわけであるが､これにより､日本語の被害 ･迷惑受動と意味論的に

近づくことになる｡ しか し､日本語は､韓国語のように被害を通 して受動に展開するもの

でなく､構文の構成上すでに述語の行為とはまったく関連のない要素が主語として導入さ

れることによって､被害 ･迷惑の意味が構造的に獲得される､という点で異なる20｡韓国

語の場合､接辞･)'が受動-の展開とともに､意味的に被害受動と結び付けられる､という

ことについては､さらに第6章で詳しく取り上げる｡

本章で取り扱った問題は､次の3つの現象に対 し､その説明を与えることを目的とし

た｡ (A)なぜ韓国語は自動詞と自動詞派生形の対立において､結合価変化のない構文を

許すか｡そして (B)なぜ､日本語の自動詞の受動はむしろ結合価を増加させるか｡さら

に､(C)それにもかかわらず､なぜ両言語の受動は意味的には同じ方向に向かっている

かOこれ らの問題は､すべて､ヴォイスは統語的現象でなく意味的現象であると､その定

義を捉え直すことによって解決できる｡

このような結論は､接辞-1'が意味的他動性に関与する形式である､といった第3章の結

論と一致する点で､さらに強く支持される｡つまり､接辞-1'は対象に向かって行為が及ぶ

とい う意味的機能を果たす形式であり､受動は行為のあり方を問題にする意味的他動性と

関連する現象であるとい うことである｡この2点を受け入れると､韓国語の場合は､なぜ

非対格動詞がパラメータとして選択されるか､ということと､なぜ自発から受動-の転換

を許すか､ということに対する理由を､同時に説明することができる0

即ち､対象に行為が向かうという接辞-1'の意味的機能は､主語の意味役割が対象である

非対格動詞がパラメータとして選択されることと矛盾 しない｡次に､自発から受動-の転

換を許す理由は､接辞･1'が行為について言及する意味的他動性 と相関する形式であるとい

う点と､さらに､行為の発生､つまり行為者を明確に表す方向に向かって発達を成 し遂げ

た､という接辞-1'の歴史的展開を仮定することによって解決できる｡言い換えれば､接辞-

1'は対象と行為との関係のあり方を言及する形式であり､よって､自動詞の場合は非対格

動詞が選択され､さらに､行為者を明示化する方向に向かって発達 したと考えられる｡す

ると､自動詞が受動構文を構成するに当たっては､行為者を新 しく導入 しなければならな

くなるが､それは､次のように実現される｡つまり､行為者 として発展可能性のある要素

をすでに含んでいる自動詞が受動化に有利である (cf.(47))｡このような見方では､韓国

語の自動詞は､なぜ受動化の際に､結合価変化のない構文を許すかも納得できる｡

一方､日本語の rられる｣の場合は､行為者と行為との関係のあり方を言及する形式

であり､よって､韓国語とまったく異なって､自動詞の受動には能格動詞が典型的に選択
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されると説明できる｡さらに､自動詞が受動構文を構成するに当たっては､述語が表す意

味内容の外にある要素､つまり､対象を新 しく導入する必要が生じる｡このような見方で

は､日本語の自動詞は､なぜ受動化の際に､結合価を増加させる構文を許すか､に対する

説明がつく｡

以上をまとめると､韓国語と日本語の自動詞の受動は､統語的には大きく異なるが､

意味的には行為のあり方を問題にする意味的他動性に基づく現象であるという共通点をも

つ｡
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第 6章

態の派生関係と受動化 (Ⅱ)

- 使役と受動と再帰の関連-

6.1.はじめに

よく知られているように､韓国語の接辞･)'(･hl',-Ill,-kL) という文法形式は､使役 と

ともに受動にも用いられており､しかも､ 1つの構文が使役にも受動にも解釈され うる場

合がある｡この場合､韓国語の受動は､結合価を増加させる使役と同じ構造を使 うことに

なる｡一方､日本語の場合は､異なる形式の ｢(さ)せる｣と ｢(ら)れる｣がそれぞれ使役と

受動に当てられている｡にもかかわらず､受動が使役のように結合価を増加させることや､

その場合両者は相似的な構文関係に立っていることは､韓国語と同様である｡それぞれ次

の例を参照されたい｡

韓国語

(1) emeni-ka ai-hanthey cec-ul mwu1-ll'-ess-ta. (使役/受動)

母親INOM 子供-DAT おっぱい-ACC噛む-CAUS/PASS-PAST_INlj

(使役 ;母親が子供 (の口)におっぱいを挟み入れた｡-子供にお乳を飲ませた｡)

(受動 ;母親が子供におっぱいを噛まれた｡)

日本語

(2) a.太郎は花子に酒を飲ませた｡(使役)

b.太郎は花子に酒を飲まれた｡(受動)

両言語がみせているこのような言語現象は､(A)文法範境として使役と受動はいかに

関連するものなのか､(B) 目的語をもつ受動構文はなぜ成立しうるか､という2つの問

題が密接に関連 し合うものとして存在することを指摘 している｡つまりこの現象は､使役

と受動を 1つにまとめ上げて説明できる理論的枠組みを要求するものとして受け取れるの

である｡

この間題について本章では､使役と受動をヴォイスの意味的対立として捉えられ うる

意味的な基準があり､それは意味的他動性を提案することによって解決できることを主張

する｡

従来の研究においてヴォイスは､能動と受動の対立を中心として定義されてきた｡こ

れは､典型的な範噴 しか研究対象にされていないことを意味する｡次に､能動と受動の対

立は文法関係の変換という統語的な基準だけが論 じられ､意味的な基準が存在することは

考慮の外にあった (第5章の 5.1.2.節を参照)｡このような立場からは､上記のように韓国

語や 日本語では受動構文にも目的語が生気でき､しかも､使役と同様な結合価増の構文を

つくる､という問題をヴォイスの研究領域として正しく扱 うことは困難である｡

韓国語において使役と受動の関係に対する従来の研究では､李 (1970,1972)で上記

の (1)のような文を ｢態の中和｣として見なされて以来､(A)使役 と受動を共に表す

154



接辞-Jは同じものなのかどうか､という問題がまず議論の焦点となった (染 (1979)､Kin

(1982)､金 (1983)､他)O一方､(B)受動形は使役形から直接発達したものである､と

いう強力な主張も､李 (1991)によって出された,いずれにしても､これらの議論には､

使役 と受動といった典型的な文法範噂だけが対象にされていたため､その中間に位置する

さまざまな連続性が存在することについては､考慮されなかった｡

即ち､使役-の連続線上には､第3章および第4章で観察したように､因果関係 (causal

relations)によって定義されないもの (たとえば､ ssis･ta(自分を洗う)と ssis-h'-a(他

者を洗 う)の対応)もあれば､単なる他動性強化の機能をもつ接辞-1'(たとえば､sit-ta (戟

せる) と sil･11'･ta(載せる)の対応)もある.なおかつ､受動への連続線上には､自発や

再帰といった中相範噂に存在する接辞Jが存在する (6.2.節を参照)｡このような事実を抜

きにして､受動を使役に直接関連づけようとする試みは､妥当性を欠くものであるといわ

ざるを得ない｡

したがって本章では､韓国語の受動構文は使役構文と直接関連するものではなく､中

相から受動-の発達によって間接的に関連づけられるものであることを以下で証明したい｡

異なる意味範噂に属する使役と受動､そして中相の再帰がいかに互いに関連するかは､ 3

つの範噂がともに同じ接辞-1'を用いる韓国語の現象からみていくのが有利である｡なお､

韓国語と日本語の相違については､パラメータを提示して説明する｡

6.2.再帰と受動の関係 と連続性

6.2.1.再帰的中相の位置付けl

韓国語では､中相形式が別に存在するものでなく､受動と同じ接辞-1'が用いられる｡そ

のため､中相は受動と意味的に連続性を表すことになり､2つの態範晴は意味によって決

定される｡即ち､主語の行為性 (agency)が述語の表す行為から分離されておらず､自分

に帰属 しているのか､それとも､完全に分離されて自分には帰属 していないのか､という

意味的基準が設けられる｡再帰的中相の典型は､主語が動作主として行為を引き起こし､

主語自身がその行為の影響を受け､状態変化を被る､という意味特徴を表すものである (第

5章の (13)および柴谷 (1997b)を参照)0

次の (3- 5)の (a)の能動文に対応する (3-5)の (b)は､一般に受動文で

あるとされるものであるが､実際は再帰的中相の例である｡この場合､ (3a)は (3b)

と意味的に対応 しないことにも注意されたい｡

(3)a.emma-ka ai-1ul namwu-ey maytal-ass-ta. (能動)

母親-NOM 子供-ACC木-LOC つり下げる･PASTJND

(母親が子供を木にぶら下げた｡)

b.ai-ka emma-eykey maytAl･1i-ass-ta.

子供･NOM 母-DAT つり下げる-ISUF-PASTJND

(子供が母にぶら下がった/すがり付いた｡)
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(4)a.chelswu-kn yengi-1ul an･ass-ta･

チョルス-NOM ヨンィ.ACC 抱く･PASTJND

(チョルスがヨンイを抱いた｡)

b.yengi-ka chelswu-eykey an-kt-ess-ta･

ヨンイーNOM チョルス･DAT 抱く-ISUF-PAST･IND

(ヨンイがチョルスに抱かれた｡)

(5)a.namphyen-ianay-lulep-eSS･ta.

夫-NOM ' 妻-ACC 負ぶ うIPAST･IND

(夫が妻をおんぶした｡)

b.anay･ka namphyen-eykey ep･ム)'･ess･ta.

妻-NOM 夫･DAT 負ぶう-ISUF-PAST･IND

(妻が夫に負ぶさった｡)

(能動)

(再帰)

(能動)

(再帰)

(3- 5)の (b)がもし､受動であれば､行為は主語のコン トロールのもとで引き起こ

されたものであってはならず､他の独立した要素によって行為がもたらされなければなら

ない｡言い換えれば､ (3- 5)の (b)が受動であるためには､主語は自分が引き起こ

していない行為を一方的に受ける側であり､他方､与格名詞句は動作主でなければならな

い｡ ところが､(3-5)の (b)は､主語の方が行為の引き起こし手 (動作主)であり､

与格名詞句は述語が表す行為の動作主ではない｡これについて以下で証明する｡

次に挙げる maumkkes(思いっきり)や kouylo(故意に)のような副詞は､動作主の

行為を修飾するものとして理解される｡これを理解 した上､(6)と (7)の文をみると､

この副詞が修飾するのは､それぞれ異なることがわかる｡即ち､受動文の (6)では､与

格名詞句のチョルスの行為を限定するものとして受け取れるO ところが､(7)の再帰の

文になると､副詞が与格名詞句の行為を限定することはできず､すべて主語の行為だけ修

飾することになる｡つまり､再帰では主語が動作主であり､与格名詞句は動作主として機

能 しないことがわかる｡

(6) yengi-ka chelswu･eykey (maumkkes/kouylo)pal-ul cispalp･LL'-eSS･ta･

ヨンイーNOMチョルスtDAT t思いっきり/故意に)足･ACC踏み踊る-PASS-

PAST-IND

(ヨンイがチョルスに t思いっきり/故意に)足を踏み欄られた｡)

(7) a.ai-ka emma-eykey (maumkkes/kouylo) maytallll'-ess-ta.

子供-NOM 母-DAT (思いっきり/故意に)つり下げる･ISUF-PASTJND

(子供が母に (思いっきり/故意に)ぶら下がった/すがり付いた｡)

b.yengi･kn chelswu-eykey tmaumkkes/kouylo) an-kt･ess-ta.

ヨンイーNOM チョルスーDAT (思いっきり/故意に)抱く-ISUF-PAST_IND

(ヨンイがチョルスに く思いっきり/故意に)抱かれた｡)

C.anay-ka namphyen･eykey (maumkkes/kouyloI ep･bi-ess-ta.

妻INOM 夫-DAT (思いっきり/故意に) 負ぶ う-ISUF-PAST_ⅠND

(妻が夫に (思いっきり/故意に)負ぶさった｡)
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さらに､次の例からは､上記の (3-5)の (b)の与格名詞句は､動作主でなく着

点の名詞句であることが明らかにされる｡それは､(3-5)の (b)の状況をより具体

的に描写する場合､次の括弧の内容を入れてもよい､ということからわかる｡

(8)a.ai･ka emma･eykey (talli-eka-sephal-ey) maytal･11-ess-ta.

子供INOM 母IDAT (走る 行く-て腕-LOC)つり下げる-ISUF-PAST･INt)

(子供が母 (のところ)に (走って行って腕に)ぶら下がった｡)

b.yengi-ka chelswu･eykey(talli-eka･sekasum-ey) an-kt･ess-ta.

ヨンイーNOM チョルスーDAT (走る 行く-て胸･LOC)抱く-ISUF-PAST･IND

(ヨンイがチョルス (のところ)に (走って行って腕に)抱かれた｡)

C.anay･ka namphyen-eykey (talli･eka-setung-ey) ep-ム)I-ess･ta.

妻-NOM 夫-DAT (走る 行くて 背中･LOC) 負ぶう･ISUF-PAST-IND

(妻が夫 (のところ)に (走って行って背中に)負ぶさった｡)

(8)の (a- C)では､主語が行為の出発点であることを明らかにする意味内容-- つ

まり､talli-eka･se(走っていって)- を構文の中に入れて表現することができる｡つま

り､再帰では､主語自身が行為を引き起こしていることを言い表すことが可能であるとと

もに､その場合の与格名詞句は着点の場所として機能するのである20

このような与格名詞句の意味特徴は､まるで使役構文のような要素を含んでいるよう

である3｡近代韓国語では､次のように用いられていることが観察される｡

(9) elin nwuitul-unllOk (mwunho) son-tj)Cap･ko (A)血ay-eta1-ll'-ko,

幼い 妹.PL･TOPたまに (ムンホの) 辛-も 掴む-て 結ぶ･吊るす･ISUFて ､

hok ekkay･ey (B)ol･1L'･e ep二bI-ki-tD ha･ko,

たまに 肩･LOC 上がる-TSUF-負ぶう-ISUF･名詞化･も する･し､

hok kasum･ey (C)w a an-kl'･ki･to ha-mye･･･

たまに 胸-LOC 来る 抱くJSUF一名詞化･も する-ながら･･.

(幼い妹たちはたまに (兄のムンホの)手も握ったり､(兄に)ぶら下がったり､

たまには (兄の)肩に登り負ぶさったり､たまには (兄の)胸に来て抱かれた

りもしながら-)

(李 光秀 ｢少年91悲哀｣『青春』 8号､1917.6)

現代韓国語では､(A)と (B)は用いられない｡現代語ならば (A)は (8a)のように､

複合動詞の前項動詞が接頭辞化 して一語になっているが､他方の (B)はまったく理解が

困難なものである｡直訳すると､(A)は､｢主語が兄の腕に自分自身を結び､その結果兄

の腕にぶら下がる｣ことであり､(B)は､｢自分自身を兄の肩に上げて､負ぶさる｣とい

う具合である｡ところが､現代韓国語では､(A)は複合動詞として認識されておらず､意

味的にも分離 しないため､単独語として ｢ぶら下がる｣の意味になるが､(ち)は ｢肩に登

って負ぶさる｣というふうに表現するができる｡
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即ち､近代韓国語の再帰的中相では､次の2つの点をより明らかに表出 している｡ ].

つは､主語が行為の出発点であることを明らかにする意味内容が､構文の中に用いられて

いるOもう1つは､主語と同一指示関係にある再帰代名詞が目的語の位置に存在 し､まる

で､それを省略したかのように表現する｡このような意味的特徴に基づくと､再帰の発達

は使役と関連づけられなくはないが､実際に再帰代名詞を使役構文中に用いることが許さ

れるのは､(10a)のように､an-kl'-ta(抱かせる)だけに限られるO即ち､自動詞派生形

mayta1-ll'-ta (ぶら下がる)は maytal-ta(ぶら下げる)という基本形の他動詞が存在する

ため､派生形の他動詞 maytal･11'-taは存在 しない.これは (lla)を参照されたいO した

がって､(9)の(A)において､再帰代名詞の存在が感 じられるのは､cakimom･ulmaytal-ta

(自分の体をぶら下げる)のように､他動詞が与えるものであると考えられるかもしれな

い. しか し､実際は (llb)で観察されるように不適格である｡(12)の ep-hl'-ta(負ぶ

せる)においても､再帰代名詞を使役構文中に用いるのは不自然である｡

(10)a.yongi-nun chelswu-eykey cakimom･ul an-h'-ess･ta. (使役再帰)

ヨンイ･TOP チョルスーDAT 自分 体-ACC 抱く･TSUF-PAST-IND

(ヨンイはチョルスに自分の体を抱かせた｡)

b.yongi-nun chelswu-eykey kkochtapal･ul an･kl'-eSS-ta, (使役)

ヨンイーTOP チョルス･DAT 花束-ACC 抱く-TSUF-PAST-IND

(ヨンイはチョルスに花束を持たせた｡)

(ll)a.★ai-ka emeni-eykey cakimom･ulmayta1-11'･ess-ta. (使役再帰)

子供･NOM 母親･DAT 自分 体-ACC つり下げる･TSUF-PASrll-INT)

(子供が母に自分の体をぶら下げた/すがり付けた｡)

b.ai-ka emeni-eykey(★cakimom/lipon)-ul maytal-ass-ta.(他動詞)

子供-NOM 母親･DAT ("自分 体/ リボン)-ACC つり下げる-PAST･IND

(子供が母親に ('自分の体/ リボン)をつり下げたO)

(12) a.??anay-ka namphyen-eykey caki･ul ep-A)I-ess･ta･ (使役再帰)

妻-NOM 夫-DAT 自分･ACC負ぶう-TSUF･PAST-IND

(妻が夫に自分を負ぶわせた｡)

b.anay-ka namphyen-eykey aki-1ul ep･hl'-ess-ta･ (使役)

妻.NOM 夫･DAT 赤ん坊-ACC負ぶう-TSUF-PAST-IND

(妻が夫に赤ん坊を負ぶわせた｡)

つまり､(10a)だけをみると､使役再帰の (10a)から､主語と同一指示関係にある再

帰代名詞句の項を削除することに羊って､(4b)のような再帰の中相範境が成 り立っよ

うにみえる｡ しかし､(ll-12)の (a)が表すのは､再帰の中相範噂は､使役再帰の再

帰代名詞句の項の削除から導かれるのでなく､純粋に接辞･Iの機能によるものであると判

断することができる｡このような判断は､次節の ｢非制御性再帰｣の存在も同様に扱える

ことからも妥当に支持される｡したがって､韓国語の再帰的中相は､再帰代名詞を目的語

の位置に表さないのが典型であり､使役構文との相違は､目的語の存在有無によって判断

されることになる｡
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さて､(3- 5)の (b)の再帰的中相では､主語が行為をコン トロール しているし､

主語が引き起こす具体的な動作も構文の中に表すことができた｡ したがって､次のように

命令形と共起できるのは､むしろ当然である｡

(13) ppallina-hanthey tmaytal/an/ep)-LW '-ela.

早く 私･DAT fぶら下げる/抱く/負ぶう)-ISUF_IMP

(早く私 (の腕/腕の中/背中)にぶら下がれ !/抱かれ !/負ぶされ !)

以上をまとめると､(3-5b)の再帰的中相の構文は､次のように特徴づけられる.

(14) <韓国語の再帰的中相構文の特徴>

(i)主語は動作主であり､その行為をコン トロールする｡

(ii)与格名詞句は着点の場所であり､主語と同一指示関係にあってはならない｡

(iii)主語は自分自身の行為によって状態変化を被る｡

(iv)被害の意味合いはない｡

(V)目的語 (再帰代名詞句を含む)は存在しない｡

即ち､(14)が表す内容は､再帰的中相の主語は､行為の出発点においては動作主である

が､行為の終着点においては､むしろ行為の受け手の対象となる｡それは､主語と独立に

存在する他者の関与によってその行為が主語自身にもどって来たからである､と説明でき

る｡この場合､行為の終着点における他者の関与は､着点の与格名詞句の動作主としての

芽生えである､という点に注目する必要がある｡

6.2.2.非制御性再帰

次の (15-17)の (a)の能動文に対応する (15-17)の (b)は､(3-5)の (b)

と異なるタイプの再帰的中相である｡

(15)a.pal-lo ttong-ul palp-n-ta.

足-INS うんニーACC踏む-PRES-IND

(足でうんこを踏む｡)

b.pal･ey ttong･i palp-LL'-n-ta･

足･LOC うんニーNOM 踏む-ISUF-PRES-IND

(能動)

(非制御性再帰)

(直訳 ;足にうんこが踏まれる｡一足にうんこがくっ付く感触がある｡)

(16)a.pal･lo tol-ul cha･n･ta.

足-INS石-ACC 蹴る･PRES･ⅠND

(足で石を蹴る｡)

b.pal-ey tol･i cha-1'-n-ta･

足･LOC石-NOM 蹴る-ISUF-PRES-IND

(能動)

(非制御性再帰)

(直訳 ;足に石が蹴られる｡-石が (勝手に置かれていて)足にぶつかる｡)
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(17)a･ip-ulo molay-1ul ssip-nun-ta･

口･INS 砂･ACC 噛む･PRES-IND

(口で砂を噛み砕く｡)

C.ip-ey molay-ka SSip･ムL'-A-ta.

ローLOC 砂-NOM 噛む-ISUF-PRES-IND

((私の)口の中に砂が噛み砕かれる触感がある｡)

(能動)

(非制御性再帰)

(15-17)の (b)には､文中に表れていない (つまり､普通表現 しない)行為の引き起

こし手である 1人称の人物が存在する｡そしてその人物の身体部分が場所格を用いて表れ

る｡意味的には､行為の引き起こし手は､非意図的に引き起こした自分の行為に､自分自

身が影響を受けることを表す｡

このような3つの特徴を､前節の (3-5)の (b) と比較 しながら､さらに具体的

に見てみよう.まず第 1に､前節の (3- 5)の (b)と違って､(15-17)の (b)に

は 1人称制約が存在 し4､なおかつ行為の主体は所有格を基本にして､主格と与格に交替で

きる5｡それによって､2重主格構文と与格構文が可能になるわけである｡即ち､このよう

な格交替によって主格主語と与格主語が可能となると考えられる｡よって､(18)は､(19)

のように3人称に入れ替えられると､不適格な文となる｡

(18) na･(uy/ka/hantheyi ip-ey molay･ka ssip-A)'-n-ta.

私･(GEN/NOM/DATi 口･LOC 砂-NOM 噛む-ISUF-PRES･IND

(私の口の中に砂が噛まれる感触がある｡)

(19) ?? yengi･(uy/ka/llanthey) ip-ey molay･ka ssip-血'-n-ta.

ヨンイー†GEN/NOM/DAY) 口･LOC砂･NOM 噛む･ISUF-PRES･IND

(ヨンイの口の中に砂が噛まれる｡)

このような人称制約が再帰的中相構文に表れる理由は､次のように説明できる｡即ち､

この構文において主語と行為の関係は､主語のコン トロールによらず､運動器官である身

体部分を通 して非意図的に引き起こしたことによって結果される｡その行為が主語自身に

もどって来た場合､身体部分は感覚器官として機能する｡この場合､述語は一種の心理動

詞 (感情 ･感覚動詞)のように働き､自分のことはいえるが､他人のことは､直接的には

いえないとい う意味制約が働くようになる6｡よって､主語は行為の非意図的な引き起こし

手であると同時に､行為の受け手でもあり､なおその行為を感覚的に経験する､という経

験者の役割も同時に与えられる7｡これによって､ 1人称主語制約が説明できると同時に､

与格主語が用いられる理由に対しても適切な答えを与えることができる｡つまり､両者 (主

格主語と与格主語)は､同様に非意図的な経験者の意味役割を担 うとともに､もう一方で

は､与格の方が主格より主語の行為性が低く､受動により近い､とい う中相の中での連続

性を見出すものとして説明できる｡

第 2に､(3- 5)の (b) と (15-17)の (b)は､両方とも身体部分が着点の具体

的場所として表れ うる ((3-5)の (b)は (8)を参照)｡ しか しそれは､前者におい

ては与格名詞句の身体部分であり､一方､(15-17)の (b)においては主語の身体部分
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である｡この違いは､(3-5)の (b)における与格名詞句は主語と異なる他者である

ため､この文は､独立に機能することが可能な他の要素を構文の中にもっていることと関

連する｡即ち､受動文-の展開可能性として構文的条件が揃っているということになる｡

もし (3-5)の (b)の与格名詞句が､行為の全てをコン トロールする動作主として機

能さえすれば､この文は再帰から直ちに受動に展開するだろう｡

･一方､(15-17)の (b)では､その事態の成立において､他の要素の関与は見当たら

ない｡もし､主語に影響を与えている他の要素が存在するとすれば､それはむしろ､第2

主格の成分であろうOそれは､.(15-17)の (b)の第2主格 (cf.(18))が､(20-22)

の (b)のように場所格または原因格に交換可能であることから理解されよう｡この場合

は､過去時制を用いるが､それとともに､対応する能動文も変化があることに注意された

い｡ただ し､(15-17)の (b) と (20-22)の (ち)の文には､時制のみならず主語制

約においても相違が観察される｡ (15-17)の (b)の文は現在時制を用いており､なお

1人称主語制約が存在するO しかし､(20-22)の (b)の文は現在時制を用いることは

不自然であり､しかも､人称制約も存在 しない8｡

(20)a.pal-(ey/lo) ttong-ul palp･ass-ta.

足･fLOC/INS)うんニーACC踏む-PASTJND

(足にうんこがくっ付いちゃった｡/足でうんこを踏んだ｡)

b.palli t,tong-ey palp･hI'･ess･e･yo.

足-NOM うんこ･LOC/CAUSE踏む-ISUF･PAST･POL.MOD

(能動)

(非制御性再帰)

(直訳 ;(うんこを踏んでしまったせいで私の)足がうんこに付かれました｡)

(直訳 ;(うんこを踏んでしまったせいであなたの)足がうんこに付かれてい

ます｡)

(21)a.paHo tol-ul clla-SS-ta.

足･INS石･ACC 蹴る-PAST-IND

(足で石を蹴った｡)

b.palli toトey cha-⊥ess･ta･

足-NOM 石-LOC/CAUSE蹴る･ISUF-PAST-IND

(石のせいで足が石にぶつかった｡)

(22)a.meli-1ulcenpostay･ey pwutic-chi-ess-ta･

頭-ACC 電信柱-LOC ぶつける-PRESJND

(頭を電信柱にぶつけた｡)

b.meli-ka cenpostay･ey pwutic･ム)'･ess･ta.

頭-NOM 電信柱･LOC/CAUSE ぶつける･ISUF･PAST-IND

(頭が電信柱にぶつかった｡)

(能動)

(非制御性再帰)

(能動)

(非制御性再帰)

(15-17)の (b)にしろ (20-22)の (b)にしろ､行為を受ける側は行為の引き起こ

し手である主語 (省略された第 1主格の人物)であることに変わりがない｡そして､その

原因を提供する要素は､(15-17)の (b)のように主格であったり､(20-22)の (b)

のように場所格または原因格であったりとして用いられるが､それが行為を引き起こす動
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作主であることはできない｡つまり､(15-17)の (b)や (20-22)の (b)の文は､

主語が行為をコン トロールする意志的な動作主ではないという側面は受動に近い｡ しかし､

行為をコン トロールする他の要素の存在はまだ確立していないという側面においては､受

動-の展開を待たなければならない｡

第 3に､(3-5)の (b) と (15-17)の (b)には意味的相違が存在する｡即ち､

(15-17)の (b)の主語は､自分の非意図的動作によって行為そのものによる影響を感

覚的に経験することになる｡言い換えれば､自分の行為なのに自分のコン トロールから離

れたところで引き起こされてしまうため､被害の意味に結び付きやすくなる｡このような

意味特徴に注目して､(15-17)の (b)の文を ｢非制御性再帰｣と呼んでおきたい｡

したがって､次の (23b)のように､被害の意味でなければ､非制御性再帰であると

は判断されず､む しろ中相自発として理解される｡即ち､非制御性の行為が被害の意味に

結び付きやすくなると､非制御性再帰であるとされるが､非制御性の行為が被害の意味に

結び付かない場合には､自発の範噂に侵入する｡よって､(23b)は､(24b)のような典

型的自発 とは多少距離はある｡ しかし､主語がコン トロール しないのに､主語 (表現され

ていない 1人称の人物)に帰属する行為は自ずと起こる､という自発の文法的意味におい

ては共通点をもつ｡

(23) a.son-ul0 100wonccali tongcenhana-1ul cap･n-ta.

手-INS IOOウォン 玉 1つ-ACC掴む-PRES-IND

(手で百ウォン玉を一個握る｡)

(能動)

b.son･ey lOOwonccalitDngCenhana･ka cap-ム)'-n-ta. (自発)

手･LOC IOOウォン 玉 1つ･NOM 掴む-ISUF-PRESIIND

(直訳 ;(私の)手に百ウォン玉が一個握られる感触がある.)

(24) a.toyncangkwuk-ey pap-ul mal-amek･ess･ta.

味噌汁-LOC ご飯･ACC混ぜて食べる-PAST･IND

(味噌汁にご飯を混ぜて食べた｡)

(能動)

b.tx)yncangkwuk･eypap･ulmal-amek･e-ni,pap-icellomek-ム)I-tela.(自発)

味噌汁-LOCご飯-ACC混ぜて食べたら､ご飯-NOM 自ずと食べる-ISUF･

PAST.MOD

(味噌汁にご飯を混ぜて食べたら､(私は)ご飯が自然に食べられたのよ｡)

以上から､再帰的中相 とは別に､非制御性の再帰的中相､つまり非制御性再帰を設け

る必要があることがわかる｡なお､再帰的中相から中相自発までの展開において､非制御

性再帰の介在が認められる｡このような中相範噂の相互関係およびその連続性は､次のよ

うにまとめられる｡受動は次節を参照されたい｡自発については､第 7章でさらに取 り上

げる｡
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(25)<中相範噂と受動の関係と連続性> ･

主語の行為性 (高>低);能動 >> 再帰的中相> 非制御性再帰> 自発 >> 受動

1 1 1 1 1

意味特徴 ; 制御性 再帰/制御性 再帰/非制御性 自発/非制御性 非制御性

独立した他の要素の存在 ; 匡司･ 無し 無し 匡f]
被害の意味 ; 無し 匡司 無し 匡司

6.2.3.受動化の意味的要因

では､上の (25)に示 した中相範境の特徴は､受動への展開においていかに貢献する

か､とい う問題が当面の課題となる｡受動文の例を見てみよう｡

(26)a.namphyen-ianay･lul kwutwupa1-lo clspalp･ass･ta. (能動)

夫INOM 妻-ACC 靴 足･INS 踏み踊るIPASS-PAST-IND

(夫が妻を靴を履いた足で踏み踊った｡)

b.anay-ka namphyen-hanthey kwutwupaHo cISPalp-hll-ess-ta. (受動)

妻-NOM 夫-DAT 靴 足JNS 踏み踊る-PASS-PAST-1ND

(妻が夫に靴を履いた足で踏み踊られた｡)

(27)a.yengi-ka cllelswu-lul cha･ss･ta･

ヨンイーNOM チョルス･ACC蹴る･PAST-IND

(ヨンイがチョルスを蹴った｡)

b.cllelswu-ka yengi-hantlley Cha･1'-eSS-ta.

チョルス･NOM ヨンイ･DAT 蹴る･PASS-PAST･IND

(能動)

(受動)

(直訳 ;チョルスがヨンイに蹴られた｡-チョルスがヨンイに捨てられたG)

(28)a.koyallgi-ka cwuy-1ul cap-amek･ess-ta･

猫-NOM ねずみ-ACC捕る-食 う-PAST-IND

(猫がねずみを捕食 した｡)

b.cwy-ka koyangi-hanthey cap･amek-A)I-ess-ta.

ねずみ-NOM 猫-DAT 捕る一食 うーPASS-PAST-IND

(ねずみが猫に捕食された｡)

(29)a.chelswu･ka yengi-(uy/lul) pal-ulpalp-ass-ta.

(能動)

(受動)

(能動)

チョルス･NOM ヨンイー(GEN/Ace)足･ACC踏む-PASS･PAST-IND

(チョルズがヨンイの足を踏んだ｡)

b.yengi-ka chelSWu-hanthey pal-ulpalp･ム)'-ess-ta.

ヨンイーNOM チョルスーDAT 足･ACC踏む-PASS･PAST-IND

(ヨンイがチョルスに足を踏まれた｡)

(30)a.yengi-ka chelswu･(uy/lul) engtengi-ul cha-ss･ta.

ヨンィ.NOM チョルス･tGEN/ACC)尻-ACC 蹴る-PAST_IND

(チョルスがヨンイにお尻を蹴られた｡)
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b.chelswu-kn yengi-hanthey engtengi･ul cha･)I-ess-ta. (受動)

チョルス-NOM ヨンイーDAT 尻-ACC 蹴る･PASS-PAST.ⅠND

(チョルスがヨンイにお尻を蹴られた｡)

(26-30)の (b)は､次の 3つの点において共通する｡(i)与格名詞句は再帰的中相

構文のように着点の場所でなく､動作主である｡(正)主語は行為から完全に分離されて､

行為は他の要素によってコントロールされる. (ih)主語は被害を被る.

(i)において､与格名詞句が動作主であるか否かは､himkkes(力いっぱい)や

kyomyohan-pangpep-ulo(巧妙な方法で)のような副詞を構文中に用いることによって確

かめることができる｡即ち､これらの副詞は動作主の行為を修飾すると期待される｡予測

どお り､ (31)の (a,b)では与格名詞句のチョルスやヨンイが力いっぱい相手の身体

部分を踏むことや蹴ることを表し､ (31C)の ｢巧妙な方法で｣も猫の行為を修飾するこ

とができる｡(上記の例 (5)も参照｡)

(31)a.yengi-ka chelswu･hanthey himkkes pal-ulpalp-ム)'-ess-ta.

ヨンイ･NOM チョルス･DAT 力いっぱい 足-ACC踏む･PASS-PAST･INT)

(ヨンイがチョルスに力いっぱい足を踏まれた｡)

b.chelswu-ka yengi-hantheyhimkkes engtengl-ulchaJ-ess-ta.

チョルスINOM ヨンイーDAT力いっぱい 尻-ACC 蹴る_PASS_PAST_IND

(チョルスがヨンイに力いっぱいお尻を蹴られた｡)

C.cwy･ka koyangi-hantlleykyomyollan-pangPeP･ulocap-amek･Li-ess-ta.

ねずみ･NOM 猫-DAT 巧妙な方法で 捕る一食うIPASS･PASTIIND

(ねずみが猫に巧妙な方法で捕食された｡)

即ち､(26-30)の (b)の受動文は､構文的には (3-5)の (b)の再帰的中相に

近く､意味的には (15-17)の (b)の非制御性再帰と連続性がある｡よって､受動構文

を､中相構文からの発達と認めると､次の2点を受け入れることになる｡第 1点は､与格

名詞句は､着点から動作主に拡張した｡第2点は､(A)主語に帰属する行為が完全に分

離されることと､ (B)着点の与格が動作主に拡張すること､そして (C)被害の意味､

この3つは密接な関連がある｡

では､再帰的中相構文において着点であった与格は､いかにして動作主になることが

できたのであろうか.まずは､(26-30)の (b)の構文を見てみよう.(26-28)の (b)

と (29-30)の (b)の構文パターンには､主語の身体部分を目的語として用いるか否か､

という違いが存在する｡ しかし､このような構文上の相違にもかかわらず､両構文の主語

は被害を被るという意味においては変わりがない｡即ち､受動-の展開には､被害という

意味論的要素が求められる､という風に捉える必要がある｡

次に､(26-27)の (b)と (29-30)の (b)における述語の語構成と､その意味的

相違を観察してみよう｡まず､(26b)は､(29b)のような目的語を用いる代わりに､動

詞に接頭辞を用いているO (26b)の接頭辞 cl'S-は､palp-ta(踏む)という動詞に力動性

(kinesiS)を強化し､語桑的意味による被害性を高める効果をもつ｡次に､(27b)と (30
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b)を見ると､目的語が構文中に表れる (30b)では､動詞は文字どおりの意味に用いら

れる｡他方､目的語が表れない (27b)は､メタファーによる拡張が容易に行われ､慣用

的意味に用いられる｡即ち､受動文に存在する身体部分の目的語は､主語に文字どおりの

物理的な影響による被害を与えるために用いられることがわかる｡一方､目的語が存在 し

ない受動文の場合は､力動性強化という方略をとることによって動作主の影響力を強め､

徹底的に被害の意味を表すか､それとも､メタファーによる慣用的意味に転化する方法で､

被害の意味を表すかであるOたとえば､自動詞 tol･ta(回る)には､他動詞派生形 toll1t-ta

(回す)は存在するが､文字どおりの意味を表す自動詞派生形tD1-11'･ta(｢回られる｣や ｢回

される｣に当たるもの)は存在しない.ところが､｢yongi-nunpanai･tul-hantheytDl-1;I

n-ta,｣(ヨンイはクラスの友達にいじめられている｡)のように､自動詞派生形 to1-11'･taを

｢仲間はずれされる｣や ｢いじめられる｣という意味の慣用的用法に用いると､構文的に

も (27b) と同様になって被害を表すことができる｡

最後に､(28b)はたい-ん興味深い現象である｡(28b)には､複合動詞 cap-amek-ta

(捕る-食う)の派生形 caj>amek-ムL'-ta(捕る･食われる)が用いられる｡日本語であれば､

｢ねずみが猫に食われた｡｣として用いることはできるが､(28b)では mek･ム1'-ta(食わ

れる)だけ用いるのは不自然である｡では､なぜ cap･(捕る)という動詞を用いなければ

受動化 しにくく､必要とされるのだろうか｡それは､おそらく行為の出発点 (source)を

複合動詞の前項動詞に用いることで､その行為を与格の動作主から直接コン トロールされ

るものとして理解させるためである､という風に説明することで納得できる｡このような

例は､古典日本語においても観察される｡

(32) あをやかなる御簾の下より凡帳の朽木形いとつややかにて､紐の風に吹きなび

かされたる､いとおかし｡(枕草子､八十九｡金水 (1991:91)より)

(32)の ｢吹きなびかされる｣は､現代日本語では用いられないが､古典日本語において

は､動作主 ｢風｣に帰属する ｢吹き｣を前項動詞に用いることで､主請 (紐)の動きが他

の要素 (風)によって完全にコントロールされることを明示的に示すようになる｡

以上のように､(26128)の (b)に見られる3つの受動化のパターンは､いかなる方

略で受動化に臨むか､ということを端的に示すものである｡そこからは､ (A)非制御性

再帰に潜んでいる被害性の要素を最大化する､(B)構文的には再帰的中相 (あるいは使

役の構文パターン ;これについては 6.3.節で検討する)を通して受動に展開する､という

ことが読み取れる｡つまり､被害性という要素は､着点であった与格名詞句を動作主とし

て機能するようにし､主語に帰属する行為を完全に削除するという､いわば受動化の意味

的要因として働くことがわかる｡

次に､(29-30)の (b)の受動文では主語の身体部分を目的語に用いるが､目的語が

存在 しない文と比較すると､それは主語の人物に対する文字どおりの物理的被害を与える

という意味を保つことと関連する｡ しかしながら､なぜ中相構文には表れなかった目的語

が､受動文には表われ得たのか､という問題は説明をしなければならない｡次節では､こ

の問題を明らかにしたい｡
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6.2.4.非制御性再帰から受動-の展開

ここでは､前節に引き続き､非制御性再帰から受動-の展開過程を明らかにしたい｡

なぜ､韓国語は中相範噂の中でも非制御性再帰がもっとも受動化に適切であるのか｡そし

てそこから発達した受動は､なぜ典型的に身体部分を目的語とする受動構文を構成するの

か､を考察する｡このような観察によって､受動構文は使役構文から独立した独自の発達

過程を経ていることを提示 したい｡

次の (33-36)の (a)の能動文に対応する (33-36)の (b)は､非制御性再帰と

して考えられる文である｡この場合､それぞれの能動文は､非制御性再帰構文と規則的に

対応 しないばか りでなく､能動文に存在する対格が主格に変換しないことに十分注意され

たい｡((15-17)の (a,b)と比較参照｡)

(33)a.panu日o sonkalak･ulccil･l･ess･ta･

針-INS 指-ACC 刺す-PASTJND

(能動)

(針で指を刺 した｡)

b.(panucil-ulha･takacalmoshaysekuman)sonkalak-eypanul-iccil･11'-ess-tA.

(縫い物の作業中に誤ったせいでつい)描-LOC針-NOM刺す･ISUF-PASTIIND

(直訳 ;(縫い物の作業中に誤ってつい)指に針が刺さった｡)

(-縫い物の作業中に誤って､つい針が (私の)指に当たってしまい､刺さっ

た｡)

(34)a.peュ-i naynwun･ul sso-ass-ta (能動)

蜂-NOM 私の目-ACC 刺す･PAST･IND

(蜂が私の目を刺 した｡)

b.(pelcip-ulcalmoskentulyesekuman)nwun-ey pet-i ss0-ll-ess･ta.

(蜂の巣を誤って触ったせいでつい)目･LOC蜂-NOM 刺す･ISUF-PAST-IND

(直訳 ;(蜂の巣を誤って触ったせいでつい)目に蜂が刺さった｡)

(-蜂の巣を誤って触ったせいで､(私の)目のところに蜂が飛んできて､刺

さった｡)

(35)a.mos-ey os-ul kel-ess-ta･

釘-LOC服IACC掛ける-PAST-IND

(釘に服を掛けた｡)

(能動)

b.(chayksangSai･lulppacyenaka･takakuman)os-ey mos-i kel-1)I-ess-ta･

(机の合間を通 り抜けていく途中つい)脂-LOC針-NOM掛ける･ISUF-PAST･

IND

(直訳 ;(机の合間を通り抜けていく途中つい)服に釘が引っ掛かった｡)

(-机の合間を通り抜けていく途中､その場にあった釘が (私の)服に当って

しまい､引っ掛かった｡)

(36)a.chenceng-ey meli-lulpat-aSS･ta･

天井･LOC 頭･ACC 突く-PAST･IND

(天井に頭をぶつけた｡)
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b.(mwusimkhocali-eyseilese･takahuman)chenceng･imeli-eypat･h'･ess･ta.

(思わず席から立ち上がった途端つい)天井･NOM頭･LOC突く-ISUF･PAST･

INI)

(直訳 ;思わず席から立ち上がった途端つい)天井が頭にぶつかった｡)

(-思わず席から立ち上がった途端､天井が (私の)頭に当たってしまい､ぶ

つかった｡)

(33-36)の (a)の能動文はそれぞれ格関係について異なる特徴をみせるが､対応する

(33-36)の (b)の非制御制再帰では､能動文の対格名詞句が場所格として表れ､なお

かつそれが典型的には動作主の身体部分であるという共通点をもつ｡このような (33-36)

の (b)の意味的パターンは､動作主の偶発的 ･非意図的な行為が動作主自身の身体上に

その影響を及ぼす､という特徴を表す｡よって､(35b)は､(35a)の能動文の意味内容

と違って､必ず着ている服でなければならない､という制約を受けるようになる｡ここで

(33-36)の (b)の主格で標示されている ｢針､蜂､釘､天井｣は､受動文の主語のよ

うに行為を被っている対象物ではない｡能動文から確認されるように､それらは､針のよ

うに道具であったり､天井のような場所であったり､あるいは､釘のように ｢静的道具｣

であったりする9｡蜂の場合は､相手に影響を与える直接的な行為者である｡

では､(33-36)の (b)において行為の引き起こし手は､文の中に表されることがで

きなくはない｡もし､動作主を文の前面に生起させる場合は､(37)のように､所有格は

もちろん､主格または与格を用いることもできる｡この3つの構文パターンは､動作主が

実際に影響を受けている身体部分の持ち主である､という共通の意味内容は変えない

((18)と比較参照)｡ただし､与格を用いた場合は身体部分を省略した方がより自然であ

る｡

(37) na-(uy/ka/hanthey) sonkalak-ey panul-icci1-11'･ess-ta.

私-(GEN/NOM/DAY)描-LOC 針･NOM 刺す-ISUF-PASTJND

(私の指に針が刺さった｡)

さらに､(33-36)の (b)は､次の (38-41)の (b)のように､格関係を変えるこ

とも可能である ((20-22)の (b)と比較参照)｡このような格関係の変化は､両者間の

意味的変化においては､母国語話者にとってほとんど気が付かないほどの微妙な差異しか

感じられない｡これは受動文への展開の可能性においては､極めて重要な意味をもつと考

えられる｡能動文との対応においても､能動文における対格の身体部分が主格に変換され

る､という特徴も見逃せない｡

(38)a.panul-teytaka/lo) sonkalak･ul ccil-1･ess-ta. (能動)

針-(LOC/INS) 指-ACC 刺す-PASTIIND

(針に指を刺した｡/針で指を刺した｡)

b.banucil･ulha-takacalmoshaysehuman)sonkalak-ipanu1-eyccil-1;-ess-ta10

(縫い物の作業中に誤ったせいで) 指-NOM 針-SINS刺す-ISUF-PAST_IND
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(直訳 ;(縫い物の作業中に誤ったせいで)指が針に刺された｡)

(39)a.pel-i naynwun-ul sso-ass-ta･ (能動)

蜂-NOM 私の目-ACC 刺す-PAST-IND

(蜂が私の目を刺 した｡)

b.(pelcip･ulcalmoskentuly-ese)nwun-ipel-ey sso･)'･ess-ta.

(蜂の巣を誤って触ったせいで)目･NOM 蜂-SOUR 刺す-ISUF･PAST･IND

((蜂の巣を誤って触ったせいで)目が蜂に刺された｡)

(40)a.mos-ey os･ul kel･ess-ta･ (能動)

釘･LOC服･ACC掛ける-PAST-IND

(釘に服を掛けた｡)

b.(chayksangsai･lulppacyenaka-takakuman)os-imos-ey kel･11'･ess･ta.

(机の合間を通 り抜けていく途中つい) 服･NOM 釘･SINS掛ける･ISUF-

PAST-IND

(直訳 ;(机の合間を通り抜けていく途中つい)服が釘に引っ掛かった｡)

(41) a.chenceng･ey meli･lulpat･ass-tA･ (能動)

天井-LOC 頭-ACC 突く･PASTJND

(天井に頭をぶっけた｡)

b.(mwusimkhocali･eyseilese-takakuman)cllenCeng-eymeli-kapat-hl'-ess-ta.

(思わず席から立ち上がった途端つい)天井･LOC頭･NOM突く-ISUF-PAST-

IND

(直訳 ;(思わず席から立ち上がった途端とことん)天井に頭がぶつかった｡)

(38-41)の (b)の文において重要な点は､行為を受けている身体分部が主格で標示さ

れているとい うことである｡(38-41)の (b)の文が表す状況は､(33-36)の (b)の

文と同様に､動作主自身が引き起こした偶発的 ･非意図的な行為に､自分が影響を受ける､

とい う非制御性再帰の特徴を相変わらず保っている11｡

ところが､このような格関係の変化によって､(39b)の ｢蜂｣は独立 した外からの要

素として認識することができるようになる｡その結果､受動文の動作主として発展する可

能性を萌芽させる｡なお､(40b)の ｢月RJは､(35b)のように､身体部分 (つまり､服

ならば必ず動作主が着ているもの)でなければならないとい う強い制約 も緩和されて､動

作主から離脱 していくものも許すようになる (下記の (44-45)の (b)を参照)0

したがって､(38-41)の (b)の構文パターンには､(33-36)の (b)の構文パタ

ーンでは表せなかったものも容認可能となる｡次の (A)(B)(C)の3つのタイプが存

在することがわかる｡(A)(33-36)の (b)の構文パターンと相互交換可能なもの､(B)

(33-36)の (b)の構文パターンと相互交換不可能なもの､(C)必ず身体部分あるい

は付着物であることを要求 しないもの｡この中で (A)は､(33-36)の (b)と (38-41)

の (b)の対応から､すでにその例を提示 したことになる｡ (B) と (C)は､それぞれ

(42-43)の (b)と (44-45)の (b)の如くであるO
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(42)a.caktwu-1o sonkalak･ulcal･G)ass-ta. (能動)

押し切り･INS指-ACC 切る-PAST･IND

(押し切りで指を切った｡)

b.*sonkalak-eycaktwu･kacal-h'-ess･ta.((31-34)の (b)の構文パターン)

指-LOC 押し切り-NOM 切る･ISUF･PAST-INI)

(43)a.caktwu-lo sonkalak-ulca1-I-ass･ta. (能動)

押し切り･INS指･ACC 切る-PAST･IND

(押し切りで指を切った｡)

b.caktwu-ey sonkalak･ical･11'七SS･ta.((36-39)の (b)の構文パターン)

押し切り･SINS精一NOM 切る･ISUF-PAST･IND

(直訳 ;押し切りに指が切られた｡)

(44)a.nay-ka os-ul tencyese mos･ey kel･ess･ta. (能動)

私INOM 服･ACC投げて 釘-LOC掛ける･PAST･IND

(私が服を投げて釘に掛けた｡)

b.(nay-kaos-ulcalmostencyesekuman) os･i mos-ey kel･1i-ess-ta.

(私が服を投げたのが失敗してしまって)服INOM 釘-LOC掛ける･ISUF-INt)

(私は服を投げたが､失敗してしまいつい服が釘に引っ掛かった｡)

(45)a.nay-kaling･ultencyesemescikeymaykcwupyengmok･eykel･ess-ta.(能動)

私-NOM リングーACC投げて見事にビールビンのくび･LOC掛ける-PAST･IND

(私がリングを投げて見事にビールビンに掛けた｡)

b.(nay-katencin)ling-i mescikey maykcwupyengmok･ey ke1-ll'-ess-ta.

(私が投げた) リングtNOM見事にビールビンのくび-LOC掛ける-ISUF-

PASrトlND

(私が投げたリングが見事にビールビンにかかった｡)

(42-43)の (b)が用いられる状況は､押し切りで何かを刻み切る作業中に偶発的 ･非

意図的に引き起こされた出来事であり､それによって､動作主自身が影響を受ける状況で

なければならないOよって､calu･ta (切る)は､このような状況を表すのに､(38-41)

の (b)の構文パターンは適切に受け入れられるが､(33-36)の (b)の構文パターン

は不適切であるということである.一方､(44-45)の (b)の場合は､(35b)のように

必ず しも着ている服でなければならない､という条件を必要とするものではない｡ しか し

ながら､偶発的な出来事であり､望ましくないという意味がある (44b)は､まだ非制御

性再帰に近い｡ただし､(45b)はむしろ自発の意味が含まれる点において異なる｡もし､

(42-43)の動詞の場合も､身体部分が主格である非制御性再帰の構文パターンでなけれ

ば､次の文のように自発や可能､もしくはものの性質を表すのにも用いられ うる｡

(46) ikhal･un twubu-to cal (an) cal･11'-n-ta.

この包丁-TOP豆腐-も よく (NEG)切る-ISUF-PRES-IND

(この包丁は豆腐もよく切れる/切れない｡)
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さて､(38-41)の (b)の構文パターンから受動構文になる寸前の構文パターンであ

るともいえるものが観察される｡それは､(38-41)の (b)の構文パターンのまま､身

体部分の主格を対格に入れ替えることによって見出される｡つまり､次の (47-48)の (a)

は (38-41)の (b)の構文パターンである｡

(47)a.chelswu-ka caktwu-ey sonkalak･ical･b'増88-ta.

チョルス-NOM 押し切り-SINS 指-NOM 切る-ISUF･PAST_INt)

(直訳 ;チョルスが押し切りに指が切られた｡)

b.chelswu-ka caktwu-ey sonkalak･ulca1-11'七SS-ta.

チョルス-NOM 押し切り-SINS 指･NOM 切る-ISUF-PAST-INI)

(直訳 ;チョルスが押し切りに指を切られた｡)

(48)a.yengi･ka panul-ey sonkalak-iccil･1;-ess-ta.

ヨンイーNOM 針-SINS 指-NOM 刺す･ISUF-PAST_IND

(直訳 ;ヨンイが針に指が刺された｡)

b.yengi-ka panul-ey sonkalak･ulccil･11'-ess･ta.

ヨンイーNOM 針-SINS 指-ACC 刺す-ISUF･PAST-IND

(直訳 ;ヨンイが針に指を刺された｡)

(47-48)の (a)と (47-48)の (b)は､身体部分の名詞句が主格と対格の対立をも

つ ｡それによる意味変化は､主格よりも対格のほうがもっと強い影響が感じられる､つま

り､対格の方が被害性をより強く感 じさせるという意味的効果が高まるのである｡しかし

ながら､相変わらず偶発的な行為によって動作主自身が影響を受ける､という非制御性再

帰の意味から分離することはできない｡そのため､まだ主語の行為性は主語に帰属してい

る｡即ち､(47-48)の (b)においても､主語自身が起こした出来事である場合が最も

一般的な状況であるということである｡

したがって､(47-48)の (b)の文は主語が被害を被るという点では､受動的である｡

しかし､主語でない他の動作主が存在することは困難であり､その点において､受動構文

の特徴を備えていないということになる｡

ところが､受動-の展開は､(38-41)の (b)の構文パターンからも見出されること

がある｡それは､主語以外の名詞句が動作主として表れることが可能な､(39b)のよう

な文において妥当する｡即ち､(49a)は (50a)のように主格が対格に入れ替えられる

ことによって､より被害性の意味が強く感 じられる｡よって､(50a)では､主語は一方

的な被害者であり､独立した存在である ｢蜂｣がその動作主であると認識される｡この場

合､動作主を表す格標示の交替も可能になり､受動文の動作主を表す与格の存在が認可さ

れる｡

(49)a.yangi-ka nwlln-ipet-eySSO-1'-eSS･ta.((38-41)の (b)の構文パターン)

ヨンイーNOM 目INOM 蜂-SOUR刺す-ISUF-PAST.IND

b.☆ヨンイが蜂に目が刺された｡
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(50)a.yangi･ka pel･tey/hanthey) nwun-ul sso-1'-ess-ta.

ヨンイーNOM 蜂･(SOUR/DAY) 目･ACC刺す-ISUF/PASSIPAST-1NI)

b.ヨンイが蜂に目を刺された｡

次に､(50a)のような構文パターンを (47-48)の (b)に適用すると､対格をもつ

有生主語の受動構文がいかにして成立するかを､統一的に説明することができる｡即ち､

次の (51a)を (47)の (a)と (b)の連続性から捉えると､目的語をもつ受動構文は､

非制御性再帰から被害性の要素を最大化する方向-の発達によって生じた結果であるとい

える｡その結果､主語に帰属していた偶発的 ･非意図的であったその行為は完全に消失 し､

もう一方では､他の独立した存在を動作主として導入することが促され､受動文として成

立したということができる｡

(51)a.chelswu-ka kkangphaytul-hanthey saykklSOnkalak･ul ca1-11'ゼSS･ta.

チ ョルス･NOM やくざ.PL-DAT 小指･ACC 切る-PASS-PAST-IND

b.チョルスが暴力団に′国旨を切られた｡

ここで､もう1つ注目すべて点は､(49a)と (49b)における韓国語と日本語の相違

点についてである｡即ち､韓国語は日本語と違って､受動文の身体部分に主格を用いるこ

とが許されるとい うことである12｡このような相違が表れるのは､むしろ当然であると考

えるべきであろう｡つまり､受動文の展開において両言語はまったく同じ道を歩む必然性

はないからである｡とい うのも､日本語の受動は自発から発達 したので､(49b)の刺さ

れた対象である ｢目｣は主格をとらない｡これに対して､韓国語の受動は､非制御性再帰

からの発達したため､身体部分である ｢目｣が主格で表れてもよい 130

以上から､ここで仮定する受動の発達過程が正しければ､韓国語のいわゆる目的語残

留受動の特徴について､次の4つの点を説明したことになる｡まず第 1点は､韓国語の目

的語残留受動構文において､その目的語は､なぜ､主語の身体部分 (あるいはそれに相当

するもの)であることを強制するのか｡第2点､目的語残留受動構文における身体部分の

対格名詞句は､なぜ､主格とも自由に交換可能なのか｡第3点､なぜ､語桑的に被害性を

表 しやすい動詞の方がそ うでない動詞より､受動化に適切であるのか｡第4点､このよう

な受動文の発達は､なぜ使役構文とは独立に成り立つものとして見なすべきか｡この最後

の第4点は､さらに次節で取り上げる｡

6.3.使役 と受動の関連

6.3.1.韓 日両言語の相違 とパラメータ

韓国語における使役 と受動はいかに関連 しているかが問題である｡どのような場合､

使役構文は受動構文に転換可能なのであろうか｡それを成立させる構文条件は何か､とい

う問題を従来の研究内容に沿って観察を行ってみよう｡ここでは特に､韓国語と日本語の

比較研究から使役 と受動の成立を説明しようとした Washio(1995)と鷲尾 (1997a)を

取り上げて､彼が提案 した ｢関与｣(Inclusion)と ｢排除｣(Exclusion)のパラメータの
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問題点を指摘する｡その問題点の背景には､接辞･Jと ｢(さ)せる/(ら)れる｣は機能上いか

に異なるか､つまり､両言語が選択した文法形式の機能上の相違はいかなることと関連す

るかを考えいれる必要がある｡これらを根本的に以下で考察したい｡ここでは､以上を鑑

みて新しいパラメータを提案したい｡

まず､次の構文から見てみよう｡

(52)a.emeni･ka ai-hanthey cecpyeng-ul mwu1-11'･eSS-ta. (使役)

母親-NOM 子供-DAT 晴乳ビン･ACC 噛むICAUS･PAST-IND

(母親が子供 (の口)に晒乳ビンを挟み入れた｡

-晴乳ビンで子供にミルクを飲ませた｡)

b.emeni･ka ai-hanthey eec-ul mwu1-11'･ess-ta. (使役/受動)

母親INOM 子供･DAT おっぱい･ACC噛む･CAUS/PASS-PAST-IND

(使役 ;母親が子供 (の口)におっぱいを挟み入れた｡

-子供にお乳を飲ませた｡)

(受動 ;母親が子供におっぱいを噛まれた｡)

C.chelswu･katangkwucangcwuin･eykeysikyey･lulcap･hl'-ess-ta.(使役/受動)

チョルスINOM ビリヤ一一ド主人･DAT時計･ACC取る-CAUS/PASS.PAST-IND

(使役 ,･チョルスがビリヤー ド屋の主人に (金の代わりに)時計を預けた｡)

(受動 ;チョルスがビリヤー ド屋の主人に (金の代わりに)時計を取られた｡)

(52a)は使役の意味しか表さないが､一方の (52)の (b, C)では二義性をもち､使

役と受動の解釈をともに許す｡以上を論拠にして､使役か受動かという解釈を決定する要

素は主語と対格目的語の意味的関係にあると主張する者がいる (cf.Song(1967),李 (1970,

1972),朴 (1978),李 (1991)､他)｡つまり､(52b)が (52a)と異なる点を要約すれ

ば､主語と対格目的語の関係が全体と部分という分離不可能な所有関係に結ばれていると

いうことに帰する｡このような全体と部分という典型的な関係を基本にすると､(52C)

も (52b)の拡張として認めることができる｡ したがって､(52C)のように分離可能な

ものであっても主語に所属するものであれば､受動の解釈を許すという一般化を可能にす

ることができるように思われるかもしれない｡ここまでは､正しい記述であると認めてよ

いであろう｡

このような背景に立って､Washio(1995)と鷲尾 (1997a)では､韓国語における目

的語残留受動は､主語と目的語が典型的には全体と部分を基本とする意味的関係を結んで

いる場合にのみ許されると規定している (1997a :27)｡つまり､韓国語の目的語残留受

動は日本語の間接受動より制約が厳 しいもので､能動の出来事に受動文の主語が必ず ｢関

与｣するという条件が必要である､｢関与受動｣(InclusionPassive)でなければならない

と述べる14｡ -方､受動文の主語が残留目的語と意味的関係を結ばず､能動の出来事から

排除される受動文は ｢排除受動｣(ExclusionPassive)と呼び､これは日本語の間接受動

を特徴づけるものであるとされる｡

このような見方は､受動文の主語と能動の出来事との間の関与の度合を測ることで日

本語の直接受動と間接受動の関係を捉えようとする見方､たとえば寺秤 (1982),Kuroda
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(1979),久野 (1983),柴谷 (1997a)などとは､異なる立場のものであることを指摘

しておかなければならない｡つまり､関与の度合を考える見方の根本は､能動の出来事に

何らかの関連がなければ間接受動の主語としても成立たない､ということである｡このよ

うな理解からすると､鷲尾が提案する ｢関与｣はかなり狭い意味で用いられていることが

わかる｡

典型的な例を挙げよう｡鷲尾 (1997a)によれば､韓国語の (53a)は (54a)のよ

うな ｢関与受動｣の解釈は可能であるが､(54b)のような ｢排除受動｣の解釈は不可能

であるということである｡ところが､日本語の (53b)は､(54a)の ｢関与受動｣と (54

b)の ｢排除受動｣の二義性を許すという点で韓国語と異なると彼は述べる｡(グロスは

筆者による｡)

(53)a.Chelswu-ka Yenghuy･eykey meli･lulkkak-1'-ess-ta.

チョルスーNOM ヨンヒーDAT 髪-ACC 切る-PASS･PASTIIND

b.チョルスがヨンヒに髪を切られた｡

(54)a.[E2 Chelswu -AFFECT 〔EI YenghuycutChelswu'sllalr]]

b.[E2 Chelswu-AFFECT 〔EI YenglluyCutYenghuy'shair]]
(鷲尾 (1997a:28-30)

鷲尾の言い方では､ある出来事 Eと主語 S (人物あるいは物)との関係において､韓国語

では､SがEから ｢排除｣されている場合は､受動の解釈は成立しない｡したがって､(53

a)を受動と解釈するには残留目的語は主語のチョルスの髪でなければならないOところ

が､使役の解釈になると事態は異なる｡主語は Eから排除された状況であっても許される

ため､｢チョルスがヨンヒに (ヨンヒの)髪を切らせた｡｣という排除の状況は､使役の解

釈 しか受け入れられないと彼は述べている (鷲尾 (1997a:39,43))｡そのため､鷲尾に

よれば (53a)の使役の解釈は､｢チョルスの髪｣である場合の関与と ｢ヨンヒの髪｣で

ある場合の排除の2つの解釈が可能であり､(53a)は受動だけでなく､次の (55)の日

本語に対応する使役も可能となる｡

(55) チョルスがヨンヒに髪を切らせた｡

とりあえず､ここで､Washio(1995)と鷲尾 (1997a)の ｢関与｣と ｢排除｣をまと

めておこう｡

(56) (i)韓国語の目的語残留受動に適用される ｢関与｣と ｢排除｣は､主語と目的語

の意味的関係が典型的には全体と部分という所有関係を基本にするものであ

る｡

(ii)韓国語の目的語残留受動は r関与受動｣のみ許すが､日本語は r排除受動｣

も許す｡

(iii)韓国語の目的語残留受動は ｢関与｣の状況でなければならないが､r排除｣

の状況になると､使役の解釈のみ許す｡
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(iv)したがって､｢関与｣と ｢排除｣のパラメータは韓国語の使役と受動の成立

も適格に説明する｡

ではまず､(53a)を使役文として解釈 した場合､果たして (55)に対応する使役の意

味が付与されるかどうか､という問題から観察してみよう｡上の (55)は､残念ながら (53

a)の使役の解釈に対応する文ではない､という点が指摘される｡なおかつ､(53a)を

使役として解釈するためには､さまざまな制約が存在することも理解しておく必要がある｡

(57)a.Chelswu･ka Yenghuy-(uy/lul/??eykey) meli･lulkkak･)I-ess･ta.

チョルス･NOM ヨンヒ-(GEN/Ace/??DAY)髪･ACC切る-TSUF-PAST-IND

(チョルスがヨンヒの頭を散髪 してやった｡)

b.Chelswu･ka Yenghuy･モuy/lul/eykey)melillulkkak-1'･e-CWt1-eSS･ta

チョルス･NOM ヨンヒtfGEN/ACC/DAT)髪･ACC切る-TSUF-やる-PAST-IND

(チョルスがヨンヒの頭を散発 してやった｡)

C.Chelswu･ka Yenghuy-(uy/lul/eykeyimeli-1ulkkak-1'･e-noh･ass-ta.

チョルス･NOM ヨンヒー(GEN/ACC/DAY)髪IACC切る-TSUF･置く･PAST･IND

(チョルスがヨンイの頭を散発 しておいた｡)

d.Chelswu･ka ipalsa･eykey cakimeli･lul kkak･)'･ess-ta.

チョルス-NOM 理髪師･DAT 自分 髪-ACC切る-CAUS-PAST-IND

(チョルスが理髪師に自分 (チョルス)の髪を切らせた｡)

(57)の (a-C)が表す内容は､(57a)では与格制約が存在する｡ただし､(57)の (b

m c)のように･cwLL･ta(-してやる)や･noh-ta(-しておく)と共起することになると､

その制約は解消する､ということである｡その場合､この3つの文が表す意味内容は､助

動詞の意味を考慮に入れなければ同じである､という点も理解されよう｡一方､(57d)

では与格制約はないが､理髪師はいかなる場合でも自分の髪を切ることはできない､とい

う意味制約が存在する (詳細は第4章の4.2.4.を参照).

このような理解を踏まえた上で､日本語の使役の (55)と比較 してみると､次の 3つ

の問題点が指摘できる｡まず､第 1に､両者には意味機能を異にする使役形式がそれぞれ

選択されてお り､第2に､それによる構文上の相違や意味上の敵酷が存在するO第3に､

(53a)の ｢meli-lulkkak-ta｣は日本語の ｢髪を切る｣とい うことではなく､｢頭を散髪

する｣という意味を表すため､それは一般に自分の髪を自分で切ることを指すものではな

い 15｡

即ち､韓国語の接辞-1'使役形は､非生産的かつ語嚢的であり､直接使役の意味を基本と

するものである｡ しかし､これに対応する日本語の ｢させる｣は､生産的かつ統語的であ

り､間接使役の意味を基本とするものである､という決定的な相違が存在する (Shibatani

(1973b)とその他､ここでは第4章を参照)｡このような相違は必然的に構文上の相違

や意味上の齢齢を生じさせることになる｡つまり､(55)の被使役者 ヨンヒは､自主的な

行為が可能な文法的な ｢動作主｣であるが､他方の (53a)は､たとえ使役として解釈 し

てもその意味は､ヨンヒが行為を被る対象であるしかなく､何よりも自主的な行為が可能
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な動作主であるわけにはいかないのであるO したがって､｢ヨンヒが自分で自分の髪を切

る｣という ｢排除｣の状況を表す解釈は､日本語の (55)には可能であっても､韓国語の

(53a)や (57)では構造的に不可能であるといわざるを得ない｡

以上のような考察は､鷲尾 (1997a)等の説の欠陥を明らかにする｡韓国語の使役は

｢排除｣の状況であれば適格なので､｢関与｣と ｢排除｣のパラメータは､韓国語の受動

と使役の成立にも適格に説明できる概念である､といったことは誤りなのである｡つまり､

韓国語の語桑的使役構文は､被使役者は文法的な ｢動作主｣としては用いられない､とい

う構文上の強力な意味制約が存在する｡このような制約の存在は､いかなる意味をもつも

のなのか｡このことを考慮するのであれば､｢排除｣という概念は､受動の成立は許さず､

使役のみの成立を許す場合を説明するための､根源的なパラメータであるとはいえない｡

実は､前述のような日本語と韓国語の相違を以下のようにまとめる0｢させる｣は､2

つの出来事を表現することが可能な間接使役の形式であるが､他方の接辞-1'の使役は､ 1

つの出来事しか表現できない直接使役の形式である｡これは､70年代における柴谷の使役

研究を奇しくも証明したということが言えるかもしれない｡

このように両言語で選択されている文法形式の機能上の違いを考慮すると､受動にお

いても､使役と同様のことがいえることに気が付く｡即ち､生産的な ｢られる｣は (54b)

のように2つのイベン トを表現することができるo一方､使役と同様に非生産的な接辞-i

受動は､(54a)のように1つのイベントしか表現できない｡つまり､受動の (53a)は､

(54a)のように主語 SはElに直接関与しているため､Elが起こると同時にE2も成立

するということを表すものである｡他方､(54b)では､そのような関係が成り立たない

ため､出来事 Elと､それによって影響を受ける主語 (E2)が2つのイベントとして結ば

れていることになる (鷲尾 (1997a)を参照)0

このような意味制約は､使役の (57) と (55)にも同様に働いている｡ (55)の ｢させ

る｣は前述のとおり､直接使役と間接使役の両方を表すことで､1つのイベントとしても

2つのイベン トとしても表現することができるoところが､接辞-1'使役の場合は､(57)

の (a- C)でみるように､｢チョルスがヨンヒの頭を散髪してやった｡｣という意味であ

るOこのような出来事には､(A)チョルスが直接ヨンヒの髪を散髪してやる､(B)チョ

ルスがヨンヒを床屋に連れていく､(C)チョルスが散髪代を支払 う､などの使役状況が存

在する｡ (57d)においても､理髪師は自分の髪を切ってはならず､主語のチョルスの餐

を散発する､という状況のみが与えられる｡つまり､これは､使役文の主語は被使役の出

来事に直接関っていなければならず､なお､使役状況と被使役状況が指す2つの出来事は

同時に起こらなければならない､という制約があることを表す｡このような使役状況にお

ける制約が存在する理由は､直接使役という定義が含意しているように､ 2つの使役状況

を統語上に1つのイベン トとして成 り立たせるためである､と理解される｡これを､他動

詞構文を構成する語嚢的使役の ｢単一イベント制約｣または ｢同時性の原則｣と呼ぼう (こ

れに対する統語的なテス トは､第4章の̀4.4.2.-4.4.4∴を参照)0

以上の考察から､次のような仮説を提案する｡この仮説は､｢単一イベン ト制約｣や ｢同

時性の原則｣と基本的に一致するものである｡なお､これは同じ接辞11'を用いる使役と受

動の ｢必然的一致｣であるといえよう｡
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(58) 韓国語の接辞･J使役と受動は､ 1つ以上のイベントを表現することはできない｡

よって､ 2つの状況が想定される場合は､同時に引き起こされる状況を作らなけ

ればならない｡もし､それが不可能であれば､その動詞は使役も受動も成立しな

い｡(下記の (60-61)の (a)を参照)0

以上のように､Washio(1995)や鷲尾 (1997a)の ｢排除｣は､使役の成立を適格に

予測するものではない｡次は､このような ｢関与｣と ｢排除｣という基準においては､次

の例の説明は困難であることを指摘したい｡

(59)a.yenghuy-ka ai-hanthey chelswupanci-1ul ip-ey mwul･11'･eSS･ta.

ヨンヒ･NOM子供-DATチョルス指輪･ACC ローLOC噛むICAUS･PAST･IND

(ヨンヒが子供にチョルスの指輪を口に挟み入れた｡)

b.yenghuy-ka pwullyangpay･hantheychelswupanci-1ulppayas-h'-ess･ta.

ヨンヒーTOP 不■良の人･DAT チョルス指輪-ACC 奪う･PASS-PAST-IND

(ヨンヒは不良の人にチョルスの指輪を奪われた｡)

(59a)は､受動の解釈は許されず､使役の解釈のみ可能である｡鷲尾によると､これは

｢関与｣の状況は許されないため､必ず ｢排除｣の状況であるということになる｡一方､

(59b)は､受動しか成立しないものである｡彼によると､これは ｢関与｣の状況でなけ

ればならない｡では､(59)の (a,b)の ｢ヨンヒ｣と ｢チョルスの指輪｣の意味関係

は ｢関与｣の状況なのであろうか｡｢排除｣の状況なのであろうか｡彼の説によれば､(59

a)は ｢排除｣でなければならず､(59b)は ｢関与｣でなければならない｡

われわれは､鷲尾の定義する ｢関与｣や ｢排除｣の概念は､韓国語の使役と受動の成

立を説明するための根源的な要素であると見なすわけにはいかない｡(59)では､｢排除｣

の状況でも､使役のみならず受動も成立する場合があるということがわかる｡では､なぜ

(59a)では受動の解釈を許さず､(59b)は使役派生形の動詞をもたないのか､という

根本的な問題に辿りつくことになる｡それについては､このような制約をもたない日本語

と比較した方がわかりやすいだろう｡

(60) a.★yenghuy-ka ai-hanthey chelswupanci-1ulip-ey mwul･11'-eSS-ta･

ヨンヒーNOM子供･DATチョルス指輪-ACC 口･LOC噛む･PASS-PAST･IND

b.ヨンヒは子供にチョルスの指輪を口で噛まれた｡ (間接受動)

(61)a.*yenghuy･nunpwullyangpay-hantheychelswupanci･lulppayas-ki-ess-ta.

ヨンヒ_TOP 不良の人IDAT チョルス指輪-ACC奪うICAUS_PAST-IND

b.ヨンヒは不良の人にチョルスの指輪を奪わせた｡ (間接使役)

(60-61)の (a)は上例の (59)とまったく同じ文である｡しかし､(59)とは逆にそ

れぞれ (60a)は受動の解釈を､(61a)は使役の解釈を許さない｡なお､(60a)の動詞

は (52b)のように受動派生形が存在するものであるが､他方､ (61a)の動詞は使役派

生形自体が存在 しないものである､という背景も理解しなければならない｡ したがって､
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(61a)の不適格性は動詞の派生制約によるが､(60a)は解釈制約､つまり単一イベン

トの制約によるものである｡使役と受動が成立しない背景を理解するためには､まずこの

2つの制約が存在することに注意が必要である｡ところが､日本語は､(60-61)の (b)

のようにそれぞれ ｢間接受動｣と ｢間接使役｣を許すため､まったく間腐なく成立する｡

つまり､韓国語のような制約は存在しない｡

では､なぜ､韓国語には使役と受動の成立可否に対する強力な制約､つまり派生制約

や解釈制約が常に存在し､なぜ､日本語にはそのような制約が存在しないのか｡このよう

な違いを決定する要因は､当然両言語がそれぞれ選択した文法形式の機能上の違いと､そ

して､それによる構文上の意味的相違に還元することができる｡

即ち､日本語の ｢られる｣は (60b)では､ 2つのイベン トを表す間接受動 しか許さ

ない｡使役の (61b)の場合も､ 2つのイベントとして理解される間接使役のみを許す｡

このような日本語の例から判断すると､韓国語の (60a)の受動と (61a)の使役が成立

しない理由は､この構文パターンで2つのイベントを表現することを強制するからである｡

一方､(59a)の使役と (59b)の受動が成立する理由は､この構文パターンで 1つのみ

のイベン トしか表わせないからである｡つまり､これは上記の (58)の仮説を支持するも

のとなる｡

この判断の妥当性は､(59)の例から説明できる｡(59a)の使役と (59b)の受動に

おいて主語と目的語の意味関係は､両方とも所有関係を基本とする ｢関与｣とか ｢排除｣

の問題ではないということには､すでに述べた｡では､この文の主語と目的語は､いかな

る意味関係に結ばれているのだろうか｡ (59a) と (59b)の共通点は､目的語が指すも

のは､必ず主語を出発点として移動するものでなければならない､というところにある,.

つまり､それは使役も受動も主語がその出来事に直接関わっていなければならない､とい

う接辞-1'の ｢直接性の制約｣あるいは ｢同時性の制約｣と呼ぶべきものが働くからである,J

したがって､(59a)の使役の状況では主語のヨンイを出発点としてチョルスの指輪が子

供の口にまで運ばれるということになる｡それと同様に､(59b)でも主語のヨンイがチ

ョルスの指輪を飲めているか､ないしはもっているかという状況が想定されなければなら

ないのである｡それにより､使役構文も受動構文も1つのイベントとして理解されること

になる｡

このことは､次の3つの点でまとめることができる.(i)韓国語の接辞-1'使役と受動

は､両者とも仮説 (58)を満たさなければならない､という強力な意味制約が存在する｡

(血)韓国語と日本語の使役と受動の成立可否は､(62)で仮定する ｢直接関与｣か ｢間

接関与｣かのパラメータによってそれぞれ説明できる｡よって､(iii)同じ形式を用いる

接辞･1'使役と受動のみならず､日本語の r(さ)せる｣と ｢(ら)れる｣においても､2つの異

なる文法範噂が同じパラダイムによって説明されることになる｡

(62) 韓国語の接辞･)'使役と受動は､1つのイベントしか許容 しない形式であるため､

両構文の主語はその行為や出来事に ｢直接関与｣していなければならない｡-方､

日本語の ｢(さ)せる｣と ｢(ら)れる｣は､2つのイベン トを許容する形式であるた

め､両構文の主語はその行為や出来事に ｢間接関与｣することが許されなければ

ならない16｡
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このような理解の上に立つと､次の2つの点に対 しても､以下のように間接的に説明

すべきであることがわかる｡ 1つは､なぜ韓国語の受動は主語と目的語の意味関係が全体

と部分という典型的な関与の状況が要求されるのか｡もう1つは､なぜ､使役と受動は非

対称性が生じるのか｡非対称性とは､使役における直接関与の状況が､受動のように全体

と部分の所有関係でなくても成り立つことから表れるものである｡この2点に対する説明

として､使役と受動は単一イベン トとして理解される直接関与の仕方がそれぞれ異なる､

と説明すればよい｡

6.3.2.受動と使役のクロスリンクと意味的他動性

前節では､使役と受動の共通点を統一的に説明することに注目してきたが､ここでは､

使役と受動がいかなる点で異なっているかに焦点を当てる｡そこから､受動は使役といか

に関連 してお り､なぜ関連するようになるのかを新たに提示したい｡

では､受動が使役と構文を共有 して存在する場合､両者にはいかなる相違点が存在す

るかを考察していきたい｡前節の (52)の (a,b)の例を再び取り上げてみよう｡

(63)a.emeni-ka ai-hanthey cecpyeng-ul mwu1-111･ess-ta. (使役)

母親INOM 子供･DAT 嘱乳ビン･ACC 噛む-CAUS･PAST-IND

(母親が子供 (の口)に噛乳ビン (の乳首)を挟み入れた｡

-噛乳ビンで子供にミルクを飲ませた｡)

b.emeni-ka ai-hanthey eec-ul mwu1-Ill-eSS-ta. (使役/受動)

母親-NOM 子供-DAT おっぱい･ACC噛む-CAUS/PASS-PAST-IND

(使役 ;母親が子供 (の口)におっぱいを挟み入れた｡

-子供にお乳を飲ませた｡)

(受動 ;母親が子供におっぱいを噛まれた｡)

(63a)は使役 しか成 り立たず､(63b)は受動が使役と構文を共有している場合である｡

この場合､使役と受動は､次の2つの点において相違点が指摘される｡まず第 1点は､(63)

の (a,b)の使役において被使役者標示の与格は動作主ではなく､着点の場所である｡

即ち､目的語は使役者-主語を出発点として移動する､つまり提供されるものでなければ

ならない｡一方､(63b)の受動の与格は使役と異なって動作主である｡第 2点は､受動

文は使役文と意味的に対応 しないという点である.即ち､(63)で mwul-ta (噛む)は使

役において文字どお りの意味を表すどころか､むしろ､相手の利益供与に関わる意味に変

わっている｡一方､(63b)のように受動になると､文字どお りの意味を表 し､なお､主

語は被害を被ることを表す｡

使役 と受動における上のような2つの相違点は､次のような歴史的な変化を適切に説

明しているOたとえば､kulk-ta(掻く)という動詞は､中世韓国語では､使役派生形 kulk-ム1'_ta

(掻かせる)が確認される (例 (64a))｡ しかし､現代語では使役 として不適格な文であ

るが (例 (64b))､受動としては用いられる (例 (65))170
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(64) a.･･･ai･lo hwuenhitung-ulkulk･LL'･ko,(中世韓国語 (杜詩言解);使役)

子供-INS涼 しく 背中-ACC掻く-CAUS-して､

(直訳 ;(父が)息子をして涼 しく背中を掻かせておいて､)

b.★apeci-ka ai･hanthey tung･ulkulk･hl'･ess-ta. (現代韓国語 ;使役)

父親-NOM 子供-DAT 背中-ACC掻く-CAUSIPAST･IND

(父親が息子に背中を掻かせた｡)

(65) namphyen-ianay･hantheyelkwu-ulkulk-A)'･ess-ta.(現代韓国語 ;受動)

夫-NOM 妻･DAT 顔･ACC 掻く-PASS･PAST-INT)

(夫が妻に顔を掻かれた｡)

(64)のような変化がなぜ引き起こされたのであろうか､という疑問に対する直接的な鍵

は､中世韓国語と現在使用されている現代韓国語における被使役者標示の変化にあると考

えられる.中世韓国語では､被使役者標示に･loという道具格 (Instmment,case)を用い

ているが､現代韓国語では与格に変化 している18｡即ち､(64a)から (64b)への変化と

共に､(64b)の構文パターンは kulk-ta(掻く)とい う動詞を受け入れられなくなったと

い うべきであろう｡

その理由は､主語と目的語の意味関係において同じ構文パターンを示 している (63b)

と比べると､より明らかになる｡(63b) と同様に (64b)の目的語は､主語を出発点と

して移動することを表すのは可能である｡即ち､(63b)のように､その目的語が着点の

与格名詞句に移動することができる｡にもかかわらず､(64b)では述語が表すその事態

も同時に成立するということを表すわけにはいかないのである｡言い換えれば､このよう

な相違は､(63b)は 1つのイベン トとして成立することが可能な動詞であるが､(64b)

はそれが不可能な動詞である｡よって､このように歴史的に衰退の道を歩まざるを得なか

ったと判断される19｡これは､前節で提案 した仮説 (58)と ｢直接関与｣のパラメータに

よって､すでに説明可能なものである｡一方､(65)の構文パターンは受動 としては適切

であり､なお､kulk-ta(掻く)は被害の意味を表すにも問題がない｡即ち､受動の成立条

件はすべて揃っているということである｡

以上のように受動は使役 と同じ構文を共有するとはいえるが､構文の成立条件はそれ

ぞれ異なってお り､さらに､同じ動詞であっても意味的にそれぞれ対応 しないものである｡

したがって､たとえ主語 と目的語が全体と部分の関係にあるとしても､使役 と受動の成立

が一致 しないものも有 り得る｡それを証明する適切な例は､(66)によって提示される｡

(66) emeni･ka ai-hanthey eec-ul ppa1-ll'-ess-tA.(使役/??受動)

母親-NOM 子供･DAT ･おっぱい･ACC吸う･CAUS仲ASSIPAST-IND

(使役 ;母親が子供 (の口)におっぱいを挟み入れた｡

-子供にお乳を吸わせた｡)

(??受動 ;母親が子供におっぱいを吸われた｡)

(66)は､主語と対格目的語は全体 と部分の関係にあるため､たとえば､Washio(1995)
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と鷲尾 (1997a)によれば､当然使役 とともに受動も成立つと予測されるものである｡･と

ころが､(66)は､受動の解釈は成 り立たない｡即ち､(63b) とまったく同じ構文パター

ンであり､意味的にも､(63b)と類似 した出来事を指すにもかかわらず､(66)は (63b)

と異なって受動としては解釈されないのである｡

ところが､(66)の動詞も､次の (67)のような文脈では､受動として解釈 しやすくな

ることがわかる20｡

(67) kunamca-nun huphyelkwuy-hantheyphi･lulppa1-ll'-ess･ta.(受動)

その男･TOP 吸血鬼-DAT 血･ACC 吸う-PASS-PAST.IND

(その男は吸血鬼に血を吸われた｡)

このような相違を説明するのに､語用論的要因による被害性の意味以外の要素は見当たら

ない｡即ち､韓国語の受動化には､たとえそれが語用論的レベルあるいは語桑的レベルで

左右されるものであるにしても､被害性 という意味的要因は必須的であるということであ

る｡なお､それは､非制御性再帰から受動-の展開において必要条件であったのである｡

以上の議論から､有生主語を用いる目的語残留受動は､使役 と構文的にクロスリンク

する､つまり､使役の構文パターンに牽引されたような形で存在 して､構文を共有すると

いうことである｡(李 (1970,1972)の ｢態の中和｣と比較参照｡)

では､なぜ使役 と受動は構文的クロスリンクを許すのか｡言い換えれば､なぜ許すべ

き必然性が存在するのか､ということを説明しなければならない｡ここで､使役と受動を

1つの概念でまとめ上げるべき抽象的レベルでの文法範噂が要求されるところである｡な

お､この点は､日本語の使役と受動も同様に説明できる普遍的なものでなければならない
21

0

ここでわれわれは､使役 と受動は､有生主語を中心とした行為の方向性を意味対立と

する､｢意味的自他｣の関係にあると主張する｡即ち､使役と受動は行為が他者に向かっ

て及ぶ意味的他動化と､行為が他者から自分の領域に納まる意味的自動化の両極に存在す

る｡それを図式的に示すと､次のようである｡(ただし､(68)は統語構造を表 したもので

はない｡つまり､(68) (i)のような直接関与の場合は､論理的には2つのイベン トとし

て分離することも可能であるが､統語構造では同時的に起こる単一イベントとして表現す

るものとする｡)

(68) (i) <直接関与>

(A) S- E[NP-NOM/DAT NPofS-ACCV] ;使役

(B) S- E [NP-NOM/DAT NPofS-ACCY] ;受動

(ii) <間接関与>

(A) S --- E [NP･NOM/DAT Np-ACC V] ;使役

(B) S 一･･-･･E [NP-NOM/DAT NPIACC V] ;受動

･S:Sbject ･E:Event ･V:Verb

･NPofS:全体と部分又はSを出発点とするNP
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(68)の (A) と (B)は､自分 (主語)から他に行為が向か うか､他から自分 (主語)

の方に行為が納まるか､という意味対立を基本とするものである｡従来では､(68)の (A)

と (B)のような関係を､方向性の違い (寺村 (1982:290)あるいは ｢遠心力｣と ｢求

心力｣(Shimamori(1991))という風に特徴づけられている｡ここで問題にしたいのは､

(68)の (A) と (B)の行為の方向性が表す文法的意味についてであり､それは典型的

には有生主語の行為性 (agency)を中心とした ｢意味的他動性｣を表すものである､と主

張するわけである｡

韓国語と日本語における使役と受動は､行為の方向性を基本的な意味対立とする意味

的自他の関係を表すものである､という点で両者は共通する｡ しかし､出来事の成立のあ

り方においてはそれぞれ異なるといえる｡韓国語の接辞-1'は､(68)の (i)の直接関与

の出来事 しか許容 しないが､日本語の r(さ)せる｣と ｢(ら)れる｣は､(68)の (止)の間

接関与の出来事も許容する｡ したがって､日本語の次のような文は､主語がその出来事に

直接関与 しているか､間接関与しているかによって二義性をもつ ｡

(69) a.母親は子供に噛乳ビンの乳首を噛ませた｡(直接関与使役/間接関与使役)

b.太郎はす りにお客さんの時計をすられた｡(直接関与受動/間接関与受動)

(69a)は､直接関与使役の解釈をするためには､目的語の噛乳ビンの乳首は主語-使役

者を出発点として移動する直接関与の状況でなければならない｡そのために被使役者標示

の与格は着点でなければならない｡一方､間接関与の状況では､被使役者の自主的な行為

に委ねるため (この場合､被使役者標示の与格は動作主マーカーである)､主語-使役肴

はその出来事に直接関与することはできない｡(69b)の受動においても､直接関与の状

況では､たとえば､｢お客さんの時計｣であってもそれが主語を出発点 として移動するも

の (たとえば､太郎が持っていたお客さんの時計)であれば､直接関与受動の解釈を受け

る220 ところが､間接関与の状況では､｢お客さんの時計｣は通常お客さんを出発点として

移動するものと解釈される｡たとえば､｢すりにお客さんの時計をすられて､困っている｡｣

といった解釈である｡

ここで提案する ｢意味的他動性｣は､有生の参加者の行為性を中心とした使役化 と受

動化が､意味的他動化と自動化の最大対立をなすものとする｡このような考え方は､柴谷

(1997b)､Sllibatani (1998a)で提案された ｢対比最大化の原理｣に則って説明する

ことができる｡｢対比最大化の原理｣は､能動と受動の理想的な態範噂の表出を説明する

ための一大原理であるが､その基本は文法的な意味の最大化に対する推進力をこの原理に

求めるものである｡そして､それは､意味的他動性に基づく使役と受動の意味対立にも基

本的には合致するものである｡即ち､意味的他動性に基づく文法的な意味の最大化は使役

と受動の対立によって表出される､ということがいえる｡すると､なぜ 日本語や韓国語は

結合価を増やす受動文が成 り立っのか､ということにも妥当な説明を与えることが可能に

なる｡即ちそれは､意味的他動性に基づく ｢対比最大化の原理｣に求めることができる｡

181



6.3.3.授受動詞の構文パターンとの関係

このように意味的他動性は､有生主語を中心とした行為の方向性を基本的な意味対立

とするため､使役と受動の対立の他に ｢やる｣と ｢もらう｣といった類の動詞も当然意味

的自他の連続線上に位置づけることができる｡これらの動詞については､すでに寺村

(1982:241･243),柴谷 (1995)などでもヴォイスの対立として取り上げられている｡

杉本 (1991)では､｢に｣格をとる自動詞の中で ｢受動詞｣とも呼ぶべきものが存在す

ると主張し (例 (70b))､それと平行に ｢他動詞的な受動詞｣の存在も指摘している (例

(72)の (b, C)と (73)の (b, C))｡次の例文は､杉本から引用である｡

(70) a.先生が家出した生徒を見つけた｡

b.家出した生徒が先生に見つかった｡

C.家出した生徒が見つかったO

(71) a.太郎が財布を見つけた｡

b.☆財布が太郎に見つかった｡

C.財布が見つかった｡

(72) a.太郎が次郎に本を貸した｡

b.次郎が太郎に本を借りた｡

C.次郎が太郎から本を借りた｡

(73) a.太郎が花子に宿題を教えた｡

b.花子が太郎に宿題を教わった｡

C.花子が太郎から宿題を教わった｡

(70-71)の ｢見つける一見つかる｣のような動詞は､(70)の (a)と (b) と (70-

71)の (a)と (C)の 2通りの対応関係が見られる｡後者は通常の統語的自他の関係で

あるため､無生主語か有生主語かに対する制約は存在 しない｡一方､前者のように ｢に｣

格をとる自動詞になると､有生主語 (典型的には人間)でなければならないという制約が

存在する｡そのため､(71b)のように無生主語の場合は不適格な文となる｡この場合､(70

a) と (70b)の対応関係は､典型的には､人間を中心とした行為の方向性を基本的な意

味対立とする意味的自他の関係にある､と位置づけられる｡よって､次の (74)のように

これらの自動詞が ｢を｣格名詞句をとることも不自然ではない (杉本 (1991:247･8)を

参照)0

(74) a.その泥棒は逃げていくところを警察に捕まった｡

b.太郎はカンニングをしているところを先生に見つかった｡

つまり､(74)のような自動詞タイプは､｢を｣格名詞句をとるか否か､という統語的

な基準によって､自他が決定されるものではない､ということを物語るのだろう｡同様に､

｢助かる｣も､｢を｣格名詞句をとっても､とらなくてもよい｡
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(75) a.命が助かった｡

b.命を助かった｡

C. 危ないところを助かった｡

即ち､杉本 (1991)で主張された ｢に｣格をとる自動詞 (｢受動詞｣)及び ｢他動詞的

な受動詞｣の授受動詞は､他から自分の領域に向かって行為が納まる､という意味的自動

化を認めることによって解決できる｡ したがって､(72-73)の授受動詞のパターンはも

っとも典型的な意味的自他の関係にあることがわかる｡なお､このような ｢に｣格をとる

自動詞や授受動詞は､目的語残留受動や間接受動などの ｢に｣格をとる受動文と共に､意

味的自動化の連続線上に位置づけられるものである｡次の (76-77)を参照されたいo(例

文は杉本 (1991:234)を参照)0

(76) a.泥棒は警官に捕まった23｡

b.泥棒は警官に捕まえられた｡

(77) a.太郎は次郎に英語を教わった｡

b.太郎は次郎に英語を教えられた｡

韓国語の場合､たとえば､次の日本語の受動文は､対応する接辞-1'の派生形動詞が存在

しない (ただし､(79e)は p0-I-ta(見える)が存在するが､自発や自動詞に留まってい

る｡)｡そのため､行為が自分の領域に向かって納まる､つまり､求心力の方向性をもつさ

まざまな語桑が受動相当表現として用いられる｡なお､それは授受動詞の構文パターンを

基本にしていることも見逃せない｡

(78)a.太郎は花子に本を渡された｡

l).太郎は母に小言を言われた｡
C. 花子は友達に笑われた｡

d.夫が妻に殴られた｡

e.金刑事は犯人に銃を撃たれた｡

(79)a.金先生は学生に尊敬された｡

b.太郎は学校で先生に褒められた｡

C . 花子は夫に愛された｡

d.太郎は花子に結婚の申し出を拒絶された｡

e.僕は深夜の映画館で彼女と手を握っているところを会社の同僚達に見られた｡

(78-79)の下線の動詞には､それぞれ次の (80-81)のような動詞が対応する｡

(80)a.kenney-pat･asS･ta･(渡してもらった)

渡す･もらう-PASTJND

b.tu1-ess.ta.(聞いた)

聞く-PAST-IND

183



C.wuSum-ul sa-sS-ta.(笑いを買った)

笑い-ACC 買う-PAST-IND

d.mac-ass･ta.(当たった)

当たる-PAST-IND

e.mac-ass-ta.(当たった)

当たる-PASTJND

(81)a.conkyeng(･ul) pat-ass-ta (尊敬を受けた)

尊敬 (-ACC) もらう-PAST･IND

b.chingchan(･ul)pat･ass･ta.(称賛をもらった)

称賛 (-ACC) もらう-PAST-IND

c.salang(･ul) pat-ass-ta.(愛を受けた)

愛 (･ACC) もらう･PAST-IND

d.kecel-tanha-yss･ta.(拒絶の目に会った-拒絶された)

拒絶･当面する-PAST･IND

e.palkak･tanlla-ySS･ta.(発覚の目に会った-発覚された)

発覚-当面する･PASTJND

上記の ｢もらう｣｢買う｣｢聞く｣｢当たる｣｢受ける｣｢被る (目に会 う)｣などは､意味的

自動化を実現させる語桑である｡これらの受動相当表現の場合､被害の意味が強くなれば

なるほど､話者が受動文として認識する度合いも高くなるということが確認される｡

一方､韓国語における語桑的使役の補充形式には､･cwu-ta(やる)が用いられている

ことを想起されたい｡たとえば､masi･e-cwu-ta(飲むや る:飲ませてやる)やewy-e-cwu･ta

(握る-やる :握らせてやる)のようである (詳細は､第4章の 4.3.を参照)｡これは､韓

国語の使役と受動は､意味的他動性に基づく授受構文パターンに依拠 して存在することを

証明してくれるものと考えられる｡

6.4.おわ りに

以上をまとめると､まず韓国語の接辞-1'が担う3つの文法範噂､使役と受動と再帰の相

関関係は次のようである｡

(i)韓国語の受動は非制御性再帰から受動-の展開過程が想定される｡

(止)受動に展開した構文には､再帰では存在しなかった目的語が表れる｡それによって

受動は結合価を増加させる使役と同じ構文パターンを獲得することになり､使役構

文とクロスリンクする｡

(i)と (ii)からは､受動の独自の発達過程は認められるものの､なぜ受動が結合価を

増や してまで使役と同じ構文パターンを獲得すべき必然性が存在するのか､という困難な

問題が存在する｡そこでわれわれは､使役と受動を1つの概念でまとめ上げるべき抽象的

レベルでの文法範境として､｢意味的他動性｣を提案 したわけである｡つまり､使役と受
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動は有生主語を中心とした行為の方向性を意味対立とする､意味的自他の関係にあり､な

おそれは文法的意味を最大化する ｢対比最大化の原理｣によって推し進められたものと考

える｡このような見方をとると､韓国語のみならず日本語の間接受動や間接使役の関係も､

意味的他動性とそれに基づく対比最大化の原理によって説明できるという､望ましい結果

が出る｡さらに､使役と受動を､ヴォイスの意味的対立として捉えることも可能になる｡

次に､使役と受動における両言語の相違を押さえておこう｡日本語は ｢させる｣と ｢ら

れる｣という生産的な文法形式を選択している.それに対して､韓国語は､接辞･)'が使役

と受動の2つの文法範境を担ってお り､それが語秦的な形式である､という大きな相違点

が存在する｡両言語が選択したこのような文法形式の相違は､韓国語の使役と受動は､構

文の構造上単-イベン トしか表現できないという制約が存在する｡ しか し､日本語では､

2つのイベン トを表現することができる､という決定的な違いを招くようになる｡このよ

うな両言語の相違は､2つの出来事が表現可能か否かを決定する ｢直接関与｣と ｢間接関

与｣のパラメータを提示する一方､異なる文法範境の使役と受動を同じパラダイムをもっ

て説明することができるようになる｡

最後に､意味的他動性を受け入れると､授受動詞の構文パターンもヴォイスの意味的

対立として捉えることができる｡特に韓国語の場合は､受動表現に ｢もらう｣類の授受動

詞の語桑が用いられるのが観察されるが､それは接辞-1'の派生制約による補充形式として

位置づけることができる｡そうすると､使役では授与動詞 ｢やる｣が補充形式として用い

られることと対称的関係にあることになる｡よって､韓国語の使役と受動は授受動詞の構

文パターンに依拠 して存在 し､なおそれは､意味的他動性に基づいていることの反映であ

る､といえるのである｡
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第7章

態の派生関係と受動化 (Ⅲ)

- 自発と可能と受動-

7.1.はじめに

7.1.1.本章の課題と目的

前節では､受動が使役のように結合価を増加させて目的語をもつようになるのは､使

役と受動が､有生主語の行為の方向性を中心とした意味的他動性に基づくヴォイスの意味

的対立をもつからだ､と結論 した｡このような意味的他動性に基づく受動化を､意味的自

動化の連続線上における受動化- これを ｢意味的受動化｣であるとしよう- であると

すると､統語的自動化の連続線上における受動化- これを ｢統語的受動化｣であるとし

よう- として説明できるものも存在することがわかる｡即ち､文法関係の変換という統

語的基準による態の変換は､能動文の直接目的語が受動文の主語となるので､必ず結合価

の減少を伴い､統語的に自動化する｡

本章では､このような統語的自動化の連続線上における態の派生関係として考えられ

る自発や可能を取り上げて､受動化の観点から考察していきたい｡ここで注目したいとこ

ろは､韓国語の場合､意味的他動性には接辞-1'だけが用いられ､一般的に生産的な受動形

式であるといわれている助動詞-cl'-ta(漢語動詞では､-toy-ta)は用いられない､という点

であるO 即ち､有生主語の行為の方向性を中心とするヴォイスの対立には､接辞-1'だけが

用いられるが､次のように無生のモノを典型とする直接目的語を主語に用いた場合であれ

ば､助動詞-cl'-taが表れ得る.したがって､ -C1'-taは直接目的語を主語に用いて項を減らす､

という点で､統語的自動化にだけ用いられる形式であることがわかる0

(1) a.yengi-ka chelswu-hanthey chayk-ul cwu-ess-ta･

ヨンイ･NOM チョルスーDAT 本･ACC 与える･PAST･IND

(ヨンイがチョルスに本を与えた｡)

b･kuchayk-un yengillopwuthe chelswu-eykey cwu-ecJ'-ess･ta･

その本-TOP ヨンイ･SOUR チョルス･GOAL与えるICI･PASTIIND

(その本はヨンイからチョルスに与えられた｡)

一方､日本語の場合は､典型的に有生主語を用いる r意味的受動化｣であるか､典型

的に無生主語を用いる ｢統語的受動化｣であるか､ということによる形態の変化はなく､

両者 とも ｢(ら)れる｣を用いることができる｡ しかしながら､有生受動は生産的であるの

に対 して､無生受動は非生産的である､という点が注目される｡それぞれ次の例を参照さ

れたい｡

(2) a.僕はアンデルセンの童話を､太郎に先に読まれて悔しかった｡

b.僕は新しい鉛筆を､弟に削られた｡
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C.太郎は先生に頭を叩かれた｡

d.太郎は先生に叩かれた｡

(3) a.★アンデルセンの童話が､太郎に読まれた｡

b.★新しい鉛筆が､弟によって削られた｡

C.☆サン ドバックが､新井選手によって叩かれた｡

(3)のような無生受動は､山田 (1908)をはじめとする伝統文法では､｢非情の受身｣

または ｢非固有の受身｣と呼ばれ､その成立に制約が存在することが早くから気付かれて

いた1｡ここではこのように無生主語の受動に対する制約を､典型的に無生のモノを直接目

的語とする能動文が受動文になる場合に起こる､つまり統語的自動化における受動化制約

であると考える｡

このような理解に立って､中相から受動-の展開を考えた場合､韓国語の接辞-1'と助動

詞ICj･taの2つの形式には､その中相範境において次のような相違が存在することが指摘

できる｡即ち､接辞-1'と助動詞-cl'･taは､第5草の例 (1-2)を参照すれば､自発や可

能においては､統語的にも意味的にも両者の区別が極めて困難である｡しかし接辞･11こは､

助動詞-C1'-taには存在 しない再帰の中相範噂が存在 し､非制御性再帰から受動-の展開が

想定される.つまり､この場合は結合価を増やす受動構文が成 り立っわけである.一方､

助動詞-cl'･taは､無生受動に用いられ､必ず結合価を減らす受動構文を成立させる. した

がって､接辞-1'受動と助動詞･cl'-ta受動は､中相範噂における非制御性再帰の存在有無に

よって､その典型的な現れかたにおいてまったく異なる受動構文を形成することになるこ

とがわかる｡

ここで､このような議論が妥当なものとして受け止められ うるためには､次の3つの

点を説明する必要が生じる｡

(i)なぜ助動詞-cl'･taには､非制御性再帰の中相範噂が表れないのか｡

(ii)接辞･1'と助動詞･cl'-taの中相範噂には､自発や可能が併存する (第5章の例 (1I

2))が､ 2つ形式が担う自発や可能には､いかなる側面における意味的相違が存

在するのか.つまり､なぜ助動詞-cL'･taには､統語的受動化への展開可能性が潜ん

でいるのか｡

(山)接辞-1'が担う自発は､非制御性再帰といかに相関し､いかなる点で異なるのか｡(cf.

第 6章の (25))

この3つの点を明らかにすることは､自発から受動-の展開を説明しようとする本章の課

題として浮き彫 りにされる.したがって､本章では助動詞-cl-taを中心に考察することに

なるが､そこからはなぜ接辞-1'と異なる発達過程をもつようになったのかを明らかにする.

さらに､助動詞-C1'-taは受動においては日本語の非情の受身のような受動化制約が存在す

るが､自発や可能などの中相範噂においては生産的である､という点も指摘する｡

7.1.2.2つの形式の分布
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本論に入る前に､まず韓国語の2つの形式はいかに分布 しているかを理解 しておく必

要がある.接辞-L'と助動詞-cl-tBは､前者は語尭的かつ非生産的であり､後者は統語的か

つ生産的である｡この2つの形式は､ともに他動詞にはもちろん自動詞にも用いられてお

り､なおかつ重複も許す｡その分布の状況は次のようである｡

<他動詞の場合>

(4) yel･ta(開ける)

a.yel･11'-ta (開く)

b.yel-e-cl-ta ((開けてみたら､自然に)開く)

C.ye1-ll'C-cl･由 ((勝手に)開いてしまう)

(5) ilk･ta (読む)

a.ilk-LIL-ta ((自然に)読まれる)

b.ilk-e･cl-ta((読んでみたら､自然に)読まれる)

C.ilk-A)'-e･cl-ta((勝手に)読まれてしまう)

(6) peli-ta(捨てる)

a.*peli-1-ta

b.peli-e･C1'･ta (捨てられる)

(7)kkay-ta(割る,壊す)

a･*kkay-L'-ta

b.kkay-cl-ta(割れる,顔れる)

<自動詞の場合>

(8) kata(行く)

a.*ka･)I-ta

b.ka-cL'-ta((行ってみたら､自然に)行ってしまう)

(9) tong･ithu･ta(東の空が明るくなる (夜が明ける))

a.tDng･ithu-1'･ta((他の要因によって､自然に)東の空が明るくなる)

b･*tong-ithu-cl-ta

(10)eトta (凍る)

a.ellIl'-ta ((他の要因によって､自然に)凍る)

b.el･e･cl-ta((冷蔵庫に入れて凍るまで待ち望んでみたら､自然に)凍る)

C.e1-ll'-e-cl-ta (自動化接辞･)'+cI'-ta;(勝手に)凍ってしまう - 不可能にお

いて自然 (なかなか勝手に凍ることは起こらない))

cf.e1-ll'-e-cl-ta (他動化接辞-1'+C1'･ta,･(冷蔵庫に入れて凍らせてみたら､

自然に)凍らせられる - 不可能 (なかなか凍らせることはできない))

(4-10)における2つの形式の分布の状況をまとめると､次のようである｡

(A) 2つの形式は､ともに他動詞にも自動詞にも用いられ うる ;例 (4)の (a,b)

と (5)の (a, b)､(10)の (a, b)0
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(B)接辞-1'の派生形が存在 しない動詞も､助動詞･cL'-taは可能である;例 (6-8)の (b)0

(C)自動化の接辞･)'が用いられているにもかかわらず､さらに助動詞ICl-tBの重複も許さ

れる ;例 (4-5)の (C)と (10C)0

次に､上の分布の状況から2つの形式にみられる意味制約と､その特徴をまとめてみ

よう｡

(∩)対象物の状態変化を表す他動詞の自動化には接辞･)'を用いることができない ,･例 (7

a)0 (第5章の例 (3)も参照｡)

(F)非能格の自動詞にも接辞Jは用いられない ;例 (8a)0

(G)助動詞･cL'-taは､他動詞においては､まったく制約が存在 しない｡ しかし､自動詞に

おいては､自然現象の事象をさらに自動化するために用いられるのは不適切である

;例 (9b)｡

(H)状態変化を表す非対格の自動詞には､接辞･1'も助動詞-cI-taも許される ;(10)

(F) と (H)については､自動詞に用いられる接辞･1'は､無生のモノと非意志性のヒト

(inanimate&non･volitionalhuman)にだけ許されるといった､第5章の5.2.4.節で提

示したパラメータの値によって説明できる｡

以上のような状況から判断すると､接辞-1'とともに助動詞-cl'-taも､単にその統語的な

機能に焦点を当てて､脱他動化 (detransitivization)ない し統語的自動化 (syntactic

intransltivirLation)というラベルだけで済ませる問題ではないことがわかる｡つまり､(4

-10)の (a,b)においては､他動詞を統語的に自動化する機能は認められ うるものの

(なお､それが受動-の展開においては重要な機能を果たすにしても)､(4- 5)の (C)

のように､ 2つの形式の重複も許すことや､なおかつ (8-10)のように､自動詞におい

ても重複が許される､といった点も考慮に入れなければならないであろう｡ したがって､

これらの形式のもっとも根本的な機能は､意味的機能にあることを認めることであり､統

語的自動化の機能はそのような意味的機能によって付与されるものとして間接的に理解す

る必要があるように思われる｡

したがって､これらの2つの形式に担われている自発や可能､そして助劫詞-cl'-taの受

動を考察するためには､まず-cI-taの意味的機能を明らかにする必要がある.そのために

は､本動詞-C1'-taから助動詞-cl'-ta-の文法化の観点から､受動化の過程を考察した方が妥

当であろう｡次に､助動詞-cl'-tBは接辞-1'の自発や可能とは､意味的にいかなる相違点が

存在するか､さらに､助動詞-cl'･taが受動-の展開においては､そのような意味的相違が

いかに相関していくかを考察しなければならない｡最後には､日本語の自発､可能､受動

を考察し､韓国語との分布関係も比較してまとめる｡

7.2.cl-taの文法化 と受動化

7.2.1.本動詞 cl-tB

次は､本動詞として用いられるcl･tBの用法である｡
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(ll)a.kkoch･icj･由.

花が散る｡

b.hay･kn cl一由.

日が沈む｡/ 日が暮れる｡

C.ssaum-eyse cl-t乱

喧嘩で負ける｡

(ll)の (a, b)でみられる本動詞の cl'-taは､自然現象の r下向きの動き｣を典型と

するものであると理解される (汰 (1982),Lee(1993),Rhee(1996)参照).Lee(1993:

109-10)では､cI･tBが表す下向きの動きは､2つの力の対立の中で 1つが力のバランスを

失った場合に起こる状態変化として把握される｡たとえば､(lla)では､恒常的状態に

おいては､落ちようとする傾向をもつ花とそれを支えている茎が､力のバランスを保って

いる｡ところが､支えている茎が花の落ちようとする傾向にあるその力に負けると､下向

きの動きが起こる｡ (llC)の意味用法はまさに､そのような対抗勢力の存在と､その対

立の中から力のバランスが崩された片一方の下向きの動きを表すものであることは疑えな

い ｡

ところが､次の (12a)の cl'taは自然現象の変化でもなければ､なおかつ対格をもっ

て表れるといった不都合も存在する｡さらに､(ll)と違って (12b)のように他動詞派

生形も存在する｡(ll)は､(13)で示すように､他動詞派生形は存在 しないものである｡

(12)a.もung-ey cim･ul cl-ta･

(自分の)背中に荷物を背負う｡

b.tune-ey cim-ul cI'-wu-ta･

背中-LOC荷物-ACC背負 う･TSUF･IND

((他者の)背中に荷物を載せる｡)

(13)a.*kkoch･ul cL'-wu･ta

花-ACC 散る-TSUF-ⅠND

b.*hay･lul cl-wu-ta･

日IACC 沈む-TSUF-IND

c.*ssaum-ul cl-wu-ta.

喧嘩-ACC負ける･TSUF･IND

(12)の (a,b)は荷物が自分の領域の中に移動し､自分の背中に納まるか､それとも

他者に向かって移動し､他者の背中に納まるのか､という意味対立をもつ｡つまり､これ

らは ｢意味的自他｣の対応関係を表すものである (第3章を参由)｡このような ｢意味的

自動詞｣の cl'･taにおいても､たとえ自然現象の変化は表せないにしても､下向きの動き

をもつ荷物とそれを支えている背中の対立という､対抗勢力の存在を基本的な意味パター

ンとして捉えている点は認められよう｡

このように対抗勢力を基本にする意味パターンでは､対抗勢力そのものが cI-taの主語

に現れる場合もある｡次の (14a)では､ペアを作っている1組が主語であり､cI･taが担
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う意味は､2つの中で片方がなくなっていることを表す｡即ち､対立する2つの中でその

1つが消えてなくなることを表す点で､基本的には (ll)の例との類似性を保っているこ

とがわかる｡たとえば､花が散ってなくなることや日が沈んで段々消えていくように｡

(14)a.ccak-i cl-ta.

一方だけ残って､片一方はなくなっているo

b.ccak-ul cj-wu-ta.

ペアを作る｡

次の C1'-taには､興味深い意味拡張が観察される.それは次の (15)の (a,b)のよ

うに､cI-taが正反対の2つの状態変化を同時に表すことができる､という点であるOつま

り､(15a)は､下向きの動きを基本にして拡張し､消滅-の状態変化を表すが､他方の

(lらb)では､それとは正反対にある特定の状態への新たなる発生 (生成)を意味するも

のとなり､消滅と発生の正反対の状態変化が 1つの動詞に担われるようになるのである｡

(15)a.ellwuk･i cL'-ess-ta.

染みが落ちた｡

b･os-ey ellwuk-i cl'-eSS-ta.

服に染みができた (現れた)0

(15)の (a, b)の存在は､次の (16)のcL'･taの意味用法を関係づけることができるO

(16)a.cangma/hongswu/phwungnyen･i cl-ess-ta･

梅雨/ 洪水/ 豊年が発生している｡

b.knnul/seymo/neymo/kak(･i)cl-ta･

陰/ 三角/ 四角/ 角ができている｡

C.wenswu(-ka)cl-ta.

怨讐の関係になっている｡

(16a)は自然現象における事態発生を表す.一方､(16)の (b, C)では事態発生の

意味より､すでにそのようにできているものやそのような関係になっていることを表す｡

特に､(16C)の意味は tung-ulcl'･ta((お互いの)背中を背く)とも言い替えられるよう

に､ 2つの対抗勢力のそのような関係を表していることがわかる｡

cl'-taの文法化のレベルで (16)の (b, C)が示す点は､意味的に形容詞に近づくと

いうことである｡よって､(16)の (b,C)は括弧の中の主格を省略すると､一個の形

容詞のように働くようになるが､次の (17a)では cl･taの形容詞用法-の拡張がみられ

る｡さらに､(17b)になると､今度は名詞だけでなく形容詞の語幹などにも用いられる

ようになり､新たな形容詞を作り､そのようにできている様子を表すことができる｡
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(17)a･mesIClや/kap･cl-ta/mith-cl･由/twy･d-ta/kilum･cL'･由･
粋- :おしゃれだ/値段- :高価である/下- :損する/後ろ- :後れる/

油- :肥えている｡

b･twungkul-cl-ta/yamu･cI一由/tabu･cl-tB/kenbang-cl･由

丸い- :丸い模様になっている/堅い- :しっかりしている/がっちりして

いる/生意気である

以上のように本動詞 cI-taの意味拡張においては､次の3つの点が注目されるO

(18) (i) 自然現象の変化を表す｡

(ii)その変化は対抗勢力の存在を前提として起こるものと見なされる｡

(iH)ある特定の状態-の発生 (生成)を表すことができる｡

つまり､cl'-taは自然の変化を基本にするものであるが､その変化を引き起こす要因として､

対抗勢力ない し外的要因がその概念化の中に､積極的に取り入れられていると判断するこ

とができる.このような cI･taは､世界の知識によって想定される2つの対立する対抗勢

力が存在 し､その中の一方のバランスが崩された場合に､消滅又は発生の変化が起こるも

のと見なされる｡

7.2.2.形容詞に用いられる助動詞ICl-ta

助動詞として-cl-taは､生産的に形容詞及び動詞の語幹につくことができる.まず､形

容詞に用いられる助動詞･cl'-taの用法からみてみようo

(19)a.nal-i cemcem etwuw-e･cl'-koiss-ta.

日-NOM段々 暗い-CLLASP-INI)

(日が段々暗くなっている｡)

b.kangmwul-i ma1-a-cl-ess･ta･

川の水-NOM 清い-C1'-PAST-IND

(川の水がきれいになった｡)

(19)の助動詞ICJ'･taは､形容詞が表す意味の2つの局面に焦点を当てたアスペク ト的意

味を表すことができる｡ 1つは､そうでない状態から形容詞が指示する状態-の事態発生､

つまり､最初の立ち上がりを表すものである｡1月e(1993)では､それを ｢静から動き-｣

(from resttDmotion)の状態変化として把握し､それは恒常的状態 (たとえば､(19b)

であれば､汚れている状態)を維持 していた外的要因が取り除かれた場合に起こる状態変

化であるとされるoこのような状態変化を便宜上 r--α一 十 α｣として示してみよう｡も

う1つは､形容詞が指示する状態-の完成 (accomplishiment)に向けて変化する､とい

う点である.前者に焦点を当てると､起動相 (inchoativeaspect)である (C.M.Lee(1974)

など)が､後者に焦点を当てると､完成点に向けて状態変化する漸進的なプロセスを表す
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ものとなる,､このような状態変化のプロセスは便宜上 ｢(-α)--+α｣のように示 し

てみよう.

後者の-cl-taの意味は､漸進的な状態変化のプロセスを表す-ka-ta(行く)と比較する

ことができるが､-ka-taには起動相は含まれていないという決定的な違いが存在する (cf.

Lee(1978))O即ち､(20a)のIKE-taでは暗くない状態から暗くなる状態-の変化は捉

えられず､暗い状態からより暗い状態に向かって段々進んでいくものとして捉えられる｡

このような-ka-taは ｢+α-- (++α)｣のように示すことができるだろうOよって､(20

b)のように-C1'-taはIka-taとの重複が許されるが､このような重複においても (20C)

のように起動相を含まない-ka-taは前項動詞として用いることができないO

(20)a.na1-i cemcemetwuw-e-ka-koiss-ta.

日-NOM 段々 暗い一行く-ASP-IND

(日が段々暗くなっていく∩)

b.nal-i cemcelnet-,WuW-C-C1'-ka-koiss-ta.

目-NOM 段々 暗い-cl'-行く-ASP-IND

(目が段々暗くなっていく,,)

C.??nnトi c()InCemetWuW-e-ka･cl'-koiss-ta.

ローNOM 段々 暗い-行く-ASPJND

(日が段々暗くなっていく｡,)

次に､-C1'-taは (21)のように-keytoy-ta(-COMPなる)とも交換可能な場合があ

る,-.そのとき両者は意味的に類似するようにもみえるが､実はかなり異なる点も呈する｡

(21)a.elkwu1-iI)1)alkay-C1'-eSSl1,a.

顔-NOM 赤い-cl'-PAST-INl)

(顔が赤くなったO)

b.elkwul-iI)palkah-keytoy-ess-ta.

顔-NOM 赤い一COMPなる-PASrll-IND

(顔が赤くなった｢.)

(22)a.?I.)I)｡ltlnSjnhotung-i1)palkay-cl-ess-ta,

青信号-NOM 赤い-C1'-PAST-IND

(青信号が赤くなったO)

b.1)halansinhotung-ippalkah-keytoy-ess-ta.

青信号-NOM 赤い-cl'-PAST-IND

(青信号が赤信号に変わった｡)

(21)の (a, b)では両者の意味的相違はそれほど明らかでないが､(22)の (a,b)

の関係 と比較すると､明らかな違いが表れる｡両者の違いは､-C1'-taが内的要因による内

から外への自発的な変化として捉えるに対 して､-keytoy-taは外面的な変化そのものに焦

点を当てたものと判断されるO即ち､顔が赤いという状態は､たとえば飲酒を飲んだかも
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しくは恥ずかしくて赤くなった場合もあるが､誰かが顔にペイン トを塗ったため赤く変化

している場合も有りうる｡その場合､助動詞-cl'-taは前者にしか用いられないO他方､-key

toy-taは後者にも用いられうる(したがって､(22a)の青信号は (21a)の顔のように

内的要因による内から外-の自発的な変化 (見えないところから見えるところ-の現れ)

として捉えられないから､不適格であるO しかし､(22b)は青信号から赤信号-の切 り

替えという外面的変化として捉えられるため適格に受け入れられるOつまり､･C1'-taは内

面から現れてくる変化として捉えるのに対して､-key toy-taは外面上の切り替えによる変

化として捉えている点で､両者は異なるといえる｡

以上のように､本動詞の意味用法においては対抗勢力を基本にしたある特定の状態-

の発生を表したものが､形容詞に用いられる助動詞-cl'-taでは､形容詞が指示する状態-

の変化を表すが､具体的には起動相を含む自発的な状態変化 (｢-α- +α｣又は ｢(-α)

一 一+α｣;そうでない状態からそうである状態-の変化)として用いられていることが

わかる0

7.2.3.自動詞にJl]いられる助動詞IC1'-ta

次は､自動詞に用いられる助動詞-cI-taの意味用法であるO語用論的文脈としては次の

3つのパターンが考えられるO

(23) a.na-to mollay kunye-uy cipap-ulo pal-i ka-cl'-tela.

私-も 知らずに 彼女-GEN 家 前一に 足-NOM 行く一口LPAST.MOD

(自分も知らずに彼女の家の前に足が行ってしまった｡)

1つ.11】ssanuntonghwa-ul sin-kotalli-e-po-nikka,pal-ey pakhwy-ka

高い 運動靴-ACC 履く-て走る-見る-たら､足-LOC車輪-NOM

ta日i-n kes chelem cecello cat i.alli-e-C1'-tela,

ついているもののように 自ずと よく 走る-C1'-PASrll.MOD

(高い運動靴を履いては走ってみたら､足に車輪がついでいるかのように自然

にスムーズにと走れたよ｡.)

C.t,Ilayksiltay-ey ku manhun salami-,ul-i ta 1-lla-Cl'-tela.

タクシー 1台-LOCその 多くの 人.PL-NOM 全部 乗る-C1'-PAST.MOD

(1台のタクシーにあんなに大勢の人が全部乗れた｡)

(23)の (a, b)では､行為が自分 (動作主)のコントロールから離れたところで自然

に起こってしまった､ということが表されている｡この場合､動作主は 1人称であること

が要求される2｡文脈上 (23b)が (23a)と異なる点は､(A)非実現の状態から事態の

実現に当たって､(B)動作主が意図をもって行為の実現に臨む､という条件が与えられて

いることである.I.しかしながら､(C)実際の行為の実現においては動作主の意図によるも

のでなく､自然に生起するに至る､という点で (23a)と一致する｡即ち､(23)の (a)

と (b)は (A)と (C)の2つの過程においては共通するが､(B)においては異なる｡

1人称制約については､自分がコン トロールする行為でないのに自然に起こるという
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ことは自分にしか感知できないことである､ということに基づいている｡特に､(23b)･

では (ち)の動作主の意図が､(C)においては否定されて､実際には自然的発生にその責

任があると判断されるのである｡このようなプロセスを間際で認識してそれを表現するこ

とが可能な人物は､普通話し手しかいないということによるのであろう｡よって､通常は

1人称とともに現在時制が用いられるが､上記のように動作主自身 (話し手)の過去の経

験的事実を言い表す場合は､telaというモダリティ形式を用いることができる8.

では､なぜ (23b)のような文脈は自発にも許されるのだろうか｡その理由を理解す

るためには､上記の (18)を再び吟味する必要があるだろう｡即ち､ cI･taは対抗勢力を前

提にする自発的な変化を表すものである､という点である｡このような点を考慮すると､

(23b)では動作主 (話し手)の意図が自然の生起に負けたことを-cl_taが担っているこ

とに気づく｡つまり､(26b)では対抗勢力の存在を動作主の意図という形で文脈に表出

していると理解されるのである｡

助動詞-cl-taに対するこのような分析は､(23C)の文を理解の上でも極めて有効であ

る｡(23C)は意味的には事態が自然に生起した､ということを表す自発の意味用法であ

る (cf.Lee(1993)と Yeon (1994)では potentiality)が､(23)の (a,b)と違っ

て動作主は 1･人称ではない｡つまり､ 3人称主語が用いられるが､自発であり受動ではな

い､ということである｡

このように､なぜ､ 3人称主語においても自発の表現が可能であるのか｡その理由と

して､次の2つの点が考えられる｡まず､話し手は観察者として自分が目撃した事態を表

現する｡それは (23C)では自分の直接的な経験や目撃した内容を証拠として相手に伝達

する tela形式を用いることで保証されるO次に､ 1台のタクシーと大勢の人という対比の

概念､つまり､対抗勢力を文中に表出する､という点である｡

このような対抗勢力の存在は話し手の事態把握の認識に基づくものである｡具体的に

いえば､(23C)の語用論上の文脈において話者は､ 1台のタクシーと大勢の人が示す対

立の状況では事態は実現しない､という見方をもっている｡ しかしながら､実際にその事

態が行われてみたら､無理なく実現 した､ということが言い表される｡つまり､そのよう

な見方による事態として話者に読み捉えられた場合､その事態は自発的に起こったものと

して受け止められるということである｡言い換えれば､それは普通であれば事態を引き起

こすことができない状況であるにもかかわらず､実際には事態が発生 した､ということを

表すものである｡このような表現は､実際に話し手の目からみた事態把握の認識に基づく

ものでなければ不可能であろう｡

このように事態の実現に対する話者の見方が常に語用論的文脈を左右していることは､

次の状態変化の自動詞においても同様である｡

(24)a.sakwa-ka ta ssek-e-cj-e-peli･ess-ta･

りんご-NOM 全部 腐る-C1'-しまうIPAST･IND

(りんごが全部 (勝手に)腐ってしまった｡)

b.Sakwa,ka cdmchelem cal an ssek-e-cl-A-ta.

りんご-NOM なかなか よく NEG腐る-cL'･PRES-INI)

(直訳 ;りんごがなかなかうまく腐りかからない｡-腐 りにくい｡)
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C･nayngcangko-ey neh･enohun sakwa-to ssek-e-cJLtela.

冷蔵庫･LOC 入れる一置く りんご-も 腐る-cl-PAST.MOD

(冷蔵庫に入れておいたりんごも腐 りかけていたのよ｡)

(24)の (a)では､りんごが勝手に腐ってしまったという風に言い表すが､そのような

言い方は話者の期待に反 して変化が起こった場合に適切である｡つまり､りんごが腐 らな

いことを話者が期待 していたからこそ可能である｡一方､(24b)の否定文では逆に､話

者は変化が起こることを待ち望んでいるが､なかなか腐るという事態が起こらない場合に

適切である｡つまり､りんごが腐ることを話者が期待 していたからこそ可能である｡ (24

b)のように自然に起こる傾向にあるものが否定されると､自然には起こりにくいとい う

ことから不可能の意味を帯びることになる (Shibatani(1985),第5章の5.2.3/節を参照)0

では､(24C)にはいかなる文脈上の前提が必要であろうか｡ (24)の (a,b)を参

考にすると､それは､りんごを冷蔵庫に入れておくと腐 りにくい､という前提が必要であ

るという予測はそんなに困難ではないだろう｡ところが､そのような前提に反 して､つま

り､そのように思っていたにもかかわらず､実際には腐 りかけていた｡このような文脈を

踏まえた上での事態発生が観察されると､話者は cl-taを用いてその状況を言い表すこと

ができる｡

以上をまとめると､自動詞に用いられる助動詞･cl'-taでは､非実現の事態から実現への

推移を含む事態発生であることを基本的な意味パターンとする｡つまり､形容詞に用いら

れるICl'-taでは起動相を含む自発的な状態変化 (｢-α- +α｣又は ｢(-α)- - +α｣;

そうでない状態からそうである状態への変化)であるが､自動詞の場合においては､それ

が語用論的文脈を左右する形で存在するとい う風に説明すれば､以上のような文脈上の前

提が必要とされる理由が正 しく理解できる｡

次に､自発から受動への展開を考える上で注目される点を指摘 しておこう｡つまり､(23

a)のように典型的な自発用法においては 1人称主語しか許されない｡ところが､(23C)

のように話し手が観察者であることが許されると､自発用法における3人称主語も受け入

れられるようになる｡それは､話 し手自身の直接的な経験に基づく事態から､観察者 とし

ての客観的な事態把握が可能になったという点で重要である｡

7.2.4.他動詞に用いられる助動詞-cl'-ta

では､他動詞に用いられる助動詞一Cl'-taではいかがであろうかO

(25)a.mwun･i cecello yel-e･cl'-tela･
ドア-NOM 自ずと 開く-clLPAST.MOD

(ドアが自然に開けられた｡/ ドアが自然に開いた｡)

b.na･hanthey-nun mwun-icalan ye1-e-cI-n･ta･

私-DAY-TOP ドアtNOM よく NEG開く-cI･PRES-IND

(私には ドアがうまく開けられない｡)
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(25a)の文が用いられる状況を理解するためには､次の2つの点を考慮 しなければなら

ない｡第 1点は､有生自発であるか､それとも無生自発であるか｡第 2点､文脈上いかな

る前提が必要であるか｡前者の問題に関しては､(25a)には2つの状況が考えられる唆

昧性が存在する｡ 1つは､有生自発として理解される場合である｡それは動作主 (話し手)

自身が ドアを開けたという直接的な経験に基づくものである｡もう1つは､無生自発の場

合である｡それは話し手は観察者であり､自分の目撃による事態把握の内容を言い表すも

のである｡前者の有生自発は (23b)のような文脈に依拠して解釈することができる｡そ

れによると､ 1人称の動作主が意図をもって ドアを開けてみたら､行為の実現においては

自分の意図とは関係なく (私には意外にも)自然に開いた､という意味として解釈される｡

(25b)の 1人称の与格主語文はこのような文脈をもつ自発を否定したもので､可能の意

味への転換が表れる｡一方､後者の無生自発の場合は文中に現れない他の外的要因の存在

を想定することができる｡それは､風のようなものでもよい (もしくは自動 ドアでもかま

わない)が､さらに話し手の焦点から完全に取り外された人物が存在する可能性もありう

る (Sllibatani(1985)の ｢動作主の脱焦点化｣(agentdefocusing)を参照)｡たとえば､

実際の状況では女中又は ドアマンがいて ドアを開けたことでも､話し手の事態把握におい

ては自然に ドアが開いた､という風に表現される｡

次に､文脈上の前提の関連から考えてみようO(25a)において話し手が-cltaを用いて

表現しようとする意味は､ 1つは､閉まっている状態から開いた状態-の変化 (-α-+
α)を事態発生として捉えようとする｡この場合は､ ドアが閉まっていた状態が文脈上の

前提として事態発生に焦点を当てる､ということで ｢(-α)- +α｣のように示してみ

ようLlもう1つは､開くという完成点に向かって漸進的に動くそのプロセスに焦点を当て

る､ということで､それは ｢(-α)一 一 十 α｣のように示してみよう｡即ち､(25a)は

このような2つの意味が考えられる｡つまり､前者では､閉まっている状態が話し手の事

態把握の前提として存在 し､そこから開くという事態発生が自ずと起こった､ということ

を表現するものとなる｡一方､後者はプロセスの進行そのものに焦点を当てているもので

ある｡その場合､ 1人称の動作主 (話し手)を用いる有生自発であれば､おそらく前者の

意味を用いると予測される｡一方､話し手は観察者であり､なおかつ状況上には動作主が

存在するが､それを焦点から完全に取り外して表現するという無生自発の場合であれば､

おそらく後者の意味がより適切であろう｡

要するに､完成点に向かって進行するプロセスを表す状況の方が､起動相の場合より

も観察の状況として認識 しやすい｡なおかつ､話し手の観察の視点によって把握される事

態の方が､ 1人称より3人称を用いやすい､という2つの理由が考えられるわけである｡

実際､次の (26)のように動きのプロセスを修飾する副詞を用いた場合､(26b)のよう

に1人称の動作主 (話し手)の直接的な経験を言い表す有生自発の解釈は困難である｡な

お､ 1人称の有生自発から可能の意味に転換したと考えられる (26C)も､動きのプロセ

スを修飾する副詞とは共起 しない､ということも支持される｡ したがって､(26a)が解

釈される状況とは､(25a)が2つの状況を表せることと違って､話 し手は観察者である

無生自発の場合に限られる｡即ち､開くという完成点に向かって ドアが徐々に動いていく､

という意味を表すことになる｡その場合､状況上では徐々に開くようにコン トロールする

動作主の存在を考えることもできるが､(26a)の表現においては動作主の存在はまった
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く考慮されていない｡

(26)a.mwun･i sesehiyel-e-cl'-tela.
ドア･NOM 徐々に 開く-cj-PAST.MOD

(ドアがゆっくり開いた｡)

b･??nay-kamwun -ulhanpenyel･e-po-nikka,mwun･isesehi yel-e-cl'･tela.

私･が ドアーを一度開ける･みる-たら､ ドア-NOM徐々に開く_cj-PAST.M OD

(私が ドアを一度開けてみたら､ ドアがゆっくり開きはじめてたのよO)

C･*na･hanthey-nun mwun･isesehi catan yel-e･cl'-n-ta.

私･DAT-TOP ドアーNOM 徐々に よくNEG開く-cl-PRES･IND
(私には ドアがゆっくりよく開かない｡)

以上をまとめると､他動詞においても､自動詞に用いられる助動詞-cl'･taのように､非

実現の状態から実現の状態に事態が発生した､ということを基本的な意味パターンとして､

前者の状況を語用論的文脈の前提として成 り立つ事態発生として捉えられていることがわ

かる.次に､話 し手が観察者である場合は､-cL'･taは完成点に向かって漸進的に進行する

プロセスを表すことができるが､そのときの状況上の動作主の存在はまったく無視される｡

つまり､他動詞に用いられる場合でも助動詞･cl-taは自発の意味用法を基本にしているた

め､(i)常に 1人称の動作主が主語の位置に存在する有生自発として理解されやすいo

(ii)話し手によって観察される動作主の存在が実際の状況においては存在するにしても､

それを受動文の動作主として文中に表すことは困難である､という2つの点が挙げられる｡

したがって､次の文の与格は動作主マーカーとして機能 しないOそれは､副詞の修飾

のスコープから確認される｡

(27)a.neyteyllantuthim･i wulithim･ul (ilpwule) mwune-ttull'-eSS-ta.

オランダ チーム-NOM われわれチーム･ACC(わざと)倒おす-PAST-IND

(オランダのチームがわれわれのチームを (わざと)倒 したO)

b.wulithin-ineyteyllantuthin-hanthey (ilpwule) mwune-a-ess-tA.

われわれチーム･NOM オランダ チームーDAT(わざと)倒れるIPASTJND

(われわれのチームがオランダのチームに (わざと)敗れた｡)

(27a)の括弧の中の副詞 ilpwle(わざと)は､動作主である主語の行為を修飾している｡

ところが､(27a)に対応する (27b)では､動作主として想定され うる与格名詞句の行

為を修飾することはできず､むしろ主語の行為を修飾すると理解されるのである｡即ち､

(27b)はわれわれのチームがオランダのチームにわざと負けた､という意味を表す｡こ

の場合の与格は､対抗勢力の片-方を表す随伴格 (comitativecase)であるように考えら

れる｡

実は､助動詞ICl'･taは接辞-1'受動と違って与格を動作主として用いることはできない､

という現象が観察される｡それは次の (28)の (a)と (b)を比較 してみると明らかで

ある｡

198



(28)a.?chelswu･hanthey mwun -i hwalccak yel･e-a-e88-ta.

チョルスーDAT ドアーNOM 広々と 開く-cl-PAST-IND

(チョルスの方に向かって (チョルスのために)大きくドアが開いた｡)

b.?chelswu･eyuyhay mwun-ihwalccak yel-e-cL'･eSS-ta.

チョルス一によって ドア:NOM 広々と 開くICIIPAST-ⅠND

(チョルスによって ドアがばあつと閲かられた｡)

(28b)のように､･eyuyhayト によって)形式を用いた場合は､まだ完全に自然な文

として受け入れられることには抵抗があるにしても､チョルスは ドアを開けた動作主とし

て理解され うる｡ところが､(28a)のチ ョルスは決 して動作主としては理解されないの

である｡(28a)が理解される意味は､｢チョルスのために大門が広々と開かれた｣や ｢チ

ョルスの前に未来への扉が広々と開いた｣のような場合である｡この場合の与格はおそら

く方向格か受益格 (beneficiary)に近いであろう (cf.Lee(1993:117))0

7.2.5.-Cl-taの受動化

さて､(28b)に対する自然な言い方は､次の (29)のように表現された場合である｡

(29) chelswu-ka pal-lo cha･se, mwun-ihwalccakyel-e･cI･ess-ta.

チョルス-NOM足-IND蹴る-ので ドア-NOM 広々と 開く-cl-PASTJND

(チョルスが足で蹴ったので､ ドアが大きくあいた/ひらかれた｡)

(29)は (28b)と同様に ドアが開かれた事態を引き起こしたのがチョルスであると理解

されるが､(28b)のようにチョルスを受動文の動作主マーカーを用いて表すことは困難

である､といわざるをえない｡

このような現象は､次の文においても同様である｡次の (30b)は (30a)の能動文

に対応するが､動作主のチョルスに動作主マーカーを当てることはできない｡なぜ､(30

b)が不自然であるかは､(31)の自然な文と比較すればより明らかである｡それは､(31

a)の自然に起こる事態発生と同様に､(31b)でも動作主のチョルスはその事態を直接

コン トロールするものでなく､動作主の何らかの行為が事態の実現のための原因となるも

のとしてしか捉えられないのである｡

(30)a.chelswu･ka molaycwumeni･lokangmwul-ulmak-a･ess-ta･

チョルス-NOM 砂袋･INS 川の水-ACC とめる-PAST-IND

(チョルスが砂袋で川の水をとめた｡)

b.??chelswu-eyuyhay molaycwumeni-lo kangmwul･i mak-a-cJ'-ess-tat

チョルス一によって 砂袋･INI) 川の水-NOM とめる･cl'-PASTJND

(チョルスによって砂袋で川の水が止められた｡)
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(31)a.kangpatak･eymolay･kacha･ol-I-a§e, kangmwul-imak-a･cl'-eSS-ta.

川の底･LOCすな･NOM満ちる-上がる･ので川の水INOM とめる-cl-PAST_INT)

(川の底に砂が積もりあがって､川の水がとまるという事態が起こった0)

b.chelswu-ka molaycwum eni-lomak-a-se,kangmwu1-imaょ-a-cl･ess-ta.

チョルス･NOM砂袋-INDとめる-ので､川の水-NOM とめる･cj-PAST-ⅠND

(チョルスが砂袋でとめたため､川の水がとめられた｡)

つまり､(31)では､事態が成立していない状態から動詞が指示する状態-の実現が起こ

った場合である｡それを (31a)では､川の底に砂が積もりあがったという自然現象のた

めであるとされるが､(31b)では動作主の意図的な行為によってであるとされる｡この

ように､他動詞に助動詞-cI-tBが用いられると､その事態の実現には動作主の意図的な行

為の存在が強く認識され うる｡しかし､その動作主の存在を受動文の動作主として表すこ

とはまだ困難である｡

では､-cl-taが受動を成立させるためにはいかなる条件が必要であろうか.以上の状況

から判断すると､ ･cl'-ta受動の成立には動作主の表れ方が注目される｡次の (32)は (30

b) と比較すればわかるように､自然に受け入れられる｡

(32) maulsalamtul-eyuyhay (tutie/kyewu) kangmwul･imak-a･cj-ess･ta.

村人.PL-によって (とうとう/やっと)川の水･NOM とめるIC1-PAST-INI)

(村人たちによって (ついに/やっと)川の水が止められた｡)

(32)が (30b)と違って適格に受け入れられる理由として､動作主の特徴が挙げられる｡

即ち､(30b) と (32)の違いは個別人物であるか､複数の人物であるかであるが､それ

は次の (33)の受動文においても同様である｡さらに､(34)のように官職名をもつ特別

人物である場合も適格である｡

(33)a.maulsalamtul･iki1-ul nel･hl'-ess-ta.

村人.PLNOM 道･ACC広い-TSUF-PAST-IND

(村人たちが道を拡張した｡)

b.maulsalamtul-eyuyhay kil-i nel-hl'-e-a-ess･ta.

村人.PL-によって 道-NOM 広い-TSUFIC)I-PAST･IND

(村人たちによって道が拡張された｡)

(34)a.kinkyocang-iuntongcang-ey theyldsukhothu-1ul mantul-ess-ta.

金 校長-NOM 運動場･LOC テニス コー トーACC 作る･PASTJND

(金校長が運動場にテニスコー トを作った｡)

b.kinkyocang･eyuyhayuntongcang-eytheynisukhothu-kamantul-e-cI-ess-ta.

金 校長･によって 運動場･LOC テニス コー トNOM 作る･cl-PAST･IND

(金校長によって運動場にテニスコー トが作られた｡)

shibatani(1998a:108)によれば､受動文に表れる明確な動作主は ｢逆共感度-イ
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アラーキ｣によって説明される｡即ち､受動文の動作主は､自然の力>道具>公公団体>

複数の人物 (generichuman)>特別人物>3人称>1人称 (話 し手)の順に表しやすい｡

韓国語の場合､助動詞IC)'･taは (A) 自然の力であれば無生自発として理解されるし､(B)

1人称の動作主が存在すればそれは有生自発にしか許されない｡さらに､(C)3人称の個

別人物でも受動には困難であるが､(D)複数の人物や特別人物あたりになると受動の動作

主として受け入れやすくなる､というのが以上の観察である｡この場合､(B)は話し手の

直接的な経験を言い表すが､(A) と (C) と (D)は話 し手の観察の視点による事態把握

である｡

このような点を考慮に入れると､統語的自動化の連続線上にある無生受動は､その動

作主の表れ方は､話し手の事態把握の仕方と密接に関連すると考えることができる｡つま

り､村人たちや官職名の金校長はそのような事態を直接コン トローして引き起こしうる能

力をもつ人物として､話 し手は認知 しやすい｡さらに具体的にいえば､金校長のように履

歴を背景にもって認知的に際立つ人物の方がそうでない人物より受動文の動作主として適

格であることになる｡たとえば､次の (35C)のような著名人も (35b)の個別人物の動

作主と違って適格に受け入れられる｡

(35)a.yengi-ka ikulim･ul kuli-ess-ta･

ヨンイーNOM この絵･ACC 画く-PAST-IND

(ヨンイがこの絵を画いた｡)

b.? ikulm-un yengl-eyuyhay kuli-e-cl'-eSS-ta･

この絵-TOP ヨンイ･によって 画く-cl-PAST-IND

(この絵はヨンイによって画かれた｡)

C. ikulm-un kuyumyenghanhwakaphikhaso･eyuyhay kull-e-Cl-ess-ta.

この絵ITOP あの有名な 画家 ピカソ一によって 画く-cI-PAST-IND

(この絵はかの有名な画家ピカソによって画かれた｡)

このような状況は､日本語の無生受動においても韓国語の-cI-ta受動と同様であるO 即

ち､動作主が個別人物である (36)はすべて不自然である.-方､(37)のように､動作

主がそのような能力をもつ人物として認知されやすい人物､つまり､履歴を背景にもって

認知的に際立っ人物である場合は､自然な文として受け入れられる40

(36) a.?2次線道路が､山田さんによって4次線道路に拡張された｡

b.?旗が､山中さんによって掲揚台の上に高く掲げられた｡

C . ?2個のクリスタルのコップが､花子によって割られた｡

d.?駐車場のオー トバイが､太郎によって倒された｡

(37) a.管内の2次線道路が､新村長によって4次線の道路に拡張された｡

b.旗が､水夫らによって掲揚台の上に高く掲げられた｡

C. すべてのクリスタルのコップが､おてんばの花子によってみんなばらばらに

割られた｡

d.駐車場のオー トバイが､意地悪い太郎によって次から次-と倒された｡
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以上から､助動詞･cl･taにおける自発から受動-の展開には､まず､ 1人称を典型とす

る有生自発だけでなく､無生自発も許される､という点が注目される｡この2つの自発の

関連は､有生自発から無生自発-の発達として考えられうる点が存在する｡つまり､有生

自発は話 し手自身の直接的な経験を言い表すものである｡しかし､無生自発になると､話

し手の観察の視点から事態把握の内容を表現するようになる｡これは､文法関係の変換を

前提にする受動への展開においてはたい-ん重要な要素であろう｡次に､本動詞 cl_taの

概念化において注目される点として､対抗勢力の存在が挙げられる｡それは､助動詞-cl'-ta

の自発用法においては文脈上の前提として表出されるが､受動への展開において､おそら

く外的要因 (externalcauser)の存在を強く認識させる働きをした要素として考えること

ができる｡

最後に､助動詞ICl'-ta受動が接辞-1'受動と違う点をまとめてみよう.まずは､文法関係

の変換による受動- つまり､直接目的語が受動文の主語の位置に変換し､かつ項が 1つ

減るという統語的自動化に適した- が､助動詞 -C1'･taによって獲得される｡次に､動作

主マーカーにおいては接辞-1'受動と違って与格は用いられず､･eyuJhy(se)ト によって)

が用いられる､といった大きな相違がみられる.助動詞-cJ'･ta受動のこのような特徴は､

日本語の関連からみると､非情の受身や非固有の受身と呼ばれる無生受動における ｢によ

って｣受動文に対応することになる｡山田 (1908)をはじめとする伝統文法においては､

すでにこのような日本語の特徴に着目して､無生受動､つまり非情の受身は日本語の固有

の受身ではない､という指摘がある5｡

7.3.2つの形式の自発と可能

7.3.1.2つの形式の意味的相違

前節でわれわれは､文法化と受動化の観点から助動詞-cl･taの自発と可能の意味用法に

ついてはかなり詳しく取り上げてきたつもりである｡ところが､自発や可能の意味用法は

助動詞ICl'-taだけでなく､接辞･)'においても平行に表れるため､両者は意味的にいかなる

点で異なるものなのか､を明らかにする必要がある｡

韓国語の接辞-1'と助動詞･cl'-taの2つの形式の異なる意味に対する最も深い考察は､Lee

(1993:271･309)によってなされている｡Lee(1993:271-309)と Yeon (1994:121-

130)では､自発は接辞-1'だけのものであり､助動詞ICI･taには自発の意味がないと主張し

ている｡具体的にいえば､彼らは･cll-taの可能用法は認めるものの､自発用法は認めてい

ない｡このような立場では助動詞-cl'･taの自発範噂が正しく位置づけられていない､とい

わざるを得ない｡この点においても､2つの形式の意味的相違から再検討する必要がある｡

まずは､両者の意味的相違を明らかにすることからみてみよう｡

(38)a.tDynCangkwuk-eypap･ulmal-amek-e･ni,pap-icellomek-hL'-tela.

味噌汁一にご飯-を入れて食べたら､ご飯-NOM自ずと食べる-ISUF-PAST.MOD

(味噌汁にご飯を混ぜて食べたら､ご飯が自然に食べられたのよ｡)
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b･hankyewul･eytochanmwul･eypap･ul mal-a§ehanpenmek-e-po-nikka,

真冬一にも 冷水･LOC ご飯-ACC入れる 一度 食べる-みたら,

uyoylo pap-i swulswul calmek-e･d-tela.

意外と ご飯･NOM すらすらと よく 食べる-cj･PAST.MOD

(真冬にもご飯に冷水を入れて一度食べてみたら､意外にもご飯がさらっとよ

く食べられたのよ｡)

(39) a.papmas-i ep-ese tocehipap･i an mek･hl'-n-ta.

ご飯の味-NOM なくて 到底 ご飯-NOM NEG食べる･ISUF･PRES･IND

(食欲がなくて､とてもご飯が食べられない (ご飯が口に入らない)0)

b･sicheyyep-eyse masisskeypap･i mek-e･C1-I1i･kaiss･na.

死体 傍･LOC おいしく ご飯-NOM 食べる-cl-わけ-NOM-あるもんか

(死体の傍でおいしくご飯が食べられるもんか｡(食べられるわけがない｡))

(38-39)の (a)は接辞-1'を用いた自発と可能の用法であるが､(38-39)の (b)の

ように助動詞-cl'･taを用いても､自発と可能の意味が表れる.(38a)の自発は､動作主の

意図によるコン トロールではなく､食欲という生理的要素によって､ご飯が口に入るのが

促されたため､自ずと食べられた､という意味であるO -方､(39a)では､(食欲さえあ

れば､自然に口に入ってしまうものなのに)食べようと意図しても､肝心な食欲が問題に

なって食べられない､という否定による (不)可能の意味が表れる｡ したがって､(39a)

の可能の意味においても自発と同様に､行為の生起は動作主の意図によってコン トロール

されるのでなく､食欲という動作主の生理的要素によって左右されている｡

では､助動詞-cl'･taはどうであろうかO(39b)は､普通であればそのような条件で事

態は起こり得ないOところが､意図的に一度試してみたら､意外にもそのような条件にお

いてさえも､ご飯がさらっとよく口に入る､という自発の意味が表される｡このような文

脈が必要とされる理由については､前節の議論を参照されたいが､要するに､食べられな

い状態から食べられる状態への変化が起こったという意味パターンを設けて､そこから動

作主は意図をもって臨むが､行為の生起においては動作主の意図によってコン トロールさ

れるのでなく､自然にそのような事態が発生した､ということを表すのである｡つまり､

助動詞-C1'-taの自発はそのような文脈を基本的な意味パターンとして､存在すると理解さ

れる｡その場合､動詞によって指示される事態への実現に至るという､行為の成 り行きの

プロセスが前面化するように受け取れる｡(39b)においても､仮においしく食べようと

意図しても､そのような環境ではおいしく食べるという事態-の成立には至らない､とい

う未到達のところから逆理として可能の意味を表す｡

このように､接辞-1'と助動詞･cl'-tBの2つの形式は､自発や可能の範噂を共有するわけ

である｡ しか しながら､接辞一才は､行為の生起を動作主の内的要因によるものとして受け

止めることによって､その事態が動作主の意図によるものでない､とい うことを表す｡一

方､助動詞-cl･taでは､行為が非実現の状態から実現に至るとい う意味パターンを基本に

する自然の発生として受け止めることによって､文脈上に存在する動作主の意図が否定さ

れることになる､という違いが存在する｡

2つの形式のこのような意味的相違が理解されれば､次の文でなぜ接辞-jだけ許されて､
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助動詞-cLLtaは不適切であるのかが納得できる.

(40) a.SWuphyengsen cemelipay-ka hanchek po-1'･n･ta.

水平線 あの遠く 舟-NOM 一隻 見る-ISUF_PRES_ⅠND

(水平線の向こうに一隻の舟が見える｡)

b･*swuphyengsen cemelipay-ka hanchek po-a･ct'-n-ta.

水平線 あの遠く 舟-NOM

(41) a.congsoli-ka tu1-11'･n-ta.

鐘 音･NOM 聞く-ISUF-PRES･IND

(鐘の音が聞こえる｡)

bI'congsoli-ka tu1-e･cI'･n･ta.

鐘 音-NOM 聞くICI･PRES･IND

一隻 見る-cI･PRES-IND

(40-41)の (a)のように視覚や聴覚に関する動詞は､行為の生起が動作主の感覚器官

を通 して成 り立っものである｡このような動詞には､(40-41)の (b)でみるように助

動詞ICl'taを用いることはできないOなぜならば､助動詞-cl･taは内的要因によって成り立

つ自発でなく､行為の成 り行きを表すことによって成 り立っ自発を表すからであると説明

できる｡ したがって､このように感覚器官などを通して自分にだけ感知可能な動詞の場合

は､普通 2つの形式が平行的に表れることはないといえる｡

次に､無生自発の例をみてみよう｡

(42)a. i mwun･un calan yel･11'･nun mwun-ita.

この ドアーTOP よく NEG 開ける-ISUF･PRES ドアーIND

(この ドアはよく開かない ドアだ｡)

b.i mwun･un cal an yel-e･cL'-nun mwun-ita.

この ドア･TOP よく NEG 開ける-cl'-PRESドアーINI)

(この ドアは (開けても)なかなか開かない ドアだ｡)

(42)では自発に起こりうる傾向にあるものが否定されたため､不可能の意味を帯びるこ

とになる｡ しか し､その中でも (42a)は､事態が生起しない理由を無生主語の性質又は

内在的属性によるものとして言い表される｡他方､(42b)は動作主が意図をもって開け

てみても､開かない状態から開く状態への実現が起こらないという､その過程における生

起に焦点が当てられる｡即ち､前者は事態の生起において無生主語の性質又は内在的属性

が問題とされるが､後者の場合は無生主語の動きのプロセスが起こらない､という事態の

成 り行きそのものを問題とする｡

このような考察を受け入れると､次の不適格な文に対してもそれを正しく判断 しその

理由を適切に説明することができる｡
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(43)a･yellll'-n u皿akhoy.

開ける-ISUF-REL音楽会

(公開音楽会｡)

b･?? yel-e･cl-n umakhoy.

開ける-cI-PAST.REL音楽会

(開かれた音楽会｡)

(44)a.wumsik-i mok･ey ke1-11'･ess-ta.

食べ物･NOM 喉-LOCかける･ISUF-PAST-IND

(食べ物が喉に引っ掛かった｡)

b･ i wumsik-i mok-ey kel-e-clやSS･ta.

食べ物INOM 喉･LOCかける･C1'･PASTJND

(直訳 ;食べ物が喉に掛けられた｡)

(45)a.nalssi-ka pllWu1-Ill-eSS-ta.

天気･NOM 解く-ISUF･PAST･IND

(直訳 ;天気が解けた (暖かくなった)0)

b.??nalssi-ka phwuLe-cl'･ess-ta.

天気-NOM 解く-cl-PAST･INlj

(直訳 ;天気が解けるに至った｡)

(46)a.swuswukkeykki-uy mwuncey-ka phwul-1i･ess･ta.

なぞIGEN 問題-NOM 解く-ISUF-PAST-IND

(なぞの問題が解けた (解決した)0)

b.elyewunswuhakmwuncey-ka phwul-e･cJ'･ess･ta.

難 しい 数学 問題-NOM 解く-C1'-PAST･IND

(難 しい数学の問題が解けた｡)

接辞-1'を用いる (43a)は､音楽会の性質 (そのような事態を生起させる性質をもつ音楽

会)を表すものであるため､現実世界における事態の実現を表さなくても適切であるO -

方､助動詞ICl'･taを用いる (43b)は､事態の成り行きそのものに焦点を当てるものであ

るため､実際の行為が起こらなければならなくなる｡ したがって､(43b)は､どのよう

な状態で開かれた音楽会であるか､という情報の量 (たとえば､場所や時間など)の不足

のため (Grice(1975)を参照)､不適格とされる｡もし､そのような情報が過不足なく補

えられれば､(43b)は関係節として成り立っことができる｡

(44a)は､飲み間違えて喉に引っ掛かった場合の偶発的状況を想定 しなければいえ

ない文である｡この場合､状況でなく､文が言い表している意味は食べ物がまるで独 りで

に動ける性質をもつものであるかのように描写される｡つまり､食べ物が喉を通っていく

途中､勝手に止まってしまい､(引っ)掛かった状態にある､というように｡一方､(44b)

は､掛けられない状態から掛けられた状態への変化に至るプロセスを想定しなければなら

ない｡この場合はそのような行為の成り行きが存在 しなければならないため､当然食べ物

自体もそのような行為の結果として実際に喉 (首)に掛かっていなければならなくなる｡

つまり､食べ物を喉 (首)に掛ける､という実際の行為の結果､喉 (首)には食べ物が掛
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かっている､とい うようにである｡よって､(44a)は適格であるが､(44b)は情報の量

の過不足とは関係なく､世界の知識によって不適格とされる｡

次の (45)と (46)では､接辞-1'を用いる (45-46)の (a)をみると､(45a)の天

気は自ず と回復する力があると認識されるように､(46a)のなぞの問題もそのような傾

向にある性質をもつものとして見なすことができる｡その場合は ｢解けた｣とい う本来の

意味から ｢解決 した｣とい う意味に拡張する｡ したがって､自然現象は自らそのような事

態を引き起 こしうる性質をもつものとして見なされるため､(45b)のように助動詞IC1-ta

を用いると､不適格である｡一方､(46b)が (46a) と違 う点は､動作主の行為の成 り

行きが前面化するとい う点である｡即ち､解けられない状態から解けられた状態に実現 し

た､とい う風に言い表されるのである｡

このような2つの形式の意味的相違を仮に､｢属性 自発｣と ｢成 り行きの自発｣として

呼んでお こう｡次節では､この 2系列の自発をより詳 しく考察 して接辞･)'と助動詞-cI･ta

が担 う自発範噂のあり方を明らかにしたい｡

7.3.2.2系列の自発 と形式の重複

上記の (43-46)のような例は､Lee(1993:294･309)や Yeon (1994:121-130)

では､接辞･)'の適格性は自発の意味を表すためであるが､助動詞-cI-taの不適格性は自発

を表さないからであると判断される｡つまり､Lee(1993:271･309)では､接辞-1'は自発

的､偶発的プロセスであり､そのプロセスに対する責任は主語の属性に帰属するため､自

動詞の機能と類似するO -方､助動詞-cl'-taは非自発的であり､そのプロセスが起こった

のは隠れた動作主にその責任があるとい う｡

Leeの主張は､接辞-1'に対 してはわれわれの主張と基本的に一致 しているが､助動詞-clta

の自発用法を認めないものに対 しては立場を異にする｡即ち､われわれは､接辞-1'や助動

詞-cl'･taの基本的な意味用法は両方 とも自発であり､可能は典型的には否定を介在 して自

発から転換すると考える｡そ して､2つの形式が担 う自発の中で､接辞-1'の ｢属性 自発｣

より助動詞-cj-taの ｢成 り行きの自発｣の方が焦点から外された動作主の存在を認識 しや

すくなるとい う点で､統語的受動化により適 している､と主張するわけである｡

では､今度は実例を通 して助動詞-C1'taの自発用法を観察してみよう｡

(47) - na-nun ikaul-ey myehkwuen･uychayk-ul ilk-ulkes-ita･

私_TOP この秋･に 何冊-GEN 本-ACC 読む-FUT･こと-IND

swulswul(A)ilk血=nun chaykmal･ko cakkwumam (B①)tep-e_-cj,nun

す らす ら よむ-ISUF･REL 本ではなく､何度も何度も 閉じる-cl'-PRES.REL

kulenchayk･ul kol-1a ilk-ulkes･ita････. kulena cinccayangse-nun

そのような本-ACC選んで読む･FUT-こと-IND｡-｡ しか し 本当の良書-TOP

ilk-taka cakkwu(B②) iepJnun chayk･ieyahan-ta.･.･｡ku-walath-un

読む一途中しきりに閉じる-ISUF･REL本でなければならない｡-･｡そのような

chayk･uncisik-inamwunca･lo(C)血 n keyani-1a wucwu-uy

本ITOP 知識-か 文字-で 書くJSUFICIIPAST.REL ものでなく､宇宙IGEN
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ipkimkath-un kes-eyuyhay (C)ssu･p-e-cL'-ess-ul kes kath-ta.

息吹きのようなもの一によって書く-Ⅰ.SUF-cIIPAST･guess.RELことのようである｡

(私はこの秋に何冊かの本を読みたいと思う｡すらすら (A)遜旦五本でなく､

何度も何度も (B①)閉じられてしまう (本の蓋が自ずと閉じられて何か考え

させる)そのような本を選んで読みたいのである｡-｡しかし､本当の良書と

は読む途中しきりに (B②)閉じられる本でなければならない｡--｡そのよ

うな本は知識や文字で (C)書かれたのでなく､宇宙の息吹きのようなものに

よって (C)書かれたかのようである｡)

(法頂 『無所有』 p.27)

(47)を簡略に示すと､次のようである｡

(48)(A) すらすら遜旦五本でなく ･･･ilk-LI'-

(B①)何度も何度も閉じられてしまうそのような本 ･･･tep-e-cI'-

(B②)しきりに閉じられる本 - tep･)'-

(C) 知識か文字で書かれたのでなく - ssu･y-e-cl'-

(C) 宇宙の息吹きのようなものによって書かれたかのよう･.･sSu-y･e-C1'･

(47-48)の (A)と (B②)には接辞-1'が､(B①)には助動詞-cJ'-taがそれぞれ用いられ

ている.一方､(C)には､接辞11'と助動詞-cl'-taの交差的重複も許されている｡意味的に､

(A)は ｢(立ち止まって考えさせるものがないため)すらすらと読める (あるいは読まれ

てしまう)本｣である｡ここで､接辞-1'が用いられるのは､行為の生起の成否がその本の性

質､つまりそのような行為を生起させる性質をもつ本という､その性質に根挿しているか

らである｡

次に､(B①)と (B②)は ｢(考えさせるものが多くその中に含まれているため､自ずと

思索に没頭してしまい､そのために)本の表紙が何度も何度も自然に閉じられる (てしま

うそのような)本｣という外延的意味においては､両者は同様である｡ところが､一方の

(B①)では､そのような行為の成り行きに焦点を当てているため､その行為の進行ととも

に事態成立の過程が前面化して表れるようになる｡それに対して､もう一方の (B②)では､

そのような行為を生起させる性質をもつ本として見なされる｡即ち､行為の生起はその本

の属性に根挿しているものと見なされるのである｡

即ち､接辞･1'を用いる (A)や (B②)だけでなく､助動詞･cI-taを用いる (B①)も同

様に自発を表すということは､明らかである｡なお､前者の (A)や (B②)と､後者の (B

①)の意味的相違は､｢属性自発｣と ｢成り行きの自発｣によって有効に説明される｡

ところが､問題は (C)のように2つの形式の交差的重複を許す場合である｡上の (C)

の場合は､自発より受動に近いといえる｡が､次の (49)で観察されるように､典型的な

自発用法も存在するからである｡
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(49) inSayng･un Gal-ki elyep-tanuntey

人生-TOP 生きる･名詞化 難 しい-というのに

si-ka ilehkey swyp-keysSu-y･e-C1'-nun kes-un pwukknlemInil-ita.

詩INOM こんなに た易く書く･ISUFIC1'-PRES.RELこと-は恥ずか しいこと.IND

(人生は生きがたいものなのに､詩がこうたやすく書けるのは恥ずか しいことだ｡)

(翻訳は伊吹 郷 訳 『ダ東柱全詩集』｢やすやすと書けた詩｣の一部)

(49)に､原文により即 した訳をすれば ｢人生は生きがたいというのに､詩がこんなにた

やすく書かれてしまうのは､恥ずか しいことだ｣である｡この場合､(49)の rSSu-y-e-Cj-｣
(書かれる)において意味的に重要な点は､｢詩が自ずと心の中から思い浮かび､それが

勝手に書かれるという行為に至って､作品の詩として生まれる｣とい う一連の事態成立の

過程が描かれる点である｡なお､それは動作主 (作者)のみが感知可能な経験を言い表す

ものである｡ したがって､(49)の日本語の翻訳の ｢書ける｣では､ひょっとすると作者

の能力的可能の意味が込められている可能性がある｡ しかし､原文では､そのような読み

はない､ということに注意 していただきたい｡

ここで問題にすべきなのは､接辞-1'と助動詞･cl'-taは単独にも自発用法に用いられるの

に､ 2つの形式の交差的重複を許 しても､相変わらず自発用法が可能であるという点であ

る｡この間題については､2つの形式が担 う自発の意味的相違を､われわれが提案 した ｢属

性 自発｣と ｢成 り行きの自発｣を受け入れることによって解決できると考えている｡即ち､

この提案は､接辞-1'と助動詞･cJ'･taの2つの形式が交差的重複を許 しても論理的に矛盾 し

ない｡

具体的にいえば､(49)のように ｢[Ⅰ]詩が自ずと心の中から思い浮かび､川]それ

が勝手に書かれるとい う行為に至って､[Ⅲ]作品の詩として生まれる｣とい う一連の事

態成立の過程が存在する場合､[Ⅰ]- [Ⅲ]に至る行為の生起は動作主の内的要因によ

るものであるが､[Ⅲ]- [Ⅲ]に至る進行過程は行為の成 り行きに焦点が当てられたも

のである｡この場合､前者は接辞･)'が担 う意味として捉えられて､後者は助動詞-cl-taが

担 うものである､と説明すればよい｡よって､2つの形式はその順番を入れ替えることは

できない｡

(50)a.*ssu-e-cL'-1'･ta(書くICl'-ISUF-IND)

b.★ ilk-e･cJ'-)I-ta(読む-cI･ISUFIIND)

このように2つの形式の重複は無生自発においても許されて､なおかつ 自発の意味を

表すことができる｡

(51) taymwun･i cimaumtaylo yel･11'cICL'C-peli-ess-ta･

大門INOM 自分勝手に 開ける･ISUF-cl･しまう･PAST･IND

(直訳 ;大門が自分勝手に開いてしまった｡)

(51)が用いられる状況は､自分 (話者)が意図していないにもかかわらず､大門が闘い
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てしまった場合であり､この文を用いて伝えようとする意味は､その事態に対する責任の

所在が自分にあるのではない､ということを表す｡つまり､事態成立に対する責任はすべ

て大門にあって自分ではない｡この場合､勝手に開いてしまう大門には､その性質を問題

にする ｢属性自発｣が感 じられるとともに､そのような性質によって事態成立まで勝手に

起こった､という風に表現されるものとして受け取ることができる｡

以上のように2系列の自発のあり方を正しく位置づけることによって､2つの形式が

別々に用いられた場合にも有意義な説明を与えることができる｡

(52) a.kucip taymwun-un ithu1-maney yel-1L'･eSS-ta.

その家 大門-TOP 二日-で 開ける-ISUF･PAST･IND

(その家の大門は二目ぶりに開いた｡)

b.ku°ip taymwun･un ithu1-maney yel-e･clやSS･ta.

その家 大門-TOP 二日-で 開ける-cl'-PAST-IND

(その家の大門は二日間かかって開かれた｡)

(52)のように ithu1-maney(二目で)という時間的限界を表す副詞句を用いた場合､接

辞一才を用いる (52a)では､二日間ずっと閉めていたその家の大門が､二日ぶりにその動

的生起､つまり動的事象の出現が起こった､ということを表すO-方､助動詞 -C1'-taを用い

る (52b)では､たとえば､話者が事態の成立を待ち望んでいるか､そうでなければ､そ

の家の大門は錆びたり故障したりしてなかなか開かない､といったような特別な状況があ

ると認識される｡そのような文脈の上で､開かない状態から開く状態-の変化が起こった

場合､それは動的生起として見なされるのでなく､話者はそれをそのような過程における

事態成立として受け止めることができる｡つまり､事態が成立していない状態から事態成

立に至るまでに二日間かかった､ということを表すのである｡

次の (53-54)のように複数の事態を言い表す場合でも､両者の違いを正しく説明でき

る｡

(53) a.yocuum,etten chayk-i manhi phal･11'-e･yo?

最近､ どんな 本-NOM たくさん 売る･ISUF･POL.INT

(最近､とんな本がたくさん売れているのですか｡)

b.yocuum,etten chayk-i manhi ilk-hl'-e･yo?

最近､ どんな 本-NOM たくさん 読む-ISUF-POL.INT

(最近､どんな本がたくさん読まれているのですか｡)

C.yocuum,etten koki-ka manhi cap-hl'-e･yo?

最近､ とんな 魚･NOM たくさん とる･ISUF-POL.INT

(最近､どんな魚がたくさんとれるのですか｡)

(54) a.? yocuum,etten chayk-i manhi phal-a-cl'-e･yo?

最近､ どんな 本-NOM たくさん 売る-cL'-POL.INT

(最近､とんな本がたくさん売られるのですか｡)
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b.? yocuum,etten chayk-i manhi ilk-e-cl-e-yo?

最近､ どんな 本-NOM たくさん 読むICI'-POL.INT

(最近､どんな本がたくさん読まれるのですか｡)

C.? yocuum,etten koki-ka manhi cap･a-cl'･e･yo?

最近､ とんな 魚-NOM たくさん とる･cl'･POL.INT

(最近､どんな魚がたくさんとられるのですか｡)

(53)は､ある一定の時点における複数の事態の生起の進み具合を聞くものである.たと

えば (53a)は本の売れ行きを聞く質問であるが､この場合､それは聞き手にとって直接

的な経験であってもよいが､一般に観察者としての聞き手の意見が問われる文である｡し

たがって､(53a)の聞き手は普通書店の店員であるとされるが､(53b)では､書店の店

員や先生のようにその事象が観察可能な人である｡ (53C)では､川の近くの住民が聞き手

となる場合もありうる｡即ち､聞き手はその事態を引き起こす動作主ではない｡

一方､助動詞ICJ'taを用いる (54)の状況は､動作主､つまり聞き手本人にとって､その

ような行為がたくさん行われているかどうかが聞かれる文として理解される｡つまり､

(53)は無生自発であるのに対して､(54)は有生自発であると理解されることになる｡こ

の場合､なぜ助動詞ICl'taは不自然なのか､ということであるが､それはある一定の時点に

おける複数の (散発的な)事態の生起を､一人の動作主体にとって起こるものとして結び

付けて､表現することは困難であるからである､と説明できる｡では､なぜ接辞-1'は適切な

のか｡それはまず､第 1に､接辞Jでは複数の散発的な事態であっても観察者の視点から表

現することができるからである｡第2に､そのような事象が起こった場合､事態生起は他

ならぬ主格が用いられている主語の属性によって起こる､ということを表すことができる

からである｡

以上のように､接辞･)'は ｢属性自発｣を表し､助動詞-cI-taは ｢成り行きの自発｣を表

すと提案することによって､2つの形式が重複しても自発を可能にするメカニズムを明ら

かにすることができたOさらに､感覚動詞類にはなぜ助動詞･cltaが不適切であるのか｡′自

然現象の変化においても､なぜ接辞･)'だけが許されるのか､といったこともわれわれの提案

によって解決できる問題である｡なお､mantul･ta(作る),cis-ta(作る)などの動詞には

なぜ接辞Ij派生形が存在しないのか､ということに対しても説明を与えることが可能になるO

それは､これらの動詞の目的語は行為によって新しく作成されるものであるため､その目

的語が主語になる自動詞文では､｢属性自発｣は表せないからである｡したがって､

助動詞-cl-taは自発を表さないというより､接辞-1'が表す ｢属性自発｣を表さないというべ

きであり､そして､助動詞ICl'-taが不適格である場合は､｢成り行きの自発｣に適切な文脈

が整えていないからであると理解すべきであろう｡残された問題は､接辞･)'はなぜ非制御性

再帰を表すことが可能なのかである｡それは自発 (無生自発)といかに相関しながら存在

するのかを明らかにする｡(第6章の6.2.2.と関連)

7.3.3.非制御性再帰と自発の関連

非制御性再帰については第6章で詳しく取り上げたが､それは次のような構文を指す
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ものであった｡

(55)a.sonkalak･ey panul･iccil-h'･ess･eyo.

指-LOC 針･NOM 刺す-ISUF･PAST-POL.MOD

(針が指に刺さった｡)

b.panul･ey sonkalak-icci1-ll'-ess-eyo.

針-LOC 指-NOM 刺す-ISUF-PAST-POL.MOD

(針に指が当たってしまい刺さった｡)

(55)のような文が用いられる状況は､縫い物の作業中などにうっかりして自分の指を刺

して しまった場合である｡そのとき､(55a)のように道具の針が主格名詞句であると､

針が勝手に動いて しまい指に刺さった､とい う風に表現される｡一方､(55b)のように

主格名詞句が動作主自身の身体部分であると､今度は指が勝手に動いてしまい､針に当た

ってしまった､という風に言い表される｡

なぜ､非制御性再帰には接辞･)'が適切であるかOそれは､主格名詞句がそのような事態

を引き起こしうる性質をもつものとして見なされる ｢属性自発｣を基本にするからである｡

このような接辞ll'の性質は､次の文の適格性を判断することもできる｡

(56)a.(kemicwul/chimaI･ka mom-ey kam･kt･n･ta.

(蜘妹の糸/スカー トト NOM 体-LOC 巻く･ISUF-PRES･INI)

((蜘妹の糸/スカー ト)が体に巻き付く｡)

b.* namwutwungci-ka mom･ey kam-i)'･n-ta･

木の切り株-NOM 体ILOC 巻く･ISUF-PRES･IND

(木の切り株が体に巻き付く｡)

(57)a.tengkwul-i namwutwungci-ey kam-hl'七 Ol･la･ka-n-ta.

つる-NOM 木の切 り株-LOC 巻く-ISUF上がる･行く･PRES-IND

(直訳 ;つるが木の切り株に巻き上がっていく｡)

b.?? chelsa-ka namwutwungcl-ey ham-h'増 01･la･ka･n-ta.

針金-NOM 木の切り株-LOC 巻く-ISUF 上がる･行くIPRES･INt)

(直訳 ;針金が木の切 り株に巻き上がっていく｡)

(56a)の蜘妹の糸やスカー トは､客観的な事実として自らではそのような動きを生起さ

せる性質をもつものではない｡それにもかかわらず､(56a)は自然な文である｡それは

次のように説明できる｡(56a)は､現実的な状況として､体の持ち主が直接動くとい う

前程がなければならない｡蜘妹の糸やスカー トが体に巻き付くという偶発的な出来事は､

そのような前提によって成 り立つものである｡ところが､このような状況は､あくまでも

現実世界の出来事であるにすぎず､この文が言い表す叙述内容では､蜘妹の糸やスカー ト

があたかも自ずから体に巻き付くという出来事を引き起こしているかのように表現される｡

よって､(56a)の主語は､そのような動きを生起させる性質をもっていると見なされる

ため､適切であるが､(54b)の主語は､そのような動きを生起させる性質をもたないも
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のとして見なされるため､不適切である｡

一方､(57)の ｢つる｣は､客観的事実としても自ら巻き上がっていく性質をもつもの

であるため､適切であるが､(57b)の ｢針金｣はそのような動きを生起させる性質をも

たないものであるため､不適切である｡

さらに､次のように道を通り抜けて走れるはずの車が道に渋滞した場合や､煙突を通

り抜けて外に出るはずの灰が煙突にいっぱい詰まっていた状況が存在する場合は､(59)

のように道や煙突のような全体に焦点を当てて偶発的な事態発生として言い表すこともで

きる｡また､(58)のように､車や灰のような動けるものに焦点をあてて主格を与えるこ

とも可能である｡

(58) a.ki1-ey cha･ka kkwak mak-LL'七SS･ta.

道ILOC車-NOM ぎっしり 塞ぐ･ISUF･PAST･IND

(道に車がいっぱい支えている｡)

b.kwulttwuk-ey Gay-ka kkwak mak-A)I-ess･ta.

煙突･LOC 灰-NOM ぎっしり 詰める-ISUF-IND

(煙突に灰がいっぱい詰まっている｡)

(59)a.cha-loinhay kil-i kkwak mak･ム⊥ess-ta.

車･INS因して道･NOM ぎっしり 塞ぐ-ISUF･PAST-INt)

(車のせいで道がいっぱい支えている｡)

b.caylloinhay kwulttwuk-ikkwak mak-hJ'-ess･ta.

灰-INS固して 煙突･NOM ぎっしり 詰める-ISUF･PAST-IND

(灰のせいで､煙突がぎっしり詰まっている｡)

以上のように､接辞･1'が担う非制御性再帰や自発の中相範境は､主格名詞句が自らその

ような事態を生起させる性質をもつものとして見なされるという共通点が存在する-方､

被害性の度合によって非制御性再帰か無生自発かが判断されるという相違点も存在する｡

即ち､(55> (56)>(57-59)の順に被害性が高く､非制御性再帰と解釈される.一方､

その逆の順は無生自発と判断される｡このように被害性の存在有無は､自分が引き起こし

た行為を自分に還元させる､という再帰の意味を左右する意味的要因として働くことがわ

かる (cf.6.2.3.飾i).

したがって､接辞･1'の中相範噂が ｢属性自発｣の特性によって説明できるとすれば､次

のように1つの動詞に非制御性再帰と無生自発の両方の用法が表れても不思議ではない｡

(60)a.kasi-i mok-ey ke1-11'･ess-ta.(cf.(44a))

刺-NOM 喉ILOCかける-ISUF･PAST-IND

(刺が喉に引っ掛かった｡)

b･yen-i cenkicwul･ey ke1-ll'-eSS-ta･

凧･NOM 電気線-LOC かける･ISUF･PAST-IND

(凧が電気線に引っ掛かった｡)
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つまり､(60)では､刺や凧が勝手に動いて喉や電線に引っ掛かったように言い表される

という共通点をもつ｡ しかし､(60a)は､動作主自身の行為に自分が被害を被るとい う

非制御性再帰であるが､(60b)は無生自発である｡つまり､前者は誤って､うっかり刺

が喉に引っ掛かった場合でなければならない｡他方､(60b)では凧が勝手に飛び上がっ

て引っ掛かる場合と､動作主が引き起こした偶発的な事故である場合の2つの状況があり

うる｡後者の場合､文中に表れていない動作主がもしそれを惜しむことがあっても､それ

は動作主自身に還元する再帰の意味を表すことはできない｡

最後に､助動詞-cI･taはなぜ非制御性再帰には不適切であるのか､という点である｡そ

れは助動詞-cI･taは ｢属性自発｣を基本にしないからである､ということで十分説明が与

えられたと思われるが､実際､上の (55)を助動詞ICI-taに入れ替えてみても､(61a)で

は単に被害性の意味が出てこないだけであるが､身体部分を主格として用いる (61b)は

不適格な文となるのである｡

(61)a.sonkalak-ey panuトicci1-a)e-C1'-eSS-eyO･

指-LOC 針-NOM 刺す･cl'-PAST-POL.MOD

((自分も知らずに自ずと)指に針を刺してしまった｡/指に針を刺し得た｡)

b.?panul-ey sonkalak-iccillG)e-cL'-eS S-eyO.

針-LOC 指-NOM 刺す-cl'-PAST-POL.MOD

(直訳 ;針に指が当たるようになって刺さった｡)

7.3.4.日本語の自発 と可能

ここでは､日本語の ｢(ら)れる｣が担っている自発や可能を考察して､韓国語と比較 し

てその分布関係をまとめてみよう｡

(62)a.出稼ぎに外国にいった息子のことが案じられる｡

b.満月をみると､昔のことが思い出される｡

(63)a.大丈夫かなと思ったが､食べてみたら食べられた｡

b.長い間の練習の甲斐もあって､今日はじめて､100キロのバーベルが持ち上げ

られた｡ (尾上 (1998:94))

(64)a.この魚は食べられる｡

b.この人は､100キロのバーベルも簡単に持ち上げられる｡

自発笹､現代 日本語においては､(62)のような認識動詞類だけに限られる.一方､可能

の場合は (63)と (64)の2系列が考えられる｡即ち､(63)は､現実界における実現

(realization)を目当てにするものであるが､(64)は非現実界における実現可能性を問

題にするものである､という点で異なる6｡

具体的にいえば､実現を目当てにする場合の (63a)は ｢不可能かと思ったが､意図

を持ってやってみたら､その実現は (意外にも)自然に生起した｣という意味であり､(63

b) も ｢ずっと実現できなかったことが､やっと生起するに至った｣という意味を表す｡
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一方､実現可能性を間層にする場合の (64)の可能は､(64a)では ｢主語である動作の

対象物にそのような属性が備わっているため､誰でも意図さえすれば動作は実現可能な状

態である｣という不特定の人物における可能を表し､他方の (63b)は特定人物における

能力可能の意味を表す｡

この2系列の可能の中で､実現を問題にする (63)は､韓国語の-cL'-taと対応可能であ

るが､非現実界の実現可能性を問題にする (64)は､接辞-1'や助動詞ICl-taが担っている

可能とは対応不可能なものである｡

したがって､(63)のようなタイプの可能は､韓国語の-cj･taのように､個別的 ･一時

的状況における一回の生起の実現を問題にするものであり､次のようなプロセスをもつと

考えられる｡

(65) ①非実現の状態 (不可能な状態)一一 ②動作主が意図をもって実現に臨む一一

③ しかしながら､実現は動作主の意図によるのでなく､自然に生起するに至る

つまり､(63)の可能は､(65)のような実現に至るまでのプロセス全体を考えてこそ､可

能の意味が表出されるものと考える7｡もし､このプロセスの②を省いて､①の非実現の状

態から③の自然的実現だけを問題にすると､それは自発になってしまうだろう｡なおかつ､

②において参加 した動作主の意図は､③においては否定されて､実際には自然的実現にそ

の責任があると判断されるのである｡このようなプロセスの存在を間際で認識 し､表現す

ることが可能な人物は通常話し手しかいないであろう｡よって､一回の生起の実現を言い

表す場合の自発- たとえば､｢あなたには､あの草笛の音が聞こえるんですか｡｣のよう

なもの- と (63)のようなタイプの可能は､通常現在時制 (過去は動作主の経験的事実

をいう)と1人称をとる､ということが理由づけられるのではないだろうか｡

以上のような考察から､実現を問題にする可能は自発とその意味を共有 していること

がわかる｡ したがって､韓国語の-cl'･taが自発と可能の2つの意味を担 うことがこれによ

って説明できるとともに､韓国語の可能は自発の意味領域から拡張していない､というこ

とも明らかにされる｡一方､中相範境における日本語の ｢(ら)れる｣は､自発よりも可能

において生産的であることがわかる｡

7.4.おわ りに

本章では､ 2つの形式には自発の範境が併存しながらも､なぜ統語的受動化には接辞11'

より助動詞-cl･taが適切であるか､という問題を考察した｡

即ち､助動詞-C1'･tB受動は無生主語を典型として､動作主マーカーに･ey uyhay(se)(-

によって)が用いられる､という特徴をもつ｡このような受動は､自発からの展開とい う

観点からみると､無生自発にもっとも近い関係にあることが認められる｡言い換えれば､

無生自発において焦点から外された動作主の存在を文中に表出することが許されると､無

生受動が獲得されると考えることができる｡このような過程を考えると､無生自発は助動

詞.cl･taだけでなく､接辞-L'の中相範噂にも存在するため､なぜ接辞-1'ではなく助動詞-cI-ta

の方がより適切であるか､という問題が存在するわけである｡
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われわれはこの間層について､接辞-1と助動詞･cl'･由 が担 う意味的相違や中相範噂の相

違を明らかにすることによって説明した｡即ち､2つの形式は自発や可能においては併存

するが､非制御性再帰においては接辞-1'だけに限られる､という点が注目されるo接辞･)I

には､なぜ非制御性再帰とともに自発も同時に許されるのか｡それは､接辞-1'の非制御性

再帰や自発が ｢属性自発｣を基本にするものである､という意味的特徴を明らかにするこ

とによって説明できる｡即ち､自発や非制御性再帰は被害性の有無による相違はあるもの

の､行為の責任が自分 (有生自発の与格主語)の内的要因及び主格名詞句 (無生自発)の

属性に帰属するものと見なされる点では共通する.,ところが､受動への展開において､非

制御性再帰は被害の意味を最大化することによって有生主語の意味的受動化を果たしてい

る (第 6章を参照)｡ しか し､それに対 して､無生自発は ｢属性自発｣の意味特徴によっ

てむしろ自動詞に発展すると考えられる｡

-方､助動詞ICl'taは､接辞･1'の ｢属性自発｣と違って､動詞が指示する内容の非実現

の状態から実現の状態に至る､という成 り行きに焦点が当てられた ｢成 り行きの自発｣の

意味特徴を表す｡｢成 り行きの自発｣において重要な点は､文脈中に動作主の意図的行為

が関与しているという点である｡つまり､動作主は意図をもって行為の実現に臨むが､実

際の実現においては動作主の意図によるものでなく､自ずと実現した､という意味を表す｡

助動詞-cL'tBの受動は､このような文脈中に存在する動作主を構文中に表出することが許さ

れることによって獲得されたと考えられる｡

以上によって､韓国語の態範噂は自発がもっとも広く､受動はそれほど発達 していな

い､という点が指摘できる｡それは､日本語の ｢(ら)れる｣は受動がもっとも広く､自発

は ｢思い出される｣のような認識動詞類にしか残っていない､ということとは対照的であ

る｡なお､可能においても､｢大丈夫かなと思ったが､食べてみたら食べられた｡｣のよう

な実現を問題にする可能には韓国語の-cl-taが対応できるが､｢太郎は生の牛肉が食べられ

る｡｣のような能力可能は表せない｡即ち､韓国語の可能は､自発の意味領域から拡張 し

ていないのである｡

一方､日本語の受動は､韓国語より生産的であるといえるが､実はそれ も有生受動に

おいてだけであり､無生受動になると､韓国語のIC1-ta受動と同様の受動化制約が存在す

る｡ここではこれを､統語的受動化における制約であると判断した｡
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第 8章

結 論

本論文でわれわれは､使役と受動を 1つのものとしてまとめあげる文法範噂として､

意味的他動性を提出した｡即ち､使役と受動は有生主語の行為の方向を問盾 とするヴォイ

スの対立であり､それは意味的他動性に基づく文法的意味の最大対立をなすものと位置づ

けた (cr.柴谷 (1997b))｡それによりわれわれは､韓日両言語のヴォイスの体系を明ら

かにすることができた｡

以下ではまず､第2章から第7章までの分析を要約する｡次に､韓日両言語の態の派

生関係とヴォイスの体系を図式的に表示 して､両言語の相違を左右するパラメータを改め

て提示する｡最後には､本論文の意義を考えてみる｡

8.1.要約

第 2章から第4章までは､他動性と使役の関連について分析した｡まず､第 2章では､

日本語の語桑的使役と生産的使役のパラメータを提出した｡即ち､語桑的使役の被使役者

の位置には､無生のモノを典型とし､有生のヒトでも着点をもつ移動動詞であれば､用い

ることが許される｡一方､生産的使役の被使役者の位置には､有生のヒトを典型とし､｢吹

かせる｣や ｢凍らせる｣｢固まらせる｣などのように無生のモノでも潜在的能力をもつ存

在物と見なされるものであれば､用いることが可能である｡ したがって､生産的使役は有

生のヒトと潜在的能力をもつモノ (animate&potent)をパラメータ値とし､語菜的使役

は無生のモノと非意志性のヒト (inanimate&non-volitionalhuman)をパラメータ値と

する｡

一方､韓国語は､たとえば､日本語の ｢笑わせる｣｢立たせる｣｢読ませる｣などのよ

うに生産的使役形 しか存在 しないものにも､wus-kl'-ta,Se-yWu･ta,ilk-hl'-taなどのよう

に語桑的使役形が対応する｡それは､人間の行為を表す動詞は対応する語秦的使役交替形

をもたない､というHaspelmath(1993)の一般化や Shibatani(1998b)の研究とも符

合 しない点で､この間題に対する有意義な説明を与える必要が生じる｡この間題について

われわれは､韓国語の語秦的使役のパラメータは日本語と基本的には一致するが､非意志

性のヒトを受け入れる範囲が 日本語より広い､という風に理解すべきであると主張した｡

その理由については､第3章と4章で詳細な議論を展開した｡

韓国語の語乗的使役は､従来の研究では一般に接辞･)I(･h',･11',･ki,-wu,-kwu,･chwu)

をもつ他動詞派生形動詞を指すものであるが､実は､基本形動詞と派生形動詞はその対応

関係において､非使役と使役の対応関係を示さないものが多く存在する｡第 3章では､こ

のように非使役と使役の対応関係を示さない構文を ｢結合価変化のない構文｣として浮き

彫 りにした｡この構文に対する問題意識は､韓国語の動詞の自他の区別は何を基準にする

ものなのか､という他動性の基準に関する根本的な問題に迫られたことによる｡われわれ

は､韓国語の動詞の自他の区別は統語的基準によっては解決できず､意味的他動性を提出

することによってこそ解決可能であることを主張した｡つまり､基本形動詞 と派生形動詞
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は､形態と統語の対応関係でなく､形態と意味の対応関係を問題にすべきであり､それは､

行為が自分の領域 (Sphere)の中の納まるのか､それとも､行為が自分の領域の外に向か

って及ぶのか､という意味を基準にする他動性 (意味的他動性)によって説明されるべき

であることを明らかにした｡

このような理解の上に立つと､従来は使役形動詞として扱われてきた ssiS･ta (自分の

体を洗う)と ssis-kl'-ta (他者の体を洗う),pes･ta(自分の服を脱ぐ)とpes-kL'-ta (他者

の服を脱がせる)のような動詞の対応関係も､実は､意味的他動性に基づく派生形動詞で

あることがわかる｡ではなぜ､これらの動詞は使役形動詞として扱われたのであろうか｡

それは､第4章で取り上げた ｢結合価変化のある構文｣の成立において使役化を想定する

ことによって解決できた｡即ち､われわれは意味的他動詞構文から使役化-の展開を仮定

する｡それは､意味的他動詞構文における所有格名詞句 ｢他者の｣が､所有格-対格-与

格の順に格交替が行われるとともに､項の増加が果たされて使役化すると考える｡このよ

うな考え方に基づくと､韓国語の語乗的使役の特性は､自分の領域の外に向かって行為が

及ぶ､という意味的他動性のもっとも基本的意味から､他者の領域に向かって行為が及ぶ､

という最大化を成し遂げる動詞において獲得されていることが理解されよう｡

ここで注目すべきは､格交替によって展開された語秦的使役の与格構文はいかなる特

徴をもつ構文であるのか､という点である｡つまり､与格標示の被使役者は動作主である

のか､それとも､対象であるのかOそして､その構文の意味は 1つの単一イヴェン トとし

て理解されるのか､それとも､2つのイヴェントとして理解されるのか｡この問題は 70

年代の変形文法の枠組みの中でもっとも重要な問題として議論されたものである (Yang

(1972,1974),Sllibatani(1973C,1975)など)｡が､韓国語学界では現在にいたって

も定説はなく､未解決の問題として残されている｡われわれは新たな視点で､副詞､再帰

代名詞､否定と敬語などのテス トによる統語現象を再検討し､語桑的使役の与格構文は被

使役者が動作主でなく対象であり､なおかつ､単一イヴェン トとして理解される直接使役

であることを確認した (Shibatani(1973C)参照)0

われわれにとってこの問題の重要性は､意味的他動性が使役に展開する場合､統語構

造が許容する構文の最大範囲を浮き彫りにすることにあった｡われわれは､語嚢的使役構

文は､授与構文 (cwu-ta構文)に依拠していると主張できるいくつかの証拠を提示 した.

即ち､(i)語嚢的使役の補助形式には､たとえば､masi･e-cwu･ta(飲む･やる ;飲ませて

やる),cwuy･e-cwu-ta(握る･やる ;握らせてやる)などのように､ cwu･ta(やる)が用

いられている.(ii)両構文における与格名詞句は着点であるO (hi) 2重対格構文の現わ

れ方が一致する. (iv)語桑的使役と cwu-ta(やる)はともに ｢他者指向性｣の意味特徴

をもつ動詞である､という点が挙げられた｡このような現象が表す意味の背景には､要す

るに､意味的他動性に基づく使役と非使役の対立は､意味的にcwu･ta(やる)とpat-ta(も

らう)の意味的対応関係と類似する､という注目すべき点が存在するということであった｡

ここでいよいよ､第 2章で残された問題に対する理由が提示できる｡即ち､韓国語の

語嚢的使役のパラメータは基本的には日本語の語嚢的使役と-致するが､なぜ非意志性の

ヒトを受け入れる範囲においては日本語より広いのか｡それは､韓国語の動詞の自他の体

系における意味的他動性を浮き彫りにすることによって､すでに説明できたことになる｡

次に､第5章から第 7章までは態の派生関係と受動化に対する分析である｡まず､第

217



5章では､韓国語と日本語の良動詞の態対立について考察した｡韓国語の自動詞の態対立

は､古典ギリシャ語の能動と中相の態対立のように意味対立を基本にするものであり､日

本語と異なる点として､(i)態現象に参加する動詞の意味的範噂の相違 (いわば､非能

格動詞か非対格動詞かの相違)､(ii)構文構成上の相違､の2点が挙げられた.

たとえば､｢鳥が飛ぶ｣は日本語では有生の性質によって ｢鳥に飛ばれる｣という能動

と受動の対立が成立つが､韓国語のnal-ta (飛ぶ)とna1-Ill-ta (揺れ動く)の対応は､r飛

行機が飛ぶ｣と ｢飛行機 (の機体)が風に揺れ動く｣のように無生の性質によって能動と

中相 (大部分の動詞は中相自発)の対立が成立つ｡このように韓国語には､叙述内容の意

味こそ変えるが､構文構成上においては語順さえもまったく変えない｡さらに､中相 自発

から受動-の展開においては､主語の行為性が他の要素によって完全にコン トロールされ

ることが要求される､という点を指摘したO したがって､韓国語の自動詞の受動は sok-ta

(編される)と sok-hl'･ta ((完全に)編される)のように､被害の意味を表す語条におい

て獲得されているという､注目すべき特徴が観察された｡

以上のような､自動詞の態の派生関係における韓国語と日本語の相違は､次のパラメ

ータで説明できた｡即ち､日本語の自動詞は有生のヒトと潜在的な能力をもつモノ(animate

&potent)のパラメータの値をもつ (柴谷 (1978),Shibatani(1998a))が､韓国語は

無生のモノと非意志性のヒト (inanimate&non･volitionalhuman)のパラメ一夕の値を

もつ｡このような結果は､受動の成否は使役の成否と一致するといった､三上 (1953)や

佐久間 (1983)をはじめ､旧くはすでに春庭 (1828)も認識していたように､受動と使役

の根坂的な関連を物語るものとして受け止めることができる｡ したがって､韓国語が 日本

語とまったく正反対のパラメータをもつとしても､考えてみれば､それは当然のことであ

り､別に驚くべきものではないことがわかる｡なぜなら､韓国語の受動は使役と同じ接辞-

1'が用いられているため､パラメータにおける両者の必然的な一致が考えられなくはない

からである｡

では､韓国語の接辞Jが担う受動と使役は果たしていかに関連するものなのか､という

問題が第6章で提起された｡たとえば､emeni-kaai-eykeycec･ulmwuト11'-eSS-ta.という

構文は､｢母親が子供におっぱいを (口の中に入れてお乳を飲むように)噛ませた｡｣とい

う使役と､｢母親が子供におっぱいを噛まれた｡｣という受動の2つの解釈をともに許す｡

この両構文の意味的関係 (つまり､口に入れて噛ませたから噛まれたという結果が導かれ

るという風な)から､多くの言語学者は使役と受動の関係を直接関連づけようとした (李

(1991)など)が､われわれは､両構文は直接関連づけることはできず､受動構文は使役

構文に牽引されたような形でクロスリンクしている､と主張した｡そのように考えるのは､

中相から受動-の展開過程が問題となったからである｡

即ちわれわれは､韓国語の接辞-1'受動は､再帰>非制御性再帰>受動-の展開過程をも

つと仮定 した｡この場合､再帰と非制御性再帰は非意図性や被害の意味の有無によって区

別されるが､受動-の展開においては非制御性再帰が有する被害の意味を最大化する方向

に向かって拡張していることが観察されたのである.即ち､接辞-1'受動は非制御性再帰が

有する被害の意味を最大化 した結果､獲得されたものである｡このような被害の意味の最

大化は､一方では主語に帰属する行為性を完全に奪うという受動化-の意味論的方略とし

て働き､もう一方では､非制御性再帰の中相範噂には存在しなかった目的語を要求するこ
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とになり､その結果､使役構文と同様に統語上には結合価増の変化が伴われた､とい う注

目すべき展開が存在するのである｡

ここで重要な間盾は､なぜ､中相から受動-の展開において目的語残留受動を作 り上

げて､使役構文と同様に結合価増の変化を引き起こすのか｡要するに､受動構文はなぜ､

使役構文とクロスリンクする方向に向かってその展開を推し進めたのか､とい う点である｡

われわれは､この現象がみせる問題の根源は､使役と受動を 1つに纏め上げる文法範噂の

要求にあると判断した｡それをわれわれは､意味的他動性に基づく文法的意味の最大対立

に求めたわけである (cf.柴谷 (1997b))｡即ち､使役と受動は ｢意味的自他｣の対応関

係にあり､それは､自分から他者に向かって行為が及ぶのか､それとも､他者から自分に

向かって行為が納まるのか､とい う有生主語の行為の方向性を中心とした意味的他動性に

おける最大対立をなすものであると位置づけたのである｡

韓国語の使役 と受動に対するこのような議論は､日本語の ｢させる｣と ｢られる｣の

関係においても同様に適用できるものである｡しかしながら､注意すべきは､両言語が選

択 した文法形式の機能的相違を見逃 してはならない､という点である｡即ち､日本語の ｢さ

せる｣や ｢られる｣は生産的な形式であるのに対 して､韓国語の接辞･Iは語桑的かつ非生

産的な形式である｡このような両言語間の相違は､使役構文と受動構文における統語的 ･

意味的な最大許容範囲を左右する決定的な要素として作用しているのである｡具体的にい

えば､韓国語の接辞-1'使役と受動は両者とも同様に､直接関与の状況でなければならない､

という強い制約が存在するが､それは語嚢的な形式に加せられた､単一イヴェン トとして

しか表現できない､という統語上の制約に他ならないと判断 した (Washio(1995)およ

び鷲庵 (1997a)と比較参照)｡それに比べて､日本語の ｢させる｣と ｢られる｣は両者

とも同様に､間接関与の状況も許すが､それは､2つのイヴェン トとして表現することが

許されなければならない､という生産的な形式に与えられた統語上の許容であると判断 し

た｡ここで､われわれは､使役と受動をともに､同じパラダイムで説明できる､とい う望

ましい結果を導き出すことができた｡

さて､われわれの枠組みの中では日本語の ｢教える｣と ｢教わる｣,｢授ける｣と ｢授

かる｣なども､有生主語の行為の方向を中心とする意味的他動性に基づくヴォイスの現象

として扱 うことができた (cf.寺村 (1982),杉本 (1991),柴谷 (1995) ) ｡ 一方､韓国語

では､接辞-1'の派生形をもたない動詞は､意味的自動詞に当たるさまざまな語秦を受動表

現として用いている｡たとえば､｢愛される｣は salang-ul pat･ta･(愛をもらう)のよう

に表現するが､pat-ta(もらう)の他にも､日本語の ｢聞く｣｢買う｣｢被る｣｢着る｣｢当

たる｣などに対応するものがある｡このように意味的自動詞が受動表現に選択されるのは､

使役と受動の意味的対応関係が､使役形 (派生形動詞)と非使役形 (基本形動詞)､及び､

cwu･ta(やる)とpat･ta(もらう)と類似するからであるといえる｡

最後に､第 7章では､統語的自動化の連続線上に表れる自発､可能､受動について考

察した.韓国語の場合､統語的自動化においては接辞-1'の他にも､助動詞･cI-taが用いら

れている｡この2つの形式は自発や可能の範境においては共存するが､統語的受動化 (疏

語的基準による受動化)においては助動詞･cl'-taが表れる｡即ち､接辞-1'の中相範境には､

自発の他にも非制御性再帰が存在 し､被害の意味をもつ非制御性再帰>有生主語の受動に

展開 していたのに対して､他方の助動詞-cl'･taは､自発から無生受動に展開するものであ
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ることを明らかにした｡

以上､第 7章を日本語との関連でまとめると､韓国語の態範噂では自発がもっとも広

く､受動はそれほど発達していない､とい う点が指摘できる｡それは､日本語の ｢(ら)れ

る｣は受動がもっとも広く､自発は ｢思い出される｣のような認識動詞類にしか残ってい

ない､ということとは対照的である｡なお､可能においても ｢大丈夫かなと思ったが､食

べてみたら食べられた｡｣のような実現を問題にする可能においては韓国語のICl-taが対応

できるが､｢太郎は生の牛肉が食べられる｡｣のような能力可能は表せない｡即ち､韓国語

の可能は自発の意味領域から拡張していないといえる｡

したがって､日本語の受動は韓国語より生産的であるといえるが､それも実は､接辞-1'

の有生受動に対応する日本語の有生受動においてであり､無生受動になると､韓国語の助

動詞-cl-ta受動と同様の制約が存在する､という点を指摘した｡それは､旧くは山田 (1908)

をはじめ､近年においては金水 (1991,1993)で取り上げた､非情の受身あるいは非固有

の受身といわれるもので､日本語の無生受動に対する制約であることは明らかである｡わ

れわれは､このような制約は統語的受動化における制約であると判断した｡

8.2.韓 日両言語の態の派生関係 とヴォイスの体系 (図式)

韓日両言語の態の派生関係とヴォイスの体系を図式的に示すと､次のようである｡

■

<ニ======>

J ∫

匪 至重要tT tl tl

二十__I I1-_二 二 :-:_I_-:I-_:i_:一二 〔

甘

統語的受動 イ

1項

K;韓国語 ■一十 ;能動と中相の対立 -- ;使役化

J,･日本語 → ,･受動化 - ,･相互関連又は連続性がある
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両言語の使役と受動の関係は､次の図式のようである｡

<パラメータ>

韓国語 (接辞-1) 日本語 ((さ)せる/(ら)れる)

無生のモノと非意志性のヒト 有生のヒトと潜在的能力をもつモノ

(inanimate& non-volitionalhuman) (animate& potent)

直接関与使役/直接関与受動だけ 間接関与使役/間接関与受動まで

8.3.本論文の意義

本研究は､接辞･1'のように 1つの文法形式が自動詞と他動詞､使役と受動などすべての

態範噂に用いられる､ということがなぜ可能なのか､という問題を出発点とした｡この問

題は､意味的他動性を想定することによって韓国語の動詞の全体的なパラダイムの解明と

して取り扱 うことができたO韓国語の接辞-1'の形式は､対象に向かって行為が及ぶ､とい

う意味的機能をもつ､と定義できる｡よって､文法的には主語であれ 目的語であれ､かま

わないことになり､言語現象の実際に即 した説明が可能になる｡このような意味的他動性

の提出は､単なる個別言語の特徴を明らかにしたことだけに留まるものではない､とい う

意義をもつ｡

即ち､韓日両言語における使役と受動は､有生主語の行為の方向性を中心とする意味

的他動性に基づくヴォイスの対立として位置づけられる｡さらに､意味的他動性とヴォイ

スの関連は､他言語においても観察される｡つまり､中相範境を形態で示す言語では､典

型的に ｢洗う｣のような身体行為動詞 (grooming&body･actionverbs)を中心に中相マー

カーが表れて､能動と中相 (再帰)の対立を示すが､この場合の中相範噂は意味的自動詞

に属するものである (Kemmer(1993)参照)｡一方､韓国語では､基本形動詞が意味的

自動詞に対応するため､受動の未発達に対する理由も説明できる｡

最後に､本論文で取り上げた問題およびその解決は､韓日対照研究の射程を遥かに超

え､言語類型論および普遍文法の研究に通じるものである｡すなわち､言語構造は孤立的

に存在するものでなく､いくつかの構文が関連しあって実現されるのが-般的である｡こ

れは､言語が歴史的産物としてあることからくる事実であるが､特にヴォイスの領域では､

中国語をはじめ多数の言語において自発､受動､受益､使役などが関連構文として見られ

る｡これ らの関連性については､文法化の観点などからの接近も試みられているが､その

総合的な研究は未開拓の分野である｡本論文で示した問題意識および分析は､この研究領

域における進展を促すものであることを願 う｡
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脚 注

第 2章

1 伝統的に､使役は生産的な形式の ｢させる｣を指すものであり､形態的に-e-,･a8-など

を有する他動詞は使役として考慮されなかった｡それが､60年代後半の生成意味論の

枠組みの中で､たとえば､kl'11のような他動詞をCAUSETOBECOMENOTALIVE

として分析されるようになってから､CAUSEの意味を含んでいる他動詞も使役として

認められるようになった (McCawley(1968)を参照)0 Sbibatani(1973b)では､

このような他動詞を語桑的使役であるとし､規則的で生産的な形式､つまり ｢させる｣

のような生産的使役と区別 している｡即ち､語桑的使役は形態的には不規則で非生産

的であるが､意味的には使役の意味を持っている一部の他動詞を指すようになる｡よ

って､形態的に･e,-asなどを有する他動詞だけでなく､｢割る｣のように形態的な特徴

を示さない他動詞もその中に入る｡参考に､Comrie(1981､1989)では分析的使役､

形態的使役､語費的使役の3分類を設けている｡ここでは､Shibatani(1973b)の用

語を用いる｡

2 Levin& RapapportHovav(1995)も参照｡この分野の先駆的研究としては､本居

春庭 (1828)の 『詞の通路』があげられる｡春庭では､ここでいう行為を表す自動詞

は ｢みずから然する｣(第 1段動詞)であり､状態変化を表す自動詞は ｢おのずから然

る｣(第 1段動詞)に分類される｡この2種類の自動詞の中で､前者の ｢みずから然す

る｣は ｢他に然さする｣(第 3段動詞)とだけ対応 し､後者の ｢おのずから然る｣は ｢物

を然する｣(第 2段動詞)とだけ対応する｡言い換えれば､｢みずから然する｣は ｢物

を然する｣(他動詞)と対応せず､｢おのずから然る｣は ｢他に然さする｣(使役)と対

応 しない｡春庭については､島田 (1979)とSIlibatani(1998b)を参照されたい｡

一方､Shibatani(1998b)では､春庭の ｢みずから然する｣は ｢Sa自動詞｣､｢おのず

から然る｣は｢S｡自動詞｣という用語を用いている｡さらにこのような分類は､Perlmtltter

(1978)の仮説以来広く認められてきた非能格動詞と非対格動詞と大体-致する｡

3 山田 (1936)ではヒトのモノ扱いに対 して､ラッセルの認識論に基づいた指摘がある｡

即ち､人間は自我であり物体は彼我であるが､自我も彼我のように取り扱えば､ ｢み

ずから然する｣の自動詞も ｢おのずから然る｣の自動詞として用いられ うる｡

4 Shibatani(1998b)によると､現実世界の事態は言語化する前に概念化されるため､

言語表現と現実世界とは一対一の対応関係を持たない｡即ち､言語表現が表すのは現

実世界そのものでなく､現実世界に対するわれわれの概念化なのである｡

5 被使役者の意味素性として意志性と潜在的能力の2つを設けると､次の3つの文の意

味的相違も適切に捉えることができる｡

(1) a.監督はシナリオの台本どおりに花子に床の上に倒れさせた｡

b.太郎がわなを仕掛けておいて花子を泥沼に倒れさせた｡

C . 太郎は花子を床の上に倒 した｡
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f

(1a)と (1b)の意味的相違は､被使役者の意志性の有無によって説明できる｡即

ち､前者は被使役者の意志性が関与しなければならないが､後者は被使役者の意志性

は関与しないのである｡ところが､(1b)と (1c)の意味的相違は､意志性の有無

によっては説明できない｡つまり､両者とも被使役者は意志性が関与しない対象であ

るという共通点をもっているのである｡この場合､(1b) と (1C)の意味的相違を

説明するためには､潜在的能力を想定することができる｡即ち､(1b)の文は自力で

引き起こしうる潜在的能力だけで事態が引き起こされたと考えることである｡すると､

(1C)は意志性や潜在的能力の両方とも関与していないものとして見なすことができ

る｡よって､上の3つの文が表している意味的相違は､この2つの意味素性を設ける

ことによって､それぞれ説明できるのである｡

6 ｢花子は人事課に､遺子は庶務課にそれぞれ回った｡｣のように配置転換のペアリス ト

の解釈では､距離の移動でなくても許される0-万､｢フォア- ドの山田君が休んでい

るので､君がフォア- ドに回ってくれ｡｣のようにロテ-ションの解釈では､距離の移

動であっても受け入れられる｡

7 Levin& RappaportHovav(1995)では､英語のstandのような動詞を ｢空間配置

動詞｣(VerbsofSpatialCon丘gurations)と呼んで､次の3つの意味用法を挙げてい

る｡

(1) a.ThestatuestDOdinthepark.(単純な位置<simplepositon>)

b.Westoodinthestlnallday.(特定の姿勢の維持<maintainposition>)

C.Themenstoodwhent,hePresidententercd.

(特定の姿勢の獲得<assumeI)OSition>)

この3つの意味用法において重要な点は､無生主語の単純位置を表す (1a)は語桑

的使役に対応するが､(1)の (b,C)は語桑的使役が対応せず､生産的使役だけが

許される､ということである｡要するに､(1b, C)のように､ある特定の姿勢を維

持することや新たな姿勢を獲得することは､動作主である人間の意志性や潜在的能力

なしには､普通起こらない｡したがって､そのような意味素性が考慮されない無生物

は､姿勢の維持や姿勢の獲得の意味用法をもつ動詞のような生産的使役を用いること

は不可能であるということである｡

8 たとえば､kukise-la.(そこに止まれ)とyeyphcipacessi-kacinakanunsalam-ul

kil-eysey-wu･e･nohko,nongtam-ulha-koiss-ta･(隣のおじさんが通りがかりの人

を道端にtめてこおいT､冗談を言っているO)のような例が挙げられる｡

9 柴野方良教授のご指摘による.

10｢この荷物はのりますか｡｣ ｢大きすぎてのりません｡｣のように疑問文や否定文で

は可能の意味が表れる点で､本文の例とは異なる｡

第 3草

1 注3を参照｡
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2 たとえば､李 ･任 (1983:198-99)と采 (1995:160･76)では､自動詞の受動化にお

いても､文法関係の変換あるいは結合価の減少といった統語的基準に合致するか否か

を優先的に適用しているO例えば､彼らは､自動詞nal･ta(飛ぶ､舞う)の受動文と

してnak-yep-ipalam-eynal-1L'･n-ta.(枯葉が風に揺れ動く)を取り上げている (本

文の例 (6)を参照)｡ しかし､この文は自動詞文nakyep-ipalam-eyna-n-ta.(枯

葉が風に舞う)と比べてみると､語順の変化もなければ結合価の減少も見られない｡

そのため､自動詞と自動詞派生形を能動と受動の対立として判断するより､他動派生

形 nal･11Lta (飛ばす)を自動詞派生形nal･11'-ta(揺れ動く)の能動文として対応させた

方がより説得力があるという｡このような見方は､動詞の形の変化を基本に態対立を

捉えようとした一般的なヴォイスの定義からも外れてしまい､同じ形の派生形同士が

能動と受動の対立をなすという不自然な結果を導き出してしまう｡詳細は､第5章を

参照｡

3 接辞-1'と接辞-wuは､概略的にいえばそれぞれの音韻環境によって形を変える異形態と

考えられているものであるが､実際は､説明できないものも多い｡伝統的には､これ

らの接辞は使役形と呼ばれている｡詳細は､雀舷倍 (1937,1994:411･略424･29)を

参照されたい｡

4 (llb)のような例は､一般的には使役として扱われているが､Song(1967)は使役

でなく転嫁的 (obviative)意味をもつ他動詞文として特徴づけている｡このように他

動詞文として扱っているのは､鷲尾 (1997)にも見られる｡

5 この指摘は､柴谷方良教授のご指導に負っている｡

6 たとえば､子どもの服を脱がす状況などを想像していただきたい0

7 この場合のoy-ta (唱える)は､動作が大きくなったoy-cbi'-ta(大きい声で唱える､叫

ぶ)と対応する｡

8 特にソウル出身の話者は､oy･wu-taのIWuを省略してoy-taと音形的に同-1こする現

象が強く見られる｡ しかし､この場合のoy･taは､念仏などを声に出して読むという意

味のoy･taと違って､oy-wu-taからの省略であると認識している.

9 助動詞 ｢-nayta｣の意味については､Lee(1993:212･20)や門脇 (1997)に詳 しいo

10 Vendler(1967)のアスペクトによる動詞分類と､金田一 (1950)の第 4種の状態動

詞を参照｡両者については､影山 (1996)に概略が述べられているので参考になる｡

11この例文は､Ĵフl尋.̂J%尋 (編著)『Ĵ11♀司せきJや蚕』と大阪外国語大学朝鮮語研究

室 (編)『朝鮮語大辞典』を参考にした｡

12三宅 (1996)では､｢夜を-･｣のような ｢を｣格はすべて対格であり､その動詞はす

べて意図的であるという｡韓国語の場合､対格をもつ基本形動詞と派生形動詞の意味

対立から観察される意図性は､それが対象に向かっている意図性であるか､対象に向

かわない意図性であるかを区別する必要がある｡つまり､対格と意図性の関係はその

まま他動詞と同様の性質を表すとは断言できない｡詳細は､次節を参照｡

13ここでいう ｢自動詞的意図性｣は､｢走る｣｢踊る｣のような非能格自動詞がもつ意

図性の性質と同様に考えてよい｡

14自動詞用法において､意図性又は自力で事態を引き起こしうる潜在的能力をもたない

主語は､移動動詞と共起 しないと不自然であることが次の例からも窺える｡
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(1) a.say-ka nal-aSS･ta.

鳥･NOM 飛ぶ-PAST-IND

(鳥が飛んだ｡)

b･ *papsang-i nal･ass･ta.

お膳INOM 飛ぶ･PAST-IND

(直訳 ;お膳が飛んだ｡)

(2)a.Say-ka nal-a･ka･ss-ta.

鳥-NOM 飛ぶ･行く･PAST-IND

(鳥が飛んでいった｡)

b.papSang-i nal･a-ka･ss-tat

お膳-NOM 飛ぶ･行く-PAST-ⅠND

(お膳が飛んでいった｡)

15韓国語学では､これ らの動詞を含めた自他同形の動詞は､｢能格動詞｣(李 (1972),高

(1986))､｢中立動詞｣(Yeon(1994))､｢中間動詞｣(毘 (1996))などと呼ばれている｡

16この文に対する非文法性の判断は､(78)の使役文に対応する非使役文ではないとい

う意味である｡

17韓国語の r漢語動詞+ha-taJと日本語の ｢漢語動詞+する｣は必ず しも対応 しない｡

たとえば､日本語の ｢汚染する｣は韓国語ではoyem･toy-ta(汚染･なる)となり､

oyem･ha-taは存在 しない｡詳細は､生越 (1982)を参照されたい｡

第 4草

1 実は､この3つの動詞以外は管見では見当たらない｡

2 往4を参照｡

3 状況操作という概念は､直接操作 (Shibatani1973b)の下位範境として立てること

ができる｡たとえば､試合を中止させるために監督が手を打つことや審判が白い旗を

あげること､また､お客さんがタクシーを止めるために手を挙げることなどは､すべ

て状況操作の例として挙げられる｡

4 片桐 (1997)では､情報提供 ･情報収集 ･コンサルティング ･秘書業務 ･売買代理実

行など､一定の社会的機能を人間に代わって果たす人工知能をもつ機械のことを､社

会的エージェン トと呼ぶ｡ここでは､そのような人工知能をもつ機械のことを指すの

でなく､個人がもつ人間らしさに含まれる人格や自主性などが無視された人間のこと

を指す｡このような存在は､現実世界の事態では行為を行う人であるが､構文内では

その意味素性をキャンセル したものと考えている｡

5 漢語動詞の場合は､授与動詞と違 う種類の2重対格構文をつくることができる｡

(1) yengi-ka tosekwun-ey chayk-ul pannap･ulha-yss･ta.

ヨンイINOM図書館ILOC 本･ACC 返納･ACCする･PAST-IND

(ヨンイが図書館に本を返却した｡)
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6 派生形動詞の中でも､a1-Ill-ta (知らせる)のように着点の意味がより強い動詞は､2

重対格構文をつくると､かなり不自然である｡

7 詳 しいことは､任洪彬 (1987:122･148)を参照のこと｡任洪彬 (1987:127-8)によ

れば､主語が再帰代名詞の cakJ'の先行詞になるのは､3人称のときが最も-般的であ

る｡~しか し､ 1人称や 2人称の主語が先行詞になる場合も､希ではあるがありうる0

その場合は､他者からの視点というものを導入する必要があるとい う｡それについて

は注8を参照｡

8 1人称主語が再帰代名詞の先行詞になるためには､｢その当時｣などの文脈が必要であ

る｡たとえば､kutangsiDa･nunCaki･uyil-tocalmosha-nunpapo･yess-ess-ta.(そ

の当時､易は8分の仕事もうまくできないバカだった｡)

9 任淡彬 (1985:313,321)によれば､一般に目的語に対 して敬語-sl'を用いることはで

きないが､敬語の対象 となる人物が聞き手である場合は､聞き手敬語として-sl'を用い

ることができるとい う｡たとえば､次の例は､｢聞き手-先生｣である場合である｡ (文

法性の判断は任洪彬による)

(1) ?chelswu-ka seLt7Sayngnl'm･kkey knlen salam-ulponay-sIやSS-eyO?

チ ョルスtNOM先生.POL･DAT.POLそのような人IACC送る-fION-PAST-INT

(チョルスが先生にあんな人を送られたんですか)

たとえ､(1)のような文が成立っても､聞き手 (-先生)に敬意を表 しているだけで

あるから､動作の主体 としての r先生｣に対 して-sl'を使っているとはいえない｡

10韓国語のこのような特徴は､当然 Comrie(1976)や Comrie(1981,1989)が提出

した文法関係の階層性に当てはまるものではない｡それに対する議論は､Yeon(1993,

1994)を参照｡

第 5章

1 雀鉱培 (1937,1994)､Lee(1993)などを参照されたい｡

2 この2つの形式による受動文はおおざっぱにいえば､日本語で分類 されている2つの

受動文に対応できる｡ 日本語における受動文の2分類は､次のような5つの観点から

命名 されたものである｡

(1)対応する能動文があるか否かによる;直接受身と間接受身 (Howard& Niyekawa-

Howard(1976)､柴谷 (1978)などを参照)

(2)受動文の動作主マーカーによる ;ニヨッテ受身とこ受身 (Kuroda(1979)､寺

村 (1982)などを参照)

(3)受動文の主語が有生か無生かによる ;非情の受身と有情の受身 (山田 (1908)､

金水 (1991,1993)などを参照)

(4)日本語固有の受動であるか西洋語からの影響によるものであるか ;固有の受身

と非固有の受身 (山田 (1908)､松下 (1930)､金水 (1991,1993)などを参

照)

(5)受動文の意味的特徴による ;中立受身と被害 ･迷惑の受身 (久野 (1983),高
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見 (1995)を参照)

このように区別する基本的な立場は､英語の受動文と統語的 ･意味的に同じものであ

るか､異なるものであるかを適切に捉えるためである｡極おおざっぱに言えば､

受身-迷惑受身-有情の受身一固有の受身一二受身､が同じ系列にリンクされ､

聞

直

受身- (中立受身)- (非情の受身)- (非固有の受身)- (ニヨッテ受身)は､

接

接

お

おまかな関連を示す｡直接受身は括弧の他の分類とずれる場合が往々生じる｡

3 雀鉱培 (1937,1994)では､接辞･)'は ｢被動補助語幹｣､･cl-ta/･toy･ta(なる)は ｢被

動補助動詞｣として区別 し､利害被動､可能被動､自然的被動という3つの意味用法

があることを提示している｡ところが､このような分類では､日本語においては松下

大三郎 (1930)と同様に､可能や自発 (彼らの用語では自然的被動)を受動範境の中

に位置づけていることになる｡その結果､韓国の伝統文法などでは可能や自発を受動

の-つの意味用法として扱う傾向があり､可能や自発範境に対する正しい位置づけは

行われていないことが指摘できる｡松下大三郎の 『標準日本口語法』の分類は､以下

を参照｡

実質的被動 ;単純被動-旗が立てられた｡

利害被動-子供が犬に吠えられた｡

形式的被動 ;可能被動-そ んな難 しい字が小さい子供に覚えられますか｡/

この本が私に読める｡

価値被動･-二度と見られた顔ではない｡/この酒が中々飲めるよ｡

自然被動-･私にもそう思われる｡/拙い字が書けた｡

4 この場合の･C1'･taは､助動詞というより､接尾辞化 している (cf.高 (1974･.ll)の準

接尾辞)｡よって､接辞一)'と同じ資格を持つことになり､両者は相補的分布をなすと考

えられる｡

5 他動性の高低についてはHopper&Thompson(1980)の研究があり､本稿の第 3章

で紹介 している｡ヤコブセン (1989)や角田 (1991)などで主張される他動性プロト

タイプによると､状態変化を表す他動詞は他動性のプロトタイプに属するものである｡

6 態現象と結合価の問題に対する詳しい議論は､Sbibatani(1998b)を参照されたい｡

7 韓国語の助動詞-cl'-taは動詞の屈折範噂でない｡英語においても動詞の屈折範噂として

過去分詞と､be動詞の組み合わせであり､中国語などの孤立型言語では動詞の屈折と

いう概念がそもそも当てはまらないという点が指摘される｡

8 このようなプロトタイプ的な考え方には､人称受身 (personnalpassive)と非人称受

身 (impersonalpassive)も一つにまとめ上げなければならず､それは動作主が主語で

あるかそうでないかという対立として-くくりに纏めて､人称受身を非人称受身より

優位に置くということで反映される (詳細は､柴谷 1997bを参照されたい)0

9 柴谷 (1997b)では､｢行為が主語の量壷のもとに-｣とされるが､ここではSIlibatani

(1998a)に従って､意志をコントロールと引用する｡

10韓国語において､ここで採る自発の範噂は､形態的に受動と同じであり､なお受動と

意味的な連続線上に位置づけられる｡ しかし､受動とは範噂を異にするという理由に

よって自発範噂を設定した｡

llSilverstein(1976)の名詞句階層によると､スカー トなどのモノは自然のカと同様に
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無生物に入る｡ところが､モノが自然の力と異なる点は人の所有物として捉えられる

点にある｡それは話し手の自己中心性 (egocentrism)によって説明できるが､このこ

とが語順と関係して､文の自然さと不自然さに関連すると考えられる｡(角田1991:

39-61を参照)0

12自動詞の受動の存在については､早くは李 (1970)の研究において観察されている｡

そこでも自動詞の受動の存在は､韓国語の態研究の問題点として取り上げるにとどま

っている｡

13これにより､自動詞派生形を逆使役化 (anti-causative)や脱他動化 (detransitive)

として分析することのは困難である｡即ち､逆使役化や脱他動化といわれるものは､

他動詞から自動詞-の派生を前提にするものである｡たとえば､次に提示する日本語

には､語根を共にする2つの自動詞が存在する｡しかしながら､これらは1つは自動

詞基本形であり､もう1つは他動詞からの派生形である｡(西尾 (1954))0

(1)a.あける (他)一一あく (自)

一一あかる (自)

b.沈める (他)--沈む (自)

一一沈まる (自)

C. 片付ける (他)一一片付く (自)

-一片付かる (自)

影山 (1997)では､日本語の自動詞化に係わる接辞を-e-と-ar一に大別し､前者は ｢反

使役化｣(たとえば､折る (他)- 折れる (自)のタイプ)であるが､後者は脱他

動化 (上の (1)の例)の形態であるという｡このような主張が可能なのは､それら

はすべて他動詞から自動詞-の派生関係を前提にしているからである｡

14したがって､自動詞基本形 sok･ta(編される)は､sellyengnay･kakecismal･ulhalci･

I且to,tangsin-ina･hanthycomso女-acwu･myenantoy-na･yo? (直訳 ;もし､私が

うそを言うことがあっても､あなたが私に編されてくれたらいかないのですか｡-も

し私がうそをいうことがあっても､あなたは何も言わずに黙っていてくださらなけれ

ばならないのですか｡)のように､相手に直接その行為を要求することができ､この

場合主語の行為は ｢黙っている｣ことであると理解される｡

15ただし､接辞-1'は日本語の ｢(ら)れる｣のように尊敬の意味は表さない0

16春庭の第一段動詞のオノヅカラシカルは､受動だけでなく使役とも対応しないもので

ある｡即ち､受動と使役に参与する自動詞はミヅカラシカスル動詞だけである｡これ

は､三上章 (1953)と佐久間 (1983)において､受身の成否は使役の成否と一致する

という主張と繋がる｡春庭の第一段動詞の意味区別とPerlmutterの非対格仮説との関

連についての詳細はShibatani(1998b)を参考されたい｡

17久野 (1983)とKuno(1989)によれば､被害受動の意味は ｢に｣受動文の主語が､

埋め込み文によって表される行為 ･心理状態に､直接的にインヴォルヴメントされて
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いればいる程､中立受動として解釈しやすく､そのインヴォルヴメントが少なければ

少ない程､被害受動の解釈が強くなる.これとほぼ同じ趣旨で､Washio(1995)と鷲

尾 (1997a)では､関与 (Inclusion)か排除 (Exclusion)かという概念で説明する.

即ち､排除は構造的に被害の意味を生み出すが､関与は必ずしもそうでない｡日本語

の被害 ･迷惑受動全般について詳しい意味記述と構文の意味的公式化は､Wierzbicka

(1988:257-92)があるが､その外に､Oehrle&Nisbio(1981)とKuroda(1979)

も参照｡これまでの議論を総括した柴谷 (1997a)では､迷惑の意味の構文レベルで

の創出は､距離による近接性と作用性として定義される関連性の働きによると主張す

る｡

18このパラメータの値は､韓日両言語ともに第2章で提示した使役のパラメータの値と

一致する点に注目してほしいOなおそれは､韓国語の場合､使役と受動にともに用い

られる接辞-1'が同じ形式である可能性も示唆するものである｡使役と受動の関連につ

いては､第6章を参照されたい｡

19Washio(1995)と鷲尾 (1997a:26-7)では､日本語のような自動詞の受動 (間接受

動)が韓国語には存在 しない､という結果から､韓国語では自動詞は受動化できない､

という判断を下している｡(この判断はおそらく韓国語には非人称受身は存在しない

という前提があったからであろう｡)ところが､このような判断は､自動詞が受動に

参与できる動詞が日本語と韓国語において互いに相違する､というパラメータは考慮

されなかったため得られた結論であると理解される｡確かに､鷲尾で示 している次の

受動文は日本語では言えるが (1b)､韓国語では言えない (1a)｡ しかし､それ

もwul-tA (泣く)という動詞は韓国語ではWul･11'-ta(泣かれる)という受動形を派生

しない､というパラメータによる派生のレベルの問題である｡つまり､日本語と韓国

語における自動詞の受動はパラメータによって説明されるべきであり､自動詞が受動

に参与可能な動詞の意味範噂の相違､即ち､パラメータによって､韓国語は日本語の

自動詞の受動文のような間接受動は存在 しない､という風に逆に説明すべきであろう｡

(1)a.☆haksayng･i ai-eykey wul･11'-ess･ta.

学生INOM 子供-DAT 泣く･PASSIPAST･IND

b.学生が子供に泣かれた｡

20注 17を参照

第6章

1 ここでは､中相再帰と再帰的中相という用語を区別 して用いる｡前者は再帰代名詞に

よる中相である (第5章の例 (10))が､後者は接辞Jによる意味的再帰の中相であ

る (本章の例 (1))｡韓国語では再帰代名詞による中相は存在 しない｡よって､再

帰的中相における接辞-1'の機能は､意味的再帰を表すと規定することができる｡そうす

るとそれは､再帰代名詞のように､主語-動作主という文法的範境に直接再帰 (cf.直

接再帰機能 (Directrenexivefunc丘on(GotD(1987:27))､Abraham,W.(1995:

4))するものでなく､意味的範境として対象に再帰する ｢対象再帰｣として分析する
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方法を考えることができる｡

接辞･1'が表す行為はすべて対象に向かって及ぶ (対象指向性又は対象再帰性と呼ぶ

ことができる)という定義を与えれば､対象の文法的範噂は､目的語であっても主語

であってもかまわないわけである｡これにより､使役 (他動詞)と受動､中相などの

範境に同じ接辞･)'が用いられるのも､自然に説明がつけられる.

2 日本語と違って､韓国語は有生か無生かによって与格の形態が異なる｡有生には-eykey

や haDtLey(に)､無生には-ey(に)が用いられる｡そして､次のように有生の場所

(着点)を表す場合も日本語では ｢～のところに｣というべきところを､韓国語では与

格だけ用いる｡

(1) sensayngnim-hanthey ka-ss-ta.

先生-DAT 行く･PAST-IND

(先生のところに行った｡)

3 韓国語の語柔的使役における被使役者の与格標示は､動作主マーカーではなく着点の

名詞句である｡第4章を参照｡

4 次のように行為の結果が主語に残存 し､それが直接観察可能な場合に限っては､3人

人称主音吾も許される場合がある｡

(1) ai-ka pal-ey ttong-i palp-ムll･ess-e-yo･

子供-NOM足･LOC うんこ･NOM 踏む･ノーPAST-POLMOD

(直訳 ;子供が足にうんこが踏まれました｡

(-子供が うんこを踏んで､うんごが足にくっ付いてしまいました｡)

5 この点は､第4章の4.2.1.節で議論 したように､使役構文の格交替のパターンと同様で

ある｡

6 韓国語の心理動詞 (感情 ･感覚)における他動性と人称制約の問題に関する分析は､

鄭 (1997)を参照｡

7 このような特徴は､井上 (1976),青木 (1979)などで主張する非意図的他動詞 (請

糞的使役)構文と類似するところがある｡

8 まだ起きていない事態を表す場合や､反復相を表す場合なら現在時制も受け入れられ

る.たとえば､｢一歩足を踏み間違えると､～ ｡｣のような条件節を用いったり､｢し

きりに｣のような副詞を用いると､現在時制が許される｡

9 注 10を参照｡

10Lee(1993)では､この文のようなpanul･ey (針に)の･ey(に)は､場所でも道具で

もないStativeInstmmentであると規定 している.ここでは､｢静的道具｣として用

いるが､グロスはSINSと表記する｡

11李 ･任 (1983:202)では､このような文を受動文 (韓国語学の伝統において､受動

文は ｢被動文｣と呼ばれている)であると判断 し､韓国語の受動文の特徴は､｢脱行

動性｣､｢非行動性｣､あるいは状況依存性の表現に関連するという｡つまり､行為
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は動作主の意図にあるのではなく､偶然の状況にある､というのがその説明である｡

12従来における受動文の2重主格の成立に関する統語的な説明は､李 ･任 (1983:204-5)､

任 (1978)､Washio(1995:223･249)､鷲尾 (1997a:52-60)､Gerdts(1991)

などを比較参照されたいoGerdt,Sについては菜箸尾の-連の研究で詳 しく検討されてい

る｡いずれにしても､能動と受動の文法関係の変換を基本としている分析である｡

13究極的には､韓国語の接辞･1'と日本語の r(ら)れる｣の機能上の相違に還元することが

できる｡つまり､両言語における受動形式の相違は､第 5章で提示 したパラメータの

値の相違- つまり､韓国語はInanimate& Non･VolitionalHumanであり､日本語

はAnimate& Potentである- を見出すが､それは結局､韓国語は対象と行為との

関係のあり方を言及する形式であるのに対して､他方の日本語は行為者と行為との関

係のあり方を言及する形式である､という違いから導き出されたものであると考えら

れる (5.2.5.節を参照)｡これを鑑みると､中相範噂において､接辞-1'が非制御性再帰と

相関し､｢(ら)れる｣が自発 (有生自発)と関連する､とい うことも道筋が立っ｡

14 ｢間接受動｣という用語は､日本語と韓国語､そして英語などで用いられている｡ し

か し､その内容は必ず しも同質でないため､注意を要する｡たとえば､英語ではHegave

heralatt8r.に対 してShcwasgivenalatter.のように､3項動詞が受動化 した場合､

間接 目的語が受動文の主語に選ばれる受動文のことを指す｡-方､日本語は英語と異

なって､対応する能動文が存在 しないものを指す｡よって､自動詞の受動文はすべて

間接受動に分類される｡他動詞の受動文にも､｢読まれる｣｢食べられる｣などのよ

うに間接受動 しか対応できないものもあれば､直接受動と間接受動の両方の解釈が可

能になる場合もあるo (日本語の間接受動に関する詳細は､Howard&Niyekawa

Howard(1976),柴谷 (1978:133･142､322･326)を参照｡)

ところが､韓国語において ｢間接受動｣とい う用語は､李 (1970)によって初めて

用いられるが､彼は目的語をもつ受動構文を間接受動と分類する｡これによると､韓

国語は英語のように3項動詞の間接目的語を主語として用いる受動文のことを言 うも

のでもなければ､日本語の間接受動文の分類基準にも合致しないものであるというこ

とがわかる｡即ち､日本語の目的語残留受動文には､直接受動も存在する (たとえば､

私は母にノJ､言を言われた｡)ため､必ず しも間接受動には分類されない｡ したがって､

ここでは､韓国語においては間接受動という用語を用いず､便宜上､目的語残留受動

と呼ぶ.鷲尾 (1997a)では､韓国語を日本語と同一線上で扱 うために､目的語残留

受動とともに間接受動という用語も用いるのが見られる｡

15 ｢切る｣にはcalu-taという動詞が対応するが､この動詞は次のように､受動は成立さ

せるが､日本語と違って使役は成立させないものである｡

(1) ??chelswu-ka yenglmy-hanthey meli-1ulcal111'-ess･ta.(使役)

チョルス･NOM ヨンヒ･DAT 髪-ACC 切る･CAUS-PAST-INt)

(チョルスがヨンヒに髪を切らせた｡)

(2) chelswu-ka yenghuy･h a nthey meli･1ul cal-Li･ess-ta. (受動)

チョルス-NOM ヨンヒーDAT 髪-ACC 切る-PASS-PAST･IND

(チョルスがヨンヒに髪を切られた｡)
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なぜ､(1)は成立しないか､という問題は､この動詞の意味にその根本的な要因が

存在すると考えられる｡たとえば､meli-1ulcalu･ta.(髪を切る)では､自分で自分

の髪を切っても､誰から切ってもらっても (つまり､誰かが介在 しても)､なおかつ

他人の髪を切っても別に良いわけであるOしかし､meli-1ulkkak-ta.(頭を散髪す

る)では､自分が自分の髪を切る､という状況をいうものではなく､なおかつ､他人

の髪を切るということも許されないOつまり､kkakk･ta(散髪する)と違ってcalu-ta

(切る)では､｢ヨンヒが自分で自分の髪を切る｣ことも可能であれば､｢ヨンイが

他人の髪を切る｣ことにも制約が存在 しない｡ところが､このような意味をもつ動詞

であれば､韓国語では語柔的な使役動詞を派生しない､ということである｡このよう

な制約が存在する根本的な理由については､本節と次節の以下で説明する｡

16ここで言う ｢直接関与｣と ｢間接関与｣は､主語と出来事との関連において､その2

つが同時に起こる状況にあるか､そうでないかがもっとも基本的な条件である｡した

がって､たとえば､寺村 (1982:243-247)で､主語とその出来事との影響関係が直接

的であるか､身体部分や持ちもの､あるいは親類など主語と縁のあるものの介在によ

る､間接的な関与であるか､による直接受動や間接受動の区別とは一致しない概念で

ある｡

17この動詞の歴史的変遷については､Park(1994)でも詳しい観察がある｡

18許 (1975)を参考にすれば､中世韓国語の資料において被使役者標示に与格を用いて

いる例はほとんど見られない｡被使役者標示は主に､-1ohayekum (-をして),-1ulsl'kj21'e

(･をさせて)である｡

19柳 (1993a,b)では､歴史的に消滅した使役形は､間接使役の構文パターンを要求

するものであるという報告がある｡

20それにしても､この文のもっとも適格な言い方は､次のようにppal-a-mek-hl'･(吸う･

食 う-PASS･)という複合動詞を用いることである｡次のような複合動詞を用いる理由

については､本文の6.2.3.節を参照｡

(1) kunamca -1lun huphyelki-hantheyphillulppal-a-mek-hJ'-ess-ta･(受動)
その男-TOP 吸血鬼IDAT 血-ACC墳うー食う-PASS-PAST-IND

(その男は吸血鬼に血を吸われた｡)

21使役と受動の関連に関する他の言語の状況は､Washio(1995)､鷲尾 (1997a)､佐々

木 (1997)､A.L.Malchukov(1993)などを参照されたい｡

22たとえば､次のような受動文は､受動文の主語と残留目的語との意味関係を所有関係

に求めてきたため､研究者によって直接受動と間接受動の認め方が異なる｡例文の括

弧の中の分類は森山 (1988)による｡

(1)a.僕は､太郎に殴られた｡ (まともの受け身)

b.僕は､太郎に頭を殴られた｡ (部分受け身)

C.僕は､すりに財布をすられた｡ (所有受け身)
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d.僕は､交通事故で妻に死なれた｡ (純粋な迷惑受け身)

寺村 (1982)では､(1a)は直接受動,(1)の (b-d)は間接受動とするが､

仁田 (1991)では､(1a)はまともの受身､(1)の (b, C)は持ち主の受け身

であり､(1d)は第三者受身であるとする｡よって､(1a)が直接受動､(1d)

が間接受動 (第三者受動)､その間に (1)の (ち,C)の持ち主の受身を設定する

ことになる｡中立的な立場として､森山 (1988)では､主語名詞の動き-の関与が大

から小へと連続 しているという｡

23 ｢捕まる｣の ｢に｣格名詞句は動作主でなく､よって受動文のようには振る舞まわな

い､ということに対する統語的なテス トは､第5章の5.2.2節を参照されたい｡

第 7章

1 第5章の注2を参照されたい｡

2 3人称が許されるのは､小説の地の文などのように作家の ｢透視的視点｣(北原 (1991))

が許される特殊の状況が想定される場合に限られる｡

3 tela形式に対する詳細は､徐 (1990)を参照されたい｡

4 この類の受動文は､益岡 (1987)では ｢属性叙述受動文｣､高見 (1995)などでは ｢特

徴づけ｣と呼ばれている｡

5 金水 (1992)は､ ｢非情の受身｣と ｢非固有の受身｣が一致するものではなく､西洋

語の影響から発達したのは､ ｢によって｣受動文であるという｡

6 尾上 (1996,1998)では､非現実界に属するものであるか､現実界に属するものであ

るかによって区別して､前者は ｢可能｣､後者は ｢実現可能｣と呼んでいる｡

7 尾上 (1996､1998)では､ラレル形述語を持つ文を､ ｢事態を個体の運動として語ら

ず､事態全体の発生､生起として語る文｣として特徴づけて､それを ｢出来文｣であ

るという｡
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